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I 牛の衛生 
 
Ⅰ－１ ウイルス性疾病 
 
1.牛ヘルペスウイルス 4 型が分離された肺
炎事例及び十勝管内のウイルス浸潤状況：
北海道十勝家保 小柳優奈、谷口有紀子 

9 カ月齢肉用牛の死亡原因検索の病性鑑
定で肺から牛ヘルペスウイルス 4 型（BoHV
-4）を分離。細菌学的検査で、Mycoplasma 
bovis 遺伝子陽性。抗 BoHV-4 血清の免疫組
織化学的染色（免染）結果から BoHV-4 が肺
炎に関与したと確認。浸潤状況調査として、
肺のパラフィンブロックからの BoHV-4 遺
伝子検査、平成 30～令和 3 年度保存血清の
抗体検査を実施。肺のパラフィンブロック
98 検体中 4 検体が BoHV-4 遺伝子陽性、う
ち 1 検体免染陽性。遺伝子陽性検体の肺組
織所見は一致せず、BoHV-4 は他の病原体の
増悪因子となることが示唆。抗体検査では
保存血清 166 検体中 86 検体で抗体陽性（陽
性率 51.8%）。2004 年の既報（陽性率 2.6%）
と比較し高い抗体保有率であり、管内に広
く浸潤したことが示唆。肺炎の原因検索時
には BoHV-4 の関与について考慮する必要
性を確認。 
 
2．管内の牛 RS ウイルス野外株の遺伝子及
び抗原性解析：北海道上川家保 梶田桃代、
枝松弘樹 

平成 27 年～令和 2 年度 21 戸の鼻汁乳剤
及び野外分離株計 27 検体を用い、牛 RS ウ
イルスの抗原決定基を有する G 蛋白遺伝子
の系統樹解析及びワクチン株（rs-52 株、
遺伝子型Ⅱ）との抗原決定基を含むアミノ
酸配列の比較を実施。本病発生農場の回復
期血清 4 検体を用い、野外株 1 株と国内標
準株（NMK7 株、遺伝子型Ⅱ）による中和試
験を実施。系統樹解析では管内流行株は全
検体が遺伝子型Ⅹに分類され、近年の国内
流行株と近縁。アミノ酸配列の比較では抗
原サブグループの分類に用いられる 180 番
目のロイシン及び 205 番目のトレオニン並
びに抗原決定基の立体構造に関わる 173、1
76、182 及び 186 番目のシステインは rs-5
2 株と全検体一致。中和試験では NMK7 株と
野外株の抗体価（幾何平均）は 27.5 倍及び
28.0 倍であり両株間で有意な差はなし。遺
伝子型ⅩとⅡの抗原決定基の立体構造の類
似を推察。また、遺伝子型ⅩとⅡの抗原性
の相違は小さく、本試験の野外株に対し現
行ワクチンは有効であると考察。 
 
3．管内酪農場における牛伝染性リンパ腫対
策の取組：岩手県中央家保 竹内翔子、小
林由樹子 
 2016 年 8 月に牛伝染性リンパ腫（以下、
BL）が発生した管内酪農場 1 戸において、
飼養牛 41 頭のうち抗体陽性牛 15 頭（陽性

率 36.6％）の分離飼育、人工初乳の給与等
の BL 対策を開始。2019 年度は、飼養牛 48
頭のうち抗体陽性牛は 8頭（陽性率 16.7％）
まで減少。2021 年度は、抗体陽性牛の BL
ウイルス遺伝子量を測定。遺伝子量により
100 コピー数／10ngDNA 以上の遺伝子量を
保有する水平及び垂直感染リスクの高い牛
（以下、高リスク牛）7 頭を特定し、うち 6
頭を淘汰。2022 年度は、搾乳牛舎が新設さ
れ、陰性牛群の完全な分離飼育が可能。一
方、預託育成牛が陽転し、高リスク牛とな
るなどの課題が発生。今後も、分離飼育等
の伝搬防止対策と高リスク牛の淘汰を推進
し、関係者と連携した預託育成牛の感染防
止対策を強化する。 
 
4．管内酪農場における牛ウイルス性下痢持
続感染牛の摘発事例：岩手県中央家保 早
川麻理子、阿部憲章 
 管内 A 町の 1 酪農場において、2021 年 1
2 月より下痢、肺炎及び流死産が続発。202
2 年 5 月、肺炎を呈した育成牛 1 頭及び早
産した成牛 1 頭を牛ウイルス性下痢ウイル
ス（BVDV）1 型の急性感染と診断。同年 7
月、肺炎を呈した育成牛 1 頭及びその母牛
を本病の持続感染（PI）と診断。PI 母牛が
前年に預託されていた管外 B 村の牧野を検
査したところ、B 村の酪農場の産子 1 頭を P
I と診断。A 町の酪農場では 3 年前に育成牛
全頭に 6 種混合生ワクチンの接種を開始し
たが、PI 母牛の母牛には未接種であり、低
抗体価であったことが PI 出生の要因と推
測。A 町は地域ぐるみで、6 種混合生ワクチ
ンの接種、年 2 回のバルク乳検査及び町外
導入牛の検査を実施。取組の継続と異常産
発生時の早期通報の啓発を図る。 
 
5．牛ウイルス性下痢ウイルス 2 型及び同抗
体が共存する持続感染牛の初確認事例：岩
手県中央家保 多田成克、福成和博 
 牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）に持
続感染（PI）し、同遺伝子亜型 BVDV に対す
る抗体を産生する牛の報告はない。令和 3
年に BVDV2型の PI牛と診断した 2歳齢搾乳
牛の複数の経過血清に BVDV2 型特異抗体（1
28-256 倍）を確認。血清中 BVDV の干渉作
用を否定するため、アセトンによる BVDV
不活化処理血清を用いた中和試験を実施
し、同抗体を再確認。母牛は、BVDV2 型抗
体価有意上昇の結果から胎齢 97 日以降の
急性感染（AI）が示唆。本牛は免疫寛容（胎
齢 125 日以前）と抗体産生時期（同 100 日
以降）の狭間に垂直感染し、不完全な免疫
寛容となったことが、BVDV2 型と同抗体の
共存する原因と推測。本牛の鼻汁及び尿で
は BVDV 分離陽性であったが、血清では分離
陰性となる検体があり、血清のみを用いた
検査では、AI と誤診される可能性があっ
た。本事例は稀であるが、通常の PI 牛と同
様に BVDV の感染源となることから、血清と
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それ以外の検体を材料とし、遺伝子検査等
を併用して的確に診断し、早期に淘汰する
ことが重要。 
 
6．牛伝染性リンパ腫ウイルス感染牛の末梢
血中白血球パラフィン包埋標本を用いた免
疫組織化学的分析：山形県中央家保 野崎
陸 

地方病性牛伝染性リンパ腫（EBL）は牛伝
染性リンパ腫ウイルス（BLV）感染に起因す
る B 細胞性リンパ腫。症例の多様化、散発
型の存在により発症の生前診断は難しい。
今回、末梢血中の白血球をアルギン酸ナト
リウムでゼリー状に固め、ホルマリン固定
パラフィン包埋標本を作成、免疫染色（IH
C）を実施。一次抗体は CD3（T 細胞マーカ
ー）、CD20（B 細胞マーカー），Ki67（細
胞増殖期マーカー）を用い、HE 染色で求め
た百分率から陽性細胞率（陽性細胞数/リン
パ球数）を算出。CD3 陽性細胞率は BLV 陰
性牛群、BLV 陽性牛群、持続性リンパ球増
多症牛群、EBL 発症疑い牛群の順に減少（4
8.9％、31.8％、13.2％、8.2％）、CD20 陽
性細胞率は同順に増加（50.6％、76.6％、8
6.6％、99.7％）、Ki67 陽性細胞率も同順
に増加（3.6％、6.3％、7.7％、12.6％）。
以上から末梢血中リンパ球の IHC は EBL 発
症牛の生前診断の一助として有用。 
 
7．牛伝染性リンパ腫ウイルス抗体陽性牛専
用牧野の取り組み：福島県中央家保 石田
真菜、鎌田泰之 

管内公共牧野では牛伝染性リンパ腫ウイ
ルス（BLV）抗体陰性牛のみを放牧。近年、
放牧前衛生検査で BLV 抗体陽性により放牧
不適となるケースが散見。利用者から BLV
抗体陽性牛放牧の要望があり、令和 2 年度
から自治体及び利用者と協議。所有する牧
野 2 カ所のうち稼働率が低い牧野を陽性牛
専用に変更することを決定。令和 4 年度よ
り運用を開始し、3 戸 9 頭を上牧。陽性牛
専用牧野利用者の不安を除くため、令和 4
年 4 月から 9 月に陽性牛 9 頭の BLV 遺伝子
量を継続して測定し、大きな変化がないこ
とを確認。牧野ごとに陽性と陰性を区別す
ることで運用方法や検査体制を大幅に変え
ること無く整備。陽性牛の放牧が可能にな
ることで BLV 清浄化や陽性牛管理の省力化
に寄与。自治体と共に陽性牛専用牧野の利
用拡大を推進する一方で、利用者の情報保
護や放牧中に発症した場合の対応が課題。 
 
8．千葉県及び管内における BVD 対策と取り
組み：千葉県南部家保 阿部久瑠美 佐藤
沙樹 

県では平成 28 年度から牛ウイルス性下
痢（以下 BVD）の清浄化を図るため、バル
ク乳検査や定期検査の余剰血清を用いた検
査（以下スクリーニング検査）等を実施し
ている。当所では農家への説明会や管内育

成牧場への検査やワクチン接種指導、BVD
摘発農場の清浄化後の出生子牛の継続検査
等を実施している。県の対策開始後、病性
鑑定やバルク乳検査、育成牧場への預託前
検査等での摘発が多く、産歴や月齢は様々
であったが、近年では経産牛の摘発が大幅
に減り、導入牛からの出生子牛や、肉牛肥
育農家による市場導入牛検査での摘発、こ
れらに係る追跡検査での摘発が多い傾向に
ある。スクリーニング検査の効果が見られ
ることから、今後、清浄化を更に推進する
ために、牛の導入時の検査や預託帰りの牛
からの出生子牛の検査の強化を含めたスク
リーニング検査実施農家の拡大に加え、定
期的なワクチン接種等の自衛防疫意識向上
推進が重要と考える。 
 
9．牛 RS ウイルス及び牛コロナウイルスに
よる呼吸器病一症例の病理学的特徴：千葉
県中央家保 綿村崇宏、三浦良彰 

令和 3 年 12 月、約 100 頭の牛を飼養する
農場で、同一牛舎内の 2 か月齢未満の子牛
に発熱と呼吸器症状が急速に伝播。死亡交
雑牛 1 例の病性鑑定を実施。剖検では肺全
域の所見は概ね均一で、色調退色、軽度に
硬化し、含気感が消失。組織学的には、び
漫性肺胞障害（DAD）と気管支上皮の剥離が
認められた。免疫染色で、肺に牛 RS ウイル
ス（BRSV）の、気管・気管支に牛コロナウ
イルス（BCoV）の陽性反応が認められた。
ウイルス学的検査で肺から両ウイルスの特
異遺伝子が検出。BRSV の病変は 1 週間以上
経過した亜急性期である一方、BCoV の病変
はより急性期であることが示唆。肺に BRSV
が侵入し、DAD に発展したことで病態が重
篤化し、さらに BCoV による障害が生じたた
め死亡したと考察。病理学的に、2 種の異
なるウイルスが一症例の呼吸器に独立した
特徴のある病変を形成した複雑な症例であ
ると共に、これまで病原性の詳細が明確で
なかった BCoV による呼吸器病の重要性を
裏付ける症例。 
 
10．牛伝染性リンパ腫ウイルス検査の簡便
化の検証：東京都家保 八町慶史 
 地方病性牛伝染性リンパ腫陰性牛把握の
ため、核酸抽出が不用なダイレクト PCR 法
を導入し、一部検査法を改変し遺伝子検査
の簡便化を検証。材料は抗体陽性牛及び陰
性牛の全血。検証項目は、①PCR 酵素と PC
R サイクル数の検討では、新旧 PCR 酵素で 3
5～50サイクルのダイレクト PCR結果比較、
②従来法（核酸抽出後 nested PCR）との感
度比較では、50 サイクルでダイレクト PCR
を行い従来法と結果比較、③添加物 LIPIDU
RE®（日油株式会社、東京）の利用では、陽
性検体を段階希釈しダイレクト PCR を行
い、添加区と未添加区で結果を比較。結果
は、①従来法の酵素より検出感度が向上。
②は 50サイクル数でダイレクト PCRを行っ
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た場合では、従来法まで検出感度は向上せ
ず。③は添加区で検出感度が向上。添加物
活用と PCRサイクル数を 50回とするダイレ
クト PCR を採用することにより、効率的に
遺伝子検査を実施し、感染牛の把握に努め
ていく。 
 
11．牛伝染性リンパ腫清浄化に向けての取
り組み：神奈川県県央家保 山本禎、英俊
征 
 牛伝染性リンパ腫は発生が増加傾向であ
り、発生時の経済的被害が大きいため、対
策が重要。当所では意欲の高い 14 戸を対象
に全頭抗体検査、リスク評価及び対策指導
を行い、清浄化を推進。A 農場は中央畜産
会のモデル事業に参加、平成 25 年度から年
2 回全頭抗体検査を実施。当初 50～70%だっ
た陽性率は、陽性牛の淘汰と初乳の加温処
理、吸血昆虫対策等により低下、令和元年
春から 5 回連続で新規陽転牛は認められ
ず。しかし、令和 3 年秋、導入牛 2 頭を含
む 3 頭が新規陽転、陽性率は再び上昇。今
後も”EC の鍵”を用いたリスク評価により
淘汰順位を明確化する等の支援を継続。B
農場は令和 2 年春に清浄化を達成したが、
令和 3 年 8 月下牧牛 1 頭で抗体陽性、PCR
陰性という事例が発生。低リスクと判断し、
牛房を移動して飼養を継続。以後、下牧牛
は都度抗体検査を実施、陰性を確認、3 回
の全頭検査で新規陽転牛は見られず。今後
も、抗体検査→リスク評価→対策指導→対
策の評価というサイクルを回し、清浄化を
推進していきたい。 
 
12．肉牛農家と酪農家が連携した牛伝染性
リンパ腫対策：新潟県中越家保 五十嵐紗
代子、木村仁徳 
 T 地域の牛伝染性リンパ腫（BL）陰性の
肉牛繁殖農家は素牛市場へ BL 陰性牛を出
荷したいため、同地域の 4 酪農場で生産し
た肉牛 ET 産子を BL 陰性なら高値で買い取
る意向があり、また酪農家にとってもメリ
ットがあることから、家保を中心に地域全
体で対策に取り組んだ。4 酪農場において 6
か月齢以上乳用牛全頭抗体検査で農場陽性
率及び陽性牛を把握し、陽性牛はリアルタ
イム PCR 検査で BLV 遺伝子量を測定。肉牛
農家と酪農家が連携する必要性を周知する
ため検討会を開催し、実地形式のサシバエ
対策講習会で関係者全員による薬剤散布を
実施。肉牛 ET 産子は生後すぐ PCR 検査及び
6 か月後抗体検査で陰性。また T 地域の繁
殖和牛は全頭検査で陰性確認。研修会等に
より生産者は吸血昆虫対策の意識向上し、
防虫ネット設置や薬剤散布により目視での
サシバエ数は激減。夏前後での乳用牛の新
規陽転牛は 1 農場で 1 頭、2 農場ではなし。
来年度以降も支援を継続しデータを積み重
ねることで対策の検証を具体的に行う。 
 

13．黒毛和種における地方病性牛伝染性リ
ンパ腫の生前診断の検討：新潟県中央家保
佐渡支所 羽入さち子 

地方病性牛伝染性リンパ腫（EBL）の生前
診断を行うには臨床検査結果を総合的に判
断する必要があるが、既知の基準に合致し
ない症例もあり判断に苦慮するため、佐渡
の牛の 8 割を占める黒毛和種における生前
診断の過程を検討。EBL である確率の算出
にはベイズの定理を用いて、有病率と各項
目の尤度比を元に検査後確率の計算を繰り
返し計算。過去 6 年間の黒毛和種の EBL21
症例および BLV 抗体陽性で EBL ではなかっ
た（非 EBL）23 症例の稟告、血液検査結果、
転帰を用いた。既知の 11 項目の他、起立不
能、消化器症状、ヘマトクリット値の異常
について陽性および陰性尤度比を算出。症
状は各々の期間有病率を算出。腫瘤、子宮
壁肥厚は有病率が高く診断基準として有
用。起立不能、消化器症状、ヘマトクリッ
ト値の異常も診断の参考になると考えられ
た。EBL ではない可能性がある場合は診断
的治療が有効。正確な診断のためには非 EB
L 症例も含め多くの症例が必要であり、今
後も検討を継続。 
 
14．搾乳牛の下痢便から検出された A 群ロ
タウイルスの遺伝子解析：富山県東部家保
 藤井晃太郎、西井純 

管内酪農家（A、B 酪農家）の搾乳牛で発
生した A 群ロタウイルス(RAV)による下痢
症の概要と遺伝子解析を実施。A 酪農家は
子牛を県外に預託育成、令和 4 年に集団発
生、乳量減少、約 1 カ月間で終息。B 酪農
家では成牛導入により規模拡大中、令和 2
年に散発的発生、乳量やや減少、約 4 日で
終息。ともに母牛に RAV3 価を含むワクチン
を毎年接種。病性鑑定ではともに単独で RA
V 検出、牛ロタウイルス病と診断。VP7 及び
VP4の遺伝子解析の結果、A酪農家は G15P[1
1]（国内未報告）、B 酪農家は G10P[11]（子
牛で一般的）に分類。A 酪農家では外部侵
入又は農場内で遺伝子再集合した型が下痢
の長期化に関与したと推察。B 酪農家では
導入急増を背景に牛群の抗体価が不均一で
あったと推察。一般的な血清型の侵入であ
れば、ワクチンの効果が期待できるが、新
しい型の侵入の場合、多大な経済的損失招
く恐れ。伝播防止対策など飼養衛生管理の
徹底が重要。 
 
15．牛アデノウイルス 10 型に近縁の遺伝子
が検出された乳用子牛の事例：山梨県東部
家保 齊藤那美香、大町雅則 

飼養頭数約 90 頭の酪農家において、生後
5 ヶ月齢のホルスタイン種が元気消失、起
立嫌悪、粘血便を呈し、加療後、削痩が進
行、神経症状を伴い、10 日後に死亡。胸腺
は萎縮、空腸腸壁は多発性に菲薄化、粘膜
が暗赤色。大腸でコクシジウムのシゾント
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及びオーシストが高頻度に検出。腎臓で集
合管上皮の変性壊死、核内封入体を確認。
封入体を有する核では抗アデノウイルス抗
体の免疫染色で陽性、電子顕微鏡像で直径
70 ㎚の粒子を確認。また、上部消化管内容
から Clostridium perfringens（A 型）7.2
×104 CFU/g を分離。空腸腸間膜リンパ節
及び腎臓で牛アデノウイルス(BAdV)の特異
遺伝子が検出、RFLP 法による型別解析や分
子系統樹解析では 10 型に近縁。死因は混合
感染と胸腺の萎縮等による免疫力の低下に
よって、病態が悪化したものと推察。BAdV
については 10 型に近縁の遺伝子が検出さ
れ、その病原性や分離法は明らかになって
おらず、さらに調査検討が必要である。 
 
16．散発性（子牛型）牛伝染性リンパ腫の
発生事例：山梨県東部家保 石原希朋、大
町雅則 
 飼養頭数約 60 頭の酪農家において、5 ヶ
月齢の乳用育成牛が長期にわたり元気食欲
減退を呈し、加療も予後不良と診断され、
病性鑑定を実施。血液検査では白血球、特
にリンパ球が増多し、リンパ球の異型率 5
9.2%。剖検で体躯の削痩、可視粘膜の蒼白、
体表及び臓器付属リンパ節の腫脹、肝臓の
腫大と褪色、腎臓に白斑を確認。細菌及び
ウイルス学的検査では病原体は不検出。牛
伝染性リンパ腫ウイルスは遺伝子及び抗体
検査ともに陰性。病理学的検査では肝臓及
びリンパ節に中型リンパ球様腫瘍細胞がび
漫性重度に浸潤。腎臓、脾臓、心臓、消化
管等にも腫瘍細胞は浸潤。腫瘍細胞は 2 核
の細胞、有糸分裂像、核の不整形が散見。
免疫染色で腫瘍細胞は抗ヒト CD3 抗体、抗
ヒト CD5 抗体及び抗ヒト TdT 抗体で陰性。
抗ヒト CD20 抗体で陽性。以上から、散発性
（子牛型）牛伝染性リンパ腫（B 細胞性リ
ンパ腫）と診断。本病型は報告が少なく、
不明な点が多い。今後も情報の積み重ねを
行っていく。 
 
17．牛ウイルス性下痢持続感染牛（PI 牛）
摘発事例と管内の課題：長野県長野家保 
河西晴子 
 令和４年 11 月、酪農生産性向上対策事業
におけるバルク乳の BVDV 遺伝子検査にて、
管内１農場で陽性を確認。その後２回の抗
原検出 ELISA で PI 牛１頭を摘発。対策とし
て、PI 牛の自主淘汰、PI 牛確定以降に本農
場で出生する子牛の耳片を用いた抗原検出
ELISA を実施。管内の課題として、肉用繁
殖農場での検査を行っていない点、管内の
公共牧場では BVD 検査が入牧条件となって
いない点があげられる。当該牛出生 10 ヶ月
前以降に本農場で生まれた牛が県内の肉用
繁殖農場に移動していたが、いずれの牛も
BVD 陰性であった。肉用繁殖農場に BVDV が
侵入した場合、早期発見困難による経営へ
の影響が懸念される。当該牛は公共牧場預

託歴がなかったが、本農場は公共牧場を利
用しており、万一、PI 牛が預託されれば他
の農場への感染拡大の原因となり得る。今
後、公共牧場入牧条件の再検討の提案や、
さらなる検査の推進により、清浄化および
発生予防に向けて取り組みたい。 
 
18．D 型インフルエンザウイルスが関与し
た牛の病性鑑定事例：静岡県中部家保 西
島典子 

D 型インフルエンザウイルス(IDV）は牛
呼吸器病への関与が示唆され、国内では 20
16 年に初めて分離。一酪農場にて、1～2
ヶ月齢の子牛で発咳、鼻汁漏出、発熱等を
示す個体が散見され病性鑑定を実施。発症
牛及び同居牛各 5 頭の鼻腔スワブ及び前後
血清を用いてウイルス学的検査及び細菌学
的検査を実施。また、病性鑑定時の抗体検
査省力化のため、IDV の HI 試験を中和試験
で代替可能であるか検証。HI 試験は≧10
倍、中和試験は≧2 倍を抗体陽性と判定し、
血清 139 検体の各試験結果を比較。病性鑑
定事例では、全プール検体から IDV 特異遺
伝子が検出され、IDV が県内で初めて分離。
分離株の HEF遺伝子配列は Yama2019系統に
分類。また、発症牛 3/5 頭で IDV 抗体価が
有意に上昇。以上より、本事例の呼吸器症
状に IDV が関与したと考察。IDV の抗体検
査の比較では、各試験の判定結果は全て一
致し、各抗体価には強い正の相関を確認。I
DV の抗体検査は中和試験で代替でき、検査
の省力化が可能。 
 
19．牛伝染性リンパ腫ウイルス抵抗性遺伝
子保有状況と体内プロウイルス量変動調査
：静岡県中部家保 二階堂紗恵 

牛伝染性リンパ腫ウイルス（BLV）におい
て、抵抗性遺伝子による対策が知られてい
るため、県内の抵抗性遺伝子保有状況を調
査。また、本県では伝播リスク評価に体内
プロウイルス量（PVL）を使用しているが、
中長期的な PVL の推移は不明なため調査を
実施。BLV 対策酪農家 6 戸の EDTA 血 224 検
体で抵抗性遺伝子 BoLA-DRB3 0902 を検索。
また同 6戸で 2018年 5月～2022 年 5月に B
LV 陽性確認後 3 回以上検査した 65 頭の PV
L を調査。抵抗性遺伝子保有牛（保有牛）
は 3 戸 16 頭確認し、うち BLV 陽性 4 頭はい
ずれも 0.8copies/10ngDNA 以下で農場内親
子関係は 3 戸 4 組確認。変動調査では PVL
変動に伴う伝播リスク評価が変化なし 46.
2％、変化あり 53.8％。保有牛は県内で確
認され、防壁としての利用による水平伝播
対策として活用可能。PVL 変動に伴い伝播
リスク評価が変化したことから、淘汰順位
決定には複数回の検査を行い、PVL が高リ
スクを維持する個体の優先的淘汰が望まし
い。 
 
20．愛知県における牛ウイルス性下痢ウイ
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ルス持続感染牛摘発状況：愛知県中央家保
 辻遼子               

本県では、牛ウイルス性下痢ウイルス（B
VDV）持続感染牛（PI 牛）対策として預託
育成牧場への預託前検査等を行い摘発・淘
汰を推進。平成 24 年から 10 年間、延べ 42,
894頭の検査及び PI牛摘発状況について概
要を報告。RT-PCR （Vilcek ら）及び中和
試験を行い、PI 牛を判定。PI 牛の母牛の移
動歴等を調査。平成 27 年以降に摘発された
PI 牛 71 頭由来株はシークエンスを行い分
子系統樹解析実施。その結果、95 頭を摘発。
年度別では、平成 27 年に最多（41 頭）と
なりその後減少。令和 3 年は 0 頭。月齢別
では、6 ヶ月齢未満の子牛が最多（80 頭）。
12 ヶ月齢以上の牛は 8 頭摘発。検査別では
預託前検査が最多（65 頭）。PI 牛の母牛調
査では、預託先から帰牧直後の初産牛が最
多（62 頭）。遺伝子解析の結果、1a、1b、
1c、2a 亜型検出。継続的、定期的な検査で
摘発が進み近年は摘発 0 頭まで減少。今後
も現在の検査体制を継続。一方、成牛の PI
牛摘発例もあり、引き続き注意必要。まん
延防止のため、ワクチン（BVDVⅠ型、Ⅱ型
含む）接種も有効。 

 
21．管内一酪農場の牛伝染性リンパ腫対策
取り組み：滋賀県滋賀県家保 臼井茉理子 

乳用牛約 30 頭を飼養する管内一酪農場
で、令和元年から牛伝染性リンパ腫(BL)清
浄化対策を開始。牛伝染性リンパ腫ウイル
ス(BLV)抗体陰性牛からの後継牛確保、吸血
昆虫対策、牛の並び替え、BLV 抗体陽性牛
(抗体陽性牛)の更新を実施。BLV 抗体陽性
率は平成 30 年 36%から令和 4 年は 18%とな
ったが、清浄化達成が進まないため経過を
分析。令和 2 年から令和 4 年までの飼養牛
の BLV 抗体検査結果、抗体陽性牛のプロウ
イルス量、飼養状況、牛の配置情報をまと
めた。令和 2 年に外部導入した 3 頭中 2 頭
が抗体陽性牛。感染リスク評価で中リスク
以上(100copies/10ngDNA 以上)の牛は、令
和 2 年 1 頭から令和 4 年 3 頭に増加。抗体
陽性牛配置情報から、令和 3 年、令和 4 年
に中リスク以上の牛が隣接した牛を陽転さ
せたと推測される事例を確認。結果を農場
主に伝え、BL 対策の強化を図り指導を継
続。 
 
22．管内酪農家の牛伝染性リンパ腫（BL）
対策と陽転率の関係：滋賀県滋賀県家保 
中山諒 
 管内酪農家 19 戸を対象に、BL 対策と陽転
率の関係を調査。19 戸を飼養形態別につな
ぎ飼い 14 戸(つなぎ)とフリーバーン・フリ
ーストール 5 戸(FF)に分類。さらにつなぎ
を①対策なし(10 戸)、②牛の並び替え(3
戸）、③牛の並び替え＋吸血昆虫対策(1
戸)、FF を④対策なし(2 戸)、⑤吸血昆虫対
策(2 戸)、⑥吸血昆虫対策＋リスクによる

群分け(1 戸) に分類。飼養形態間、各飼養
形態の対策間で 2 年間の BLV 抗体陽転率を
比較。陽転率はつなぎ 26.7%、FF70.8%、①
40.3%、②7.0%、③12.5%、④85.2%、⑤52.
9%、⑥68.2%であった。つなぎの陽転率は、
FF と比較して低く、またつなぎでも①と比
べて②、③の陽転率は低く、牛の並び替え
が有効と推察され、陰性牛と陽性牛の距離
を取ることが重要と考えられた。FF では、
④と比べて⑤、⑥の陽転率は低いが、依然
として高い陽転率を示した。FF では、⑤、
⑥の対策は効果が薄い可能性。今後は調査
農家数を増やし、結果を精査し、指導に活
用。 
 
23．核酸簡易抽出法と multiplex real-tim
e PCR 法を用いた牛ウイルス性下痢と牛伝
染性リンパ腫の検査検討：滋賀県滋賀県家
保 杉江勇二 

牛ウイルス性下痢(BVD)と牛伝染性リン
パ腫(BL)は全国的にまん延防止対策がとら
れ、本県では導入・預託等の移動時に検査
を実施。本県のキャトル・ステーション事
業開始以降、移動時の両項目の PCR 検査頭
数が大幅に増加。検査の効率化を図るため
核酸簡易抽出法と multiplex real-time P
CR 法を組み合わせた新法を検討。前試験で
multiplex は特異的に標的遺伝子を検出
し、single と相違ない検出感度を確認。検
討試験で従来のコンベンショナル PCR 法と
同等以上の検出感度を確認。簡易抽出法は
従来のカラム精製法より検出感度が劣り、
血清より白血球からの簡易抽出はより劣る
可能性を示唆。そこで、PCR 反応液中の核
酸添加量を通常時の 2μl から 4μl、6μl
に増やすと、BVD の検討ではカラム精製法
と同等以上の検出感度に改善し、BL の検討
では検出限界が改善したため、新法は常時
の BVD・BL 検査に適用可能と判断。さらに、
新法は検査時間の短縮と試薬費用の削減も
望めた。 
 
24．牛伝染性リンパ腫ウイルスの感染率と
感染リスク分類を用いた清浄化対策の検討
：兵庫県淡路家保 古本茜、仁里小夏 

1 新 PCR キットによる牛伝染性リンパ腫
ウイルス（BLV）感染率を用いた感染リスク
分類を作成するため、2020～21 年度の検査
陽性牛 98 検体を用い、新旧キットによる検
査値で回帰直線を作成。強い相関(r=0.84)
が得られ、新キットを用いた BLV 感染率に
よる感染リスク分類は、5%未満を低、5～1
2%を中、12%以上を高リスクとした。2 201
7～22 年に検査した陽性牛を対象とし、①
検査後に牛伝染性リンパ腫を発症した 120
頭の検査時のリスク分類は、低 14.2%、中 1
9.2%、高 66.7%で、調査対象牛のそれは、
低 28.2%、中 28.9%、高 42.9%と高リスク牛
での発症の可能性が高い。②低リスク牛 21
4頭の 90.2%は、約 1年後も低リスクを維持。
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③67組の母子間の BLV遺伝子量の相関は弱
く(r=0.25)、低リスク母牛の娘牛であって
も、感染した場合は中・高リスクとなる事
に注意が必要。3 清浄化対策として、高リ
スク牛から淘汰する方針を継続。低リスク
牛も徹底した感染防止対策が必要。 
 
25．企業型新規肉用牛農家における疾病対策指
導：和歌山県紀北家保 稲垣昂樹、髙橋康
喜 

他業種より参入した企業型新規肉用牛農
家が、繁殖牛 120 頭、肥育牛 240 頭の一貫
経営を目標として、R1.6 に飼養開始。系列
農場から繁殖牛の導入時、牛伝染性リンパ
腫（以下、EBL）陽性牛 6 頭あり。R4 に子
牛の死亡事故が多発。EBL、子牛疾病対策指
導を実施。EBL 対策①陽性牛の隔離飼育、
②陽性牛の産子を繁殖に供さない、③使用
器具の消毒徹底を指導。隔離飼育開始・衛
生指導後に実施した R4.5 全頭抗体検査で
は EBL の陽転なし。R4 に虚弱子牛の出生が
続き、死亡事故が増加。病性鑑定の結果、
飼養管理の問題があり、①給餌方法の改善、
②熊野牛子牛育成マニュアルに準じた子牛
衛生プログラムの見直し、③母牛スタンチ
ョンの設置、分娩舎の整備など、飼養管理
・疾病対策を実施。対策前の R4.１～7 の死
亡事故 19.4％が R4.8～12 では 3.7％に減
少。EBL 対策については、農場敷地が広く、
各牛舎間の約 6m の通路により隔離飼育が
効果的。今後、定期的な繁殖牛全頭検査を
実施し、陽性牛の早期淘汰により EBL 清浄
化を目指す。子牛疾病対策も含め、管理獣
医師と連携して対策を継続。 
 
26．肉用牛繁殖和牛農場で多発した牛伝染
性リンパ腫とその対策：鳥取県西部家保 
増田恒幸、田中勝貴 
 管内の 50 頭規模の黒毛和種繁殖農場に
おいて令和 3 年 9 月から令和 4 年 6 月の 9
ヶ月間に 7 頭もの牛伝染性リンパ腫（EBL）
が発生。令和 4 年 3 月 15 日時点で、抗牛伝
染性リンパ腫ウイルス（BLV）抗体陽性牛は
48 頭中 36 頭。7 月 6 日時点では新たな抗体
陽転牛は確認されず、未検査の育成牛 4 頭
は全て抗体陰性。7 月から 8 月に実施した
リアルタイム PCR（qPCR）では 48 頭中 29
頭が陽性、15 頭がプロウイルス量（PVL）1
0,000copies/105 細胞以上、11 頭が PVL2,0
00 copies/105 以下。qPCR を実施した 48 頭
中、黒毛和種において EBL 発症抵抗性アリ
ルとされる DRB3*009:02 保有牛は存在せ
ず、発症感受性アリルとされる DRB3*016:0
1 保有頭数は 18 頭。加えて EBL 発症牛 8 頭
のうち 4 頭に血縁関係が認められ、本農場
での発症に遺伝的要因の関与が示唆。今後
は抗体検査結果及び PVL に基づく飼養牛の
群編成や配置変え等の新たな抗体陽転を減
少させる対策を継続予定。 
 

27．放牧組合が主体となった放牧場におけ
る牛伝染性リンパ腫対策：鳥取県西部家保
 山本路子、増田恒幸 
 西部管内の繁殖和牛飼養農家で組織する
牧野組合から、共同利用牧野における牛伝
染性リンパ腫（EBL）対策について相談。当
該牧野は 3 戸の農家が利用し、妊娠牛を放
牧しており、令和 4 年度の放牧頭数は 22
頭、放牧期間は令和 4 年 5 月から 11 月。令
和 4 年 3 月に関係者で実施可能な EBL 対策
を協議。入牧前に抗牛伝染性リンパ腫ウイ
ルス（BLV）抗体検査を実施し、陰性牛につ
いてはピレスロイド系殺虫剤含有イヤータ
ッグを入牧時に装着。終牧後に陰性牛の抗
BLV 抗体検査を実施し感染状況を確認。放
牧牛のうち陰性牛は 7 頭で令和 4 年 5 月か
ら 9 月に入牧し、6 月から 11 月に下牧。終
牧後の検査で 7 頭中 2 頭が抗体陽転。陽転
牛の感染時期については不明だが、イヤー
タッグ装着は BLV 感染防御に一定の効果が
あったと推察。本事例は共同利用牧野で生
産者が主体的に取り組んだ県内初となる E
BL 対策。 
 
28．3 ヶ月齢で発症した地方病性を疑う牛
伝染性リンパ腫の一例：岡山県津山家保 
西本光佑、笹尾浩史 

黒毛和種繁殖牛 22 頭を飼養する農家で、
3 ヶ月齢の子牛に体表リンパ節の腫脹を認
めたため病性鑑定実施。剖検では全身の体
表及び体腔内リンパ節の腫脹以外に著変な
し。血液検査では白血球数 8,800/µL、血液
塗抹で異型リンパ球は認めず。牛伝染性リ
ンパ腫ウイルス（BLV）抗体検査陽性、病理
組織学的検査ではリンパ節において異型リ
ンパ球の増殖及び固有組織の消失を認め
た。BLV 遺伝子検査でリンパ節において遺
伝子を検出。本症例は典型的な牛伝染性リ
ンパ腫に見られる血中白血球数の増加や諸
臓器への異型リンパ球の浸潤は確認できな
い一方、リンパ節での異型リンパ球の増殖
による固有組織の消失、BLV 遺伝子検出な
どから地方病型牛伝染性リンパ腫が疑われ
た。本症例のように若齢での BLV 検出、異
型リンパ球が血中や諸臓器にほとんど浸潤
していない例は稀であり、データとして蓄
積していくことは重要。 
 
29．死亡子牛腸管から牛ヘルペスウイルス
1 型が分離された 1 症例：山口県中部家保
 田代久宗、遠藤泰治 

牛ヘルペスウイルス 1 型（BHV-1）は牛伝
染性鼻気管炎(IBR)の病原体で、経口・経鼻
感染により呼吸器症状を発症。成書に若齢
牛で胃腸炎を起こすとの記述があるが腸管
の感染事例報告は少数。2021 年 8 月 25 日、
黒毛和種繁殖農家で娩出された子牛が 4 日
齢で死亡。病理組織学的検査で肝細胞の散
発性微小壊死、軽度の化膿性髄膜炎、胸腺
萎縮、回腸パイエル板のリンパ球減少、真
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菌様構造物を伴う壊死性化膿性線維素性肺
炎及び壊死性臍動脈炎を確認。抗 BHV-1 抗
体を用いた免染で肝臓、中枢神経、腸管及
び臍動脈で BHV-1 抗原陽性。細菌学的検査
で有意菌は未分離。ウイルス学的検査で肝
臓及び腸管プール乳剤から BHV-1 遺伝子が
検出。小脳、空腸及び結腸から BHV-1 野外
株が分離。血清学的検査で子牛脳脊髄液に
BHV-1 中和抗体陽性。以上から本症例は IB
R と診断。子牛の直接的な死因は易感染状
態から二次感染による全身状態の悪化と推
察。 

 
30．管内一酪農家の牛伝染性リンパ腫ウイ
ルス（BLV）清浄化対策：徳島県西部家保 
森川かほり 
 搾乳牛 50 頭規模の酪農家で、家伝法 5
条検査の余剰血清を利用し、BLV 検査を隔
年実施。感染牛の優先的淘汰、吸血昆虫対
策等を実施するも、牛群抗体陽性率は H24
の 3.9%から、H26 に 8.0%、H28 に 9.3%、H3
0 に 16.3%、R2 に 12.7%と徐々に上昇。R4.
6 には 27.1%となり、2 年間で 12 頭の新規
感染を確認。12 頭中 5 頭が生年月日の近い
初回検査個体であり、5 頭中 1 頭の母牛で B
LV 感染を確認。従って、本農場では、搾乳
牛舎での水平感染および垂直感染個体から
の育成牛群での水平感染が感染拡大要因と
推察。畜主と協議し、新規感染防止対策の
優先順位を決定。まず、分離飼育および検
査未実施育成牛の抗体検査を実施し、全頭
陰性を確認。同時に、陽性牛 16 頭のプロウ
イルス量測定を実施し、高リスク牛 7 頭を
摘発。R4.10 の陰性牛群全頭検査で、新規
感染は認められず、対策効果を確認。検査
結果分析による BLV 感染拡大要因の推定
は、農場に適した効果的対策の提案・実施
による早期清浄化達成のために重要。 
 
31．牛ウイルス性下痢ウイルスリアルタイ
ム RT-PCR 検査材料の検討：香川県東部家保
 中津弥乃梨、上村圭一 

令和 2 年 9 月県内酪農家で牛ウイルス性
下痢ウイルス(BVDV)を検出、翌年 1 月 BVDV
持続感染牛(PI 牛)を摘発。新生子牛のリア
ルタイム RT-PCR(RT-qPCR)検査材料を検討
するため、当該農場の病性鑑定牛 No.1-3
及び新生子牛 205 頭の血清、白血球、EDTA
及び臓器(病性鑑定牛のみ)の RT-qPCR、中
和抗体試験及びウイルス分離を実施。神経
症状の 2 頭のうち、RT-qPCR で No.1 は血液
材料不検出だが神経系・舌で検出。No.2 は
血液、臓器で検出。新生子牛 205 頭の RT-q
PCR の結果、PI 牛 28 頭摘発(EDTA で 28 頭、
白血球、血清で 27 頭)。検出感度は EDTA>>
白血球>=血清。中和抗体試験は全検体で抗
体価上昇せず。ウイルス分離は全 PI 牛陽
性。No.3 は EDTA のみ 1 ヶ月間検出のため P
I 牛としたが、後の病性鑑定で主要臓器、
中枢神経組織等で RT-qPCR 不検出。PI 牛で

なく急性感染で長期間 BVDV が残存する稀
な症例。PI 牛摘発検査は検査効率が良い血
清が有用だが、発生農場では急性感染でも
長期間の BVDV残存を考慮した対策及び EDT
A の併用も必要。 
 
32．1 酪農家における県外預託に向けた牛
伝染性リンパ腫対策：愛媛県南予家保 片
上友里子、稲谷憲一 

管内の酪農家 1 戸は牛伝染性リンパ腫ウ
イルス（BLV）浸潤農場であり、育成牛（約
6 カ月齢）を県外預託する際の入牧検査に
おいて、BLV 陽性により預託不可となる牛
が増加してきた。当農場での牛伝染性リン
パ腫（EBL）清浄化について、陽性牛の隔離
飼育や早期淘汰などの対応が困難との判断
から、その第一歩として預託牛を対象とす
る対策に取り組んだ。2021 年に BLV 感染防
止のため預託候補牛を隔離飼育する牛舎を
新設した。BLV 抗体検査（ELISA 法）による
確認検査を実施のうえ、陰性を確認した個
体のみ隔離牛舎に移動させ、預託先へ入牧
する間まで隔離した。隔離前の確認検査に
おいて一部感染牛が確認されていたもの
の、隔離牛舎へ移動した個体は全頭陰性が
維持され、計画通り預託が進められるよう
になった。この実績を契機に農家の更なる
意識向上を図り、今後は成牛での陽性牛隔
離飼育の検討や環境整備等の対策指導を実
施し、当農場における EBL 清浄化に向けた
取り組みを推進する。 
 
33．2021 年度に県内で検出された牛コロナ
ウイルスの遺伝子学的解析：愛媛県家畜病
性鑑定所 𠮷𠮷澤頌樹 

2021 年度の病性鑑定において検出され
た牛コロナウイルス（BCoV）の遺伝子学的
解析を実施。症例 1 及び 3 は 2/3 頭及び 6/
6 頭の糞便、症例 2 は 1/16 頭の鼻腔スワブ
で RT-PCR 陽性。RFLP 法により症例 1 は全
て 4 型、症例 2 及び 3 は全て 3 型に型別。
一方、症例 1 の 2 頭及び症例 3 の 1 頭から
分離された BCoV 計 3 株は、S 遺伝子多型領
域の分子系統樹解析により全て 3 型に型
別。シークエンス解析により得られた塩基
配列から、症例 1 の分離株のみ制限酵素（A
vaⅡ）切断部位に遺伝子変異を確認。本 RF
LP 法による遺伝子型別は報告から 10 年以
上経過しており、近年の分離株を用いた再
検証の必要あり。また、S 遺伝子全長の分
子系統樹解析の結果、症例 1 及び 3 の分離
株は近縁（相同性 99.3％）であることが判
明。症例 1 及び 3 の農場間に疫学的関連は
なく、直線距離で約 100km 離れているにも
かかわらず近縁な株が分離されたため、県
内の広範囲に浸潤していることを示唆。 
 
34．肉用牛一貫農場における疾病軽減に向
けた取り組み：高知県西部家保梼原支所 
津濵秀行、橋詰由衣子 
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 一般に牛の疾病は、病原微生物やストレ
スなどが複雑に絡み合い発生し、慢性化す
ると発育不良による損失や高額治療による
経済的負担が大きい。管内肉用牛一貫農場
では、呼吸器疾患・消化器疾患をはじめと
した一般診療件数が多いため、診療費が高
くなることが課題。改善策として、子牛に
対する呼吸器ワクチンの接種月齢の変更、
牛床環境の改善、畜舎ごとの管理者の固定、
繁殖牛の分娩前飼料プログラムの変更を実
施。結果、前年度と比較すると診療件数は
282 件から 176 件に減数。呼吸器疾患は、
春の流行を抑え前年度の 59％、消化器疾患
は 45％の件数に減少。特に、10 ヶ月齢未満
の子牛の診療件数は半減。1 頭あたりの平
均診療回数は、5.64 回から 3.14 回に短縮
し、今年は慢性化・重症化する牛の割合が
減少傾向。診療費も半額に抑え、経営改善
に成功。 
 
35．肉牛繁殖農家における牛伝染性リンパ
腫清浄化の取り組み：福岡県筑後家保 金
子和典、日名子健司 
  本病の濃厚感染が認められた黒毛和種繁
殖農家（93 頭飼養）において、平成 27 年 9
月から、「衛生対策ガイドライン」を基に
対策を開始。基本的な対策と併せて分離飼
育対策を実施、畜舎の構成から混合牛群を
設定。平成 28 年 2 月に実施した、対策の効
果判定で、陰性牛群で 7 頭、育成・哺育牛
でも 4 頭の陽転を確認。対策の見直しが必
要となり、吸血昆虫対策、新生子牛対策の
徹底強化とともに、同年 3 月遺伝子量測定
を実施。陽性牛群 37 頭中、伝搬リスクの高
い牛 7 頭、低い牛 16 頭が存在。混合牛群に
低リスク牛を配置。伝播リスク分け等によ
り更新優先順位を決定。令和 4 年１月まで
に抗体陽性牛全頭を淘汰し、同年 3 月の EL
ISA 検査で全頭（89 頭）の抗体陰性を確認。
約 6 年半をかけて本病を清浄化。特に、基
本的な対策を徹底し、地道に継続すること
が最も重要。また、完全な分離飼育ができ
ずに混合牛群を設定する場合、低リスク牛
を配置する方法が有効。 
 
36．管内肉用牛繁殖農場の牛伝染性リンパ
腫清浄化達成事例：佐賀県西部家保 村田
香、野田由美 

管内肉用牛繁殖農場で平成 25年 3月から
地方病性牛伝染性リンパ腫（EBL）清浄化へ
の取り組みを開始。当該農場は取り組み開
始時、一貫経営農場（繁殖雌牛 22 頭、肥育
牛 28 頭を飼養）であったが、平成 28 年に
繁殖経営へ移行し、現在は繁殖雌牛 49 頭を
飼養。EBL 清浄化対策実施前の牛伝染性リ
ンパ腫ウイルス（BLV）抗体検査で繁殖雌牛
22 頭中 12 頭が陽性（陽性率 54.5％）。主
な取り組み：水平伝播防止対策（陽性牛と
陰性牛の分離飼育、注射針・直腸検査手袋
の 1 頭ごとの交換徹底、吸血昆虫対策）、

垂直伝播防止対策（陽性母牛の分娩直後の
母子分離、初乳給与の禁止、後産の早期撤
去と分娩房の消毒徹底）、繁殖雌牛、自家
保留牛および導入牛の BLV 抗体検査、陽性
牛の段階的淘汰を実施。結果：令和 3 年 11
月に繁殖雌牛全頭（49 頭）の陰性を確認し、
EBL 清浄化を達成。今後も関係機関と協力
しながら農場への指導を継続し、地域の EB
L 清浄化への取り組みを推進していきた
い。 
 
37．本県におけるディアギュラウイルスの
流行並びにアルボウイルス侵入リスク要因
分析：長崎県中央家保 酒井芳子 
 令和 4 年度アルボウイルス動態調査にお
ける分離株の分子疫学的及び血清学的分析
並びに過去 5 年間の対象農場における侵入
リスク要因分析を実施。11 月調査でディア
ギュラ（DAGV）及びチュウザンウイルス（C
HUV）抗体陽転（いずれも 12.3%）、73 頭中
5頭の血球からパリアム血清群及び DAGV特
異遺伝子検出、うち 4 検体からウイルス分
離。分子系統樹解析で本県を含む九州地方
で確認された DAGV は平成 30 年流行時と同
一地域から国内に侵入した可能性が疑われ
血清学的性状の変化は認められず。侵入リ
スク要因調査の結果、農場周辺の水場に加
え農場内湿潤環境や運動場といった条件が
重なると侵入リスクが高くなる傾向。DAGV
などワクチンによる感染防御が期待できな
いウイルスの被害低減には農場内への侵入
防止対策が非常に重要。牛異常産注意喚起
の際、ワクチン対策に加え飼養環境対策の
重要性についても周知を強化するととも
に、迅速かつ正確な流行予察に努め、関連
疾病の予防に寄与したい。 
 
38．肉用牛一貫経営農場における牛ウイル
ス性下痢（粘膜病）事例：長崎県県南家保
 中村有希、豊田勇夫 
 黒毛和種繁殖母牛 75 頭を飼養する一貫
経営農場で令和 4 年 11 月から 12 月にかけ
て、同一牛房内の 13 から 17 か月齢の育成
牛 5 頭中 3 頭が元気消失、食欲廃絶、血便
を呈し死亡。死亡牛 2 頭について病性鑑定
を実施。剖検で、2 頭で空腸粘膜の充血、
赤色腹水貯留、1 頭で結腸粘膜の充血、び
らん・潰瘍形成を確認。病理組織学的検査
で 1 頭の結腸で腸陰窩拡張、粘膜上皮壊死、
潰瘍形成、血管壁のフィブリノイド変性を
確認。ウイルス学的検査で 2 頭の主要臓器
から牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）1b
型の特異的遺伝子を検出し、BVDV1 型の CP
株を分離。BVDV1 型および 2 型に対する抗
体陰性。以上より牛ウイルス性下痢（粘膜
病）と診断。農場内の BVDV 浸潤状況調査で、
発生牛房の牛とは血縁関連のない繁殖牛１
頭が持続感染牛と判明。粘膜病は本県で初
めて確認されたことから、新生子牛の抗原
検査、BVDV1b 型不活化ワクチン接種推奨等
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のまん延防止と清浄化対策を実施中。 
 
39．天草地域一体となった牛伝染性リンパ
腫清浄化への取組：熊本県天草家保 稲生
祐輔、村上美雪 

天草地域では 2012 年以来、牛伝染性リン
パ腫（以下、EBL）対策に取り組み、2017
年から EBL 対策協議会（以下、協議会）を
設立。検査体制確立にて清浄農場が増加す
る一方、対策に苦慮する農場も存在。清浄
化促進に向け、対策の実効性及び検査体制
について改めて検討。対策実施中の 16 農場
について、家保がチェックシートを用いた
現地調査を実施。子牛の分離飼育等の不徹
底及び対策認識不足を確認したため、リー
フレットを農場に配布し、効果的な対策実
施を指導。併せて、ウインドウ期を考慮し
た出生子牛検査、導入後検査時期の変更及
び対象牛の隔離飼養の徹底等を指導。対策
の効果として、清浄農場数が 110 戸（2019
年）から 118 戸（2021 年）に増加、未検査
牛と比較し陰性表示牛のセリ平均価格が 5
0,193 円上昇。今回の取組に基づき、協議
会の共通した対策指導が実現可能。今後、
実際の運用にて対策の実効性を検証する予
定。 
 
40．熊本県内で発生した牛ウイルス性下痢
（BVD）：熊本県中央家保 古庄幸太郎 

県内 A 酪農場の病性鑑定で 1 頭の子牛を
持続感染牛（PI 牛）と診断。疫学関連（妊
娠牛を導入）のある B 農場の全頭検査で新
たに 3 頭の牛を摘発し、計 4 頭の PI 牛につ
いてウイルス学的調査を実施。農場全体の
抗体陽性率は、A 農場で BVD1 型 68.1%(GM
価 22.1)、BVD2 型 59.5%(GM 価 5.5)、B 農場
で BVD1 型 77.0%(GM 価 36.1)、BVD2 型 71.5
%(GM 価 9.1)と、BVDV のまん延を確認。PI
牛の各種臓器、脳脊髄液、糞便、口腔スワ
ブ、鼻腔スワブ、尿、毛根の全検体から BV
DV 特異遺伝子を検出。臓器は最大 104希釈
まで、口腔スワブ、鼻腔スワブ及び尿は 10
2 または 103 まで希釈した遺伝子で BVDV 特
異遺伝子を検出。毛根、糞便、口腔スワブ
以外の検体から BVDV を分離。5 末端非翻訳
領域の 4株の相同性は塩基配列で 99.5～10
0％。2 農場で同一由来株のまん延を確認す
るとともに、PI 牛は環境中に感染力のある
ウイルスを多量に排出していることを再確
認。今後も BVDV 感染拡大防止に向けた PI
牛の対策が重要。 
 
41．下痢の病性鑑定をきっかけとした牛ウ
イルス性下痢持続感染牛摘発事例とまん延
防止にむけた取組：大分県宇佐家保 吉田
史子 

2021 年 3 月、肉用牛繁殖農場(A 農場)の
下痢の病性鑑定で BVD 急性感染牛を確認、
関連農場(B 農場)含め全頭検査(A:n=124,B
:n=112)実施、2 頭(A:1 頭、B:１頭)の PI

牛摘発。PI 牛の淘汰、10 ヵ月間の新生子牛
検査(A:n=20,B:n=18)といったまん延防止
対策、BVD ワクチンの緊急接種及びワクチ
ンプログラムの見直しといった感染防止対
策実施。結果 A 及び B 農場で新たな PI 牛の
摘発は認められず。A 農場 PＩ牛の病性鑑定
実施、検出ウイルスの系統樹解析の結果ウ
イルスは BVDV-1bで 2018年大分県内分離株
に近縁、同居牛(n=124)の抗体検査では BVD
V-1 型に対する高い中和抗体価を示す個体
が多く、抗体価と月齢の関係から子牛舎で
はウイルス未浸潤、PI 牛がいた牛房は感染
耐過、急性感染牛がいた牛房は感染拡大中
と推察。BVD のまん延防止には、各農場の
飼養状況を把握し、発生農場のみならず関
連農場を含めた対策が重要。 
 
42．肉用牛子牛の生後直後への鼻腔粘膜ワ
クチンと不活化ワクチンによるプライムブ
ースト効果検討:大分県玖珠家保 後藤政
樹、林拓己 

管内 4 農場の 2022 年 4 月出生牛（計 30
頭）を、生後 1 日以内に鼻腔粘膜ワクチン
を投与した群（15 頭）と非投与の対照群(1
5 頭)に分け、生後 2 ヶ月齢前後に全頭に B
HV、BRSV、BPIV-3、BVDV-1、BVDV-2 を含む
5 種混合不活化ワクチンを投与。生後 1～5
ヶ月齢にかけて中和抗体価を測定。野外感
染の評価は、呼吸器病症状を示した個体か
ら鼻腔スワブを採材、病性鑑定を実施。両
群間で 5 種のウイルス抗体価の推移および
試験期間中における呼吸器症状での診療頭
数、回数に有意差はなし。1 農場で Pasteu
rella multocida A 型(7/10 頭)を検出、BR
SV、BVDV-1 の抗体価上昇を認め、野外感染
を示唆。結果から母牛移行抗体の影響や野
外感染による抗体上昇によりワクチンテイ
クが不十分またはブースター効果が確認で
きる程度の野外感染が起こっていなかった
と推察。現在はワクチン接種台帳を整備し
ワクチンプログラムを変更。接種適期を把
握するため抗体価の測定および疾病発生状
況調査を継続。 
 
43．バルク乳検査による牛ウイルス性下痢
ウイルス持続感染牛の摘発事例：大分県玖
珠家保 長島尚史、足立高士 
 牛ウイルス性下痢（BVD）清浄化に向け、
2018 年から酪農場を対象にバルク乳によ
るスクリーニング検査を実施。今般、検査
開始以降初めて 120 頭規模の 1 農場で BVD
ウイルスの遺伝子が検出され、その後当該
農場の全頭検査等により、4 頭の持続感染
牛（PI 牛）を摘発し自主淘汰された。PI
牛の母牛感染時期及び過去の保存血清での
検査から 2017 年 6 月から 2019 年 1 月まで
の間に農場にウイルスが侵入したと推測。
当該期間の導入牛及びその産子の検査を実
施したが PI 牛は未検出で感染経路は特定
できなかった。バルク乳検査は一度に大量
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の検体を検査できる感度のよいスクリーニ
ング方法だが、PI 牛が搾乳牛になるまで検
出できず農場にウイルスが侵入してから検
出までの期間が長いことから、PI 牛の早期
摘発のため、バルク乳によるスクリーニン
グ検査に加え、搾乳牛以外の牛（育成牛等）
の定期的な抗原検査、導入時検査の実施、
車両消毒及び訪問者立入時の消毒の徹底が
重要。

44．東臼杵地域の牛伝染性リンパ腫(EBL)
清浄化取組（第 1 報）：宮崎県延岡家保 山
本智喜、弓削耕一郎 

東臼杵地域での当所 EBL 検査体制及び高
陽性率であったＡ農場での取組について報
告。母牛の EBL 検査については、当所のみ
で検査・指導していたが、令和 2 年度より
NOSAI、役場獣医師との連携で、より迅速な
対応が可能になった。平成 29 年 10 月から
令和 4年 3月までに和牛繁殖農場 81.7％（3
73/456 戸）で清浄化対策を実施。セリ市上
場雌子牛の EBL 検査については令和 3 年度
から宮崎大学に検査委託をし、年間約 1,80
0 頭の検査継続中。Ａ農場は取組当初（平
成 24 年 4 月時点）母牛 90 頭規模の和牛繁
殖農場で、陽性率 47.2％であった。清浄化
に向けた取組として初乳対策、陽性牛・陰
性牛の分離飼育等を開始。また、陽転の要
因と思われた共同放牧を 75 頭規模に縮小
し、中止。その後、陽性率は徐々に減少し、
令和 4 年 1 月には陽性率 7.9％まで減少で
きた。9 月までに陽性牛全 6 頭を更新し、
清浄化目前となった。 

45．西臼杵地域の牛伝染性リンパ腫(EBL)
清浄性維持体制の構築：宮崎県延岡家保 
倉永眞成、山本智喜 

西臼杵地域では外部導入が少ないため牛
伝染性リンパ腫ウイルス（BLV）感染率は極
めて低いと考え、清浄化への取組を開始。2
014 年 4 月から地域内の母牛全頭および陽
性母牛産子の検査を実施し、地域内の清浄
性を確認。その後、地域の清浄性を維持す
るため、導入牛検査、モニタリング検査を
実施。導入検査は 2015 年から 2022 年 8 月
までの地域外導入牛 38 頭について、2 回の
抗体検査を実施し、全頭陰性を確認。モニ
タリング検査は、2016 年から地域内雌子牛
を導入・育成し、地域内へ妊牛として供給
する JAの繁殖センターで 2か月毎の導入時
に実施。2017 年から母牛登録検査時の一部
で検査を開始。2020 年から全頭検査へ移行
し、これまで計 2,083 頭検査し、全頭陰性
を確認。当地域の清浄性維持対策の実施に
より、より確実で現実的な検査体制を構築。
近年、農家における検査の重要性の認識が
浸透。今後も現体制で検査を継続し、当地
域の清浄性維持に取り組んでいく。

46．ワクチン接種農場で発生した牛ウイル

ス性下痢ウイルス感染：宮崎県宮崎家保
本田真由美、鍋倉良輔

大規模繁殖農場で牛ウイルス性下痢（BV
D）持続感染(PI）疑いの新生子牛が半年間
で 4 頭娩出。初乳摂取前の ELISA 検査では
4 頭全て陽性。遺伝子解析で BVDV1 型と判
明、3 頭が 1a（5’非翻訳領域及び E2 領域
の相同性 100%）、1 頭が 1b であった。結果
判明後、陽性牛は自主淘汰。当該農場では
BVDV-1a、2a を含む生ワクチンを育成期に、
不活化ワクチンを分娩 1 ヶ月前に接種（LK
方式）し、定期的に PCR 及び抗体検査実施。
疫学調査の結果、胎子の免疫寛容期に、当
該母牛の隣接牛舎へ PI 牛が摘発されてい
た農場から肥育素牛を検査未実施で導入し
ていたことが判明。これより BVDV は肥育素
牛により持ち込まれた可能性が示唆。しか
し肥育素牛と隣接歴の無い母牛も PI 疑い
牛を娩出したことから、農場では母牛間で
継続的な急性感染が起きていた可能性あ
り。LK 方式のワクチン接種は高い抗体価の
維持と有効性が報告されているが、牛の導
入検査と PI 牛の早期摘発を実施すること
が BVDV 対策には重要。

47．若齢牛で発症したリンパ節の腫大を伴
わない地方病性牛伝染性リンパ腫：宮崎県
宮崎家保 米山伸 

末梢リンパ球の異常増数を呈した 2 カ月
齢交雑種子牛について病性鑑定を実施。剖
検では、脾臓が 20×60×5 ㎝に腫大、体表
及び体腔内リンパ節に腫大は認められず。
病理組織学的検査では、脾臓赤脾髄の脾索
及び脾洞、その他全身諸臓器の小血管内に
リンパ球様腫瘍細胞充満。脾臓の腫瘍細胞
は、CD79α及び CD20 陽性、CD3、CD5 及び T
dT 陰性。牛伝染性リンパ腫ウイルス（BLV）
抗体検査は母子ともに陽性、EDTA 加血を用
いた qPCR では母子ともに 10 万 copies/10
万 cells を超えるプロウイルス量。子牛の
末梢血白血球数は 71 万/μL で、約 99％が
異型リンパ球。腫瘍細胞が多型･異型性を示
す B リンパ球であり、BLV プロウイルス量
が高値であったことから地方病性牛伝染性
リンパ腫（EBL）と診断。本症例はリンパ節
の腫大を伴わず、血管内に限局した異型リ
ンパ球増殖が特徴的で、既報の若齢牛にお
ける EBL 発症例と異なる病態。ハイリスク
母牛産子の病態としても貴重。

48．黒毛和種子牛の牛アデノウイルス 5 型
と A 群ロタウイルス複合感染による死亡事
例：鹿児島県鹿児島中央家保 浜崎今日子、
都勇介 

2021 年、黒毛和種繁殖農場で 8 日齢の子
牛が発咳、鼻汁、白色水様性下痢を呈し、
抗生物質等で加療するも 14 日齢で死亡。解
剖時、腸内容は水様性血様。空腸、十二指
腸、大腸に出血性壊死性腸炎、大腸の粘膜
下組織に水腫。肺、腎臓、脾臓、第四胃、
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腸間膜リンパ節、十二指腸、空腸及び大腸
の血管内皮細胞と肝臓の類洞内皮細胞に両
染性核内封入体形成。封入体が認められた
臓器と大脳、脊髄、心臓及び腸内容から牛
アデノウイルス（BAdV）の特異的遺伝子を
検出、遺伝子解析で BAdV5 型と 93%一致。
また、空腸で軽度な絨毛萎縮と、粘膜上皮
細胞で抗 A 群ロタウイルス（RVA）抗体に陽
性反応。リンパ器官でリンパ球減少。細菌
等その他の病原体の関与を疑う組織所見は
なく、病原体も未検出。牛アデノウイルス
病及び牛ロタウイルス病と診断。組織所見
から免疫機能低下の可能性。母牛はワクチ
ン未接種。胸腺の所見や初乳の摂取状況は
不明。RVA の病変は軽度で、BAdV の感染に
よる病変が主要因となって死亡したと考
察。 
 
49．宮古地域における牛伝染性リンパ腫の
農場清浄化の取り組み：沖縄県宮古家保 
庄野雪菜 

当該農場は母牛 100 頭規模、牛舎 2 棟を
所有する黒毛和種繁殖農場である。平成 29
年から農林水産省の「牛白血病に関する衛
生対策ガイドライン」に基づき母牛全頭検
査を実施、農場内の BLV 浸潤状況を確認。
次に、陽性牛と陰性牛の分離飼育、吸血昆
虫対策等の飼養管理対策を指導。さらに清
浄化に向けて、定期検査を 1 年に 1～3 回ペ
ースで実施。また、母牛は全て自家保留牛
とし、保留牛検査を 1 ヶ月に 1 回程度実施。
初回の母牛全頭検査では、農場内の陽性率
は 60%、対策開始 2～3 年目は陰性母牛のみ
検査を行い、2 年目 3%、3 年目 12%、4～5
年目は全頭検査を行い 4 年目 13%、5 年目は
全頭検査を実施し 1%となった。 
一度 BLV が浸潤した農場では、対策をして
も清浄化には長期間を要する。令和 3 年ま
でに陽性率は 1%まで低減しており、今後、
農場清浄化を達成し、年 1 回の清浄性確認
検査を行うことで農場内清浄性を維持して
いきたい。 
 
Ⅰ－２ 細菌性・真菌性疾病 
 
50．様々な創意工夫により効率的に取り組
んだ牛のサルモネラ検査対応：北海道釧路
家保 林美加、藤原正俊 

牛のサルモネラ症発生農場の全頭検査と
して、令和 3 年度延べ 20,000 頭以上行う中
で、分離された菌株の増殖動態に基づく有
効で効率的な検査法を確立。増菌培地とし
て、既報の半流動培地を糞便スワブに応用
可能とした Modified Semi-solid Rappapo
rt Agar for stab culture を開発。本法は
高い検出感度を有し、24 時間培養後にサル
モネラの遊走の有無が肉眼で判断可能のた
め、陰性検体の継代が不要。遊走能を有す
る多くのサルモネラに応用できる革新的な
方法であり、作業時間、経費が大幅に削減。

Salmonella Dublin は、本培地で遊走せず、
各種増菌培地での比較検証から、多くの株
ではテトラチオネート培地での分離能が最
も優れることを証明。選択増菌が困難な株
については、抗原抗体反応を応用した多検
体処理に適するイムノプレート法を開発。
これら検査法の開発について、科学的根拠
に基づく検査法として確立するため、論文
投稿。 
 
51．ヨーネ病患畜の病理組織学的評価を用
いた疫学解析：北海道根室家保 溝口達也、
井上恭彰 

ヨーネ病（JD）の病理組織像に基づく病
変の分類（病型分類）では統計学的解析が
困難。新たな評価方法を考案、疫学解析を
実施。JD 患畜の回腸（n＝101）を用い、4
種類の型に病型分類を実施。チールネルゼ
ン染色標本を画像処理し抗酸菌量を定量的
に算出（Z 値）。Z 値は 0 から 4.8×10⁶ 。
病型分類と Z 値を H 検定で比較。疫学情報
と Z 値について、相関係数の算出、Mann-W
hitney の U 検定（U 検定）及びマルコフ連
鎖モンテカルロ法（MCMC）を用いた解析を
実施。H 検定で病型分類の各型の Z 値に有
意差あり。ヨーネ菌遺伝子量と Z 値に中程
度の正の相関あり。U 検定で JD 再発農場は
他農場に対し、Z 値が高い傾向。MCMC で Z
値が 10 倍増える毎に患畜頭数が 1.15 倍と
算出。Z 値は JD の病変の程度を定量化した
評価方法であり、統計解析に利用可能。ま
た、色調を利用した評価方法はその他の染
色方法にも応用可能。 
 
52．環境由来検体からの効率的なヨーネ菌
遺伝子の抽出法の検討：北海道十勝家保 
松澤滋、谷口有紀子 

飼養環境のヨーネ菌遺伝子検査（環境検
査）は牛ヨーネ病対策農場の衛生指導に有
効。抽出キットを用いる既知の方法（常法）
と比較し、より安価で効率的な遺伝子抽出
法を検討。材料をビーズ破砕後、全自動核
酸抽出装置で抽出する方法（ビーズ法）は
定性判定で常法と同程度の検出感度。野外
材料を用いた試験では、89 検体中、遺伝子
陽性は常法 40 検体、ビーズ法 19 検体。内
訳は両法ともに陽性 18 検体、常法のみ陽性
22 検体、ビーズ法のみ陽性 1 検体。一方の
みで陽性となった 23 検体中、13 検体は遺
伝子量が 0.001pg/well 未満で常法でも再
現性の低いレベル。また、ビーズ法は模擬
環境由来検体を用いた予備試験では確認さ
れなかった PCR 反応阻害が起こった可能性
あり。ビーズ法は常法より低コストで省力
化が可能であり、実用化に向けさらなる改
良を行う。 
 
53．1 農場で発生した Salmonella Typhimu
rium の 2 相べん毛遺伝子変異：北海道石狩
家保 末永敬徳、齊藤真里子 
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Salmonella Typhimurium（ST）による牛
サルモネラ症発生農場で、防疫対策中にべ
ん毛（H）抗原第 2 相 1,2 を欠く株（非定型）
が出現。直腸便由来 128 株を解析。第 2 相
誘導時間により、18 及び 48 時間後の第 2
相誘導表現型を定型 121 株、遅延型 3 株、
非定型 4 株に分類。SNP 型別は全 128 株 9
型、PFGE（制限酵素 XbaI）は、定型は Ia
型 101 株、Ib 型 20 株、遅延型及び非定型
は全株 Ia 型。PCR マッピングで第 2 相 H 関
連 fljA、fljB、hin 3 領域は全型同一。定
型 2 株、遅延型 2 株及び非定型 1 株を解析。
3 領域のシークエンス解析で、遅延型及び
非定型の fljB は 5 塩基欠損し、下流に新た
な終止コドン形成。1 株 5 コロニーの相誘
導で、表現型の再現性を確認。定型及び非
定型は再現性あり、遅延型は各 1 コロニー
が非定型となり、一部再現性なし。薬剤耐
性は全表現型で同一（13 薬剤中 10 薬剤耐
性）。分離株は同一株由来で、農場内で変
異したと考察。遅延型は一部で終止コドン
を通過し転写、第 2 相 H が発現した等の可
能性。 
 
54．接合菌による黒毛和種哺育牛の脳炎多
発事例：北海道十勝家保 風間知里、加藤
千絵子 

令和 4 年 4 月から 5 月に、管内一肉用牛
飼養農場で死亡した哺育牛 3 頭について病
性鑑定実施。剖検では、全頭で大脳嗅球か
ら間脳または中脳にかけて脳底部が融解
し、胸腺は矮小。組織学的検査では、全頭
で脳融解部を中心に多数の菌糸を伴う壊
死、好中球集簇及び血栓形成がみられ、鼻
粘膜、嗅神経束及び篩骨骨髄内にも同様の
病変がみられた。菌糸は抗 Rhizomucor 抗体
を用いた免疫組織化学的染色で陽性。全頭
の胸腺でリンパ球が減少し、皮髄不明瞭。
病原検査では、全頭の脳病変部から接合菌
を分離し、遺伝子解析で Lichtheimia ramo
sa と同定。全頭、嗅神経を介して鼻腔から
脳へ病変が波及した接合菌症と診断。本真
菌による牛の脳炎は散発事例のみで、今回
は複数頭が診断された稀な症例。環境検査
結果からハッチ内敷料が感染源であり、虚
弱が発症の一因と推察。一方、素因のない
発生報告もあり、宿主以外の要因も示唆。
今後も本真菌による症例の蓄積が必要。 
 
55．地域で取り組んだ牛ヨーネ病清浄化対
策：青森県つがる家保 阿部和馬、奈良史
子 
 肉用牛生産農場 13 戸のうち本病発生農
場が 2 戸ある S 地域で、新たに A 農場にお
いて患畜摘発。A 農場は 2 牛舎を所有し、S
地域畜産組合の預託施設を利用。汚染状況
把握のためリアルタイム PCR による環境中
ヨーネ菌遺伝子検査を実施。消毒前の A 農
場 2 牛舎と預託施設の飼槽、敷料等から遺
伝子検出。A 農場及び組合に重点消毒箇所

を指導。消毒後も他の場所で検出され、再
度消毒・検査し、非検出。預託施設は利用
率が計画の約 3 割と低迷。施設利用促進及
び組合員の防疫意識向上のため研修会を開
催。検査結果に基づき A 農場及び預託施設
の安全性を周知し、PCR による高感度な導
入牛検査の普及を呼びかけ。研修後アンケ
ート調査を実施。発生農場 3 戸は施設利用
不可だが利用を希望し、本病発生が利用率
低迷の一因と推察。10 戸中 4 戸が施設利用
への不安解消。昨年より PCR による県外導
入牛検査の希望農場が 2 戸増加し、組合員
の防疫意識向上。今後も本病清浄化と肉用
牛生産振興を両立する所存。 
 
56．管内大規模酪農場で発生した S.Dublin
による牛サルモネラ症について：青森県十
和田家保 大澤光紗、角田公子 
 管内酪農家で発熱、下痢、肺炎を呈した
子牛の死亡を複数頭確認。病性鑑定で死亡
子牛 3 頭、流産胎子 2 頭から Salmonella D
ublin (以下、SD)を分離。剖検で肺の肝変
化、肝臓腫大、リンパ節の腫脹等を確認。
病理組織学的検査では肝臓、肺で炎症像が
強く、グラム陰性菌を確認。サルモネラ O9
群血清による免疫染色で陽性。農場浸潤状
況調査を、発生牛舎の同居牛の糞便、口腔
スワブ、環境材料について実施。結果、親
牛 1 頭の糞便、哺乳ロボット 6 検体で SD
分離。3 か月後の再検査では陰性。併せて L
AMP 法を実施。分離陽性検体の他、新たに
親牛 1 検体で陽性。本県の SD による牛サル
モネラ症の過去分離菌と薬剤感受性を比較
し、6 剤への耐性が増加。既報では SD によ
る牛サルモネラ症は子牛の肺炎や流産を示
し、糞便への排菌が少ない。本症例でも糞
便からの検出は１例のみ。流産胎子及び哺
乳ロボットを介して拡大した可能性。他県
での SD 検出が増加傾向であり、病態、検査
法について検討する所存。 
 
57．県内で発生した牛マンヘミア症と同定
に関する提言:青森県青森家保 髙𣘺𣘺優、菅
原健 

乳用牛成牛 2 頭が食欲不振、発咳、発熱
を呈し死亡したため、家保が病性鑑定実施。
2 頭とも肺は一部肝変化、小葉間結合組織
拡張、大理石文様。肺から分離されたβ溶
血性グラム陰性短桿菌はマッコンキー培地
発育陰性、市販簡易同定キット（キット）
でマンノース陽性、Actinobacillus pleur
opneumoniae (App)と判定。生化学性状試験
及び PCR検査を追加し本菌を Mannheimia h
aemolytica と同定。Histophilus somni 遺
伝子は非検出。病理組織学的検査で肺小葉
辺縁部の壊死、燕麦様細胞の浸潤、繊維素
析出による小葉間結合組織の肥厚を確認。
総合的に判断し本症例を牛マンヘミア症と
診断。病性鑑定指針上、PCR 検査は必須で
はないが、野外にはキットで App と判定さ
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れる株が存在するため、畜種や病態からマ
ンヘミア属菌の感染を疑う症例の場合はキ
ットだけでなく生化学性状試験の追加と並
行した PCR 検査実施が迅速かつ正確な細菌
同定。 
 
58．牛ヨーネ病長期対策農場における清浄
化対策：山形県置賜家保 木口陽介、森大
輝 

牛ヨーネ病清浄化対策実施農場において
令和４年４月、発生から３年後の定期検査
で高排菌牛の患畜１頭を確認。対策の長期
化を踏まえ、積極的な陽性牛の摘発と消毒
等対策のより効果的な判定を目指し、ヨー
ネ病検査マニュアルのリアルタイム PCR 研
究用試薬（以下、研究 PCR）を活用。研究 P
CR 陽性時、飼養牛では淘汰（計５頭）を、
環境検査では都度畜舎消毒（計３回）を実
施。研究 PCR 陽性率は７月に 5.5%(4/72)、
10 月に 1.8%(1/55)で、陽性牛５頭の遺伝子
量は 0.001pg/2.5μl 未満。ヨーネ KS は７
月（n=66)、10 月（n=54）とも全例陰性。
環境検査での陽性箇所数は、消毒実施前の
４月 3/4、７月 4/6 から、消毒実施後の 10
月 1/6 と減少し、同遺伝子量は消毒前陽性
７箇所で 2.1×10-4～13.4pg/2.5μl、消毒
後１箇所で 6.5×10-4 pg/2.5μl と消毒後
の遺伝子量低減を確認。対策の効果を数値
化することで、畜主自ら対策を推進しやす
くなり、着実に清浄化が進展。 
 
59．糞便中のヨーネ菌に対する消毒後の生
菌数とⅮＮＡ量：山形県置賜家保 大橋郁
代、小松智彦 

近年、ヨーネ病の発生農場の環境検査に
リアルタイム PCR (PCR)が活用されている
が、消毒後のヨーネ菌 DNA の残存性は知ら
れていない。今回、感染糞便の消毒後の生
菌数及び DNA 量を、液体培地での培養と PC
R により検証。0.3%クレンテ作用後の生菌
数は、17%の糞便存在下では 2 時間後に 10-

3 に減少し、4%の糞便存在下では 1 時間後に
10-5 以下に減少。一方で DNA 量に著変なし。
また 17%の糞便存在下で、石灰水では 6 日
間作用後に生菌数及び DNA 量とも著変はな
かったが、20%石灰乳では作用した 2 時間～
6 日間で生菌数は 10-2 に減少し、DNA 量に
はばらつきを認めた。本調査から、クレン
テ使用時は除糞が、石灰は乳剤での使用が
重要であると示唆された。さらに採材時に
は石灰の混入を避け、PCR により農場内の
本菌の動態を把握した上で消毒を行うと効
果的と推察。併せて DNA 量から清浄性を確
認できない場合は迅速な液体培養による菌
の生死判別が有用と考えられた。 
 
60．Bibersteinia trehalosi による子牛
の化膿性髄膜炎:山形県最上家保 東城な
つみ、須藤亜寿佳 

令和 4 年 4 月、黒毛和種子牛が眼球震盪

や遊泳運動などの神経症状を呈し 5 日齢で
死亡。解剖、病理、細菌及びウイルス学的
検査を実施。主な解剖所見は、眼球白濁、
脳の混濁、側脳室拡張、脊髄の硬膜下血腫、
臍帯の出血。病理組織所見は、髄膜、視神
経及び三叉神経周膜の化膿性炎、髄膜での
血栓形成と血管のフィブリノイド壊死、喬
と間脳の細菌塊、胸腺のリンパ球減少。細
菌検査では、脳及び脊髄からグラム陰性桿
菌を分離し、生化学的性状及び 16SrRNA 解
析で Bibersteinia trehalosi(BT)と同定。
免疫組織染色で脳脊髄の髄膜などに抗 BT
抗体陽性確認。異常産関連ウイルス検査は
全て陰性。以上から BT による子牛の化膿性
髄膜炎と診断。BT は肺炎起因菌であるが、
本症例は、脳脊髄に病変が限局する稀な症
例。発生要因は免疫低下や衛生管理不十分
等の易感染環境と分析。感染経路は臍帯か
らの感染と推察。農場へ出生直後の子牛の
衛生管理について指導。 
 
61．大規模肉用牛農場における牛のヨーネ
病清浄化への取り組み：福島県中央家保 
鈴木慈生、鎌田泰之 

当該農場は肥育牛約 2,500 頭規模で繁殖
・肥育農場に経営形態を変更するため、数
年前から北海道の経産妊娠牛を導入。令和
3年 12月の導入牛ヨーネ病検査で高度排菌
牛（遺伝子量 670pg/2.5μl）1 頭患畜摘発。
当該牛は隔離中であったため農場の清浄性
（カテゴリーⅠ）は維持。牛舎消毒により
環境汚染状況改善後、令和 4 年 4 月に患畜
と交差汚染疑いのある牛 16 頭を検査し 1
頭患畜摘発、当該農場をカテゴリーⅡに設
定。抗体陰性排菌牛を見逃さないため患畜
確認時全頭検査は ELISA 検査と併せてリア
ルタイム PCR 検査を実施し、439 頭中 1 頭
患畜摘発、継続発生農場に移行。清浄化対
策として、①農場内消毒徹底、②戻し堆肥
の完熟化徹底、③個別分娩房新設、④導入
用隔離舎新設、⑤農場全体のエリア区分整
理、⑥導入牛検査をリアルタイム PCR 検査
に変更（5 頭患畜摘発）、⑦同居牛検査（1
頭患畜摘発）、⑧従業員向け衛生講習会開
催、を実施。今後も対策を継続し早期の清
浄化達成を目指す。 
 
62．敗血症を呈した子牛の牛大腸菌症：群
馬県利根沼田家保 中島翔一 

本年 3 月、黒毛和種一貫農場において 3
日齢の子牛の腸管外病原性大腸菌(ExPEC)
感染症が発生。病理組織学的検査では、化
膿性髄膜脳炎、線維素性化膿性気管支肺炎
を確認。細菌学的検査では、脳や主要臓器
から ExPEC を分離。ExPEC の農場浸潤状況
調査を実施し、同居牛糞便や環境材料から
大腸菌株を分離。O 群血清型別を実施し、
死亡子牛由来株は全て O15 で、既報でも複
数報告あり。病原因子検索では、死亡子牛
及び農場浸潤調査由来株から複数の病原因
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子パターンを検出。死亡子牛由来株のうち
大脳由来株のみ付着因子（afa8）を保有し
ていたことから、既報と同様、afa は脳脊
髄炎の発症に関連する可能性が示唆された
が、他の病原因子と病態との関連は不明。
今後、症例数を揃え、病態を明らかにする
ことが子牛の飼養管理に有用であり、生産
性向上に資すると考える。農場には、分娩
場所の消毒、出生直後の子牛の衛生管理、
飼養衛生管理基準の遵守徹底を改めて指
導。 
 
63．搾乳牛で発生した牛リステリア症によ
る流産：群馬県家衛研 古屋裕崇 

Listeria monocytogenes（以下 Lm）は牛
の脳炎、敗血症に関与する病原細菌。また、
Lm は健康牛直腸便で 1％程度の個体から分
離される。令和 4 年 5、6 月、一酪農場で流
産 3 例が続発し 1 例の細菌学的検査で流産
胎仔臓器から Lm 分離。病理組織学的検査に
おいて HE 染色像で肝臓に多発性巣状壊死
を確認。グラム染色像で肝臓、脾臓、小脳、
橋にグラム陽性桿菌を確認。以上より、本
症例を県内初の牛リステリア症による流産
と診断。原因究明のため環境材料（飼料、
飲水、敷料）13 検体と同居牛の糞便 61 検
体を追加検査。敷料 1 検体と同居牛糞便 34
検体から Lm 分離。牛リステリア症は汚染飼
料が主原因だが本農場の飼料から Lm 分離
陰性のため感染原因不明。牛群内半数以上
の牛糞便から Lm が分離され、その分離頻度
は既報より高い。今後、分離菌株の血清型
別、分子疫学解析を実施し、流産症例由来
株との関連を考察したい。 
 
64．埼玉県内で分離された Streptococcus 
ruminantium の性状調査：埼玉県中央家保
 石田扇子、山本栄子 
 Streptococcus ruminantium（Sr）は 201
7 年に Streptococcus suis（Ss）血清型 33
型から再分類された新菌種。2019 年開発の
菌種同定用 PCR 法（PCR）以外で Ss との鑑
別困難。実際の分離状況や病原性は不明。
本県の Sr 分離状況と性状調査のため、1）
過去の Ss 同定株の再同定及び分離状況調
査、2）健康牛の Sr 分離率調査、3）1）2）
で分離された Sr 全株の薬剤感受性試験を
実施。1）過去 20 年の病性鑑定で Ss と同定
された 6 症例 8 株を PCR に供し、7 株（87.
5%）が Sr と再同定。全 6 症例で化膿性炎を
認め、うち 5 症例で Trueperella pyogenes
（以下、Tp）が分離。Sr と Tp の協調的な
病変形成を示唆。2）1 か月齢の健康な肉用
子牛の鼻腔スワブ 23 検体中 3 検体（13.0%）
から Sr3 株分離。3）Sr 全 10 株で 10 薬剤
に対する薬剤感受性試験を実施。6 株が 3
薬剤以上に耐性。ペニシリン系及びセフェ
ム系の 4 薬剤に全株が感受性。本菌の薬剤
耐性リスクは現状高くないが、注視する必
要あり。 

 
65．八丈支所管内の乳房炎検査分離菌状況
と薬剤耐性動向：東京都家保 田中大也、
磯田加奈子 

ジャージー種を昼夜放牧する八丈島内 1
農場に対し①臨床型乳房炎検査②乾乳前検
査③初乳検査④乳房炎治療後検査を実施。
有意菌は臨床型乳房炎検査及び乾乳前検査
はコアグラーゼ陰性ブドウ球菌(CNS)が最
多で次いで大腸菌群。初乳検査は CNS が最
多で次いで環境性連鎖球菌。乳房炎治療後
検査では大腸菌群が最多。2020 年度以降検
出の主要菌株は薬剤感受性が低下。セラチ
ア属及びクレブシエラ属はカナマイシン等
感受性低下。ストレプトコッカス・ウベリ
ス及び CNS は調査薬剤全て感受性低下。有
意菌検出率は 2020 年度以降改善。改善寄与
要因は分娩 2 週間前から毎日 2 回のデッピ
ング開始、初乳検査による早期乳房炎治療、
分娩時放牧場からの隔離実施が考えられ、
これら対策の継続が必要。薬剤感受性は主
要菌種で低下したため投薬治療基準見直し
が必要。菌量に応じ、絞り切りでの治療を
検討。 
 
66．管内教育機関付属農場のヨーネ病発生
対応事例：神奈川県湘南家保 林和貴、荒
木尚登 

令和 4 年 5 月実施の家畜伝染病予防法第
5 条に基づく牛のヨーネ病検査で、教育機
関付属農場（農場）の県外導入牛 1 頭が患
畜。殺処分と畜舎消毒後、「患畜確認時の
検査」で山羊 1 頭が疑似患畜、自主とう汰。
発生 4、8 ヶ月後の「まん延防止のための検
査」で全頭陰性。本事例では、消毒等のま
ん延防止対策を農場が主体的に実施。畜舎
の消毒は当所と教員の指導の下、多くの学
生により丁寧かつ迅速に完了。家畜診療施
設は消毒後、他牧場からの家畜受入れ中止。
学生に対しては、患畜発生畜舎や他牧場へ
の立入のルールを定め周知徹底。一方、研
究・実習用家畜の学内移動自粛や、山羊と
同一畜舎内で飼育されている実験用小動物
への消毒薬の影響回避について、当所と教
育機関各部署の慎重な調整を要した。当所
は農場と協力し、早期の清浄化を目指すと
ともに、飼養衛生管理マニュアルのバージ
ョンアップ等を支援することで、連絡網整
備を効率化し、伝染病発生時の対応強化に
繋げていきたい。 
 
67．Mycoplasma bovis 及び牛呼吸器由来菌
の薬剤感受性調査：新潟県中央家保 佐藤
圭介 
 薬剤耐性対策で原因菌の薬剤感受性の把
握は重要。近年ディスク拡散法で試験可能
な抗菌剤が増加。県内の Mycoplasma bovis
 (Mb)、Mannheimia haemolytica (Mh)及び
Pasteurella multocida (Pm)の薬剤感受性
を調査。2005～2022 年分離の Mb 16 農場 3
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4 株、Mh9 農場 12 株及び Pm11 農場 18 株を
供試。効能効果が牛細菌性肺炎の抗菌剤を
用い Mb は微量液体希釈法、Mh 及び Pm はデ
ィスク拡散法を実施。薬剤感受性低下に関
する遺伝子検査として Mb の点変異及び Mh
・Pm の薬剤耐性遺伝子を検出。Mb はフルオ
ロキノロン系に 5 農場 8 株、ツラスロマイ
シンに 2 農場 3 株が低感受性。これら低感
受性株では各薬剤感受性低下に関与の点変
異を検出。Mh・Pm は各 1 株がアンピシリン
耐性、Pm1 株がフロルフェニコール耐性で
これら耐性株のみ各薬剤耐性遺伝子を保
有。一部の Mb、Mh 及び Pm で二次選択薬に
も低感受性または耐性株を示した。今後薬
剤感受性動向を情報提供し抗菌剤の慎重使
用に貢献したい。 
 
68．リアルタイム PCR を用いた乳汁中 Stap
hylococcus aureus 迅速検出法の検討：富
山県東部家保 竹中悠人、西井純 

Staphylococcus aureus（Sa）は伝染性乳
房炎原因菌の一つであり保菌牛の早期把握
が重要。診断は一般的な寒天培養法では判
定に１日以上要するため、リアルタイム PC
R（qPCR）を用いた Sa 迅速検出法を検討。S
a 陽性個体の 4 本合乳（合乳）を対象に、
①前処理として未処理、増菌処理、遠心処
理の３方法、②抽出としてアルカリ熱処理、
A 社キット使用、B 社キット使用の３方法を
組み合わせ、qPCR での Ct 値、所要時間、
コストを比較。Ct 値比較では未処理以外で
十分な感度を示した。所要時間とコストが
最短かつ安価であったのは①では遠心処
理、②ではアルカリ熱処理であり、本組合
せを用いた qPCR を Sa 陽性個体を含む牛群
の各合乳を対象に実施したところ、寒天培
養の結果と一致。qPCR は寒天培養と比較し
コストは約 2.5 倍増加するも所要時間は約
1/10 に短縮。今後サンプル数を増やした検
討を要するが、本検出法の有用性を確認。 
 
69．黒毛和種繁殖農場で発生した牛パスツ
レラ(マンへミア)症：富山県西部家保 増
永梢、飯田佳代 

黒毛和種繁殖牛を約 100 頭飼養する農場
で、成牛の死亡が相次ぐ事例に遭遇。令和
4 年 3 月下旬に県外より牛を導入。4 月上旬
より食欲不振や発熱症状が散見、繁殖雌牛
6 頭と子牛 1 頭が死亡したため病性鑑定を
実施。この結果、剖検したすべての牛で化
膿性線維素性肺炎を確認。細菌検査ではす
べての牛の肺より Mannheimia haemolytic
a(Mh)1 型を分離。11 薬剤の薬剤感受性試験
の結果はすべて感受性。分離菌株の PFGE
のバンドパターンはすべて同一で、国内の
一般的な Mh 株と類似。ウイルス検査では 1
頭の肺から牛 RS ウイルス(BRSV)遺伝子を
検出。中和試験による同居牛の抗体検査で
は BRSV に対する高い抗体価の保有を確認。
以上の結果から、一連の肺炎による死亡事

例は Mh 感染による牛パスツレラ(マンヘミ
ア)症と診断。甚大な被害となった要因には
BRSV が関与した可能性も考えられた。継続
的な農場への巡回指導により、農場主の衛
生意識が向上、早期治療を徹底するように
なった。 
 
70．管内酪農家における乳房炎由来菌のバ
イオフィルム形成能調査:石川県南部家保
 玉鉾紗智 

令和 2～4 年に管内酪農家の乳房炎発症
牛から分離された黄色ブドウ球菌（SA）、
コアグラーゼ陰性ブドウ球菌（CNS）、減乳
性レンサ球菌（SD）、乳房レンサ球菌（SU）、
その他レンサ球菌（OS）及び腸球菌（En）
の計 178 株を供試し、バイオフィルム（BF）
形成能を調査。BF 形成能はコンゴーレッド
寒天培地（CRA）法で判定。薬剤感受性試験
は一濃度ディスク法で実施。BF+株は、SA 
35/44 株、CNS 15/31 株、SD 6/18 株、SU 4
4/51 株、OS 8/23 株及び En 4/11 株と、全
ての菌種で BF 形成能保有（BF+）株を確認。
SA では農場間の BF+率に有意差を確認。同
一菌種による乳房炎再発牛 9 頭から分離さ
れた SA（1 頭)は BF 形成能を保有せず、SU
（6 頭）及び OS(2 頭）は全て BF+。薬剤感
受性試験では、BF+株は、OS におけるカナ
マイシン及びエンロフロキサシンの感受性
率が BF-株より有意に低値。以上から、県
内での BF+株の浸潤が判明、乳房炎難治化
に BF の関与が示唆された。 
 
71．新生子牛の腸管外病原性大腸菌の敗血
症症例の分子生物学的検索：福井県家保 
山崎俊雄、武田佳絵 

腸管外病原性大腸菌(ExPEC）は敗血症等
を引き起こし、付着因子や鉄取込能、毒素
等の関連遺伝子を保有するとされるが、牛
での報告が少なく、感染経路等不明な点が
多い。新生子牛の ExPEC による敗血症と診
断した 2 症例で分離した大腸菌について、
病原性関連遺伝子の検索、パルスフィール
ドゲル電気泳動(PFGE)解析等を実施。また、
系統発生群識別 PCR 法の活用を検討。症例
1 の分離株は、付着因子、鉄取込能、毒素
等の病原性関連遺伝子を保有。症例 2 の分
離株は、鉄取込能に関連する遺伝子を保有
せず。母子の分離株間で PFGE パターンが完
全に一致し、分娩時の産道感染を示唆。系
統発生群識別 PCR 法では、症例 1 の分離株
は病原性の高い B2 群、症例 2 の分離株は病
原性の低い B1 群に分類され、病原性関連遺
伝子の保有状況を反映。ExPEC 感染症を診
断するうえで、系統発生群識別 PCR 法は簡
便であり、本法を用いることで分離株の性
状に応じた衛生対策を迅速に行えると考
察。 
 
72．乳用牛における Clostridium perfring
ens の分離率と薬剤感受性試験：山梨県東
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部家保 土屋可奈、大町雅則 
Clostridium perfringens について、健

常牛の保菌状況や薬剤耐性獲得状況はほと
んど調査されていない。前年度、肉用牛の
保菌状況等を調査。今回、健常乳用牛から
本菌を分離し、薬剤感受性試験等の解析を
実施。 菌分離では、管内酪農家 24 戸の乳
用牛の直腸便 255 検体を用い、129 検体（5
0.4%）で本菌を分離。分離株の解析では、
毒素型別 PCR で全株が A 型。薬剤感受性試
験では、オキシテトラサイクリン（OTC）耐
性傾向株が 42.4%と最も多く、多剤耐性傾
向株も複数検出。薬剤耐性遺伝子の検索で
は、全ての OTC 耐性傾向株から耐性遺伝子
を検出。寒天平板希釈法で耐性傾向を示し
た株は、ディスク拡散法でも阻止円が縮小。
両検査法の相関が確認され、ディスク拡散
法での判定基準が設定できたことから、よ
り簡便に薬剤耐性の把握が可能となった。
嫌気性菌の薬剤感受性試験について、ディ
スク拡散法が活用可能であることが示唆さ
れ、効率的な薬剤耐性の調査が期待できる。 
 
73．酪農地帯で多発した牛のヨーネ病に対
する防疫対策強化の取組：長野県佐久家保
 加藤雅樹  
 2021 年 11月から 12月にかけて管内酪農
地帯で 5 農場 7 頭のヨーネ病患畜を摘発。
患畜の殺処分及び農場消毒を患畜決定から
7 日以内に実施。2021 年 12 月に関係機関参
集のヨーネ病対策会議を開催し、導入牛検
査の強化で認識を共有。さらにリーフレッ
トを作成・配付し、ヨーネ病に対する農家
の理解を深め、衛生意識の啓発を図った。
導入牛検査強化後、2022 年 12 月末時点で 1
94 頭を検査し、患畜 1 頭、定性陽性牛 2 頭
を摘発。またヨーネ病防疫対策要領に基づ
くまん延防止のための 1 回目の同居牛検査
に加え、全発生農場で糞便のヨーネ病スク
リーニング PCR(sPCR）による自主検査を実
施し、1 農場で患畜 3 頭、3 農場で定性陽性
牛 5 頭を摘発。その後の同居牛検査で続発
がみられなかった 4 農場は清浄農場に復
帰。1 農場では発生が継続したため、環境
材料の sPCR、2 回の農場消毒、交差汚染防
止対策及び垂直感染防止対策により育成牛
舎エリアの清浄化を確認。今後も当該農場
の清浄化と地域の防疫対策推進に取り組
む。 
 
74．血清抗体価を用いた牛マイコプラズマ
性乳房炎の清浄化と環境検査による再発防
止対策：長野県伊那家保 中村光  
 令和３年度、酪農生産性向上対策事業に
より A農場において Mycoplasma bovis（以
下 M.b）を摘発。全頭検査及び分娩後検査
により陽性牛を隔離・淘汰。令和４年度も
全頭検査２回延べ 871 頭、分娩後検査 311
頭を継続して行い、陰性を確認し、清浄化
を達成。また、P81ELISA 法で測定した乾乳

牛群の血清抗体価を、M.b の浸潤状況の評
価に応用。適切な清浄化対策を実施するこ
とで、乾乳牛群内の抗体陰性率を対策前の
６割から８割にすることに成功。対策を進
める中、子牛の中耳炎が続発したため、農
場内の M.b 再流行防止と牛呼吸器病症候群
（BRDC）を含めた子牛のマイコプラズマ感
染症への対策を目的に環境の細菌検査を実
施。哺乳バケツ等の洗浄方法など、衛生面
での改善を指導し、細菌数が減少したこと
を確認。牛マイコプラズマ発生農場におけ
る継続的な検査の重要性を再確認。血清抗
体価の利用、子牛の環境検査を実施するこ
とで再発防止対策に寄与できた。 
 
75．デルマトフィルス症の冬季集団発生：
長野県佐久家保 小林憲一郎 

Dermatophilus congolensis（Dc）は牛、
めん山羊及び馬等における皮膚炎（デルマ
トフィルス症）の原因菌。2022 年 1 月、A
酪農場で同症の集団発生を認め、発生要因
を調査。A 酪農場がそれまで利用していな
かった B公共牧場を 2021年に利用していた
ことから、公共牧場との関連性を検討。20
22 年 6〜9 月に管内 8 牧場延べ 898 頭で同
症の発生状況を調査。B 牧場の皮膚病発症
牛 3 頭から Dc 分離。A 酪農場及び B 牧場分
離株、計 4 株の薬剤耐性プロファイル、パ
ルスフィールドゲル電気泳動、16S rDNA 分
子系統解析を実施。両農場分離株の疫学的
関連性を確認。また、Dc の低温ストレス耐
性を検討。冷蔵・冷凍保存した皮膚病変部
から Dc を分離。皮膚病変部が冬季集団発生
の感染源となる可能性を示唆。本症の冬季
集団発生の要因は、①寒冷ストレスによる
免疫力低下、②B 牧場下牧牛を介した A 酪
農場への Dc 侵入、③冬季発症牛の病変部に
よる搾乳牛舎内における Dc の拡散と推察。 
 
76．Streptococcus ruminantium が分離さ
れた牛肺炎の一例と過去に牛から分離され
た Streptococcus suis の再同定：長野県松
本家保 鈴木健太 

Streptococcus suis(Ss)は牛の肺炎や心
内膜炎等の病巣から分離され、35 種類以上
の血清型に分類。そのうち血清型 33 は Str
eptococcus ruminantium(Sr)と再分類され
た。過去に同定された牛由来 Ss の多くは S
r との報告があり、これら２種は生化学性
状検査では鑑別できない為 PCR での同定が
必要。2022 年３月、呼吸器症状で死亡した
牛の肺から Mycoplasma bovisや Trueperel
la pyogenes とともに分離された菌が県内
で初めて Sr と同定。Sr の PCR は 2019 年に
公開された為それ以前に Ss と同定された
牛由来３株の再同定及び薬剤感受性試験を
実施。結果､３株とも Sr と同定、いずれも
アミノグリコシド系･テトラサイクリン系
薬剤に耐性。以上本県でも Ss と同定された
株は Sr であった。なお Sr は単独の分離例
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が少なく病原性について検討が必要。牛の
病性鑑定時に、これらの菌が分離された際
は、正確な診断の為 PCR での同定が重要で
あり、引き続き症例の集積が必要｡ 

 
77．繁殖和牛に発生したロドコッカス・エ
クイ感染症の一事例：岐阜県中央家保 加
藤智、林登 
 Rhodococcus equi(RE)は子馬に化膿性肺
炎などを起こす細菌であり、牛での発症は
稀。2021 年 5 月、約 50 頭規模の黒毛和種
繁殖農場で、33 カ月齢の繁殖牛の腹腔内に
脂肪壊死症を疑う硬結を確認。1 年後に食
欲廃絶や水様性下痢を呈し、治療に反応し
ないため鑑定殺を実施。病理検査にて、肺
及び咽頭後リンパ節等にグラム陽性球桿菌
の貪食像を伴う肉芽腫の多発、腸管周囲に
脂肪壊死を確認。また牛に対する毒力関連
抗原（VapN）の発現を免疫染色により確認。
細菌検査にて、肺及び腸管膜リンパ節から
VapN をコードするプラスミド（pVAPN）を
保有する RE を分離。以上より牛のロドコッ
カス・エクイ感染症及び脂肪壊死症と診断。
追加調査として、当該牛及び飼養牛（計 64
頭）の VapN 抗体検査を実施し、当該牛及び
飼養牛 1 頭で高い抗体価を確認。また環境
中の pVAPN保有 REの定量検査により放牧地
から本菌を検出。以上より、農場で本菌が
水平伝播した可能性を示唆。 
 
78．ヨーネ病早期摘発のための検査体制の
検討：静岡県東部家保 大塔健介、齋藤瑠
人 

管内では、ほぼ毎年ヨーネ病（JD）患畜
を摘発。そこで平成 27 年度から 30 年度、
管内全乳用牛飼養農場を対象に「地域内戸
数」、「平均日齢」等 11 項目について、J
D 発生・非発生農場で比較。有意に高い「地
域内戸数」、「平均日齢」、「県外にいた
時期がある頭数の割合」、「平均移動回数」、
「1 年以内に県外にいた頭数」を侵入リス
ク因子とした。侵入リスク因子を点数化、
農場のリスク順位付けを行い、高リスク農
場を選定。令和元年度から 3 年度の JD 検査
成績（発生農場：5 戸、非発生農場：85 戸）
で本手法を検証、発生農場 4 戸はリスク順
位上位 15％以内。侵入リスク因子は有効と
考えられ優先的に検査する高リスク農場を
選定。検査間隔短縮により、早期摘発、侵
入リスクの数値化により農場主の防疫意識
向上に繋がると考察。今後は高リスク農場
に検査間隔の短縮を提案。 
 
79．大規模酪農場における導入時自主検査
によるヨーネ病摘発事例：京都府南丹家保
 大谷健太、石森裕 
 過去にヨーネ病が発生した管内大規模酪
農場において、導入時自主検査で患畜を摘
発。導入時における本病の摘発は府内初。
当該農場は乳用牛約 400 頭を飼養。平成 11

年に家畜伝染病予防法第 5 条によるヨーネ
病検査で患畜を摘発、続発もあり清浄化ま
でに 10 年間を要した。農場は本病の再侵入
防止のため、京都府牛のヨーネ病防疫対策
要領に基づき、平成 19 年度から府外導入牛
を対象に導入時自主検査を継続して実施。
令和 4 年 9 月 9 日に 15 頭を導入。糞便を用
いリアルタイム PCR 法によるヨーネ病検査
を実施。1 頭の陽性を確認し、直ちに他の
陰性牛から隔離。翌日鑑定殺、病理解剖を
実施し、腸管の軽度肥厚を認め、病理組織
学的検査において腸間膜リンパ節内にのみ
抗酸菌染色陽性の菌体を確認したことか
ら、当該牛は発症初期と推察。農場では自
主検査を継続して実施。他の酪農場にも自
主検査を指導し、水際での侵入防止対策に
努めていきたい。  
 
80．府内酪農場におけるヨーネ病の発生と
その対応：大阪府大阪府家保 北川敬大、
津山桂子 

12 戸の農場からなる府内酪農団地（以
下、団地）の 60 頭規模酪農場において、R
3 年 2 月にヨーネ病スクリーニグ検査を実
施し 1 頭が患畜、ヨーネ病発生。速やかに
以下の対策を実施。①発生農場対策：飼養
衛生管理基準に基づく対策。②団地内対策
：団地内全農場へ発生を周知、特に感染リ
スクが高い堆肥施設搬入時の対策を重点的
に実施。③府内育成場対策：府内育成場に
患畜の娘牛及び患畜と同居歴がある子牛
（以下、関連牛）が在舎していたため、緊
急隔離等の感染拡大対策及び PCR 検査によ
る陰性確認実施。以上の対策の結果、団地
内での続発はなく、当該農場は 3 回の同居
牛検査後 R4 年 2 月に清浄化達成。府内育成
場から北海道を経て R4 年 8、9 月に再導入
される関連牛について、着地検査で陰性確
認後当該農場へ再導入。本府独自の 2 年に
1 度のスクリーニング検査での早期発見・
摘発、発生後の迅速な対応、関連牛への着
地検査により感染拡大を防止することがで
きた。 
 
81．黒毛和種子牛に発生した腸管外病原性
大腸菌感染症の一症例：大阪府大阪府家保
 大平真由 

牛大腸菌症は腸管内で病原性を発揮する
下痢原性大腸菌と腸管外で病原性を発揮す
る腸管外病原性大腸菌(ExPEC)に大別され
る。1 日齢で死亡した子牛の分離大腸菌の
病原関連遺伝子の検索および薬剤感受性試
験を実施。剖検所見では腹膜炎および四肢
に充血を伴う浮腫を、病理組織学的検査で
は全身諸臓器にグラム陰性桿菌を確認、臍
帯、肺、胸膜、浅頚リンパ節、皮下等に炎
症像を確認。細菌学的検査では肝臓、脾臓、
腎臓、心臓、肺、脳、腹水から大腸菌を分
離、血清型は不明。遺伝子検索では毒素遺
伝子である cnf2、付着因子である afa8 及
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び papC、鉄取込能因子である fyuA、iutA
及び irp1 が陽性、国内で過去に報告された
牛の ExPEC 感染症由来株の病原因子と概ね
一致。薬剤感受性試験では 14 薬剤中 8 薬剤
に耐性であり、農場における薬剤使用指導、
ExPEC の薬剤耐性状況の調査が今後も必
要。引き続き症例を重ね、病態解明に努め
たい。 
 
82．子牛の深在性真菌症：大阪府大阪府家
保 高見成昭 

17 日齢の肉用子牛（交雑種、雌）が死亡、
病性鑑定を実施。当該牛は出生時より体格
が小さく、斃死数日前から水様性下痢を発
症。剖検にて、肺の全葉性に最大直径 10 m
m の褐色斑を多数確認、回腸及び回盲部に
帯黄色内容物が充満。剖検時体重は 31 kg、
胸腺低形成を確認。組織学的に、多数の菌
糸状物を伴う出血性壊死性肺炎並びに第四
胃及び空回腸で化膿性胃腸炎を観察。菌糸
状物は、グロコット染色により真菌と判断。
肺の真菌は、幅は均一で隔壁があり Y 字状
に分岐、免疫染色ではマウス抗 Aspergillu
s 抗体に陽性。消化管の真菌は、仮性菌糸
及び酵母様、免疫染色では家兎抗 Candida 
albicans 抗体に陽性。その他、胸腺等のリ
ンパ系組織でリンパ球減少を観察。病原検
索では、肺からアスペルギルス属真菌が分
離。以上より、アスペルギルス属真菌によ
る出血性壊死性肺炎及びカンジダ属真菌に
よる化膿性胃腸炎と診断。原因として、虚
弱子牛症候群が疑われ、免疫機能低下状態
であったと推察。 
 
83．酪農場の牛呼吸器複合病（BRDC）発生
と予防対策: 兵庫県淡路家保 寺谷知恵、
山本郁巳 

管内一酪農場で牛呼吸器複合病（以下 BR
DC）による子牛の死廃事例が多発、予防対
策の結果得られた成果を報告。死廃牛病性
鑑定検査（1～10 か月齢、7 頭）から全頭を
Mycoplasma bovis（以下 Mb）による牛マイ
コプラズマ肺炎と診断、さらに複数細菌の
混合感染が判明。予防対策検討のため飼養
管理状況調査、血液検査及び病原体保有状
況検査を実施。群飼育による悪影響や給餌
方法の問題点が判明、血液検査で低栄養所
見、病原体保有状況検査で Mb 等の保有個体
が散在し、哺乳子牛群内での BRDC まん延を
確認。予防対策として 群飼育から個別飼育
への変更及び代用乳希釈濃度の変更を実
施。対策後効果判定では、哺乳子牛の栄養
状態が改善、Mb 保有個体は認められず。出
生子牛の死廃率は、対策前 42.5%から対策
後 6.1%に低下。出荷子牛の市場平均との価
格比は、対策前 56.6%から対策後 155.1%に
改善。今後は呼吸器病ワクチン接種適期の
検討など継続的に指導予定。 
 
84．管内で分離された Mycoplasmopsis bov

is の解析：兵庫県朝来家保 栗原秀弥、梶
河紗代 

Mycoplasmopsis bovis(Mb)は牛の肺炎等
の原因となる。今回、管内分離株の遺伝子
解析、薬剤感受性試験により、浸潤状況と
薬剤耐性化状況調査を実施。H31～R4 年度
までの分離 Mb13株で Multilocus sequence
 typing (MLST)解析及び一塩基多型(Singl
e nucleotide polymorphism; SNP)解析、9
株で薬剤感受性試験を実施。MLST 解析で 8
株が新 ST に分類され、多くの株が国内報告
の多い ST19 等よりも、報告の少ない ST52
と比較的近縁であった。SNP 解析では全株
でテトラサイクリン系及びマクロライド
系、11 株でフルオロキノロン系薬剤感受性
低下 SNP を確認。薬剤感受性試験では、全
株で多剤耐性を確認。薬剤感受性低下 SNP
確認株は概ね当該薬剤への耐性化を認め
た。今回の調査から、管内分離 Mb は、国内
で分離歴の多い系統とは異なることが判
明。また全供試薬剤に対する耐性株も確認。
今後は耐性株の動きに注意し、飼養衛生管
理による Mb 対策を重要視すべき。 

 
85．県内飼育牛から分離された Salmonella
 Typhimurium の分子疫学解析:奈良県奈良
県家保 宗文香  
 Salmonella Typhimurium(ST)は、牛サル
モネラ症の原因菌の一つで、症状は下痢や
子牛の敗血症、成牛の乳量減少等。血清型
は 4:i:1,2(定型 ST)であるが、近年、単相
変異した 4:i:-(非定型 ST)の分離が全国で
増加。令和 3 年以降県内で ST が原因の牛サ
ルモネラ症が 3 農場で発生したため分子疫
学解析実施。県内豚由来非定型 ST 1 株、牛
由来定型 ST 7 株・非定型 ST 2 株について
薬剤感受性試験(12 薬剤)、PFGE 法、SNP 型
別法および MLVA 型別法を実施。結果、豚由
来株は 6 薬剤耐性、牛由来株では耐性傾向
なし。PFGE は牛由来株全てが一致。豚由来
株とは異なり、牛・豚間で疫学的関連は低
いと判明。SNP は豚由来株のみ 9 型、牛由
来株は全て遺伝子型別不能。MLVA では牛由
来株が近隣府県の酪農場で分離された病性
鑑定株と一致。豚由来株は国内流行株とほ
ぼ一致、牛由来株は国内流行株と異なる株
の浸潤を示唆。今後農場間の伝播に注意が
必要。 
 
86．子牛におけるサルモネラ症（非定型 ST）
の発生と清浄化への取組：鳥取県倉吉家保
 松居裕司、山﨑健太 
 令和 4 年 6 月管内農場にて、子牛に発熱
と下痢が広まっていると相談、立ち入り検
査実施。個体糞便と環境中から Salmonella
 enterica subsp.enterica serovar Typhi
murium(以降 ST)検出。遺伝子検査の結果、
ST同定用 PCR陽性、変異同定用 PCR陰性(鞭
毛遺伝子保有せず)で非定型 ST(O4:i:-)と
同定。これは鳥取県のみならず全国的に流
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行、当該農場は県内外から導入を行ってお
り、侵入経路は不明。農場では全頭にコリ
スチン投与、畜舎消毒を行うも１ヶ月後再
発。対策としてハッチを設置し、ホスホマ
イシンを投与、牛舎内全頭の ST 陰性を確認
後、家保も協力し再消毒を実施。その後サ
ルモネラ症の発生無く、現在導入牛へのウ
ェルカムショットや全頭への生菌剤の投与
により対策を継続中。 
 
87．乳用牛哺育育成農場における牛サルモ
ネラ症と牛ウイルス性下痢の混合感染事例
：鳥取県西部家保 増田恒幸 山﨑健太 
 Salmonella 血清型 Typhimurium (ST)を
原因とする家畜のサルモネラ症と牛ウイル
ス性下痢ウイルス（BVDV）を原因とする牛
ウイルス性下痢（BVD）は家畜伝染病予防法
において届出伝染病に指定。令和 4 年 7 月
に約 300 頭規模の乳用牛哺育育成農場にお
いてクリプトスポリジウム症で斃死した子
牛から 2相鞭毛抗原が発現しない ST変異株
である血清型 4 : i : - (非定型 ST)を分
離。その後約 2 か月間で 10 頭の子牛が下痢
により死亡し、うち 5 頭から非定型 ST を検
出。また 8 月には県外から 6 月に導入され
ていた子牛 1 頭を BVDV 持続感染（PI）牛疑
いとして摘発淘汰。ウイルス学的検査の結
果、当該牛を BVDV2 の PI 牛と確定。PI 牛
摘発から約 1か月の間に PI牛と同居歴のあ
る子牛 3 頭が肺炎症状を呈して死亡。非定
型 ST と BVDV が同時期に農場内に侵入し、
子牛間でまん延し大きな被害を引き起こし
たと推察。本事例は非定型 ST と BVD の混合
感染となる県内で初めての症例。 
 
88．県内複数農場で発生した牛サルモネラ
症（非定型 ST）の疫学解析：鳥取県倉吉家
保 山﨑健太 
 令和 4 年 6 月より、2 相鞭毛抗原が発現
しない、 
Salmonella 血清型 Typhimurium (ST)変異
株である血清型 4 : i : - (非定型 ST)に
よる牛サルモネラ症が県下 4 農場で発生。
これら農場で採取した非定型 ST 株計 13 株
について遺伝的背景および疫学的関連性の
解析を実施。特異的な一塩基多型（SNP）遺
伝子型別ならびにパルスフィールドゲル電
気泳動（PFGE）により、全農場に侵入した
非定型 ST株が SNP9型であったことを確認。
SNP9 型は平成 24 年以降、我が国の牛・豚
の非定型 ST の最優勢遺伝子型。また 13 株
中 11 株はすべて同一の PFGE 像を示したこ
とから複数の発生農場に同一由来株が伝搬
又は侵入したことを示唆。更に残り 2 株と
その他の菌株間でのバンドの相違も 2 本で
ありテノバーらの基準（Tenover et al., 
1995, J. Clin. Microbiol.）に基づき、同
一由来株が変異した可能性があるため、密
接な疫学的関連があると考察。 
 

89．リアルタイム PCR 法を用いたマイコプ
ラズマ性乳房炎の迅速検出法の検討：島根
県家畜病性鑑定室 鈴木郁也、大元隆夫 
 Mycoplasmopsis bovis（Mbo）、M. bovi
genitalium（Mbg）、M. californica（Mca
l）の 3 菌種を乳汁から直接検出するリアル
タイム PCR 法（新法）について検討。Mbo、
Mbg、Mcal 各基準株の抽出 DNA を用いて至
適反応条件を検証。また、乳汁に Mbo、Mbg、
Mcal 各基準株培養液を接種し、各 10 倍希
釈系列を作成後、各乳汁 500μl について 3
種類の DNA 抽出方法と 2 種類の PCR 試薬を
組み合わせた計 6 条件で PCR 感度を比較。D
NA 抽出に DNeasy Blood & Tissue Kit ま
たは InstaGene Matrix を、PCR 試薬に Pro
be qPCR Mix を用いた場合、約 2 時間で 10
-4（推定菌量－Mbo および Mcal：6.0×103 

cfu/ml、Mbg：7.0×103 cfu/ml）まで検出
可能。マイコプラズマ性乳房炎発症牛の排
菌量（Mbo で概ね 105～109 cfu/ml）を踏ま
えると、新法で高度排菌牛を迅速に検出可
能と推察。検査費用については InstaGene 
Matrix を用いる場合、従来の培養と PCR を
組み合わせた検査法と比べて 1 検体あたり
約 500 円の削減。 
 
90．管内一酪農場における牛ボツリヌス症
大規模発生：岡山県岡山家保 金谷真澄 
 R4 年 6 月、管内一酪農場(約 120 頭飼養)
で自家調整 TMR を給与した複数の搾乳牛が
起立不能を呈し急死する事案が発生。病性
鑑定を実施したところ、死亡牛・同居牛の
糞便、給与前の TMR 等からボツリヌス（D
型)遺伝子が検出され、食中毒型を疑う牛ボ
ツリヌス症と診断。発症直後から TMR 給与
の中止、飼槽の洗浄・消毒、生存牛への生
菌剤投与を実施。更に育成牛を含む生存牛
にボツリヌスワクチンを接種したが、発生
後 14 日間で TMR を採食した 63 頭（搾乳牛
の 94％）が死亡。状況から TMR が原因と疑
われたが TMR 原料および農場周囲の野鳥糞
便からはボツリヌス遺伝子は検出されず、T
MR の汚染原因は不明。牛舎消毒を数度実施
したが牛床からボツリヌス遺伝子が検出さ
れ、芽胞菌に対する消毒に課題が残った。
感染型に比べ、食中毒型は被害が甚大とな
ることから、改めて、原因の一つとされる
変敗サイレージの排除やワクチン接種等の
ボツリヌス症対策の啓発及び効果的な消毒
の検討が必要。 
 
91．鶏マイコプラズマ検査効率化の取組：
広島県西部家保 兼廣愛美 

鳥マイコプラズマ症の検査効率化を目的
に原因菌である Mycoplasma gallisepticu
m（MG）及び M.synoviae（MS）の①分離培
養方法、②遺伝子検査方法を検討。①につ
いては Frey 培地接種法（定法）と発育鶏卵
を前培養に用いた方法（発育鶏卵前培養法）
を比較、②については qPCR 法の PCR 条件を
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考案し従来法の cPCR 法と比較。発育鶏卵前
培養法で MG、MS 共に発育・増殖を認め、M
S で分離効率及び分離感度は向上したこと
から、発育鶏卵前培養法の有効性を確認。
遺伝子検査において qPCR 法は、MG、MS 両
菌種を同一反応液組成及び PCR 条件で設定
でき、両菌種同時検査が可能で検査所要時
間の大幅短縮、検出感度向上、定量性、手
順の簡略化等の点で従来法より有用。両菌
種が同一反応系であることから Multiplex
 qPCR も可能と思われた。発育鶏卵接種法
と qPCR 法の本検査への応用は、従来法より
高い分離率及び検出感度、検査の迅速化に
寄与し、鶏マイコプラズマ検査効率化の一
助となり得る。 
 
92．臍帯炎から継発した椎体膿瘍により起
立不能となった子牛の一症例：広島県西部
家保 伊藤弘貴 
 病理解剖検査で第 7 頸椎付近の体腔側に
膿瘍を認めた。同部位の脊柱管側の椎間板
は突出、硬膜への癒着を伴い頚髄を圧迫。
臍静脈は体腔内で拡張し膿汁を貯留。肝臓
は膿瘍多発し実質が退色。病理組織検査で
圧迫部の頚髄軸索変性及び神経細胞の色質
融解を散見。病変部椎体では骨髄及び骨膜
周囲に好中球、グラム陰性桿菌を伴う壊死
を、周囲にマクロファージ、線維芽細胞浸
潤及び血管新生を認めた。肝臓の膿瘍は好
中球含む壊死組織、グラム陽性不定形及び
球菌塊で構成され結合組織により被包化。
細菌学的検査では肝臓から Trueperella p
yogenes（T.p）、頸部膿瘍から T.p、Esche
richia coli、Streptococcus equinus を分
離。本症例は不顕性の臍帯炎を原発とし、
肝臓及び椎体で分離菌により膿瘍を形成。
膿瘍形成に起因する頚髄圧迫により起立不
能を呈したと考察。臍帯炎症例では不顕性
に臍帯炎から全身症状に波及する可能性が
あり、診断上留意が必要な症例と考えた。 
 
93．様々な菌叢の牛糞便を用いた Salmonel
la 属菌検出条件の検討：広島県西部家保 
船守足穂 

健康牛由来糞便 1g にサルモネラ（Typhi
mulim、Dublin、Thompson、Stanley、Sain
tpaul）101～4cfu/g 及び夾雑菌（大腸菌、
クレブシエラ、プロテウス、シトロバクタ
ー）を 105 又は 108cfu/g に混合し、調製糞
便 1g又は PBS乳剤 1mlを電子レンジ及びオ
ートクレーブ（AC）処理ハーナ・テトラチ
オン酸塩培地（HTT）10ml で増菌後、DHL
寒天培地及び ES サルモネラ寒天培地Ⅱ（E
SⅡ）で培養し、必要に応じ遅延二次培養し
た。糞便にサルモネラが 101cfu/g 以上存在
すれば、未希釈糞便から検出可能だが、PB
S 乳剤の一部で検出されず。レンジ HTT は A
C-HTT より感度が高く、平板培地は H2S 産
生菌存在下で ESⅡの感度が高いが、DHL は
コロニーが良好に発育。サルモネラ検出率

向上には、PBS 乳剤でなく未希釈糞便を供
し、DHL と ESⅡの併用が望ましい。HTT の A
C 処理は夾雑菌抑制作用が低下し、逆効果
の可能性。Dublin は一次増菌で検出されな
い場合があり、本血清型が疑われる場合、
見逃しに注意が必要。 

 
94．腹膜炎による子牛の死亡事例：広島県
北部家保 小林凌士、部屋智子 
 臍帯炎の罹患歴がある 83 日齢の子牛が
腹部の疼痛及び膨満を呈し死亡。病理学的
検査で、黄灰色腹水貯留、菌体を伴う線維
素性腹膜炎、化膿性出血性膀胱炎、膀胱破
裂、尿膜管遺残を確認。特に膀胱内部に膿
様物と穿孔部に多数のグラム陽性桿菌付着
を確認。細菌学的検査では腎臓、腹水等よ
り Trueperella pyogenes（T.p）を分離。
腹水の生化学検査では尿中 UN とクレアチ
ニンが血清基準値と比較し高値。以上の結
果から、T.p 感染からの膀胱破裂に起因す
る腹膜炎で死亡と診断。膀胱炎の原因とし
て臍帯感染の可能性も考察されたため、飼
養者に対し出生時の臍帯の消毒の必要性に
ついて指導。今回の症例のように臍帯感染
は外貌上治癒した後に、子牛の発育や疾病
に影響を及ぼすこともある。また、県内で
臍帯疾患に起因する病性鑑定症例も増加し
ていたことから、臍帯の適切な処置の必要
性を再度広く周知するために、臍帯疾病予
防のリーフレットを作成し管内の全飼養者
に対して送付し注意喚起を実施。 
 
95．一乳用牛農場における子牛の消耗性疾
患対策：徳島県西部家保 市川正史、山本
由美子 
 令和３年度管内乳用牛農場において、子
牛の呼吸器疾患及び消化器疾患による死亡
が多発。令和４年度慢性疾病等低減化対策
事業において総合的対策に取り組んだ。農
場は搾乳牛約３００頭飼養。令和３年度の
子牛の死亡数は２３頭、死亡原因は主に肺
炎及び腸炎。令和４年度は、死亡牛の病性
鑑定に加え、同居牛の鼻腔スワブ及びふん
便検査による農場内の病原体保有状況調査
を実施。病性鑑定の結果、肺炎３頭、腸炎
２頭。糞便検査では、ロタウイルス、Clos
tridium perfringens 等を確認。鼻腔スワ
ブ検査では、Pasteurella multocida 分離。
疾病発生低減化に向けて、宿主要因、環境
要因、病原体要因について分析し、当該農
場の状況に応じた対策を検討、実施。結果、
今年度の死亡頭数は 15 頭。子牛の消耗性疾
患は、複数の要因が複雑に関連して発症す
ることが知られており、農場に応じた総合
的対策を講じ、きめ細やかな指導を行うこ
とが重要。 
 
96．改良オーラミン O 染色による牛ヨーネ
病（JD)補助診断：徳島県徳島家保 鈴木幹
一郎、渡邉輝貴 
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抗酸菌蛍光染色液の改良オーラミン O 染
色（O 染色）によりヨーネ菌（J 菌）の染色
状況を検討。結果、J 菌体は強度の蛍光を
発色。ホルマリン固定臓器（回腸内等）切
片は、非特異反応が多く存在し J 菌が判定
不能。JD 陰性糞便では非特異的に弱蛍光を
放つ菌体が散見。抗原抗体反応染色でない
ため、判定には経験が必要だが、糞便内に
多数の J 菌があれば即時判定の場合もあ
る。JD 確定定量検査（qPCR)中、曲線の増
幅は検査実施者に不安を煽るが、糞便の O
染色同時検査が診断の一助となり、検査結
果の事前把握が可能となった。 
  
97．子牛の肺炎多発農場における衛生対策、
治療方針の検討：高知県中央家保田野支所
 濱田容平 

肺炎多発の肉用牛農場で呼吸器病５種混
合不活化ワクチン等の衛生対策に取り組ん
でいるが、今年、マイコプラズマ（マイコ）
による肺炎や中耳炎を疑う症例が散見し難
治化。そこで、６～８月分娩予定の母牛と
その子牛及び肺炎治療歴がある子牛、全 24
頭を対象に病原体（ウイルス６種、細菌３
種及びマイコ）の抗体検査、鼻腔スワブの
分離培養及び薬剤感受性試験を実施。抗体
検査の結果、４カ月齢未満の子牛は各ウイ
ルスの感染防御に必要な抗体価を保有し、
ワクチン及び移行抗体の効果を確認。培養
では、Mannheimia haemolytica（Mh）、Pa
steurella multocida（Pm）及びマイコを分
離。Mh、Pm に対し TP、FFC 及び MBFX（TP
等）を含む複数の薬剤が、マイコに対して
は TP 等のみが有効。H29 年実施の検査でも
同様の傾向。以上から、実施中のウイルス
対策の有効性を確認、継続。一次感染にマ
イコ関与を強く疑い、初期治療は TP 等を一
次選択薬に統一。 
 
98．肉用牛肥育農場で確認された気腫疽の
集団発生事例：福岡県北部家保 山本訓敬 

500 頭規模の肉用牛肥育農場で 4 頭が急
死。立入時、起立不能、跛行等の症状を示
す個体を確認。同日 2 頭が死亡。病性鑑定
終了時までに計 13 頭が死亡。1 頭を病理解
剖し、各臓器を検査。臨床症状を示した個
体の血液 7 検体、糞便 5 検体、飼料 1 検体
を用いた。血液生化学検査は軽度の白血球
数上昇（3/6 検体）。糞便検査は線虫卵等
未検出、ウイルス簡易検査も陰性。細菌検
査は主要臓器と血液 2検体から C.chauvoei
を分離し、特異遺伝子を検出。病理組織検
査で肝臓の気腫や水腫、心臓の化膿性壊死
性炎等あり。心筋線維間にグラム陽性桿菌。
消化器を含む各臓器の抗 Clostridium 免疫
染色で陽性。抗 C.chauvoei 抗体の FA 法で
陽性を確認。肥育牛の連続死は C.chauvoei
による気腫疽の集団発生と診断。免疫染色
の結果から、感染経路は消化器経由である
ことを強く疑う。以後、ペニシリン投薬に

加え、クロストリジウム感染症 5 種混合ト
キソイドを接種、その後の発生は認めてい
ない。 
 
99．管内一農場における牛伝染性リンパ腫
の清浄化対策：佐賀県中部家保 井手口友
香、園部深雪 

佐賀県では令和元年に牛伝染性リンパ腫
防疫対策取扱要領を策定、農場の清浄化対
策を支援。管内の肉用牛繁殖農家で、以前
EBL による廃用があり、清浄化対策を開始。
対策開始時の BLV 抗体は 48 頭中 17 頭陽性
（陽性率 35.4％）。繁殖母牛、新規導入牛
及び自家保留牛の抗体検査を実施後、抗体
陽性牛（陽性牛）の qPCR を用いたウイルス
遺伝子量測定で感染伝播リスク評価を実
施。水平伝播防止のため陽性母牛の隔離、
直検手袋等の使用毎の交換、吸血昆虫対策、
新規導入牛の隔離・早期の抗体検査を指導。
垂直伝播防止のため陽性母牛産子の早期母
子分離、初乳製剤の給与、陽性牛の淘汰は
感染伝播高リスク個体からの実施を指導。
令和元年 8 月から令和 4 年 10 月まで 15 頭
の陽性牛を淘汰。現在 2 頭継続飼養。取り
組み実施後、水平感染は認められず、感染
拡大を防止。今年度中に残りの陽性牛を淘
汰し、清浄化達成の見込み。今後も新規導
入牛への対応等を指導、EBL 清浄化を支援
していく。 
 
100．分娩予知温度センサー用潤滑剤の汚染
が原因と疑う子牛での牛大腸菌症：佐賀県
 北部家保 難波裕佳子、大坪利豪 

令和 4 年 8 月、肉用繁殖牛農場で生後 7
日齢の子牛が四肢関節の腫脹、起立不能を
呈し死亡。当該子牛について病性鑑定を実
施し、胸腔及び腹腔臓器漿膜の線維素析出、
胸水及び腹水の貯留、肝臓及び脾臓の被膜
炎、ニクズク肝、盲腸の充出血、硬膜下出
血、四肢関節の線維素析出、腎盂の線維素
析出及び結合織増生を確認。主要臓器、四
肢関節から大腸菌分離。牛ウイルス性下痢
ウイルス遺伝子検査陰性。病理組織学的検
査で、化膿性髄膜脳脊髄炎、化膿性関節炎、
化膿性筋炎、線維素性壊死性腸炎及び真菌
性第三胃炎を確認。以上から、牛大腸菌症
と診断。無消毒の井戸水を使用し、無洗浄
の容器で保管された自家製の分娩予知温度
センサー用潤滑剤から大腸菌を分離。市販
の潤滑剤への変更を指導。以降、新生子牛
の事故を認めず。市販の潤滑剤の衛生的使
用及び高温下での保管の回避、分娩予知温
度センサー及び牛の外陰部の消毒徹底を指
導。 
 
101．熊本県内の大腸菌類縁菌浸潤状況調査
:熊本県中央家保 水野愛乃 

過去 10 年間の病性鑑定で分離・保存され
ていた大腸菌株における Escherichia alb
ertii（Ea）及び Escherichia fergusonii
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（Ef）の存在の有無の検証及び県内の健康
牛での浸潤状況調査を実施。保存大腸菌株
462 株のうち 460 株から大腸菌特異遺伝子
を検出。Ea 及び Ef の特異遺伝子はいずれ
も不検出。浸潤状況調査では 89 頭中 1 頭か
ら Ea 特異遺伝子、9 頭から Ef 特異遺伝子
を検出。うち 3 頭から Ef6 株を分離。いず
れの株も薬剤耐性は確認されず、2 株から
腸管外病原因子の iss 特異遺伝子を検出。
生化学的性状は既報と概ね一致。Ea 及び E
f が大腸菌として誤同定された事例も報告
されていることから、迅速かつ確実な同定
のため複数の生化学的性状確認と特異遺伝
子検索が必要。将来的に多剤耐性株が常在
し家畜のみならず人に対して疾病を引き起
こす頻度が増加する可能性も否定できない
ため今後も注視が必要。 

 
102．牛飼養農場の Rhodococcus equi 分布
状況調査：宮崎県宮崎家保 奥濱恵理苗 

Rhodococcus equi(R. equi)は、子馬に肺
膿瘍を引き起こす土壌菌。牛や山羊では病
原性プラスミド pVapN 株保有症例が報告。
肥育牛下顎膿瘍から pVapN 株が分離され
た農場の R. equi 分布状況調査を実施。酪
農、繁殖及び肥育エリア牛各 10 頭及び山羊
2 頭の糞便、3 エリアの環境土壌各 5 検体の
合計 47 検体の菌分離と、pVapN 保有状況を
調査。酪農、繁殖エリアの牛 20 頭は pVapN
抗体価を測定。糞便分離結果は酪農牛 9/10
頭、繁殖牛 10/10 頭、肥育牛 2/10 頭、山羊
1/2 頭。環境分離数は酪農 5/5 カ所、繁殖 3
/5 カ所、肥育 3/5 カ所。今回分離された R.
 equi は全て pVapN を保有しておらず、酪
農・繁殖牛で pVapN 抗体の上昇はなかった。
本菌は農場全体に広く分布、牛分離率は放
牧牛で高く、分離率は土壌と接する機会に
比例する傾向。農場内の R. equi は病原性
因子を保有しておらず、飼養牛への感染歴
も確認されなかったことから、今後の継続
発生の可能性は低いと推察。 
 
103．牛由来 Streptococcus ruminantium
の生化学性状及び薬剤耐性調査：宮崎県宮
崎家保 中山瑞紀、奥濱恵理苗 
 Streptococcus ruminantium(S. ruminan
tium)と、Streptococcus suis(S. suis)と
の識別同定には、現在菌種特異的 PCR が必
要。今回、簡易的な鑑別方法の検討のため、
過去分離株で調査を実施。S. ruminantium 
16 株と S. suis 7 株の生化学性状 32 項目
を比較し、PyrA と TAG における 2 菌種の反
応の相違を確認。S. ruminantium 16 株は、
テトラサイクリン(TC)とリンコマイシンで
高い耐性率を示し、薬剤耐性遺伝子保有状
況は、エリスロマイシンの耐性保有状況は
耐性遺伝子 ermB の保有状況と一致。TC は
耐性状況によらず耐性遺伝子 tetO を保有。
S. ruminantium の莢膜合成関連遺伝子の
型別では、型別不能を除き 7 タイプ中 4 タ

イプに分類されたが、分離地域や由来臓器
との相関は確認できず。違いがみられた生
化学性状 2 項目が、S. suis との鑑別の指
標となる可能性が示唆された。S. ruminan
tium の性状についての報告は少なく、今後
も検討が必要。 
 
104．県内初分離 Streptococcus parasuis
の子牛化膿性髄膜脳炎：宮崎県都城家保 
松本佳織 

病性鑑定で化膿性髄膜脳炎が認められた
子牛から県内初の S.parasuis が分離され
た概要を報告。臍帯炎治療歴のある 4 日齢
の黒毛和種雄子牛に眼球振盪及び後弓反張
を認め、鑑定殺を実施。剖検時、側脳室内
及び脊髄周囲に膠様物、脳髄膜軽度混濁、
胸腺低形成を確認。病理組織学的検査では、
膠様物内にグラム陽性球菌、脳室壁の脳実
質に囲管性細胞浸潤、後頭葉脳髄膜に軽度
の好中球浸潤、脳溝周囲脳実質に軟化巣形
成、脊髄硬膜下に好中球浸潤を観察。胸腺
はリンパ球数減少し、皮髄不明瞭。脳分離
菌は簡易同定検査キットで S.suis と判定、
PCRで S.parasuisの特異遺伝子を検出した
ため S.parasuis と同定し、S.parasuis に
よる子牛の化膿性髄膜脳炎と診断。当該子
牛は胸腺低形成で、出生時から病原体に感
染しやすい虚弱と推察。牛への感染事例は、
乳房炎、髄膜炎、脳室炎、脊髄炎及び心内
膜炎等のみで、子牛に脳脊髄炎を引き起こ
した非常に稀な症例と考える。 
 
105．黒毛和種の牛のロドコッカス・エクイ
感染症 2 症例 ：宮崎県延岡家保 谷ヶ久保
佑也、倉永眞成 

黒毛和種のロドコッカス・エクイ感染症
2 例を報告。症例 1 は 8 カ月齢の子牛で、
肺前葉全体に膿瘍、腸管粘膜に潰瘍、腸間
膜リンパ節に白色結節の形成をそれぞれ確
認。細菌培養で肺と腸間膜リンパ節より Rh
odococcus equi（R.equi）を分離。病理組
織学的検査では肺、腸管潰瘍形成部及びリ
ンパ節にグラム陽性桿菌を含む肉芽腫性炎
を確認。症例 2 は 16 カ月齢の肥育牛で、肝
臓に白色結節、腸間膜リンパ節に膿瘍形成
を確認。細菌培養で肝臓と腸間膜リンパ節
より R.equi を分離。病理組織学的検査で肝
臓にグラム陽性桿菌を含む化膿性肉芽腫性
炎を確認。両症例を牛のロドコッカス・エ
クイ感染症と診断。2 症例は肺や肝臓、リ
ンパ節に白色結節や膿瘍を形成し、同様の
病変を形成する抗酸菌症や真菌症との類症
鑑別が非常に重要。牛のロドコッカス・エ
クイ感染症は日本国内の報告数が少なく、
同様な症例に遭遇した際、精査していく必
要がある。 
 
106．牛ボツリヌス症または牛ボツリヌス症
疑いと診断された牛 29 頭における病理組
織学的特徴：鹿児島県鹿児島中央家保 
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都勇介、馬籠麻美 
2006 年 1 月から 2022 年 9 月までに牛ボ

ツリヌス症（D 型）と診断された 14 頭また
は牛ボツリヌス症疑いと診断された 15 頭
の計 29 頭について回顧的に病理組織学的
検査を実施。小動脈の血管病変(フィブリノ
イド壊死、壁内出血、血管炎)が 19/29 頭(6
6%)で観察。ホルスタイン種が 10/16 頭(63
%)、黒毛和種が 9/13 頭(69%)。血管病変は
小腸で 10/19頭(53%)、大腸で 5/11頭(45%)、
肝臓で 6/17 頭（22%）と多く、腎臓、胃、
肺、膵臓等でも観察。また、心臓、肺、腎
臓等の充うっ血や出血、水腫、ヘモジデリ
ンの沈着等も高頻度に観察。血管病変が多
くみられた 3 臓器(小腸、肝臓、大腸)につ
いて、いずれかが採材されていない症例ま
たは死後変化が強く観察できなかった症例
計 9 頭を除くと、血管病変は 19/20 頭(95%)
で観察。本症は特徴的な病理組織学的所見
はないと記載されていることが多い。しか
し、本調査により、小動脈の血管病変は頻
発所見であると考えられた。 
 
107．牛サルモネラ症発生農場での清浄化対
策：沖縄県八重山家保 松本航平 
 【はじめに】管内牛農家でサルモネラ症
が発生し、清浄化に向けた取組を実施した
ので報告。【発生概要】2021 年 8 月に 10
日齢の黒毛和種子牛が活力低下、腹囲膨満
となり、死亡したため解剖し、病理組織検
査、細菌検査を実施。肝臓及び脾臓から Sa
lmonella Stanley（以下 SS）が分離された
ため、サルモネラ症と診断。【汚染状況確
認検査】発生した子牛の牛房を中心に環境
拭き取り検査を実施。複数の牛房、農業用
水、床、一輪車など 16/30 ヶ所でサルモネ
ラが分離され、内 14 ヶ所から SS を分離。
【対策】農業用水の消毒と牛舎の洗浄・消
毒、子牛の管理方法の変更、過密の解消、
暑熱対策の実施、生菌剤の活用を実施。【清
浄性確認検査】２０２２年７月に再度環境
拭き取り検査を実施。同一箇所で SS は分離
されず、清浄化を達成したと判断。【まと
め】本事例では農場の水源である農業用水
から SS が拡大し、暑熱対策等の飼養衛生管
理の失宜により、子牛の免疫力が低下し、
感染・発症したと示唆。今後は清浄性維持
のため指導を継続し、農業用水を使用する
他農場へ注意喚起を行う。 
 
108．肉用牛農場で発生した Salmonella St
anley による牛サルモネラ症： 沖縄県八重
山家保 泉里奈 

【発生概要】農場 A：2021 年 8 月、10 日
齢子牛の活力低下を確認し、病性鑑定を実
施。農場 B：2022 年 1 月、9 日齢子牛が黄
色水様下痢等がみられ病性鑑定を実施。【結
果】剖検所見では、農場 A、B ともに腸管粘
膜の充出血と偽膜形成、腸間膜リンパ節の
腫大を認めた。細菌検査で、農場 A は肝臓

と脾臓から SS が分離された。農場 B は主要
臓器からの分離は陰性だったが、十二指腸
及び盲腸内容物から 6×10⁷ cfu/g の SS が
分離された。病理組織検査で、農場 A、B
ともに壊死性腸炎がみられ、免疫染色の結
果、陽性反応を認めた。環境拭き取り検査
では、農場 A は 14/30 ヶ所で SS 分離、農場
B は 14/25 ヶ所で SS 分離。薬剤感受性試験
の結果、農場 A、B ともに多剤耐性を確認。
【考察】２症例は病性鑑定の結果、SS によ
るサルモネラ症と診断。いずれも腸炎型の
病態を呈しており、若齢子牛の死亡であっ
た。成牛での発症はないことから免疫状態
が低下している子牛で発症すると推察。SS
の報告事例は少ないことから、症例数を集
積し、病原性等の解析を進めていく必要が
ある。 
 
109．Moraxella bovoculi が分離された角
結膜炎：沖縄県中央家保 木村恵理子、荒
木美穂 

【発生概要】本島中部における黒毛和種
の繁殖農場。令和 4 年 6 月から 11 月にかけ
て角結膜炎が発生。発生件数は例年より多
く、経過が早く重症化する牛が認められ病
性鑑定を実施。【材料と方法】未治療の発
症牛 2 頭について眼瞼結膜スワブ、鼻腔ス
ワブを用いて細菌学的検査、マイコプラズ
マ検査、ウイルス検査を実施。また追加採
材、他 3 農場について浸潤状況調査を実施。
【結果】β溶血性を示すグラム陰性球桿菌
を分離。簡易同定キットにより Moraxella 
spp.と同定し、Moraxella 属菌 PCR 検査に
て 600bp と 650bp 付近で PCR 産物を得た。P
CR 産物を制限酵素 AfaⅠで処理したとこ
ろ、切断されないものと 450bp と 150bp 付
近で切断されたものを認めた。16S rRNA 遺
伝子の塩基配列解析を行い、Moraxella bo
vis、Moraxella bovoculi と同定。マイコ
プラズマ検査は 1 頭が Mycoplasma disper
陽性。ウイルス検査は全て陰性。追加採材、
浸潤状況調査の 3 農場でも Moraxella 属菌
を分離。【まとめ】M.bovoculi が分離され、
県内初の M.bovoculi 分離事例となった。制
限酵素切断プロファイルと異なる M.bovoc
uli が確認され、病性鑑定が困難だった。 
 
110．牛の慢性誤嚥性肺炎にみられた Splen
dore-Hoeppli 現象を伴う化膿性肉芽腫:沖
縄県宮古家保 川畑敦 

11 歳の黒毛和種繁殖雌牛は、令和 4 年 1
月に分娩後、約 24 時間で状態が悪化し死
亡、病理解剖を実施。肉眼的に、両側肺葉
前～中葉に多巣状性乳白色硬結部位、右側
中葉と後葉は線維性に高度癒着、一部の右
葉前葉前部は胸壁と線維性に癒着。全肺葉
の気管支は拡張、草片で充満。組織学的に、
2 つの病変が形成。1 つは両側肺葉前～中葉
に慢性誤嚥性肺炎。もう 1 つは、肉眼的な
硬結部位に、Splendore-Hoeppli 現象を伴
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う多巣状性化膿性肉芽腫。Splendore-Hoep
pli 現象は、棍棒体が不明瞭、中心部にグ
ラム陽性桿菌又はグラム陰性フィラメント
状桿菌。グラム陽性桿菌は多形性（T、Y、V
字状）、Spider-like colony も散見。菌塊
は全て抗酸菌染色陰性。 本例の化膿性肉芽
腫は、第一胃内容物と共に、口腔由来、気
道由来又は第一胃由来細菌が肺内に侵入し
たことが原因と推察。原因細菌は、グラム
陽性桿菌は放線菌類と推察、グラム陰性フ
ィラメント状桿菌は、口腔由来、気道由来
又は第一胃由来の可能性。 
 
Ⅰ－3 原虫性・寄生虫性疾患 
 
111．管内一公共牧場における約 20 年にわ
たる小型ピロプラズマ対策の成果と課題：
北海道檜山家保 五井勇人、稲垣華絵 

管内 A 町公共牧場(A 牧場)は、長年にわ
たり小型ピロプラズマ症(小型ピロ)が発
生。平成 15 年から関係機関の参加する放牧
衛生検討会を設置し、感染血の使用中止、2
週間間隔でのフルメトリン製剤(F 剤)の投
与と入牧牛の全頭検査、高寄生度・低ヘマ
トクリット値を示す個体の即日治療等の衛
生対策プログラムを決定、平成 18 年まで継
続。平成 18 年以降は F 剤の投与間隔を 3
週間～1 ヶ月に延長するとともに、平成 21
年からは 8～9 月にエトキサゾール製剤(E
剤)を併用し、ダニの発生消長を考慮した効
率的・集中的な対策を実施。計画的な休牧
も実施。関係機関が一丸となった取り組み
により当初 100%であった寄生率を約 10 年
で 0%に低減。令和元年に再発生が確認され
たが、早期に再び対策を強化したことによ
り被害はなく、陽性率・寄生度とも低下。
小型ピロは撲滅困難な疾病であり、清浄化
もモニタリングの継続による早期発見と対
策強化がまん延防止に重要と再確認。 
 
112．管内酪農家における子牛の下痢対策へ
の取組（第 1 報）：山梨県東部家保 白井
雄介、土橋宏司 

令和 4 年 10 月下旬、管内の乳用牛約 200
頭を飼養する酪農家の育成牛で、軟便～水
様性の下痢が頻発。畜主から病性鑑定依頼。
育成牛は、カーフハッチで約 2 ヶ月齢まで
哺乳後、生育に応じて育成舎 A、B、C に移
動。下痢は A、C に移動後に発症する傾向。
下痢を呈した個体から大腸菌及びコクシジ
ウムを確認。調査の結果、移動に伴う飼育
環境の変化で、コクシジウム及び大腸菌に
よる下痢を発症したと推察。検査結果を家
保、畜主、診療獣医師で共有。農場で継続
可能な衛生対策を検討。①飼養環境対策：
除糞後にグルタルアルデヒド、オルソ剤、
逆性石けんで消毒後、石灰乳を塗布。②コ
クシジウム対策：トルトラズリル製剤を 5%
から 15%濃度に変更し、A 移動時、C 移動時
の 2 回投与に変更。対策後、効果確認のた

め、再度糞便検査を実施。糞便中の大腸菌
数、コクシジウム OPG、下痢を呈す個体も
減少し、対策の有効性を確認。今後も対策
効果を確認するため、モニタリングを継続
していく。 
 
113．酪農場の肝蛭症疑い事例：静岡県東部
家保 柴田有紀美、田﨑常義 

牛の肝蛭症の発生数は、稲わらの給与の
減少と共に減少。しかし、当所管内の稲わ
ら不給与酪農場において、肝蛭症疑い事例
を確認。代謝プロファイルテスト(MPT)での
全体的な肝機能数値異常、削痩、軟便、重
度の肝膿瘍を呈する個体、農場内のマキガ
イを確認したことから、本年 6 月に病性鑑
定を実施。削痩、軟便を呈す牛の糞便を用
いて渡辺法にて虫卵検査を行い、7 頭中 4
頭で肝蛭卵を確認。牛舎周囲や作業動線上
の水たまりに多数のマキガイを確認。牛舎
構造は水たまり周囲に伸びた雑草を摂食可
能。対策として、駆虫薬を乾乳牛・育成牛
・導入牛に順次投薬、水たまりの埋め立て、
除草、マキガイの駆除を実施。本年 11 月の
糞便検査にて 36 頭中 1 頭で肝蛭卵を確認、
MPT にて肝機能数値異常が改善。農場主、
共済獣医師と連携して、今後もモニタリン
グを継続予定。肝蛭症について、今後も農
家や獣医師への周知と注意喚起を続け、類
症鑑別に考慮する。 
 
114．県内酪農場で発生した牛の小型ピロプ
ラズマ症：三重県北勢家保 市川雄貴、齋
藤亮太 ほか 

管内酪農場で令和 3 年 12 月から令和 4
年 4 月に導入された牛群で、令和 4 年 4 月
末に流産が 5 頭発生、5 月中旬までに母牛
が 13 頭死亡。母牛に異常産ウイルスの感染
はなかったが、血液検査でヘマトクリット
値の低下と赤血球内に小型ピロプラズマ
（ピロ）を確認。以上から、ピロ症による
貧血と分娩ストレス等により、流産や母牛
の死亡が発生したと推察。導入牛 139 頭の
血液検査を実施、32 頭（23％）でピロを確
認。また、ピロを確認した牛は全て管内放
牧場を経由していたため、放牧場にてマダ
ニ調査を実施し、約 30 匹の Haemaphysalis
 longicornis（フタトゲチマダニ）を捕獲。
対策として、放牧場に対し、飼養牛への殺
ダニ剤の継続投与及び放牧場の利用休止
を、当該農場に対し、放牧場を経由した牛
への殺ダニ剤の投与、飼養衛生管理改善を
指導。対策以降、ピロ症を原因とする流産
や貧血の発生はない。今後、放牧場の利用
再開に向けマダニのピロ保有状況について
調査、検討を行う。 
 
115．兵庫県における牛の核内コクシジウム
症の発生状況調査：兵庫県姫路家保 加地
理紗、中条正樹  
 令和 4 年 11 月より黒毛和種子牛（約 8
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か月齢）が長期に亘る慢性下痢を発症。低
コレステロール血症、発育不良から令和 5
年 2 月に病性鑑定を実施。病理検査で空腸
粘膜上皮細胞の核内に寄生する Eimeria 属
原虫を認め、核内コクシジウム症と診断。
本発生を受け、令和 3～4 年度の病性鑑定牛
（80 農場 106 頭）を対象に県内の発生状況
を調査した結果、本症例を含めた 4 農場 4
頭で本病を確認。症例は 5～6 か月齢の黒毛
和種で、1～3 か月間に及ぶ慢性下痢と発育
不良、低コレステロール血症を共通して確
認。寄生箇所は空腸のみで、種同定を目的
とした遺伝子検査では、1 頭から特異遺伝
子を検出。塩基配列解析から Eimeria subs
pherica と同定。糞便検査では 1 頭しかコ
クシジウムが確認されず、サルファ剤を投
与されるも治療効果が認められなかった事
例を 1 頭確認。本調査より、生前診断が困
難であることが確認され、難治性の可能性
も示唆。同様の症状を示す場合は病性鑑定
時に本病に留意する。 
 
116.鳥取県２例目の牛核内コクシジウム症
例：鳥取県倉吉家保 岡田綾子、松居裕司 
 核内コクシジウムは近年水様性下痢・発
育不良牛で確認、生産性低下への関与示唆。
国内で 21 症例報告、うち 1 例は H28 年の県
内育成和牛。今回当家保管内の 7 カ月齢黒
毛和種去勢牛で県内 2 例目を確認。3 カ月
齢から下痢発症、治療するも回復と再発を
繰り返し 3 カ月後に予後不良として鑑定
殺。削痩・発育不良、被毛粗剛、小腸粘膜
の軽度充血と肥厚、腸間膜リンパ節の充血
腫脹を認める。小腸内容の寄生虫検査で直
径約 10μm 球形のコクシジウムオーシスト
確認。病理組織学的検索で小腸粘膜上皮細
胞核内に多数のコクシジウム寄生確認、回
腸パラフィン包埋材料を用いた Eimeria 属
18S rRNAを標的とする PCR産物のシーケン
ス解析により Eimeria subspherica と同
定。これは前述の 1 例目と同種。本症は症
例が少なく不明な点が多いことから子牛の
慢性下痢症例の病性鑑定においては考慮に
入れることが望ましいが、生前診断は難し
く鑑定殺の上病理組織学的検索を実施する
必要あり。 
 
117．県内で 20 年ぶりに確認されたネオス
ポラ症：岡山県津山家保 武家尾裕司、岡
田慧 

令和 4 年 7 月、管内酪農場の未経産牛 1
頭が胎齢 5 カ月で流産。当該牛の流産は 2
回目で、1 回目も同様の胎齢。農場では令
和 4 年 3 月から 4 月にかけて、経産牛 3 頭
で流産が発生。流産胎子及び胎盤で病性鑑
定実施。剖検で、皮下組織の赤色膠様浸潤
及び脳の融解を確認。病理組織学的検査で
は、大脳、小脳、橋にグリア結節の散在を
認め、脳脊髄、心筋、骨格筋、胎盤に炎症
像を確認。Neospora caninum（Nc）抗血清

を用いた免疫組織化学的検査で、大脳、橋、
骨格筋にタキゾイトを検出。胎盤、脳、心
臓、骨格筋から Nc 特異遺伝子が検出された
ことから、ネオスポラ症と診断。県内での
本症確定は 20 年ぶり。農場では夜間、野生
動物対策のために犬を放していたことか
ら、犬がネオスポラ原虫の伝播に関わって
いると推察。畜主には、犬を飼養衛生管理
区域内に侵入させないよう指導。流産の病
性鑑定時には、胎盤の確保及び骨格筋の採
材の重要性を再認識。 
 
118．公共牧場における放牧牛の Theileria
 orientalis 感染とその対策：愛媛県南予
家保 中田野乃花、村上恭彦 

県内酪農家から乳用育成牛を預託され、
夏季放牧している管内公共牧場において、T
heileria orientalis（To）の感染を確認。
入牧後の定期全頭検査にて、163 頭中 30 頭
で赤血球内に虫体を確認、ＰＣＲ検査によ
り Toと同定。陽性牛の Ht値平均は 24.2％。
牧場に対して、陽性牛の牧区間移動の停止
を指導し、担当獣医師と共に、陽性牛及び
同居牛に治療薬を投与。その後、関係機関
参集のもと計 2 回の検討会を開催。ダニ駆
除剤の滴下プログラム、預託牛全頭の血液
検査（計 3 回）、退牧前検査、退牧後の再
発確認検査及び今後の発生防止策を協議。
対策により、陽性牛は全頭陰転し、Ht 値が
上昇。感染の背景には、マダニの退避場所
となる不食草の増加、不十分なダニ対策等
があると推察。今後の対策としては、ダニ
対策の徹底、牧野管理の見直し、放牧牛の
健康観察、預託農家へ退牧した陰転牛の継
続的な検査を実施予定。 
 
119．住肉胞子虫症罹患牛の病理学的検索：
佐賀県中部家保 久野裕理、大澤光慶 

S. cruzi による急性住肉胞子虫症の既
報症例について病理組織学的に検索。呼吸
器症状を示し、予後不良となった 15 か月齢
去勢牛を病性鑑定に供試。病理組織学的検
査で心筋線維への住肉胞子虫のシストの重
度寄生を確認。脳実質に住肉胞子虫のシス
ト、肺胞壁にシゾントを確認。肺に多発性
の凝固壊死巣を確認。免疫染色及び透過型
電子顕微鏡検査（TEM）を動衛研で実施。心
臓のシストは抗 S. cruzi 家兎血清陽性、肺
の病変部は抗 Mycoplasma bovis（M. bovi
s）家兎血清陽性。TEM で S. cruzi に特徴
的なシスト壁を確認。肺から M. bovis を分
離。上記の検査結果から、本症例を住肉胞
子虫症及び牛マイコプラズマ肺炎と診断。
本症例は住肉胞子虫の重度寄生がマイコプ
ラズマ肺炎の増悪に関与し、重篤化したと
考察。 
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代謝障害 
 

120．赤血球貪食を伴う T 細胞性腫瘍がみら
れた高齢黒毛和種牛 4 例の病理学的検索：
岩手県中央家保 嶽間澤直弥、早川麻理子 
 牛伝染性リンパ腫（BL）は、地方病性及
び散発性に分類されるが、この分類に該当
しない症例も存在。2020 年 3 月から 2022
年 9 月に当所または食肉衛生検査所で検査
を行い、赤血球を貪食する腫瘍細胞がみら
れた 8 歳から 12 歳の黒毛和種繁殖雌牛 4
例について、精密検査を実施。血液検査に
より生前診断した 2 例は全て、汎血球減少
症、LDHⅡ・Ⅲ分画の上昇及び BL ウイルス
抗体陰性を確認。全 4 例の剖検で脾臓及び
各リンパ節の腫大並びに骨髄の暗赤色化、
組織検査で骨髄及び各リンパ節で赤血球を
貪食するリンパ球様の腫瘍細胞の浸潤がみ
られ、同細胞は免疫染色により抗 CD3 抗体
陽性、抗 CD79α抗体、抗 Iba-1 抗体及び抗
WC1 抗体陰性であることから、T 細胞由来と
判断。T 細胞性腫瘍の赤血球貪食が特徴的
な本例の類似症例は、近年、食肉衛生検査
所で数例の報告があるのみで、稀な疾病。
今後の診断に資するため、臨床、血液及び
病理学的な知見の蓄積並びに発生原因の究
明が必要。 
 
121．好酸球増多症候群が疑われた発育不良
牛の一症例：埼玉県中央家保 森谷翠、松
本裕治 
 好酸球増多症候群は好酸球増多による全
身諸臓器障害で、人では末梢血の好酸球実
数値が 500μl 以上、末梢組織の臓器障害な
どで定義。牛で明確な定義はないが、本症
が疑われた症例の概要を報告。令和 2 年 3
月 18日生まれの乳用牛 1頭が同年 7月に下
痢発症。その後改善するが発育不良で令和
4 年 8 月 15 日に病性鑑定実施。血液検査で
は、好酸球割合 15.5%、実数値 992/μl。血
液生化学的検査では、BUN75mg/dl、Cre3.3
mg/dl、iP12.5mg/dl。剖検では、右腎臓で
1～2cm 大黄白色斑１か所、消化管は小腸で
腸粘膜のわらじ状肥厚を確認。病理組織学
的検査では、腎臓の皮質及び髄質間質に好
酸球浸潤、尿細管及び集合管管腔内に尿円
柱形成、十二指腸から直腸で粘膜固有層に
好酸球浸潤。ヨーネ病は否定。本症例は、
血液検査で腎障害、末梢血好酸球増多傾向、
病理組織学的検査で好酸球性腎炎及び腸炎
と診断されたことから好酸球増多症候群が
疑われ、発育不良の原因と推察。 
 
122．年間を通じて繁殖障害が継続した１酪
農家の病性鑑定事例 ：神奈川県県央家保 
近内将記、英俊征 
 飼養頭数 40 頭の酪農家で 2020 年秋頃か
ら 2021年 11月末までに 7例の繁殖障害（流
産 6 例、不受胎 1 例）発生、流産 3 例の病

性鑑定を実施。流産 1例目は 2021年 5月（胎
齢約 160 日）に発生、直近の繁殖障害 2 頭
を含む計母牛 3 頭の牛ウイルス性下痢ウイ
ルス（BVDV）の抗体上昇、1 頭に Neospora 
caninum（Nc）の間接蛍光抗体法（IFA）で
陽性。また、流産を受け 6 頭（母牛 4 頭、
子牛 2 頭）の BVDV 抗原 ELISA を実施、子牛
1 頭（2021 年 2 月末生）が陽性、BVDV2 型
の持続感染牛と診断し淘汰。2021 年 9、10
月に持続感染牛疑いで子牛計 4 頭淘汰。流
産 2 例目は 2021 年 11 月（胎齢約 120 日）
に発生、母牛は 1 例目の Nc の IFA 陽性牛。
流産胎仔は Nc の IFA 陰性、Nc のタキゾイ
トを伴う非化膿性炎症を確認。流産 3 例目
は 2021 年 11 月（胎齢約 210 日）に発生。
流産胎仔から BVDV2 型分離、ネオスポラ症
の所見は認めず。本事例の流産は 2 例を BV
D 関連、1 例をネオスポラ症と診断。BVDV
の侵入時期は 2020 年秋以前と推察し、Nc
の侵入時期は 2021 年 5 月以前と推察。 
 
123．黒毛和種子牛に発生した銅中毒：富山
県東部家保 岡部知恵、西井純 

肥育牛 258 頭を飼養する農場で、4～5 カ
月齢の黒毛和種が令和 4 年 11 月と 12 月に
死亡。2 頭とも剖検では黄疸、腎臓暗赤色
化、血色尿を呈し、病理検査では赤色～橙
色の色素沈着を伴う肝細胞の変性・壊死、
腎臓尿細管上皮細胞の変性・壊死を認め、
肝臓はロダニン染色陽性。肝臓中銅濃度は
438 ㎍/g、242 ㎍/g と著しい高値を呈し、
牛の銅中毒県内初診断。1 例目は発育不良
等個体側の素因あり。死亡牛の飼養環境と
給与飼料を調査し、同居牛血液および飼料
中銅濃度を測定。同居牛 1 頭で血清中銅濃
度が 118 ㎍/dl、GGT 値が 43 ㎎/dl と高値。
銅添加飼料と給与量が多い飼料より算出し
た飼料中銅濃度概算値は育成舎死亡牛飼養
マスで乾物中 14.17～14.63 ㎍/g と中毒量
より低値。銅濃度 77 ㎍/g の飼料添加物は
給与量は少ないが適正給与を指導。発生原
因を特定できず、今後は異常牛発生時に血
液検査で肝機能を評価、哺育期を含めた飼
料等調査を継続し、銅中毒の原因究明と再
発防止に努めたい。 
 
124．疾病を予防し酪農経営を安定化するた
めに推進した事業の概要：福井県家保 二
本木俊英 
 家保では乳用牛を対象に、平成 20 年度か
ら牛乳の安定的供給と生産性向上を目的と
した家畜衛生技術普及強化事業を実施。3
年ごとに事業成績を検討し、事業内容を見
直すとともに重点施策を新たに立案。酪農
家から依頼を受けた家保は乳房炎検査（菌
分離、薬剤感受性試験）、血液生化学検査
（肝機能、脂質代謝等）を実施。乳房炎は
乳房炎防除マニュアルに基づき指導。酪農
家から依頼を受けた獣医師は患畜を診療
し、必要であれば家保に検査を依頼。検査
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結果は酪農家、獣医師、家保で情報共有。
農林総合事務所、畜産試験場、乳用牛育成
牧場と連携し事業推進。巡回指導回数、検
査依頼件数とも酪農家の減少に伴い漸次減
少傾向。乳房炎検査では黄色ブドウ球菌や
レンサ球菌など環境性乳房炎起因菌を分
離。血液生化学検査では肝機能低下、ケト
ーシス、炎症性疾患を多数確認。乾乳前の
簡易検査による乳房炎の早期発見、乾乳期
の血液生化学検査による疾病の早期摘発、
検査結果に基づく早期対応早期治療が重
要。 
 
125．牛サルファ剤中毒事例における眼房水
中総サルファ剤濃度の定量方法の検討：長
野県松本家保 松澤直樹  

サルファ剤の過剰投与はスルファミン結
晶の析出による尿路結石症を引き起こす。
サルファ剤中毒の診断における総サルファ
剤濃度の測定について、死後容易に採材可
能な眼房水を試料とした比色定量の方法を
検討。サルファ剤投与後に死亡した交雑種
雄子牛の眼房水、尿および血清を採材。絶
対検量線法にて濃度計算すると共に添加回
収試験を実施。各標準液および試料を除蛋
白後、上清に等量の塩酸を混和し、水浴中
で加熱。放冷後、NaNO2 溶液、NH4OSO2NH2 溶
液、N-(1-ナフチル)エチレンジアミン試薬
を順に混和し、吸光値を測定。総サルファ
剤濃度は眼房水で 37.2 μg/mL、尿で 666.
2 μg/mL、血清で 101.8 μg/mL、陰性対照
で 1.0 μg/mL 未満。添加回収率は 98.5 %
と良好な成績が得られ、簡易的な定量方法
として利用可能と示唆された。また、眼房
水の測定値は尿の 5.6 %、血清の 36.5 %程
度を反映する可能性が示唆されたが、検体
数不足のため、一般に適用可能かの判断は
今後の課題とする。 

 
126．代謝プロファイルテストおよび胸腺チ
ェックを用いた和牛繁殖農家での生産性向
上対策：岐阜県中濃家保 岩井歩、浅井礼
子 

繁殖牛 10頭規模の和牛繁殖農家で令和 2
年秋から令和 3 年 6 月にかけて、子牛の事
故が多発。親牛の状態把握のために代謝プ
ロファイルテストを実施したところ、尿素
窒素、アルブミンが低値を示し飼料中の蛋
白質不足が疑われた。飼料分析を実施し粗
飼料中の蛋白質の不足を確認。子牛の状態
把握のため胸腺チェック（子牛の胸腺をそ
の大きさで 1～3 にスコア化し自己免疫能
を評価する手法）を行ったところ、スコア
1～2 程度だった。親牛での蛋白不足が子牛
の胸腺低形成につながっていると考え、粗
飼料給与量の見直し、バイパスタンパク給
与を開始。また子牛は親初乳を飲ませ、補
助的に初乳製剤を給与する方式に変更。令
和 4 年 6 月に再度状態を確認したところ、
親牛の尿素窒素、アルブミンは改善。子牛

の胸腺チェックでもほぼスコア 3 と良好な
状態となった。農家自らが子牛の初乳摂取
状況および胸腺スコアを把握して飼養管理
に活かせるようになり、その後の子牛育成
は順調である。 
 
127．慢性的なビタミン A（V.A）欠乏が疑
われた肉用牛肥育農場に対する飼養管理指
導：大阪府大阪府家保 山野紘輔 

肉用牛肥育農場において、肥育後期の死
亡増加のため、飼養管理調査、指導を実施。
当該農場では肉質向上のため V.A 制限給餌
を実施し、過去にも V.A 欠乏があったため、
飼料給与内容等の飼養管理状況、死亡牛病
性鑑定結果、各肥育ステージにおける血液
検査等から V.A 欠乏との関連性を調査。結
果、肥育後期の V.A 追加投与不足、全期間
を通しての V.A 無添加の濃厚飼料給与等に
より、過度な V.A 制限状態が示唆。病性鑑
定や血液検査の結果からも、V.A 欠乏との
関連を示唆する所見を確認。これらの結果
を農場主及び従業員に説明することによ
り、飼養管理を変更。それにより過度な V.
A 制限状態の緩和、血液検査結果の改善に
加え、枝肉格付けは良好なまま死亡牛や廃
用出荷牛が減少し、生産性向上につながっ
た。今後も調査継続し定期的な状況の確認、
適切な飼養管理の維持に努めるとともに、
導入素牛選択方法の検討等も含め、さらな
る生産性向上を図りたい。 

 
128．黒毛和種肥育農場におけるビタミン A
欠乏症対策の検討：和歌山県紀南家保 小
松希、筒井視有 
 ビタミン A 欠乏症の疑い事例が発生した
管内黒毛和種肥育農場において、血清中ビ
タミン A 濃度の推移の調査とビタミン A 剤
の投与法について検討。 
 血清中ビタミン A 濃度は、6 か月齢で群
間に差が認められた（P < 0.01）。また、2
3 か月齢でも低い牛群（29.8±7.1IU/dl）
が認められ、4 頭中 2 頭で 30IU/dl 以下の
低値を示した。飼料給与状況の聞き取り調
査では、6 か月齢と 25 か月齢に経口ビタミ
ン剤を給与、また 6 から 9 か月齢、21 から
28 か月齢でビタミン AD3E 剤を飼料添加し
ていた。6 か月齢で行う経口ビタミン剤の
投与量を 150万 IU/頭から 250万 IU/頭に増
量するよう指導。その結果、血清中ビタミ
ン A 濃度は経口投与量の増量前後で、高く
なる傾向、あるいは有意に高くなった。ま
た、ビタミン A 投与量増量により、14 か月
齢以降のへい死頭数は 15頭から 5頭に減少
した。 
 今後も、当該農場における疾病軽減のた
め飼養衛生管理について引き続き調査・指
導していきたい。 
 
129．ビタミン A 欠乏の関連が疑われる黒毛
和牛異常産事例：鳥取県倉吉家保 岸田祐 
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 管内中規模黒毛和牛繁殖農家において、2
021 年度中に肺炎を主徴とする子牛の病性
鑑定依頼が増加。更に 2022 年 4 月から 7
月にかけて早産が 5 件発生。うち 3 頭につ
いては病理組織学的検索を行い原因はそれ
ぞれ胎子の経口感染（胎水汚染）、不明、
壊死性胎盤炎と一定せず、特定ウイルス・
細菌等の病原体による異常産流行は否定。
このため生化学検査による原因の追究を実
施。検査結果から繁殖牛群全体でビタミン
A（以下、VA）及びβカロテンの低値が顕著
であり、加えて良質な粗飼料を給与してい
ないなどの飼養管理での課題が判明。対策
として VA 添加剤の給与を開始したところ、
母牛群での VA 値が上昇し早産が減少。この
ことより VA 欠乏が早産の原因として関与
していると推察し、引き続き当該農家の飼
料給与の改善を指導する方針。 
 
130．黒毛和種育成牛に発生した小脳皮質変
性症の 1 例：島根県益田家保 伊藤寛人、
合津幸江 
 本症例は生後まもなくから四肢の硬直、
起立不能などの神経症状を呈した 7 ヶ月齢
の黒毛和種の雌。肉眼的な解剖所見を認め
ず、病理組織学的に empty basket 像など小
脳変性のみを検出。同農場ではこの症例以
降、同様の症例は確認されていないことや、
飼育環境、ウイルス検査、大脳への紫外線
照射などの結果から、中毒や栄養性疾患、
感染症、分娩事故などは除外し、小脳皮質
変性症と診断。小脳皮質変性症の発生には
遺伝的素因が関与すると考えられており、
猫などにおいては常染色体劣性遺伝の報告
がある。牛での発生は稀であり国内におけ
る黒毛和種での報告は 2 例のみであるた
め、さらなる症例の蓄積が必要。今後、進
行性の小脳症状を呈する黒毛和種若齢牛に
遭遇した場合、鑑別診断に小脳皮質変性症
を考慮する必要がある。 
 
131．交雑種子牛にみられた前駆 B リンパ芽
球性白血病の 1 症例：島根県家畜病性鑑定
室 濱田悠太、大元隆夫 
 本牛は、交雑種、雌、2 カ月齢。令和 3
年 6 月 12 日呼吸器症状にて初診。同時期に
耳下腺リンパ節の腫脹を認める。その後も
症状治まらず、病性鑑定を実施。解剖の結
果、各種リンパ節は腫大、肝臓は褪色し白
色班散在。脾臓は腫大し割面は膨隆、腎臓
には白色結節散見。病理組織学的検査は、
各種リンパ節、脾臓、肝臓、腎臓にリンパ
球様腫瘍細胞の増殖。腫瘍細胞は中型～大
型でばらつきがみられ、核は円形～類円形
で核膜の不整は軽度、核分裂像は散見。免
疫組織化学的染色は、抗 CD79α抗体陽性、
抗 CD20 抗体陽性、抗 CD3 抗体陰性、抗 CD5
抗体陰性、抗 TdT 抗体陽性。腫瘍細胞の形
態学的特徴および免疫組織化学的染色の結
果から、前駆 B リンパ芽球性白血病と診断。

典型的な前駆 B リンパ芽球性白血病は、早
期の白血球数増加が特徴とされるが、本症
例は白血球数増加を認めず、典型例とは異
なる稀な症例と考える。 
 
132．若齢黒毛和種における動脈硬化の一症
例：徳島県徳島家保 渡邉輝貴、鈴木幹一
郎 
 令和 4 年 2 月、約 2 ヶ月齢、黒毛和牛が
振戦と 37 度低体温の稟告、加療するも死
亡。剖検所見は、胸腺萎縮、腎臓包膜剥離
困難と白色化及び皮質に緑黒色班状、肝臓
割面斑状に褪色、全身性骨格筋褪色、肺に
軽度マイコプラズマ様、空回腸内容物が水
様性。HE 染色で化膿性線維素性気管支炎、
化膿性腎炎の他脾柱・胸腺・リンパ節・肺
・腎盂部の動脈壊死を認め、コッサ反応も
陽性。血液生化学検査では、リンが 20mg/d
l 以上と高値。死因との因果関係は不明だ
が、高リン血症を伴う全身性動脈硬化と診
断。 
 
133．自然哺乳母牛へのダブルオブシンク法
の応用の検討：徳島県西部家保 東みよし
 竹元 一軌 
 自然哺乳の黒毛和種繁殖雌牛は早期離乳
した母牛と比較して分娩間隔が延長する傾
向がある。そこで授乳中で発情兆候が認め
られない母牛へのダブルオブシンク法の応
用について検討。ダブルオブシンク法はオ
ブシンク法を 7 日間隔で 2 回繰り返す定時
授精法。方法は初回の性腺刺激ホルモン放
出ホルモン（GnRH）投与を Day0 とし、Day
7 にプロスタグランジン（PG）F2α、Day10
に GnRH投与を 1クール目とし 1回目のオブ
シンク法の実施 7日後にあたる Day17に Gn
RH、Day24 に PGF2α、Day26 に GnRH 投与を
2 クール目のオブシンク法とした。人工授
精は Day27 に定時に実施。試験は繁殖母牛
５０頭飼養の一貫経営 A 農場 14 頭、７頭飼
養の繁殖経営の B 農場 3 頭を対象とした。
初診時卵巣静止は A 農場で 6/14 頭、B 農場
で 2/3 頭だった。授精率は A 農場で 14/14
頭、分娩日からの間隔は 57-111 日。B 農場
では 3/3 頭、間隔は 59-115 日。受胎率は A
農場 5/14 頭、B 農場は 3/3 頭。この結果、
授乳中で発情兆候が認められない母牛への
ダブルオブシンク法の応用は有効であると
考察される。     
 
134． 排卵確認と人工授精後の「ヨウ素化
合物製剤」子宮注入により受胎率改善がみ
られた酪農家の一例 ：徳島県西部家保 
岩田裕美、山田みちる 
 今年度、管内酪農家から受胎率が低いと
相談を受け、７月から受胎率改善対策を実
施。当該農家は搾乳牛１５頭繋養。令和４
年１月から６月までの人工授精（以下、AI）
実施回数は１８回、受胎牛は１頭。６月ま
では朝、夕搾乳時間に発情牛の確認（鳴く、
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陰部からの粘液漏出等）後、民間の家畜人
工授精師に AI を依頼。７月以降、対策とし
て直腸検査による発情確認及び排卵確認を
実施し、授精適期に AI できているか確認。
さらに子宮内環境改善を図るため、排卵確
認後ヨウ素化合物製剤（以下、イソジン）
を子宮内注入。結果、７月から１１月まで
に４頭受胎。受胎した個体の内３頭は排卵
確認後イソジン注入を行った個体。１頭は
受精卵移植により受胎。以上から、牛の AI
受胎率向上について、授精適期の確認、イ
ソジン注入による子宮内環境改善の有効性
が確認できた。今後、3 回 AI しても受胎し
ない個体については、今後の対策を参考と
した指導を試みる予定。 
 
135．乳用牛で認められた胎膜水腫を併発し
た水腫胎の一例：福岡県中央家保 因泥優
樹 
 体外受精受精卵移植を実施したホルスタ
イン種で胎膜水腫を併発した水腫胎の発
生、概要を報告。解剖所見では、①母牛：
子宮内部に多量の胎水貯留、②胎子：腹囲
膨満、心嚢水及び腹水貯留、肝臓表面凹凸、
腎水腫性及び脆弱化。ウイルス学的検査で
は、牛ウイルス性下痢ウイルス遺伝子陰性。
生化学的検査では、TP：2.3g/dl、Alb：1.
2g/dl、UN：90mg/dl、Glu：＜20mg/dl、Na
：116mEq/L、K：9.4mEq/L、Cl：72mEq/L 病
理組織学的検査では、胎子の腎臓では、髄
質に水腫性変化、尿細管は拡張。肝臓では、
うっ血、肝細胞の壊死及び胆管増生。その
他、胎盤の尿膜絨毛膜水腫性変化。 胎膜
水腫を併発した水腫胎と診断。胎子腹水の
生化学検査で TP、Alb、Na の減少、UN、K
の増加がみられ、肝障害及び腎障害。電解
質異常がみられ、遺伝性疾患や死後変化の
可能性。胎盤に水腫性変化がみられ、胎盤
機能異常。体外受精が水腫胎及び胎膜水腫
の原因として有力と思われた。 
 
136．血清銅測定法の検討および比色定量法
による県内黒毛和種子牛・育成牛の血清銅
値の調査：長崎県中央家保 鬼塚伸幸 

血清銅測定法の検討および県内黒毛和種
の子牛・育成牛の血清銅値の調査を実施。
材料はアルボウイルス感染症サーベイラン
ス事業の血清を利用。試験管を用いる比色
定量法(比色法)と市販キットとマイクロプ
レートを用いる簡易比色法(MP 法)を比較
した結果、比色法では 30 検体で約 180 分要
するのに対し、MP 法は約 20 分と短時間で
測定可能。一方、費用は MP 法が 226.7 円/
検体と比色法(4.38 円/検体)の約 52 倍必
要。また、両法の間に r=0.539(n=69)と正
の相関がみられたが、MP 法では比色法の 2
倍以上の値を示す検体あり。比色法による
黒毛和種子牛・育成牛延べ 265 頭の血清銅
平均値は 78.9μg/dlと正常範囲とされる 7
0～105μg/dl にあったが、49.8％の個体が

この正常範囲外。今回の検査成績を基に百
分位数を用いた方法で算出した正常範囲は
50.4～131.6μg/dl。この正常範囲は、日本
飼養標準（肉用牛）2022 年版が示す欠乏値
以上過剰値未満にあり、妥当と判断。 
 
137．肉用牛繁殖農場の牛伝染性リンパ腫清
浄化に向けた後継牛確保への取組：熊本県
阿蘇家保 横山輝智香 

牛伝染性リンパ腫（EBL）清浄化に取り組
む農場で、感染防止対策等で作業量が増加
し、繁殖成績悪化。繁殖雌牛が減少し、後
継牛確保に苦慮。家保と一体となり、後継
牛確保への取組開始。繁殖検診では 16 頭の
検診を実施、受胎 4 頭、不受胎 10 頭、妊否
不明 2 頭。平均空胎日数 375.4 日、未経産
牛平均受胎月齢 28.6 ヵ月。給与飼料充足率
は可消化養分総量 125％、粗蛋白質（CP）8
4％。代謝プロファイルテストで分娩前後の
エネルギー摂取不足、維持期の CP 摂取不足
判明。粗飼料成分分析では、乾物中 CP 含有
量 4.4％と極端に低値。成績から CP 充足率
110％の飼料を再設計し提案、給与開始。飼
料変更後は複数の牛で発情が回帰し、2 頭
受胎。繁殖成績が改善しつつあり、更なる
清浄化対策の進展を期待。EBL 清浄化対策
の進展には、基本的な感染防止対策だけで
なく農場毎の清浄化を妨げる要因を分析、
対応することが重要。 
 
138．肉用牛繁殖農場における子牛の死亡事
故低減への取組：熊本県阿蘇家保 黒田翔
太 

若齢子牛の死亡事故が多発する農場で、
検査及び対策を実施。立入検査で子牛胸腺
の低形成、妊娠末期の繁殖牛で BCS 低下を
確認。代謝プロファイルテスト（MPT）で、
FFA の上昇、BUN、Alb の低下。飼料充足率
は CP78％、TDN73％で、飼料の給与不足に
よる繁殖牛の栄養状態悪化や子牛の免疫低
下が判明。畜舎環境も悪化していたため、
当所と飼養者が協力して畜舎消毒を実施。
また、子牛の免疫に重要である CP を 116％
となるように飼料を再設計し妊娠末期の繁
殖牛に飼料を増給。対策後は、子牛の胸腺
スコアの上昇、妊娠末期の繁殖牛 BCS の改
善、MPT でも FFA、BUN が改善。子牛の死亡
率は、29.5%から 4.0%に低下し、臨床獣医
師による診療頭数も減少。妊娠末期の飼料
の増給により繁殖牛の栄養状態が改善し、
子牛の胸腺が発達し免疫機能が向上したこ
とや、畜舎環境が改善したことが子牛の死
亡事故低減に繋がったと推察。 
 
139．熊本県内で発生した前肢帯筋異常症牛
の病理学的解析：熊本県中央家保 橋口未
迪、古庄幸太郎 

黒毛和種繁殖農家で、2020 年 6 月 6 日生
まれの牛が出生後より起立不能を呈し、そ
の後も発育不良と歩行異常が継続。2022 年
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1 月に家畜改良事業団にて前肢帯筋異常症
（FMA）と診断され、3 月 23 日に病性鑑定
を実施。解剖検査では両側性に広背筋の菲
薄化。主要臓器、脳脊髄や広背筋等から、
異常産関連ウイルス特異遺伝子不検出及び
細菌分離陰性。病理組織学的に、広背筋で
は、筋線維の変性・壊死と再生の混在、脂
肪浸潤や線維化等の間質の変化を確認。こ
れらの所見は肢体型筋ジストロフィー(LGM
D)の所見に類似していたが、免疫染色でジ
ストロフィンの発現に異常はなく、LGMD と
FMA は原因遺伝子の機能が異なるとの報告
もあることから、病態発生機序は異なる可
能性。本病は、農家に大きな経済的損失を
与えうる疾患であるが、致死的でないが故
に他の致死的な遺伝病と比べて対策が遅れ
ている。保因牛同士の交配を避けることで
発症牛の産出を予防できるため、改めて適
切な交配指導が重要。 
 
140．牛血漿中脂溶性ビタミン類の同時測定
法の検討:熊本県中央家保 早田春陽 

家畜の中毒・欠乏症を起こす主な脂溶性
ビタミンのうち、高速液体クロマトグラフ
ィーでの測定系未確立であった 25（OH）D
に加え、確立済みのビタミン A（VA）、ビ
タミン E（VE）及びパルミチン酸レチノー
ル（pal-A）の血漿中濃度同時測定法を検討。
25(OH)D の検出には移動相 MeOH:DW=95:5、
流速 1.0ml/min が最も効率的。25(OH)D の
検量線は直線性を認め、添加回収試験では
約 50μg/ml 以上で回収率 82%以上、約 25n
g/ml の低濃度領域で低回収率。ビタミン 4
種同時測定には、送液ポンプ A を MeOH:DW=
95:5、B をテトラヒドロフラン（THF）、総
流速 1.0ml/min に設定し、高圧グラジエン
ト条件下にて VA 及び 25（OH）D 検出後に T
HF 濃度を 25%まで上昇させた移動相が最も
効率的。本法により、脂溶性ビタミン製剤
多給事例等での同時測定が可能。併せて、
使用期限や検体数の制限がなくなり、診断
時間を 1/3 に、コストを 88%削減。今後は
低濃度領域での検出感度を改善し、欠乏症
の診断に応用予定。 
 
Ⅰ－5 生理・生化学・薬理 
 
141．和牛子牛における血中 IgA 量の調査：
石川県北部家保 𠮷𠮷川菜穂、村上成人 

IgA 抗体は粘膜表面に多く存在し感染防
御に作用、牛やマウスにおいて生菌製剤給
与により糞中、血中 IgA 量が増加したとの
報告。今回は能登牛ブランド強化事業の一
環として和牛子牛の血中 IgA 量を調査、和
牛子牛損耗防止における農家指導に活用で
きるか検討。調査①は 3 種類の生菌製剤（A、
B、C）の違いによる血中 IgA 量を比較。結
果は給与群と対照群の血中 IgA 量推移に差
は認めず、2 ヶ月齢の血中 IgA 量は B、C 群
で有意に低値。調査②では哺乳法による血

中 IgA 量を比較。結果は母乳給与群より、
人工哺乳群で血中 IgA 量が有意に低値。今
回、生菌製剤給与は血中 IgA 量には影響な
く、生菌製剤の種類、給与の有無に関わら
ず 2～6 ヶ月で徐々に増加すると判明。又、
生後 2 ヶ月齢（離乳前）の血中 IgA 量は人
工哺乳群で有意に低く、母乳給与群よりも
免疫的に劣ると示唆。本調査結果をもとに
離乳前の疾病防止の重要性を説明し、ワク
チン接種、初乳製剤の追加給与等の指導が
必要。 
 
142．牛血中セレン濃度測定法の検討（第 2
報）：佐賀県中部家保 山城光樹、大澤光
慶 

既報で、マイクロプレートリーダー（MP
R）法は費用で従来法に劣り、血中セレン（S
e）濃度が低い場合の測定値信頼限界濃度に
課題を残したため再検証。健康牛保存血清
118 検体・プール血清を供試。前処理・測
定法は既報同様。①白・黒・透明 96 穴マイ
クロプレート（MP）で測定値の比較・再現
性・費用検証。②希釈 Se 標準品・プール血
清（等倍～16 倍希釈）で従来法と MPR 法の
信頼限界濃度を検証。①MP 比較は各色 2 穴
の OD 値差に有意差なし。各検体実測値は白
黒、黒透明間で有意差あり（p<0.01）。プ
ール血清の再現性は概ね 3.0～5.0%。費用
は透明で白・黒の約 1/2、従来法の約 1/6。
②Se 標準品を低濃度希釈し測定した結果、
各法で決定係数 0.99 以上。希釈プール血清
を用いた低濃度の測定では、希釈倍率が 4
倍で回収率は 100±10%、8 倍で黒と従来法、
16 倍で白と透明のばらつき確認。透明での
測定は有用。費用も白の約 1/2。低濃度の
検体は 17～19ng/mL が信頼限界濃度。 
 
Ⅰ－6 保健衛生行政 
 
143．乳・肉複合経営から肉用牛繁殖経営へ
の転換に向けた支援事例：秋田県中央家保
 相澤はるか 浅見晃平 

管内の乳・肉複合経営農家が、30 頭規模
の肉用牛繁殖経営に早期転換の意向。しか
し、肉用繁殖牛の更新遅延、自給粗飼料の
不足、堆肥処理施設の不備等の経営的課題
を抱え、酪農を継続せざるを得ない状況。
円滑な転換に向けた足がかりとして、繁殖
牛更新を目的に当該農家への ET の技術支
援等を継続して実施。ET 受胎率は昨年度に
比べ向上（31%→50%）。 
 また、最善の経営方針の把握に向け、月
次の収支を入力する表計算システムを活用
し経営管理を支援。収支の動きをその都度
数値で正確に把握することで、資金繰り安
定のための手元資金保留等の具体的な対策
が明確化。また、子牛生産予測システムを
活用し、３年後までの肉用子牛生産シミュ
レーションを作成中。 
 肉用牛の増頭を見据え、放牧を活用した



 
 
 
 - 31 - 

飼養管理の省力化、自給飼料の確保及び堆
肥発生量の低減等の効果も視野に入れ、早
期の経営転換を目指す。 
 
144．家畜人工授精用精液等の適正流通確保
に向けた指導：秋田県北部家保 青谷大希
 佐藤伸行 
【目的】本年度より家畜人工授精所の立入

検査が本格的に実施。これを契機とし、家
畜人工授精用精液等の適正流通・適切な帳
簿管理を確保するため管内の授精所開設者
に対し指導。【方法】８月末の立入検査（７
戸）に備え、７月下旬に管内開設者に対し
説明会を実施し、その場で立入先を選定。
検査事項のチェックリストを作成し、立入
先授精所における設備資材・記録・法令遵
守の状況を実地確認。不備のあった点につ
いて改善指導し、数日の間をおいて、再度
確認。授精所未開設のサブセンターを介し
た精液購入については、精液証明書裏書き
（経由の記録）と譲受記録における譲受元
の記載が異なるため、メインセンターと情
報交換。【結果】本年度検査を受けた管内
授精所はすべて適正との判定。しかし、使
用済精液証明書の裏書き（注入の記録）や
授精簿の記録不備などに関し軽微な口頭注
意。これらを踏まえ引き続き適正流通確保
に取組む。すでに管内開設者に対する結果
説明会を実施済。 
 
145．牛伝染性リンパ腫感染防止対策普及へ
の第一歩：秋田県中央家保 三橋洋貴 小
原剛  

近年、牛伝染性リンパ腫発生頭数が県内
で急増。経済的損失増加、産地信頼性低下
の危惧から肥育農家の要望を受け、R3 年度
より感染防止対策事業を開始。清浄化手法
普及のため、地域性、畜種、飼養規模を考
慮し、対策に意欲的な農家をモデル農家（以
下、農家）を選定。農家へ検査結果に基づ
く対策方法を説明、理解醸成を図った後、E
LISA 等の検査を実施。陽性率、感染牛リス
ク評価に加え、対策に必要な情報を農家へ
フィードバック。農家は実情に応じた対策
を選択し実施。結果、効果判定が可能な農
家の 8 割以上が感染拡大抑制、母子感染防
止に成功。対策の継続に係る農家の「やる
気」維持に寄与。今後、広域的な感染防止
対策実施には更に新たな農家を選定すると
ともに、事業終了後も対策継続への誘導が
重要。清浄化に向けては、更に長期間の対
策継続が必要。燃料費や飼料購入費高騰等
を考慮し、農家が安定的経営を優先した「無
理のない」対策を継続出来るような支援、
協力が不可欠。 
 

146．簡易貧血測定装置を活用した放牧衛生
検査:茨城県県北家保 木村允、高安真理子 

牛の小型ピロプラズマ病は主要な放牧病
であり、放牧事故の予防のため、定期的な

衛生検査を実施。検査現場は野外であり、
放牧場の条件や気候により結果を得るまで
長い時間や大きな労力が必要。そこで、現
場で簡便迅速に貧血牛を発見できる携帯型
簡易貧血測定装置を試験的に導入し、業務
改善を実施。従来は、現場でヘマトクリッ
ト（Ht）値測定と血液塗抹を同時に実施。H
t 値測定は、Ht 管に検体番号付与ができず
検体取り違えリスクあり、重量のある遠心
機や発電機は持ち運び不便。野外での血液
塗抹は、塵埃が混入しやすい。一方、簡易
貧血測定装置は、採血管のまま 40 秒で Ht
値を測定。自動記録で検体取り違えリスク
低減。軽量小型で持ち運びが容易。牛の近
くで検査可能で、牛の状態観察を同時に行
い、検査時間を最大 1/2 まで短縮。現場で
管理者との対話時間が増え、丁寧な衛生指
導を実現。血液塗抹は帰庁後、検査室で作
製に変更。良好な標本により、多検体処理
の鏡検時間を 1/2 に短縮。 
 
147．集送乳合理化から継続した牛ウイルス
性下痢検査の成果：群馬県中部家保 蜂谷
信昭 

平成 30 年 4 月、集送乳合理化のため県内
6 酪農団体のクーラーステーション（CS）
を 1 か所に集約。同年 11 月から年 2 回、新
規 CS において集乳車乳を用いた牛ウイル
ス性下痢（BVD）ウイルス遺伝子検査（検査）
を実施。新規 CS では 1 日で集乳車約 80 台
約 240 戸の検体を採取でき、効率的な検査
が可能。初回検査では 8 戸 11 頭の持続感染
（PI）牛を摘発、とう汰。2 回目以降、摘
発数は大きく減少。令和 4 年 1 月以降、陽
性は確認されず。同年 7 月までに計 8 回、
延べ 1,941 戸の検査を実施し、11 戸 17 頭
の PI 牛を摘発。同居牛検査及び清浄性確認
検査における PI牛とう汰数を含めると計 2
6 頭。検査開始後、県内で摘発された PI 牛
のうち 46%は本検査にて摘発。年 2 回の実
施より、農場における清浄性確認に有効。
また、定期的な検査実施により、農家にお
ける BVD 発生予防対策への意識が向上。し
かし、県外預託時の胎内感染や乳肉複合農
家における肉用牛からの感染事例があり、B
VD 清浄化のためには搾乳牛以外の牛を対
象とした検査も並行して実施中。PI 牛の早
期摘発及び BVD まん延防止のため、今後も
検査を継続。 
 
148．家畜改良増殖法改正に基づく家畜人工
授精所への指導：埼玉県川越家保 金澤理
子、山岸聡美 
 令和 2年 10月の家畜改良増殖法改正に伴
い、農政局は全国の家畜人工授精所（授精
所)の立入検査を実施。立入検査で特に問題
のあった管内の A 授精所に対して帳簿の不
備を指摘し、改善指導を実施。A 授精所は
和牛受精卵の保存を行っている肉用牛繁殖
農家。改善指導を受けた原因は①法改正に
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伴う変更事項の理解不足、②外部獣医師が
採卵を実施し、一貫した書類の発行管理が
困難、③授精所関連記録の未整理が考えら
れた。対応として①には法の趣旨である受
精卵の適切な流通管理の必要性を説明。②
と③には関係書類の写しの保管とこまめな
記帳と書類の年度毎の保管を指導。更に記
入漏れ防止のため授精所に必要な記録及び
保管書類の確認リストを作成し、リストを
確認しながらの書類管理を指導。結果、開
設者に即した指導により開設者の法に対す
る理解が進み、帳簿や書類が整理され適正
な管理が可能となった。今後も引き続き和
牛遺伝資源の適正な流通に向けた指導を実
施していく。 
 
149．耕作放棄地放牧を利用したワンシーズ
ン放牧と牛肉ブランド化への取組支援：山
梨県東部家保 石川公美、古屋元宏 

ジャージー種去勢牛を 5月から 11月の間
に放牧・出荷、食肉に供する「ワンシーズ
ン放牧」を管内の F 牧場（導入・出荷・販
売）と耕種 S 農家（放牧管理）が実施。販
売を担う F 牧場は昨年度からブランド牛肉
として販売開始。当所は放牧技術、販路拡
大・増産、差別化を図るための飼料開発を
今年度の重点目標として指導を行った。直
売のみであった販売面では SNS を利用した
PR を実施。ホテルとの契約成立やレストラ
ンとの交渉開始など効果が得られた。さら
に放牧牛肉の理解促進に向け研究会および
試食会を開催し、標準的な牛肉と遜色ない
とする好評価を得た。増産面では新たな放
棄地利用に向け土地所有者や関係機関と協
議を行い、来期での開始を予定。今後は地
域の特色を付加した新ブランド牛肉生産を
目的に、地域特産品の副産物の飼料開発、
利用を進める。引き続き、衛生指導を行い、
販路拡大と生産体制構築に向けて支援す
る。 
 
150．和牛遺伝資源関連二法を受けた家畜人
工授精所への指導強化：岐阜県中央家保 
井藤光葉、林登 
 令和 2 年 10 月に和牛遺伝資源関連二法
（改正：家畜改良増殖法、新法：家畜遺伝
資源に係る不正防止の競争に関する法律）
が施行されたが、管内家畜人工授精所（以
下、AI 所）では関連二法の理解に難航。こ
の状況を受け、以下対応を実施。1）「研修
会」を開催。2）AI 所の運営状況報告書や
譲渡等記録簿等の記載方法・用語を平易に
解説した「ハンドブック」を作成、正確な
提出書類・管理記録の作成を支援。3）運営
状況報告書の作成を支援。4）国（東海農政
局）による AI 所の立入検査に向け、管内全
AI 所を事前確認。特に、全国的な課題事項
（譲渡等記録簿の作成、精液ストローの在
庫管理、精液ストローと精液証明書の一体
管理、精液証明書の裏書等）を重点指導。

上記対応により、管内 AI 所全 19 施設から
運営状況報告書が提出された。また、計 8
施設（令和 4 年 11 月現在）で国の立入検査
が実施されたが、指摘事項なし。今後は、
精液ストロー保有の畜産農家等に向けて、
周知・指導を実施予定。 
 
151．肉用牛畜産団地の飼養衛生管理基準指
導：滋賀県滋賀県家保 西村奈都子 

一区画に 5 農家が属する肉用牛畜産団地
に対して、個別巡回指導で飼養衛生管理基
準(基準)について理解醸成、改善提案、指
導を継続して実施。その過程で共用堆肥舎
への動線、更衣の考え方を整理する必要な
ど課題が発生。令和 4 年度は「衛生管理区
域の統一」、「更衣場所の設置」を目標と
し、団地全体の話し合いの場を設けたが、
各農家で衛生管理をする意向が強く、家保
の提案について認識の共有に至らず。今年
度の目標、発生時の経済的損失および基準
不遵守による手当金の減額を試算した資料
を作成し、各農家を個別指導、併せて各農
家の所属する会合で基準に係る講演を実
施。一農家から更衣場所候補の提案があり、
各農家と協同し清掃等実施。結果、交差汚
染防止対策がとられ、各農家が認識する更
衣場所が整備。県内には同一衛生管理区域
の中に複数農場がある畜産団地が複数存
在。本事例を良いロールモデルとして今後
の指導に活用。 
 
152．農場 HACCP 認証取得農場、その後と関
わり方:奈良県奈良県家保（現奈良県畜技
セ） 髙田節子 

農場 HACCP（以下、HACCP）認証取得農場
（以下、当該農場）のその後関わり方につ
いて考察。当該農場は従事者 3 名の家族経
営で約 50 頭搾乳。令和 2 年 3 月 HACCP 認証
取得。取得提案から取得にかかる多くの作
業を家保職員が担う。認証取得後も HACCP
運営を家保に強く依存。取得後 2 年間の HA
CCP 会議は、家保職員 2 名 4 時間、計 16 回
で延べ 128 時間。その為運営主体を当該農
場にする改善推進。HACCP や飼養衛生管理
基準の再教育、目標達成確認や書類修正支
援。議事録作成、会議進行、目標は当該農
場が設定。書類修正は宿題とし会議時間を
有効活用。しかし、責任を伴わない役割分
担による業務推進困難等、当該農場の主体
性は低い。今後認証取得を希望する農場が
あった場合、従事者全員の合意、HACCP の
理解、書類作成能力、システム運営能力等
の見極め、認証取得後も日常記録、内部監
査や HACCP 会議等にかかる時間、また維持
更新費用負担がある等の説明は必須。 
 
153．管内の農場 HACCP と JGAP の取組：香
川県東部家保 四宮有果、向阪優雅 

農場 HACCP 及び JGAP 家畜・畜産物は、畜
産物の安全な生産管理のためのシステム。
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管内で 4 農場が農場 HACCP 認証取得に向け
構築中、JGAP 家畜・畜産物認証取得後の 2
農場が更新及び維持審査受検予定。このう
ち、農場 HACCP 構築中の A 農場及び B 農場、
JGAP 更新審査予定 C 農場の取り組みを報
告。家保は飼養衛生管理基準指導や関連法
令の助言、文書作成補助を担当。飼養衛生
管理基準の遵守状況を再確認し、令和 2 年
度改正により追加された 12 項目中 6～9 項
目が不遵守。飼養衛生管理基準出前講座を
開催、小テストで理解度を確認。飼養衛生
管理マニュアルの改善と、農場で改修・設
置の必要な設備について指導。各農場の頻
回な問い合わせに適宜対応するため会議に
合わせた農場立入と電話・メールによる指
導を継続。令和 4 年 12 月には A・B 農場と
もに農場 HACCP 認証取得、C 農場は JGAP 家
畜・畜産物認証更新。今後も安全で安心な
畜産物供給と飼養衛生管理基準の向上に努
める。 
 
154．往診車を活用した家畜人工授精所の開
設：愛媛県東予家保今治支所 渡部絵美佳、
小池正充 

県内で初となる往診車を利用した家畜人
工授精所を 2020 年に改正された和牛遺伝
資源関連 2 法のもと開設したので報告す
る。今回、管内獣医師から自農場ではなく、
他農家へ訪問し、現地で採卵や採胚等を実
施するため、家畜人工授精所の開設希望あ
り。自農場以外での活動希望のため、各関
係機関とも情報共有を図りつつ開設に向け
て助言・指導を実施。当該獣医師の希望や
現法律等を踏まえたうえで、往診車を構え
ることとなった。家畜人工授精所の所在地
に家畜人工授精所の活動拠点を設定、処理
室を往診車と設定、また、精液等の譲渡契
約約款を作成することで、家畜人工授精所
の開設に至った。より高い育種価の血統導
入や、県内全域における遺伝的改良への取
組や県ブランド和牛事業拡大が見込まれる
等、往診車導入の効果は高いと考える。今
後、往診車を利用した家畜人工授精所が増
えることで、本県の畜産振興に寄与するこ
とを期待する。 
 
155．関係機関と連携した乳質改善への取り
組み：福岡県両筑家保 松隈知子 

管内１農場で無脂固形分（SNF）の低下が
継続し、生乳代金が減額。酪農組合単独で
の指導に対して農家は消極的で指導が難航
したため、酪農組合、普及センター、家保
で検討チームを結成。農場での聞取りを重
視し、畜主の意向に沿って進行。各機関が
役割分担し、血液成分、糞便性状、牛群ス
コア、給与飼料等について調査したのち、
検討会議にて結果を共有、対策を検討。グ
ラフや図を用いて結果を可視化し畜主に説
明。粗飼料の給与不足、消化不良等の対策
について改善策を提案。実施可能な対策を

畜主が選択し、段階的に開始。対策後 SNF
が上昇、現在も基準値以上を維持しており、
畜主は他の対策実施にも積極的な姿勢へ変
化。今後も各機関と連携した指導を継続し、
乳質の安定、他の課題に対する取り組みを
実施予定。他農場についても同様に関係機
関と連携し、畜主の意向を尊重した指導を
行いたい。 
 
156．預託先のヨーネ病検査で預託牛が陽性
となった管内酪農場での対応：佐賀県北部
家保 本山左和子、松尾研太 

2019 年 3 月、牛のヨーネ病防疫対策要領
（以下、対策要領）のカテゴリーⅠの管内
酪農場（成牛 128 頭飼養）から県外農場へ
育成牛 11 頭を預託。預託先の着地検査で 3
頭がヨーネ病陽性、殺処分。残り 8 頭は返
却。対策要領に基づく出荷農場に対する検
査を実施、清浄性を確認。対策要領上カテ
ゴリーⅠだが、畜主に不安あり。家保、関
係団体と協議し、対策を実施。清浄性確認
対策として対策要領のまん延防止対策の①
同居牛検査、②スクリーニング遺伝子検査
による自主検査及び③返却牛の自主とう汰
を実施。また、預託を継続するために預託
前の検査も実施。2022 年までに実施したこ
れらの検査は全て陰性。2022 年 9 月、家伝
法 5 条に基づくヨーネ病検査を実施し、清
浄性を再確認。ヨーネ病は酪農経営の大き
な不安材料であるが、畜主、関係団体、家
保が協力して行った対策により、この不安
を払拭、これまで通りの酪農経営を継続。 
 
157．ヨーネ菌重度環境汚染農場の清浄化対
策：熊本県城南家保 吉川友晃、内山由香
 管内で確認されたヨーネ病患畜の糞便か
ら、基準値(0.001pg/well)を大幅に超えた
ヨーネ菌遺伝子（106.965pg/well）を検出。
農場内の重度環境汚染が確認されたため、
清浄化対策を実施。農場への指導や協議を
行い、農場の洗浄・消毒や環境検査による
汚染状況確認、まん延防止対策及びスクリ
ーニング検査等を繰り返し実施。農場主は
当初、対策に対し消極的だったが、各種対
策を延べ 16 回実施する中で家保との信頼
関係が構築され、農場主の対策への理解が
深まった。また、汚染状況改善及び毎回の
検査結果を共有し「見える化」を図ったこ
とで、農場主が積極性及び自主性を持った。
さらに生産性も向上し、農場主の意欲向上。
令和 4 年 11 月現在、農場主が自主的に洗浄
・消毒を実施し、確実に農場内のヨーネ菌
遺伝子量が減少。清浄化達成には継続的な
対策が必要なため、農場の理解と意欲が重
要。今後も農場と協議し実施可能な対策を
講じ、清浄化達成に向け対策を推進。 
 
158．農場 HACCP を活用した大規模肉用牛農
場における飼養衛生管理基準遵守の取組：
大分県宇佐家保 山中恒星 
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管内大規模肉用牛飼育農場が農場 HACCP
認証申請するにあたり、2020 年以降の飼養
衛生管理基準（以下、基準）の改正に対応
すべく、基準遵守の取組を実施。チーム会
議で農場内の不遵守項目を確認及び対応策
を検討。従業員・関係者向けのマニュアル
作成及び掲示の他、飼養衛生管理者の設定
や飼養衛生管理区域境界の明確化を実施。
全ての飼養衛生管理区域及び畜舎出入口に
手指・長靴・車両の消毒設備を設置。結果、
基準全項目の遵守を達成、当該農場の HACC
P 認証を取得。農場 HACCP 認証取得の取組
開始以降、死亡頭数の低減や出荷成績向上
も確認。外部及び内部コミュニケーション
や、飼養衛生管理が向上した事が一因と考
える。管内牛農場は豚や鶏農場と比較し基
準の遵守率が低いことが課題となってお
り、今後も本事例をモデルに基準の遵守を
推進したい。 
 
Ⅰ－7 畜産技術 
 
159．蓄圧式石灰乳塗布器を活用した畜舎の
衛生対策：北海道留萌家保 坂本光弘、田
村幸子 

農場の衛生管理体制整備とヨーネ病発生
農場の防疫対策に蓄圧式石灰乳塗布器と新
素材の液状石灰乳を用い石灰乳塗布の日常
化を検討。預託 A 農場は広い敷地に畜舎が
点在し動力噴霧機の使用が困難。肉用素牛
生産 B 農場はヨーネ病対策が長期化 し定
期的に行える畜舎消毒法を模索。石灰乳塗
布器は蓄圧式噴霧器に充電式空気入れを組
み合わせて 使用。石灰乳は、A 農場はゼオ
ライト系石灰を、B 農場は道総研工業試験
場が開発中の長期間分離しない液状石灰乳
を使用。施工壁面積は A 農場約 50m2、B 農
場約 64 m2、塗布時間は 30 分未満。動力噴
霧機と比べホース類の制約がなく取り扱い
も容易。液状石灰乳は調整不要で手軽さが
顕著。B 農場で実施した、スタンプ培地は
一般細菌、大腸菌共に減数、ATP 拭き取り
法は施工 3 日後も低値。施工面の pH は 2
週間後に低下、2 週間毎の施工が効果的と
推察。保守管理が容易な資機材により日常
的な石灰乳塗布が可能。 
 
160．第１２回全共鹿児島大会に向けた大崎
地域の取り組み：宮城県北部家保 今井勇
志、平子智子 
 管内にはみどりの和牛育種組合、大崎和
牛改良推進組合があり各組合の特色を活か
して全共鹿児島大会の出品対策に取り組ん
だ。家保では当地域からの全共出場を目的
に、関係機関と連携し延べ２３５頭の産子
調査、集合調査会及び調教指導会等での飼
養管理についての指導を実施。また全共へ
の地域の関心を高めるため、肉牛の部候補
牛素牛生産者へ肥育の途中経過を２度提
供。県最終選抜会には管内から計３７頭を

出品し、うち６頭が県代表牛として選抜。
県選抜後は地域協力者と連携し、被毛や肢
勢など個体ごとの欠点を明確にして手入れ
や調教によって改善を図り、特別区出品校
へは取組発表の支援を実施。全共では管内
からの出品牛全頭が優等賞を獲得。次回全
共にむけ、コロナ禍のため開催できなかっ
た合同調教指導会を実施、相互研鑽する場
を提供し、大崎地域のさらなるレベルアッ
プを図りたい。 
 
161．飼料価格高騰の影響を受けた低栄養牛
群の生乳検査成績を活用した乳質改善への
取組：群馬県西部家保 佐藤洋子 

搾乳牛約 30 頭の農場で年平均体細胞数
（SCC）40 万個/ml 以上。健康牛の生乳の乳
糖率は 4.5～4.6%だが、当該群は 78%が 4.2
%未満、特に泌乳末期牛は 2.5%未満で群全
体の低栄養判明。乳汁培養検査で 4 頭から
緑膿菌が分離され低栄養による免疫能低下
と推察。濃厚飼料必要量 12.6t/月に対し、
R3年 1月からの飼料価格急騰により半年に
わたり平均購入量 11.3t/月と給与量削減
が低栄養の原因。栄養状態改善のため濃厚
飼料 2 割増給。給与量検証は生乳のデノボ
脂肪酸を指標にルーメン発酵の状態を評
価、対策 1 か月後「注意」、4 か月後に「良
好」と評価改善。栄養状態改善により粗飼
料摂取量増加し粗濃比改善。6 か月後には
乳糖率 4.2%未満は 33%に減少。SCC も 4 か
月後から安定し半年平均 SCC26.8 万個/ml。
乳量 2.7kg/日/頭増、乳代 533 円/日/頭増。
栄養状態とルーメン発酵の SCC への関与を
示唆。今後、指導は牛群の栄養状態とルー
メン発酵を評価した上で実施すべき。 
 
162．公共牧場における夏季放牧牛の発育向
上への取り組み：群馬県浅間家畜育成牧場 
冨沢泰平 

当場の夏季放牧牛は、4 月および 5 月に
入牧し同年 10 月に退牧。約 6 か月の飼養期
間で繁殖可能体重に到達させ授精・移植を
実施。入牧後 1～2 か月は飼養環境の変化の
ため日増体量（以下 DG）は低く推移。その
後は多くの個体で順調に発育し DG も回復。
しかし、一部の個体では入牧 3 か月以降で
も DG が回復せず、逆に体重が減少する低発
育牛が存在。DG の低値は健康状態・繁殖成
績に影響するため、低発育牛の発育向上に
ついて検討。R3 年度より低発育牛は毎日枠
場に追い込み、健康観察をかね個別に濃厚
飼料を 0.7 ㎏/頭追加給与。結果、H31～R4
年度における低発育牛の平均 DG（入牧～退
牧）は、H31 が 0.57 ㎏、R2 が 0.50 ㎏、R3
が 0.60 ㎏、R4 が 0.66 ㎏。濃厚飼料の追加
給与を実施した R3・4 年度で DG が改善。放
牧牛は群管理であるが低発育牛に対しては
個体管理が重要。安定かつ順調に繁殖可能
体重に到達させるため引き続き発育対策を
場内で検討し、発育成績および繁殖成績向
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上に努めたい。 
 
163．乳質データから考察する飼料価格高騰
が酪農へ及ぼす影響：埼玉県中央家保 服
部七星、平田圭子 
 昨今の国際情勢の影響により歴史的な飼
料価格高騰が継続。飼料価格高騰が乳脂肪
及び無脂乳固形分に与える影響を調べるた
め、県内酪農家 45 戸について生乳検査成績
の推移を分析。自給飼料あり 28 戸、なし 1
7 戸の郡分けによる検定では、自給飼料の
有無による乳成分の有意差は認められず。
全体の傾向として飼料の調達方法に関わら
ず乳質を落とさないよう飼料設計を工夫し
ていると推測。より詳細な状況を調べるた
め、管内酪農家 6 戸に聞き取り調査を実施。
乳質が低下した農場の一部で価格高騰のた
め給餌量を減らした、安価な飼料に変更し
た等の回答あり。乳質を維持できている農
場では飼料内容は変更せず、飼養管理を工
夫し、実践していると回答。自給飼料の有
無による明確な傾向をつかむには至らなか
ったが、今後他の乳成分や脂肪酸等を含め
た分析が必要。飼料価格高騰に対しては、
丁寧に現場の意見を拾い上げより良い対策
を講じる必要あり。 
 
164．選抜・増頭で目指せ！「食べて美味し
い、病気に強い」県産和牛のレベルアップ
：埼玉県熊谷家保 小泉梓、赤石晴美 
 ゲノミック評価は DNA を解析し能力を推
定する技術で改良のスピードアップが可
能。平成 30 年度～令和 2 年度にゲノミック
検査による県産和牛の肉質改良を実施。令
和 3 年度から牛伝染性リンパ腫ウイルスの
PCR 検査及び抵抗性遺伝子保有検査による
病気に強い牛の選抜、増頭事業を追加で実
施。令和 2 年度までの繁殖牛 765 頭のゲノ
ミック検査で上位 53頭を選抜し BLVの PCR
検査及び抵抗性遺伝子保有検査を実施。BL
V 抵抗性遺伝子保有牛はいなかったが、PCR
検査値の低い 49 頭を採卵対象牛としてリ
ストアップし、令和 3 年度から採卵対象牛
受精卵を買上、県有黒毛和牛への移植、増
頭を実施。令和 3 年度は 3 戸 3 頭採卵、受
精卵 12 個買上、9 頭に移植実施、2 頭受胎、
1 頭雌が分娩。令和 4 年度は現在 2 戸 3 頭
採卵、受精卵 12 個買上、10 頭移植、2 頭受
胎。今後も県産和牛のレベルアップのため
検査・選抜を行う。 
 
165．情報通信技術（ICT）を活用した繁殖
管理の有用性の検討：富山県西部家保 田
知慶久、稲畑裕子 
 平成 31 年 1 月、搾乳牛約 60 頭を飼養す
る管内の一酪農場は、繁殖経費を抑えるた
め、受精卵移植から人工授精（AI）主体の
繁殖管理に移行。しかし、発情牛の見逃し
や、AI の適期を逃したことで、繁殖成績の
低迷を招き繁殖管理に係る負担が増加。そ

こで、令和 2 年 1 月、家保は ICT を用いた
繁殖管理指導を行いその有用性を検討。取
り組みは、①発情微弱牛の発見のため、発
情発見装置（センサー）40 台を導入、②繁
殖状況をクラウド上に保存し、授精状況に
合わせた繁殖検診を実施、③AI 及び直腸検
査に対する技術支援。この結果、①発情発
見率は 31%から 64％に上昇、②平均空胎日
数は 136 日となり、センサー装着前と比較
して 62 日間短縮、③AI 主体の繁殖管理の
変更により、繁殖経費が減少。これらによ
り、ICT を用いた繁殖管理が繁殖成績の向
上に一定の有用性を確認。また、自然発情
での AI 増加により、繁殖経費が減少。さら
に、発情観察の効率化により、畜主の繁殖
業務の負担軽減に寄与。 
 
166．移植率および受胎頭数を考慮した牛受
精卵移植基準の検討：福井県家保 西川清
文 

当所では、昭和 63 年度より牛受精卵移植
（ET）向上対策事業を実施。雌精液使用で
安定的な後継牛生産がされるなか、交雑種
および乳用雄子牛の販売価格下落により、E
T での若狭子牛生産の要望増加。令和 4 年 5
月頃より飼料価格高騰による給餌飼料の質
および量の変化が原因で子宮および卵巣の
状態が変化。移植率が低下、受胎頭数も減
少。そこで、移植率を上げ、受胎頭数を増
やし、受胎率 40%以上を維持できる移植選
定基準を前年度の移植成績を基に検討。旧
基準では共存卵胞や突起の有無等で選定し
たが、新基準では、その有無、移植日およ
び産歴に関わらず、黄体 15mm 以上で実施。
黄体内腔は、割合 50%以下で全て実施。こ
の新基準を活用、6 月から 12 月まで ET 実
施。結果、この期間は検診頭数 129 頭、移
植頭数 93 頭（移植率 72.1%）、受胎頭数 3
8 頭（受胎率 41.3%）で前年度より移植率上
昇、受胎頭数増加、受胎率維持。4 月から 1
2月までの受胎頭数も前年度 49頭と同程度
の受胎頭数 51 頭を確保。 
 
167．ルーメンフィルスコアを用いた乾乳期
の栄養状態の管理指導：福井県家保 宮谷
正巳 

就農 3 年目の酪農家に乾乳期の栄養管理
としてルーメンフィルスコア（RFS）を指導。
RFS の評価や記録は普及指導員が協力。家
保は生化学検査と繁殖関連を調査。供試牛
は乾乳牛 8頭で RFS3以上と 3未満で次の項
目を比較。分娩後 60 日までのボディーコン
ディションスコア（BCS）。乾乳期と泌乳期
の計 3 回生化学検査を実施し、総コレステ
ロール（TC）、マグネシウム（Mg）とグル
コース（Glu）を調査。受胎日数や種付け回
数の聞き取り、分娩後のフレッシュ期に直
腸検査と子宮内膜炎検査を実施。BCS は RF
S に関係なく減少し、常に RFS3 以上の牛が
高く BCS の差は平均 0.2。調査期間中常に R
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FS3 以上が TC、Mg と Glu とも高値。RFS に
関係なく子宮内膜炎は無かったが、RFS3 以
上は受胎日数が短く授精回数も少ない。RF
S を指標としたことで乾乳期の採食量不足
牛の存在を認識。RFS の技術利点をデータ
で示し農家の乾乳期管理の意識向上。RFS3
未満の乾乳牛対応が今後の課題。 

 
168．農業高校への繁殖指導を活用した OJT
の取り組み：兵庫県朝来家保 田丸大智 

近年、重大家畜伝染病に係る業務の増加
により、生産性向上対策指導の件数や若手
職員の指導技術習得機会が減少。そのよう
な中、令和 4 年 1 月から管内農業高校で肉
用牛の繁殖指導を実施。併せて OJT（On th
e Job Training）による繁殖指導技術習得
に取り組む。令和 4 年 1 月より毎月 1 回、
代謝プロファイルテストに基づいた給与飼
料の改善指導及び直腸検査による子宮・卵
巣検診等を実施し、未受胎牛の受胎促進を
図った。結果、栄養状態等の改善により平
均分娩間隔が 444.5日から 423.5日に短縮。
また分娩後 350 日以上不受胎の牛 3 頭が受
胎。これら指導に併せ若手職員に延べ 113
頭の直腸検査など繁殖指導の OJT を実施し
たが、立入頻度が月 1 回と少ないことから
直腸検査による技術習得には至らず。今後
は、当該高校での指導回数拡大や他の農場
での新たな OJT の実施などにより、技術習
得に努め、農家への生産性向上対策指導に
取り組む。 

 
169．管内育成牧場のフォローアップ：岡山
県高梁家保 横内淳一郎 

高梁市大池山育成牧場は、常時 120 頭を
預託飼育する県内唯一の公共育成牧場。当
家保は従来から「衛生管理プログラム」を
作成し、放牧病対策やワクチネーション指
導を実施。令和 2 年に上牧牛由来と思われ
る哺育牛の呼吸器病や下痢がまん延し、上
牧時の対策が急務と判断するも、労力不足
や施設の老朽化、これらに伴う牧場職員の
モチベーションの低下が課題。対策として
罹患牛の隔離施設の設置や牛舎の簡易修
繕、消毒作業を牧場職員と協同で実施。ま
た、上牧時や場内移動時に牛伝染性リンパ
腫検査を行い、陽性牛の把握と吸血昆虫防
除などの水平感染対策を実施したところ、
令和 4 年には懸案であった水平感染「ゼロ」
を達成。また、子牛のワクチンプログラム
を修正するとともに個体毎にワクチン接種
日が管理できる管理台帳の導入で、接種も
れ防止を徹底。引き続き牧場をフォローア
ップすることで、衛生管理の向上と経営維
持を目指す。 
 
170．地域ブランド和牛「つやま和牛」のブ
ランド力向上に向けた飼養管理支援：岡山
県津山家保 川口泰治 

津山地域は古くから和牛繁殖産地であ

り、優秀な子牛を出荷してきた。近年地域
の肉用牛農家の間で、ブランド牛生産の要
望が増していた。そこで津山市、農家、販
売店を中心に平成 26 年からブランド牛「つ
やま和牛」確立の取組を開始した。当所で
は、取組当初より繁殖牛の牛伝染性リンパ
腫（BLV）検査、枝肉確認や飼養管理巡回指
導を実施。令和３年度から取組を強化し生
産者、農協と共に血中ビタミンＡ濃度と肝
機能を調査しデータによる飼養管理指導を
実施している。平成 28 年に「つやま和牛」
として初出荷した。当該年度の出荷頭数は
22 頭、成績は平均枝重 435.4kg/頭、平均 B
MSNo.6.4 であったが、令和３年度には 41
頭 466.4kg/頭 BMSNo.8.4、令和４年度４月
～12 月出荷頭数は 38 頭と増加傾向で、成
績も 477.8㎏/頭 BMSNo.9.5と枝肉重量や脂
肪交雑もさらに向上した。「つやま和牛」
ブランドへの熱意はますます高まってお
り、関係者一丸となって今後も増頭と肉質
向上に取り組む予定である。 

 
171．酪農家における代謝プロファイルテス
トを活用した繁殖成績向上の取組み：愛媛
県東予家保 矢野真弓、藤村佳絵 

分娩を機に生乳生産の始まる牛におい
て、繁殖はすべての始まりであり、繁殖遅
延は酪農経営の根幹に関わる重要課題であ
る。管内の酪農家において、繁殖成績向上
を目的として関係機関と連携し、定期的な
繁殖指導及び代謝プロファイルテスト（MP
T）を用いた飼養管理指導に取り組んだ。M
PT より、分娩後から泌乳前期の低エネルギ
ー状態及び泌乳後期の肝機能低下が認めら
れたため、分娩後の飼料増給に備えた乾乳
後期（クロースアップ）の飼養管理の重要
性と、分娩後の飼料切り替え及び増給方法
を指導し、製薬会社に飼料設計の見直しを
依頼した。分娩後の乾物摂取量が増えるこ
とで低エネルギー状態が改善し、繁殖のサ
イクルが効率的に回ることで搾乳日数が適
正化され、泌乳後期の肝機能の改善も期待
できる。今後も関係機関と積極的に協力し、
定期的な繁殖指導と MPT を実施して繁殖成
績の向上に取り組んでいきたい。 
 
172．肉用牛交雑種に対するプロバイオティ
クス給与効果の検証：福岡県中央家保 深
水大 
 肉用牛交雑種に乳酸菌（2×106 個/g）含
有混合飼料を 50g/頭/日（77～90 日齢）、7
0g/頭/日（91～150 日齢）、100g/頭/日（1
51～180 日齢）として給与した群(試験区・
雌 6 頭)と無給与の群（対照区・雌 8 頭）の
血液生化学的性状、体重、日増体量（期間
DG）及び出荷成績を比較。血液生化学的性
状の有意差は 5 か月齢時の T-Cho・BUN、7
か月齢時の NEFA、10 か月齢時の TP のみで
確認されたが、期間 DG に有意差が認められ
た 10 か月齢以降、体重及び期間 DG は試験
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区が対照区を上回り、出荷体重（試験区：8
70.7kg、対照区：823.3kg）及び枝肉重量（試
験区：536.5kg、対照区：488.7kg）に有意
差。試験区では、枝肉販売価格が対照区と
比較して 90,304 円/頭向上する結果とな
り、諸経費を差し引いても、＋88,246 円/
頭の費用対効果を確認。プロバイオティク
スは低コスト（2,607 円/頭）で農家の増益
に貢献し、医薬品に頼らない飼養管理の一
助となり得るため、今後も積極的に検証や
普及を推進すべき。 
 
173．異業種参入肉用牛繁殖農家の繁殖成績
改善の取り組み：長崎県壱岐家保 堀川朝
広、中島大 
 異業種からの新規参入農家の経営安定化
を図るため、関係機関との協働体制で指導
を実施。対象農場は畜産クラスター構築事
業により建設業を主とする異業種から参入
し、繁殖母牛１００頭規模の農場を新設。
令和元年度末に長期不受胎牛が約３割存在
する等繁殖成績が低迷。農場管理者３名の
うち２名は畜産未経験のため、飼養管理技
術不足と業務負荷の偏りによる発情再帰の
見落とし等牛の観察不足が課題と推測。家
保、農業振興普及課、JA 及び家畜診療所に
よる協働体制を構築し、平成３０年度から
指導開始。妊娠鑑定、繁殖及び飼養管理指
導並びに繁殖障害牛の早期治療を実施し、
長期不受胎牛の早期更新を指導。その結果、
令和４年度の平均受胎日数は令和元年度と
比較して３１．４日短縮し、長期不受胎牛
が減少。生産頭数は７．５頭増加し、約４
７０万円の増収と試算。管理者の飼養管理
技術がさらに向上し、安心して経営できる
ようになるまで継続して支援を実施する。 
 
174．五島地域の重点農家に対する生産性向
上対策：長崎県五島家保 七島琳、吉野文
彦 
 繁殖成績等に課題を抱える肉用牛農家 8
戸を関係機関を構成員とする五島市農業振
興対策協議会技術者会畜産部会にて重点農
家と位置付け、2 か月に 1 回、巡回指導を
実施。重点農家毎に洗い出した課題に対応
するため、労働力不足対策として運動場整
備、キャトルセンター利用等、発情発見向
上対策として繁殖台帳整備、牛の移動等、
子牛の疾病予防対策として防寒対策指導、
大腸菌ワクチン接種等、母牛の栄養度改善
対策として代謝プロファイルテストを実
施。重点農家の成績は提示・比較し指導に
活用。令和 3 年度から 4 年度で 3 農場の長
期不受胎牛割合、初回授精日数、受胎日数
が短縮、2 農場の死廃事故件数が減少。重
点農家成績から分娩間隔 380 日達成を目標
とした生産性向上対策を管内農家へ周知、
繁殖雌牛飼養管理こよみを作成し指導に活
用。今後改善が認められなかった重点農家
への指導強化及び重点農家の成績改善事例

を管内農家へ情報提供し、地域全体の生産
性向上に寄与したい。 
 
175．昼間分娩誘起法による子牛の事故率低
減対策：長崎県対馬家保 安重由美子 
 対馬市における令和 3 年度子牛の死亡事
故原因のうち 48％（12 頭/25 頭）が分娩未
立会いによる死産であったため、令和 4 年
度、昼間分娩誘起法（以下昼間法）のアン
ケートを実施し、昼間法推奨リーフレット
の改善を行い、昼間法の普及を実施。結果、
昼間法実施農家数は令和 3年度 11戸から 4
年度 18 戸に増加し、子牛の死亡事故率は 1
0.2％から 7.2％へ低下。死亡原因のうち死
産の割合は 48％から 22.7％（5 頭/22 頭）
に低下、死産牛でも分娩立ち合いの割合が
増加し、農家の意識向上に繋がった。今回
の指導により子牛の死亡事故率は低減した
が、継続的に指導を行うことでさらなる事
故率低減が見込まれる。しかし、令和 4 年
度の子牛の事故率で消化器病が 36.4％（8
頭/22 頭）を占めていたため、対策が必要。
今後も、効果的な生産性向上対策を実施す
ることで、農家の所得安定を図り、島内の
肉用繁殖牛の振興を図る。 
 
Ⅰ－8 その他 
 
176．大規模酪農場の効率的採血方法の検討
：山形県置賜家保 土谷真実、木口陽介 

近年、酪農経営の大規模化が進む中、今
回、管内の県内最大規模酪農場(約 2,500
頭飼養)における家畜伝染病予防法第 5 条
に基づくヨーネ病定期検査にあたり、効率
的な採血方法について検討。農場との打合
せを重ね(計 4 回)、搾乳サイクルを変更せ
ず、無理なく集畜・採血できるよう計画し、
併せて作業時間を最大限短縮するため、連
続採血手法を構築。予め採血セット 10 組/
単位を必要数作成、採血者は 1 単位を携帯
し、10 頭採血する毎に新たな 1 単位を供給
していく手法。また、個体名簿の作成、採
血漏れ予防についても検討。本法により採
血所要時間が従来法の約 120 秒/頭から約
7.8 秒/頭に短縮。関係機関等へ応援を要請
し、5 日間延べ 67 名を動員、1 日当たりの
作業時間は最大 2 時間半で終了。本法は準
備に時間を要するものの多検体採血時に有
用。また前例のない規模の検査に事前準備
と関係者の横断的協力により最適解を検討
してゆく過程は、伝染病発生時の防疫措置
に通ずるものと考察。 
 
177．管内乳用牛農場における暑熱対策の取
組：新潟県中央家保 吉崎響、堀江香会 
 令和 3 年度管内 1 乳用牛農場で死廃事故
4 頭、乳量の大幅低下などの暑熱被害が発
生したため、令和 4 年度に暑熱対策の取組
を実施。5 月に家保が環境測定として風速
計と赤外線サーモグラフィを用いて風速と
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体表温度を測定。その結果牛舎の通路には
風が通るが牛房に風が当たっておらず、風
速の弱いところでは体表温度が高い傾向に
あることが判明。測定結果を図にまとめ農
場へ説明し、対策としてコンパネ設置、フ
ァン増設、牛の配置換えを提案。6 月にコ
ンパネ設置、7 月にファン増設工事を実施
し、牛房の風速が改善（平均風速 5 月:0.2
4→7 月末:1.18 m/秒）。その他の対策とし
て細霧散布、窓への石灰乳塗布、ナイアシ
ン製剤添加を実施。これらの結果 5-10 月の
期間の乳量が増加し（R3:26.4→R4:28.4 ㎏
/頭/日）、死廃事故も減少（R3:4→R4:1 頭）。
農家の体感としても牛の調子が良くなった
という意見を得た。他農場でも今回の取組
内容を活かし暑熱対策を支援していきた
い。 
 
178．乳牛の重度腫瘍形成に対する治療事例
：石川県北部家保 増原紋加、𠮷𠮷川菜穂 

当所における牛の外傷診療は毎年数件あ
る。外傷による廃用例は多く、適切な処置
が必要。今回、重度の膿瘍形成を呈した乳
牛の治療例に遭遇。発症牛は 2022 年 5 月 2
3 日に搾乳パーラーから転落しキ甲部を負
傷、6 月 13 日に自壊、排膿し診療依頼。患
部の皮膚は壊死、剥脱し、病変は直径約 30
cm、深さ約 20cm、内腔には膿汁と腐敗組織
片が充満。治療法は湿潤療法を基本とし、
洗浄後、保護剤を塗布しペット用トイレシ
ートで被覆。抗生剤の使用は 14 日間、治療
は 110 日間継続、その後は経過観察し、17
9 日で治癒。本症例は初期治療の遅れ、ま
た患部がキ甲部であり膿が滞留したことで
重症化したと推測。廃用も検討されたが、
妊娠牛であり畜主が治療を希望、全身症状
は良好であることから治療を選択。湿潤療
法は生体本来の修復機能を損なわない治療
法で、人の医療では一般的な方法である。
外傷治療は適切な処置と継続が重要。 
 
179．飼養衛生管理基準の遵守にかかる肉牛
生産者団体への指導：岐阜県飛騨家保 小畑
麗、青木栄樹 

平成 28 年、当管内の肉牛生産者団体にお
いて、飛騨牛の安定供給と生体の安全性担
保を目的とし HACCP の考え方を取り入れた
衛生管理を学び実践する取り組みが開始さ
れ、家保は特に飼養衛生管理基準（以下、
基準）の遵守指導を主眼として参画、指導。
有機的に機能する基準の運用を目指した基
準遵守マニュアルの作成に助言・指導する
とともに、所属する全農場を対象として研
修、指導を実施。また、取組みに対する診
療獣医師、関係機関への協力依頼等を行っ
た。経過確認と自主的・継続的な実施の促
進を目的に農場 HACCP 推進農場指定への取
組みが開始されたことを受け、家保は申請
農場に立入り、基準の遵守状況の確認・指
導、書類作成を実施。令和 4 年には全 58

農場のうち 42 農場が指定された。今後は、
モデル農場で作成した最新版マニュアル等
の運用・普及による基準遵守への指導に加
え、生体の安全性担保に向けた危害要因の
管理における取組みについて、指導・支援
を継続。 

 
180．管内の牛伝染性リンパ腫清浄化に向け
た取り組み（第 3 報）：岐阜県飛騨家保 原
嘉章、青木栄樹 

管内における牛伝染性リンパ腫清浄化の
取り組みとして、第 1 報では、公共牧場に
おける分離放牧の効果検証及びウイルス感
受性・抵抗性遺伝子を利用した新しい試み
について、第 2 報では、2016 年～2020 年の
間に指導した対象農場 34 戸の指導成果に
ついて報告。今回、管内の肉用繁殖雌牛を
飼育する農場 190 戸（5,616 頭）の内、201
9年 4月～2022年 11月にわたり抗体検査し
た 176 戸（5,426 頭）の直近の浸潤状況に
ついて取りまとめた。管内の陽性率は 25.0
%、陰性農場は 71 戸（40.3%）。次に、直近
2 回の陽性率を把握できた 132 戸（4,944
頭）についてその陽性率を比較。清浄化を
維持または陽性率が減少した農場は 108 戸
（81.9%）、その内清浄化対策に取り組んで
いる農場は 69 戸（63.9%）。管内の当該疾
病は対策に取り組む農場を中心に清浄化傾
向にあることが示唆された。今後も対策取
り組み農場を増やすことで、地域の清浄化
を促進していきたい。 
 
181．県内の牛における抗菌剤使用状況及び
糞便由来大腸菌耐性状況調査：岐阜県中央
家保 寺師恭代、林登 

下痢症治療の適切な抗菌剤使用推進のた
め、県内の牛が保有する下痢症原因病原体
の調査、抗菌剤使用状況調査、牛糞便由来
大腸菌の薬剤耐性状況調査を実施。令和 4
年 5月～10月に採材した牛糞便 175検体を
用い、各種ウイルス・細菌検査を実施。抗
菌剤使用状況を踏まえ薬剤を選定し、糞便
由来大腸菌の最小発育阻止濃度（MIC）を測
定。病原体検査の結果、下痢発症に牛コロ
ナウイルス、牛 A 群ロタウイルス等の関与
が判明。ウイルス関与を疑う発症牛の 66％
に抗菌剤投与歴あり。抗菌剤使用状況調査
の結果、抗菌剤使用理由は呼吸器病が 55.3
%、下痢症が 26.9%を占め、フロルフェニコ
ール、アンピシリンの使用が多い。肉用牛
で使用が多く、地域や疾病で使用抗菌剤の
種類が異なる。糞便由来大腸菌 160 株の MI
C 測定の結果、発症牛糞便由来大腸菌で耐
性率、多剤耐性株の出現率が高く、抗菌剤
使用の影響と推察。今回の知見を活用し抗
菌剤慎重使用の推進を呼びかける。 
 
182．酪肉連携の府内受精卵移植事業を活用
した経営向上の取り組み：京都府中丹家保
 岡本和久、岩本尚史 
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 【はじめに】府内子牛せり市（以下せり
市）出荷頭数が年々減少する中、畜産関係
団体と連携して管内和牛繁殖農家繋養高能
力牛から受精卵を採取し、酪農家で受精卵
移植（以下 ET）する取り組みにより、せり
市活性化と酪肉経営安定化に向けた支援を
実施。【調査】平成 23 年度から令和 4 年度
までの ET 成績等と畜産要因を分析。【結果】
①和牛農家延べ 10 戸、204 頭から 2,188 個
正常胚を採取。うちＡ農場が 94.6％を占
め、延べ 1,200 頭に移植、ET 産子 437 頭を
生産。せり市取引頭数の約 2 割を占め、市
場活性化に貢献。②酪農家 ET 産子取引価格
は平均約 283 千円と酪農家の副収入確保に
貢献。③Ａ農場せり市出荷頭数の約７割は
ＥＴ産子と、安定経営を実現。④作業効率
化の為、過剰排卵手技を変更。正常胚率平
均 44.5％と従来どおりの成績を確認。【今
後の展望】大規模酪農家でのＥＴ取組実現
に向け、関係機関と連携を強化。高能力受
精卵を活用し、「元気な京都の畜産」復活
を図る。 
 
183．地域産業動物獣医療に関わる家畜保健
衛生所の現状と課題(２０２３) ：京都府丹
後家保 坂田貴洋、種子田功 

【はじめに】NOSAI 京都から丹後地域の
家畜診療業務を引継いだ 2010 年度以降の
診療実態について報告。【方法】2010～20
22 年度を調査期間とし、疾病予防対策の実
施状況と診療発生内訳(初診)について調
査。【結果】期間中の初診件数は、動力噴
霧器等による牛床及び空間消毒の徹底、搾
乳衛生指導、ワクチンプログラム策定や代
謝プロファイルテスト等の疾病予防対策の
取組み指導により減少。特に繁殖障害と乳
用牛の乳房炎発生件数が減少。一方、難産
等、分娩及び産後疾患は増加傾向。死廃事
故件数は、特に乳用牛の乳房炎や第四胃疾
患等が減少。肉用牛では分娩事故による子
牛の死亡件数が減少。【考察】家畜診療の
実施により農場の疾病発生状況を把握で
き、予防対策等を迅速に指導することで疾
病発生件数が減少。家畜防疫、衛生管理指
導及び畜産振興等の通常業務がある中、農
家の高齢化に伴う分娩サポートや昼夜問わ
ずの診療依頼の増加に対する職員負担軽減
のため、人員体制整備及び遠隔診療や予防
獣医療の取組み強化が今後の課題。 
 
184．作業時間に制限のある和牛繁殖農家の
作業見直し：和歌山県紀南家保 片山晃志、
谷口俊仁 
 自宅から農場までの距離が長く、さらに
兼業であるため作業時間に制限のある管内
A 農家の作業の見直しを実施。作業効率と
飼養管理技術の向上を目的に聞き取りと飼
養区画の配置の確認を行い、見直しポイン
トを明確化。作業効率向上として飲水管理、
子牛管理および分娩管理について、飼養管

理技術の向上として分娩介助および発情観
察についてそれぞれ畜主と対話しながら指
導を実施。指導の結果、飲水管理について
は将来的な母牛の群管理への移行に合わせ
てフロート付水槽の導入、子牛管理につい
ては哺乳子牛追い込み区画の設置、離乳子
牛飼養区画の追加およびヘラ型鼻環による
離乳、分娩管理についてはホルモン処置に
よる分娩誘起をそれぞれ実施。また、分娩
介助については、経験を積むことで自信が
芽生えつつあるが、発情観察については指
導の余地が残った。今後も作業の見直し継
続と併せて、発情観察の重点指導により、A
農家の作業効率と飼養管理技術の向上につ
なげていく。   
 
185．肉用牛経営に転向する乳肉複合農家の
繁殖成績改善に向けた取組：和歌山県紀南
家保 柏木彰太、谷口俊仁 
 管内乳肉複合農家 A 農場は、和牛繁殖・
肥育一貫農家へ転向中。和牛繁殖雌牛およ
び肥育仕向けの雌子牛の増頭を計画し、性
選別精液を人工授精に用いていたが、当初
の計画より遅滞。令和 3 年度より受胎率向
上を目的にカテーテル型注入器を導入し、
効果を検証。性選別精液を人工授精する際
の受胎率を、カテーテル型注入器による場
合とシース管注入器による場合でそれぞれ
算出し比較。また、分娩から授精までの任
意の待期期間（VWP）と平均初回授精日数の
比較および A 農家の 1 年間の発情発見率、
妊娠率および受胎率の算出を行い、自農場
の繁殖成績を把握するための指導実施。性
選別精液の受胎率は、カテーテル型注入器
による場合とシース管注入器による場合で
有意な差は認められなかったが、畜主は今
後も活用する意向。また、発情発見率や妊
娠率が低値であったことから、今後、牛群
の血液生化学検査を実施し、牛群の栄養水
準の改善および繁殖成績の向上について、
継続して指導を実施していく。 
 
186．広島血統和牛増産事業における受精卵
産子供給協定の取組：広島県西部家保 坂
嵜淳平 
 本県では県内酪農家で生まれた和牛受精
卵産子を県内で確実に保留・肥育するため、
酪農家と肥育農家の直接取引（供給協定）
を推進。推進手法として①酪農家ターゲッ
トリストを作成し、事業効率の高い農家を
中心に供給協定締結を推進②受胎率向上対
策を実施。供給協定締結農家数は平成 28
年度 2 戸が令和 4 年度 13 戸に増加。供給協
定受精卵の移植頭数は増加し、令和 4 年 98
頭で一般販売 32 頭を超過。受精卵産子の協
定農家への販売比率が増加し、県内保留率
は平成 29 年度 79％が令和 4 年度 82％に向
上。受胎率向上対策は新鮮卵の配布及び高
受胎率卵（広島県開発のガラス化卵をフィ
ールドで融解できる凍結器具「ビトラン
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7」）の普及を実施。新鮮卵の受胎率は平成
28 年 45％が令和 4 年 54％に向上、高受胎
率卵は平成 30 年 20％が令和 4 年 46％に向
上。供給協定の取組は、今回の検証により
一定の成果を確認。受胎率のさらなる向上、
供給協定締結農家数の増加、受精卵産子受
け入れ農家数の増加を目指す。 
 
187．集落組織や耕種及び非農家が取り組む
山口型放牧への支援：山口県東部家保 永
久瑞世、小南直司 
 中山間地域における過疎化や農業就業人
口の減少により耕作放棄地が増加。対策と
して、当所は山口型放牧を推進。今回、畜
産農家ではない３者（以下、A、B、C）に対
し、関係機関と連携し、資材や牛の貸出制
度の活用、電気牧柵設置や牛の管理指導、
及び事業活用の誘導等を実施。また、放牧
終了後、アンケート調査から成果や課題を
抽出し次年度に向け協議を実施。各事例の
放牧実施面積（放牧期間）は、A は 114a（５
月～10 月）、B は 284a（５月～11 月）、及
び C は 34a（８月～９月）。取組により、
全ての土地で景観が回復。A は放牧が地域
の取組に波及し、「中山間地域等直接支払
制度」により、経費の一部を交付金から支
出。B は柚子園の下草刈りを放牧で省力化。
C では県外在住者でも実家の農地管理が可
能であることを確認。アンケートの結果、
放牧を継続的な活動とするためには労力と
経費の負担が課題。本事例のように事業等
の適用で負担軽減を図り、農地保全に放牧
を活用することが重要。 
 
188．第 12 回全国和牛能力共進会への取組
み: ：山口県中部家保 木本結貴、竹下和
久 
 全国和牛能力共進会（全共）へ管内から
16 頭が挑戦、種牛の部 1 戸 1 頭、高校及び
農業大学校の部（特別区）1 校 1 頭、肉牛
の部 2 戸 2 頭が選抜。家保は広報活動によ
る機運醸成、交配雌牛の選定及び交配推進、
地域巡回、種牛の部中部地区予選会を主催。
最終比較審査後は地区で反省会を開催。種
牛の部は栄養指導、発育状況の確認、手入
れ、調教補助を週 1 回の計 11 回、地区関係
者で打合を 2 回実施。特別区は種牛の部同
様の内容で毎月巡回指導を実施。肉牛の部
は肥育状況の確認等を関係者での巡回と家
保のみで 4 回巡回を実施。出品者と支援者
が一丸となった取組で関係者の連携強化。
地域の特色を生かした和牛改良と優良雌牛
の地域内保留の重要性が関係者に周知、再
認識。全共挑戦を通し雌牛育成技術が伝承
され、今回の経験を活かし担い手育成を図
る。効率的な和牛生産を行えるよう今後も
指導を継続。 
 
189．飼料価格高騰下での酪農経営支援の取
組：山口県西部家保 西本清仁、森祐介 

 管内の１酪農家を重点指導農家に指定、
牛群検定データを活用し、①繁殖成績の向
上、②乳量の増加、③副収入の増加につい
て、家保と関係機関が連携した支援を実施。
その結果、①繁殖検診の強化等により初回
授精日数 83 日、経産 JMR21 日に向上、牛群
検定目標値に接近。②乾乳期間の短縮によ
り搾乳期間を延長、1 頭当たりの年間乳量
が約 600kg 増加。③子牛生産を交雑種から
黒毛和種の ET に切り替え、副収入の試算値
は約 20%増加。一方、令和 4 年の搾乳牛全
頭の「平均乳代－平均飼料代」の金額は 38,
961 円で令和 3 年比-8.7%に悪化。これは、
飼料代が令和 3年比 29.1%増加したものの、
平均乳代の増加が 10.1%に留まったことが
影響。今後の課題は、平均分娩間隔の短縮
及び ET 受胎率の向上に加え、飼料価格高騰
対策として、購入国産 TMR 飼料給与による
泌乳への影響及びコストの検討、飼料用稲
WCS 等の自給飼料を活用した飼料設計によ
る飼料費削減が挙げられる。 
 
190．酪農支援の取組：山口県北部家保 河
野紗希、小杉真樹 

乳用牛群能力検定事業に加入している酪
農家に対し、関係機関と連携し、飼養管理
技術の向上による乳量増加や乳質改善に向
けた現地支援に取り組む中で、 
A 農場において、夏季から秋季の乳量低下
と体細胞数増加、廃用率の高さの２つの課
題が判明。夏季から秋季の乳量低下と体細
胞数増加は、暑熱とサシバエが要因と推察。
暑熱対策として、屋根に特殊塗料の塗布、
サシバエ対策として、環境整備、薬剤散布、
サシバエネットの設置を実施。また、廃用
率の高さは、乾乳期及び周産期の飼養管理
の不備による周産期疾病が要因と推察。対
策として、乾乳期のボディコンディション
スコアの確認や添加剤投与プログラムを改
善。これらの対策の結果、夏季から秋季の
乳量低下は軽減し、体細胞数が減少。また、
廃用頭数も減少し、中でも繁殖障害や消化
器障害に起因するものが減少。今後も現対
策の強化と厳しい経営を迫られている酪農
家を支える現地支援に取り組んでいく。 
 
191．肥育養牛経営から時代に即した経営へ
（第二報）：徳島県徳島家保阿南支所 山
口貴大、片山久美子 
 黒毛和種の繁殖肥育経営をとりまく情勢
において、飼料価格や資材費の高騰が続く
中、経営の安定化には経費の削減が急務。
そこで、昨年度より、一貫経営への転換に
取り組む管内肥育農家に対し、経費削減を
目的とした指導を開始。経費の中から特に
繁殖経費の削減を目的として指導。令和 4
年 12 月 1 日時点で 18 頭（うち 4 頭育成牛）
繋養中。令和 4 年 4 月 1 日から 12 月 1 日ま
でに、畜主家族が人工授精を行った繋養繁
殖牛の妊娠率は 89.9％であり、繁殖にかか
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る経費は外注した場合と比較し、5,866 円/
頭の削減。子牛の飼養衛生管理では、獣医
師の治療を要した子牛は 9頭中 1頭であり、
目立った疾病発生はなく推移。今後の課題
として、将来的な経費増加につながる要因
である牛伝染性リンパ腫への対策を行い、
経営の安定化につなげる。 
 
192．乳用牛の心臓血管過誤腫の 1 例：香川
県東部家保 瀬尾泰隆、上村圭一 

46 か月齢のホルスタイン種で血中尿素
窒素と血中クレアチニンが高値を示し、予
後不良と判断され、病性鑑定を実施。泌尿
器系で慢性炎症を確認。心臓の左心室壁に
は限局性の瘢痕組織あり。右心耳表面には
直径約 5mm の結節が多数形成。右心房の内
腔には約 7cm の腫瘤を確認。腫瘤は三尖弁
の基部と右心耳の一部に付着し、その割面
は白色の壁の薄い大小の管腔又は弁状物が
多数みられ、互いに吻合。小血管もあり。
また、腫瘤は右冠状動脈と連絡。病理組織
検査により、腫瘤は大小の血管、心筋線維
及び脂肪組織で構成。病変部の血管壁は膠
原線維、弾性線維や脂肪組織のほか、粘液
基質や多数の毛細血管様血管で構成。血管
周囲には平滑筋束や脂肪組織が散見。構成
細胞に異型性なし。以上より、心臓血管過
誤腫と診断。牛の心臓血管過誤腫は右心房
が好発部位。右冠状動脈の血流により肥大
化したと推測。血管壁内の毛細血管様血管
は歯肉等で形成される血管過誤腫の血管に
類似。 
 
193．S 市における自給飼料生産の現状と課
題について：愛媛県南予家保 山根優真、
村上恭彦 
 県下有数の畜産地域である S 市では、昨
今の飼料価格高騰を背景として、関係機関
連携のもと、定期的に自給飼料増産に向け
た検討を行っている。検討会では、栄養価
の高い自給飼料生産面積の拡大及び確保
と、高齢化・多頭化に伴う労働力確保のた
めに、コントラクター組織の機能強化が挙
げられている。その中で現在、水田地帯の
主要な飼料作物ある飼料イネ（WCS）の作付
面積が 56haから 100haと年々増加している
（2019-2022）。一方で、畜産農家の収穫量
が顕著に増加する中、現在のコントラクタ
ーが担う収穫面積は 24.8haから 31.8ha(20
19-2022)と微増に推移しておりコントラク
ターには、更なる収穫能力向上が求められ
ている。今後も、牛の良好な粗飼料として
の WCS の需要増加が見込まれる。そのため、
作付面積を確保しつつ自給飼料生産を拡大
するには、収穫機械とオペレーターなど労
働力の確保に努め、コントラクター組織の
機能強化について検討を深めていく方向で
ある。 
 
194. 東予管内における肉用牛繁殖経営へ

の就農支援（第二報）：愛媛県東予家保 河
野聡馬、真鍋フミカ 

東予家保では 2019 年に新規就農した肉
用牛繁殖農家の伴走支援を継続している
が、安定した経営継続及び規模拡大のため
には、繁殖技術の向上、飼料コストの削減、
作業の効率化などの課題が見受けられた。
そこで、それらの諸課題を改善するため支
援を行った。繁殖成績向上のため、繁殖指
導を定期的に実施。人工授精技術や長期不
受胎牛に対する飼養管理を指導。自給飼料
については、畜産研究センターに依頼し、
メヒシバの成分分析を実施。土壌分析、強
害雑草の判別・除去など自給飼料生産技術
を指導。また周辺耕種農家との連携を支援。
繁殖指導の結果、A 氏の繁殖技術が向上し、
受胎率が 2021年は 42％であったが 2022年
は 67％まで改善した。また自給飼料生産拡
大と稲わらの確保により粗飼料自給率 100
％を達成。現在は飼料生産にかかる労働力
不足を懸念しており、放牧場の活用などに
より省力化していく予定である。 
 
195．愛媛あかね和牛繁殖農場における代謝
プロファイルテストを活用した繁殖成績向
上の取組(第 2 報)：愛媛県中予家保 岸本
勇気、戸田広城 

【緒言】管内あかね和牛繁殖農場に対し、
2021 年から関係機関が連携して繁殖成績
改善の取組を実施。【方法】代謝プロファ
イルテスト（MPT）等を用いて飼養管理の改
善を支援。MPT は 2022 年 7 月に行い、飼養
規模拡大に合わせた作業動線及び飼養管理
場所を提案。検査項目は栄養度、MPT が血
液生化学検査（Glu、T-cho、AST 等）、一
般血液検査、ビタミン検査（VA、β-カロテ
ン等）、受胎率、受胎に要した AI 回数、初
回 AI 日数、空胎日数について調査。【結果】
2022 年 7 月の結果は栄養度が 4.9、Glu55.
8mg/dl、T-cho98.5mg/dl、AST59.3U/l、VA
85.1IU/dl、β-カロテン 105.3 ㎍/dl。202
2 年度の繁殖成績は、受胎率が 46.7％、受
胎に要した AI 回数が 2.6 回、初回 AI 日数
が 61.4 日、空胎日数が 89.3 日。【考察】
過肥牛の改善と血中β-カロテン濃度の増
加により繁殖成績（受胎率、受胎に要した
AI 回数、空胎日数）が向上。引続き個体管
理の徹底、職員への AI 技術及び発情発見技
術の指導が必要。 
 
196．交雑種子牛における小腸由来を疑う乳
頭状腺癌：愛媛県家畜病性鑑定所 片山亜
紀保 

2022 年 3 月 15 日、飼養頭数約 400 頭の
肉用牛肥育農場で約 4 か月齢の交雑種子牛
1 頭が急死。剖検では腹部膨満、茶褐色腹
水の貯留、十二指腸～小腸上部を巻き込ん
だ巨大な腫瘤形成を認めた。腫瘤の病理検
査では線維脈管性間質を伴って類円形の核
と円柱状～立方状あるいは円形～多角形の
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細胞質を有する腫瘍細胞が乳頭状に増殖。
一部ではシアロムチン産生を伴う線条縁を
有する腸腺様構造の形成も認めた。腫瘍細
胞の核は著しい大小不同を呈し、多核の腫
瘍細胞を多数認め、有糸分裂像が多数観察
された他、脈管侵襲を認めた。腫瘤は肉眼
的に腸管を巻き込むように形成されており
原発部位の特定が困難だったが、腫瘍細胞
は線維脈管性間質を伴って乳頭状に増殖し
一部でシアロムチン産生を伴った腸腺様の
構造を形成していること等から小腸粘膜上
皮由来であることが示唆。腫瘍細胞の異型
性が高く脈管侵襲もみられることから悪性
腫瘍であると考え、小腸粘膜上皮由来を疑
う乳頭状腺癌と診断。 

 
197．第四胃穿孔のみられた哺乳子牛の一例
：高知県中央家保嶺北支所 北川咲、山﨑
也寸志 

令和 4 年 11 月末、子牛の嘔吐を主訴とし
て A 牧場から往診依頼。症例は 13 日齢の褐
毛和種 ET 産子。T38.5、元気・食欲不振、
泡沫性流涎を確認。症状から消化器疾患を
疑い、口腔・咽頭・食道検査するも異常な
し。血液検査の結果、Ht 値の上昇、血中 T
P、ALB の低値、GLU、CPK が上昇。輸液、抗
生剤、消炎剤等により治療し、食欲回復す
るも第 7 病日に死亡。原因検索のため、病
性鑑定を実施。病理解剖の結果、第四胃の
穿孔による腹腔への胃内容の漏出および腹
膜炎を確認。組織所見では穿孔部周囲の第
四胃漿膜において線維芽細胞の増生などの
炎症反応を軽度認め、発症から数日経過し
た病変と推察。その他、腎臓や心臓の空胞
変性、肺のうっ血などの循環障害を示唆す
る所見を確認。以上の結果から、異物によ
る物理的要因により胃壁に穴が空き、徐々
に病態が悪化、腹膜炎に波及、死亡したと
推測。農家に哺乳期の飼養管理を聞き取り、
誤食しそうなものを除去するよう指導。 
 
198．血管奇形を原因とした子牛の第四胃腫
瘤：高知県中央家保 岸咲野花 
 症例はホルスタイン種、♀、4 ヶ月齢。
令和 4 年 5 月 1 日に離乳後、慢性的な腹部
膨満を呈するようになったため胃洗浄や生
菌剤等で加療し改善するも完治せず。6 月 1
0 日に再び状態悪化し 1 日 3 回第一胃ガス
抜去が必要な状態となったため、6 月 30 日
に予後不良で鑑定殺。剖検では、第四胃の
幽門部付近の粘膜面に 2×2×1.5cm の腫瘤
を認めた他に著変なし。組織学的に、粘膜
下組織から筋層にかけて多数の蛇行した小
血管、増殖した平滑筋細胞と膠原線維、浸
潤脂肪組織を認めた。腫瘤内の小血管は、
血管平滑筋の走行が乱れ、壁の厚さ不均一。
血管以外に異常構造は見られなかったこと
から、本症例は血管奇形を原因とした平滑
筋の反応性増殖および周囲の線維化と脂肪
浸潤と診断。幽門部に腫瘤が形成されたこ

とで通過障害をおこし、慢性的な腹部膨満
を呈したと考えられた。 
 
199．子牛の初乳摂取調査と今後：佐賀県北
部家保 原敦子、大坪利豪 
 黒毛和種繁殖牛農家から子牛の発育のバ
ラツキにより、初乳の摂取状況等について
相談あり。初乳の摂取及び性状、分娩前後
の母牛の健康状態、飼養状況を調査。初乳
の摂取状況調査のため、子牛 10 頭の血液学
的・生化学的検査及び亜硫酸ナトリウム混
濁試験（SSTT 法）を実施。TP、Glb、GGT
及び SSTT 法の濁度の各平均値は、生後 0～
3 日齢が生後 1～3 週齢より高値。初乳の性
状は、母牛 10 頭の Brix 値を測定し、平均
30.5％と良好。母牛の健康状態は、分娩前
約 3か月～分娩後 1か月の母牛 14頭の血液
学的・生化学的検査を実施し、分娩前に NE
FA 及び BHB 上昇、分娩前後に BUN 低下を確
認。以上より、母牛では分娩前のストレス
等を推測したが、初乳摂取状況は問題なし。
今回の調査後、分娩房床敷の濡れや哺乳子
牛の下痢の発生等の飼養衛生管理に問題を
確認したため、今後は出荷まで調査を続け、
発育のバラツキの原因を解明する。 
 
200．牛飼養農家の衛生意識向上を目的とし
た飼養衛生管理基準遵守指導：長崎県中央
家保 中川竜太朗 

飼養者の衛生意識は畜種間で格差があ
り、特に牛飼養農家（農家）の飼養衛生管
理基準（基準）遵守率は総じて低い傾向。
遵守率向上を図るため、畜産関係者（関係
者）を含めた衛生意識高位平準化が必要と
考え、令和 3 年 6 月、長崎・県央地域飼養
衛生管理指導強化推進協議会（協議会）を
発足し、関係者と連携して指導する体制を
構築。農家サイドの取組みに併せて、関係
者自身が取組む項目を実践 7 項目として設
定し、遵守レベル向上を推進。全項目一律
の指導では農家の効果的な基準改善が図ら
れないため、農場出入時の対策等を重点項
目として濃密指導。協議会関係者自身の取
組状況アンケートでは、畜舎出入り時の手
指及び長靴の消毒実施率は 90%以上、その
他の項目は 70%以上となり、関係者の衛生
意識が向上。重点項目を絞込んだ濃密指導
の結果、農家の理解度も高まり遵守を確認。
今後も農家と関係者の協働により遵守率向
上並びに取組の継続を図る。 
 
201．牛肥育家族経営農場の県内初畜産 GAP
認証取得への衛生対策支援：熊本県中央家
保 藤園航、山下美咲 
 当該農場は、夫婦 2 人の牛肥育家族経営
で交雑種を飼養。R3 年 4 月に畜産課、振興
局、家保及び関係団体で「上益城地域畜産
GAP 指導チーム」を結成し支援開始。農場
入退場時の交差汚染防止のため、更衣用コ
ンテナの設置場所や室内レイアウト及び入
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退場手順を家保が複数回指導・助言。飼養
衛生管理マニュアル作成についても、家保
の助言により農場主が短期間で作成。その
他、当該農場での模擬審査等を実施。R4 年
4 月、畜産 GAP 認証を取得。関係機関が一
体となり、専門的立場から支援した結果、
家族経営農場としては県内初の畜産 GAP 認
証を取得。飼養衛生管理指導専門機関であ
る家保が指導・助言したことで、農場主が
飼養衛生管理基準遵守の重要性を再認識す
ることになり、衛生意識の向上に貢献。今
後も専門的な立場から、家畜伝染病の発生
予防対策等の指導・助言をするとともに、
畜産 GAP 認証維持のみならず認証基準の変
更や更新審査の際にも支援を継続。 
 
202．第 12 回全国和牛能力共進会種牛の部
第６区総合評価群の取組：大分県大分家保
 児玉彬、人見徹 

第 12 回全国和牛能力共進会（以下、第 1
2 回全共）第 6 区総合評価群は、種牛能力
と産肉能力を唯一評価する出品区で共進会
の花形。当家保管内では由布市が取組み県
代表に選出、第 12 回全共鹿児島大会に出
場。県は第 12 回全共大分県推進協議会を設
立、種雄牛を選定。 当家保は中央地区指導
班を組織し第 6 区候補牛生産を推進、繁殖
農家指導及び支援を実施。第 6 区候補牛生
産へ、母牛 63 頭に人工授精を実施、38 頭
の受胎を確認、18 頭の候補牛が誕生。地区
予選会等で 6 頭を選抜し、県最終予選会で
4 頭が県代表牛に決定。第 12 回全共鹿児島
大会で優等賞 5 席を獲得。黒毛和種頭数の
少ない由布市産牛が第 6 区代表に選抜され
たのは、積極的授精推進による選抜圧増加
が理由と推察。第 12 回全共出品の取組を通
じ、由布市に種牛能力、産肉能力のバラン
スの良い繁殖雌牛集団を作成。次回大会で
は、各地区での積極的授精推進により選抜
圧を増加し、県全体で優良な繁殖雌牛集団
をつくりたい。 
 
203．キャトルステーション衛生対策の取組
み：大分県豊後大野家保 菅正和、波津久
香織 
2018 年、管内キャトルステーション（CS）
で季節を問わず呼吸器症状や下痢症が多く
確認、事故率も高くその低減のため 2019
年 7月から CS搬入時検査による衛生対策の
取組を担当獣医師と継続。子牛搬入時に、
体重測定、聴診、体温測定、血液検査及び
鼻腔スワブ検査を行い、ウェルカムショッ
トとして呼吸器病関連ワクチン、チルミコ
シン、クロストリジウムワクチン、駆虫を
実施。搬入時 RS 抗原検査陽性を示す個体が
複数みられた搬入元農場に、CS 搬入前に呼
吸器関連ワクチンの早期接種を指導。また、
ビタミン A 値の低下があり、飼料添加物の
変更を行いその適正量について指導。2021
年 12 月、急死事例がありクロストリジウム

・パーフリンゲンス感染症と診断。それを
受け農場のクロストリジウム対策としてア
ルデヒド製剤を用いた消毒方法について指
導。その結果、当該 CS における事故・廃用
頭数は、2018 年 11 頭、2019 年 10 頭、202
0 年 3 頭 2021 年 4 頭、2022 年 5 頭と対策開
始から低減。 
 
204．病畜に焦点をあてた牛と畜検査データ
の活用推進：大分県大分家保 安達恭子 

2020 年度に病畜出荷した 35 カ月齢以下
の黒毛和種肥育牛 108 頭のと畜データを用
い調査。【調査】①頭数：育成期 7 頭、肥
育前期 11 頭、肥育中期 19 頭、肥育後期 71
頭で後期が多く全体の 6 割。②疾病調査：
尿路系疾病(尿石等)が 11 頭。外傷(骨折等)
は 21頭で育成期は病畜の 6割。胸腔炎症(胸
膜炎等)は 14 頭で前期は病畜の 5 割。【考
察と指導ポイント】①肥育後期に頭数が多
いのは損害拡大防止のための早期出荷によ
るもの。重要なのは出荷時のタイミングが
適切であったかであり今後検証予定②尿路
系疾病は早期発見が損失防止に重要。外傷
のうち骨折、脱臼は損失大の傾向があり、
対策実施が損失防止に重要。前期の胸腔炎
症対策は導入直後の飼養管理徹底が重要。
【データ活用】と畜検査エクセルデータ一
覧表を「見える化」した帳票を作成。分析
内容や帳票を研修会や定期刊行物で共有。
今後の農家指導(損失軽減)に活用予定。 
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Ⅱ 豚の衛生 
 
Ⅱ－１ ウイルス性疾病 
 
205．県内初の豚熱発生対応及び系列農場経
営継続支援事例：宮城県大河原家保 岸田
竜馬、加藤里子 

令和 3 年 12 月、母豚 1,600 頭規模のスリ
ーサイト方式養豚場(農場構成：繁殖(A)、
離乳・肥育(B)、肥育(C、D))の B で豚熱発
生。B の全頭と疑似患畜とした C の一部、
計 10,386 頭を殺処分。糞尿を B から移動し
ていた A、C の処理施設を含め、防疫措置を
7 日間で完了。A で週 800 頭生産される離乳
豚の移動先の確保のため、D をオールアウ
トし、離乳舎に改造。例外協議により、離
乳豚移動のために産前母豚の抗体保有検査
を実施。さらに、C の疫学関連家畜のと畜
場出荷先の確保のため、短期間に国、出荷
先の県及びと畜場と協議を重ね、肥育豚の
健康観察等を実施。これらによりピッグフ
ローの迅速な再構築を支援。検査により、A、
C、D の移動制限を解除するまでこの体制を
継続。B は、環境検査で清浄性を確認し、
防疫措置完了後 77 日で再開。マルチサイト
方式では、施設共有も多く、特に部分的殺
処分となった場合、農場経営圧迫を最小限
に抑えるため、柔軟且つ速やかな対応が重
要。 
 
206．豚熱疫学関連農場における防疫対応と
課題:宮城県北部家保 町田奈央、真鍋 智 

令和 3 年 12 月、県内 2 例目となる豚熱の
発生に伴い、発生農場から肥育素豚を導入
していた肥育農場が疫学関連農場に指定。
現地地方支部の連絡調整会議にて、当該農
場の防疫措置を当支部主体で実施すること
に決定。翌々日、市職員 4 名、建設業協会
等の民間団体 26 名、県職員 112 名、のべ 1
42 名を動員し、疑似患畜 33 頭の殺処分、
死体及び汚染物品の埋却、堆肥の封じ込め
措置及び畜舎消毒を実施。当日中に防疫措
置を完了。1 月、同居豚の臨床及び血液検
査で異常の有無を確認し移動制限を解除。
後日、防疫措置従事者に対し、課題把握の
ためのアンケート調査を実施。その結果、
各現場との情報連絡体制、防寒対策及び埋
却地や支援センターに係る防疫計画の不
備、支部単独対応による人員不足等の意見
あり。これらの意見をもとに、今年度の防
疫演習では、机上演習や支援センター設営
訓練に加え、情報伝達訓練も実施。今後も、
防疫計画の充実と連携体制の強化を図る。 
 
207．宮城県の豚熱 2 事例の白血球数減少を
主体とした血液性状の動態：宮城県仙台家
保 塩原綾早、髙野泰司 
 令和 3 年、県内の豚熱ワクチン接種農場
で豚熱 2 事例発生。豚熱 PCR 陽性率・陽性
群の白血球数の中央値は 1 例目：4.4%(4/9

1 頭)・3,455/μl，2 例目：21.9%(60/274
頭)・9,050/μl。2 例目は複数の区画で陽
性豚がみられ、1 例目と比較し白血球数減
少せず、感染直後の個体が多いと推察。2
事例の 30～85 日齢の PCR 陽性群（n=64）と
陰性群（n=129）の血球数で Mann-Whitney
の U 検定実施。陽性群で白血球・赤血球・
血小板数が有意に減少。ROC 解析による PC
R 陽性の目安となる白血球数のカットオフ
値は 12,800/μl で、防疫指針の基準値「1
0,000/μl 以下」より高値でも要注意。白
血球百分比（n=9）では好中球の左方移動の
他、好中球・リンパ球数減少（各中央値：1,
474・3,091/μl）。白血球数基準値以上の
1 検体（11,700/μl）でも同様な傾向。以
上から、豚熱感染で各血球数は減少するが、
感染初期では白血球数減少がない場合があ
り、白血球百分比の所見が重要。 
 
208．山形県における豚熱ワクチン 30 日齢
接種の適正調査：山形県中央家保 佐藤遼
太 

豚熱ワクチン接種先行県等の複数の報告
で 30 日齢以前接種推奨。そこで県内の豚熱
ワクチン 30 日齢接種の適正調査を実施。E
LISA S/P と中和抗体価に強い正の相関（相
関係数 0.91、n=3,054）を確認したため、
令和 3 年度から 4 年度にかけての母豚抗体
価の推移を S/P で分析。その結果、両年と
も第一世代母豚が第二世代母豚より有意に
高値であるものの、令和 4 年度にかけて第
一世代が有意に低下したことから抗体価の
バラつきは縮小し全体的にも有意に低下。
一方、豚熱ワクチン 30 日齢接種試験（母豚
7 頭とその産子延べ 167 頭）の結果、接種
時中和抗体 32 倍以下でテイク率 100%、64
倍以上で 80%未満。そこから母豚中和抗体
価毎に産子のテイク率を求めたところ、幾
何平均 282.6 倍で約 86%。以上より母豚抗
体価平均の更に高い 3 農場のデータを用い
検証したところテイク率 79～88%で 30日齢
接種でも陽性率 80%達成可能。本データは
今後の適正接種日齢指導に応用。 
 
209．県内で 16 年ぶりに発生した豚の流行
性脳炎と HI 試験法の検討：山形県中央家保
 本田光平、佐藤遼太 

令和 4 年 11 月、県内の日本脳炎ウイルス
（JEV）ワクチン未接種養豚農場において白
子、黒子、ミイラ胎子を混じる流死産が続
発し、病性鑑定を実施。白子 2 頭及び黒子
1 頭の体液からは異常産関連ウイルス遺伝
子は検出されず。別の黒子 2 頭の脳実質及
び脳脊髄液を追加検査したところ、JEV 遺
伝子を検出。得られた PCR 増幅産物はダイ
レクトシークエンスにより、遺伝子型Ⅰ型
の野外株と推定。さらに、発生農場母豚血
清を用い HI 試験を実施。ワクチン未接種の
異常産発生母豚群から抗体を検出。以上よ
り、豚の流行性脳炎と診断。ガチョウ赤血
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球を使用する HI 試験（従来法）は近年検査
実績がなく方法が煩雑なため、①鶏赤血球
使用法（鶏 RBC 法）、②検査時間短縮法（時
短法）を検討。①鶏 RBC 法では従来法と比
較し、相関係数 r=0.98 かつ判定が容易。②
時短法では r=0.87 を示すが、従来法より H
I 抗体価が低下。更なる改良が必要。 
 
210．豚熱ワクチン接種適期の推定モデルの
検討：福島県中央家保 西郷智貴、橋本知
彦 

近年の豚熱発生事例はワクチン接種前の
離乳豚で多く、ワクチン接種適期の把握が
重要。中和試験は判定までに時間を要する
ため、母豚の ELISA S/P 値から子豚のワク
チン接種適期を推定するモデルを検討。S/
P 値と中和抗体価の相関を調査、S/P 値から
母豚の中和抗体価及び子豚の移行抗体価を
推定し、子豚の各日齢でのワクチンテイク
率を試算し、ワクチン接種適期を推定。4
農場について、実測値とモデルの中和抗体
価によるワクチンテイク率を比較。その結
果、両者の相違は小さく、本モデルによる
推測は概ね可能と判断。実際の接種時期と
モデルでの推定接種適期で約 10 日の相違
を認め、免疫空白のリスクがある農場や、
ワクチンブレイクをおこす可能性がある農
場を確認。モデル構築には、母豚の世代に
よる抗体分布のばらつきなど考慮が必要。
今後、精度を高め農場に活用し、今後の免
疫付与状況等確認検査で効果を検証し、適
切なワクチン接種適期の推定を目指す。 
 
211．豚熱ワクチン早期接種の有用性と接種
回数の検討：茨城県県西家保 佐藤朝咲、
水野博明 
 当所では令和 3 年 6 月から豚熱ワクチン
の接種時期を 50 日齢から 30 日齢に変更。
しかし、管内農場の母豚の中和抗体価の中
央値は 128 倍と低く、更なる前倒しを検討。
まず、母豚の中和抗体価が低い A 農場の母
豚 3 頭(中和抗体価 4、64、64 倍)の子豚に
10 日齢接種を行い、150 日齢で中和抗体価
を測定した結果、全ての豚から 2 倍以上の
中和抗体を検出。低抗体価母豚から生まれ
た子豚へのは 10 日齢接種は有用と示唆。一
方、母豚の抗体価にばらつきがある場合の
ワクチン接種適期を検討するため、B 農場
で抗体価の異なる母豚 4頭(中和抗体価 64、
128、256、1024 倍)の子豚を 10、 60 日齢
接種の試験区と、10 日齢接種の対照区で接
種試験を実施。対照区では 21 頭中 6 頭の抗
体上昇(陽性率 29%)に対し、対照区では 22
頭中 19 頭で抗体上昇(陽性率 86％)と抗体
保有率が改善。母豚抗体価がばらついてい
る場合は 2 回接種が有用と示唆。以上のこ
とから、豚熱発生リスクの高い地域の農場
に関しては 30日齢以前の接種や 2回接種す
ることで豚熱発生防止に努めていく。 
 

212．免疫の空白期間短縮を目指した豚熱ワ
クチン接種方法の検証：栃木県県央家保 
小笠原悠、米山州二 
 子豚へのワクチン接種前後に生じる免疫
の空白期間を短縮すべく、接種方法を検証。
PRRS 陰性農場の子豚 75 頭を単回接種群・
追加接種群に分け、追加接種群は初回接種
から 30 日後に追加接種。接種 4 か月後まで
抗体価の推移を追跡し、抗体価 1 倍以上維
持でワクチンテイクと判定。単回接種群で
のテイク率は移行抗体価 32 倍以下:100%、6
4 倍:71.4%、128 倍:66.7%と、既報より高い
傾向。追加接種群では初回接種時の移行抗
体価 32 倍以下:100%、64 倍:80%、128 倍:9
0%となるも、追加接種による抗体上昇は限
定的。本成績を基に当県の母豚抗体価から
算出した接種適期は 22～26 日齢と、既報を
基に算出した 44～52 日齢より空白期間を
大きく短縮。既報より単回接種のテイク率
が高くなった主な要因は、判定基準の違い
と推察。追加接種群の抗体上昇が限定的で
あったのは、初回接種で細胞性免疫が誘導
された可能性。追加接種の詳細な評価には
細胞性免疫の調査が必要。 
 
213．豚熱発生農場における豚熱の PCR 結果
と中和抗体価の比較：群馬県家衛研 清水誠
之 

令和 3～4 年度の豚熱発生 3 農場につい
て、豚熱 PCR 結果と中和抗体価（抗体価）
を比較し、発症状況と合わせて検証。豚熱
確定後の 3 農場の繁殖豚 64 頭、離乳豚 145
頭、哺乳豚 73 頭計 282 検体を用い、PCR・
中和試験を実施。繁殖豚はすべて無症状、P
CR 陰性で、抗体価は 32 倍～4096 倍以上。1
農場について発生数か月前の繁殖豚の抗体
価と比較し、幾何平均値は 94.0 から 600.8
に上昇。離乳豚は 145 頭中発症群 135 頭。
うち PCR 陽性は 75 頭。その抗体価は 2 倍未
満～256 倍。哺乳豚は 73 頭中発症群 47 頭、
未発症群 26 頭。PCR 陽性はそれぞれ 19 頭
と 7 頭。その抗体価は 2 倍～256 倍以上。
移行抗体価 32～64 倍でワクチン接種が推
奨されるも、若齢豚では抗体価 64 倍でも感
染防御、発症防御は困難。繁殖豚はワクチ
ン抗体により、発症防御可能でも感染防御
困難な可能性が示唆。ウイルス侵入防止対
策が重要。 
 
214．管内一種豚場の豚熱ワクチン接種適期
検討：埼玉県川越家保 成田沙織、石原径
佳 
 特定家畜伝染病防疫指針に基づき、令和
元年 11 月から予防的豚熱ワクチン接種開
始。母豚 170 頭飼養の管内一種豚場で令和
3年 10月に実施した免疫付与状況等確認検
査で肥育豚(接種日齢 40～57日齢)の ELISA
抗体陽性率が 8 割を満たさず。全飼養母豚
の豚熱 ELISA 検査及び中和試験を実施、ワ
クチン接種適期を検討。令和 3 年 11 月から



 
 
 
 - 46 - 

令和 4 年 10 月、分娩 2 週間前の母豚 226
頭延べ 391 頭を検査。中和抗体価と ELISA 
S/P 値に正の相関(相関係数 r=0.8)が見ら
れ、令和 4 年 4 月以降は推定接種適期を参
考にワクチン接種。令和 4 年 10 月に実施の
免疫付与状況等確認検査は免疫付与率 8 割
以上で、適切な日齢での接種を確認。さら
に、母豚の ELISA 検査陰性の場合、哺乳豚
の早期接種を開始。母豚更新により接種適
期が 30 日齢以前に早期化と推定。生後間も
ない哺乳豚へのワクチン接種の課題発生。
豚熱免疫空白期間短縮、接種適期を検討、
本農場の状況に応じた的確なワクチンプロ
グラム策定を引き続き支援。 
 
215．管轄が異なる豚熱疫学関連 2 農場への
同時防疫対応：埼玉県熊谷家保 杉山公一、
増田淳 
 令和 3 年 12 月 25 日、宮城県内の養豚農
場で国内 76 例目の豚熱が発生。豚熱に関す
る特定家畜防疫指針に基づき、発生農場か
ら生産された精液を導入し人工授精を行っ
た管内 1 農場（A 農場）7 頭及び川越家保管
内 1 農場（B 農場）8 頭が疑似患畜となり、
殺処分等の防疫措置を実施。防疫措置には、
畜舎配置、重機等の進入経路、埋却地の状
況など様々な農場情報が必要。当所は、殺
処分や埋却処理等の防疫作業総括の役割を
担っている。過去の本県豚熱発生は当管内
の発生であったため、必要な情報は必然と
入手可能だったが、本事例の B 農場は管轄
外のため情報が不足。よって管轄の川越家
保が主体的に殺処分に当たる方が効果的と
判断し、当所から職員を派遣の上、農場防
疫作業を支援。迅速で円滑な防疫措置は農
家情報が肝要。本県では令和 4 年 2 月に家
畜衛生関連情報共有システムを導入し、情
報共有を強化する他、今後も防疫資材の備
蓄や防疫対応の経験や知識を継承し、特定
家畜伝染病発生に備える。 
 
216．データのバラツキを考慮した ELISA
からの豚熱ワクチン接種日齢決定法：埼玉
県中央家保 小泉舜史郎 
 接種日齢は中和試験との相関から ELISA
により検討。しかし相関関係式による検討
はデータのバラツキから精度に課題。そこ
で新たな決定法を考案検証。①S/P 値、抗
体価が既知のデータを S/P 値順に 8 等分②
各区分の S/P 値範囲を記載した表作成、③
各区分の抗体価割合を記載した表作成、④
②、③から S/P 値から抗体価 100 パターン
作出、⑤各パターンの適齢期推定、各半減
期の群のテイク成功率、移行抗体による防
御成功率算出、⑥⑤から接種日齢決定する
新法考案。上記の自動計算シート作成。母
豚データからテイク成功率と実際の成否を
比較、有意差なし。S/P 値が既知の被接種
豚及びその母豚データから新法と中和試験
による推定法の一致度を比較、相違なし。

免疫付与検査結果を用いてテイク成功率と
実際の成否を比較、有意差なし。新法は一
定の精度で接種日齢決定可能。S/P 値をシ
ートに入力するのみと簡便。多農場でより
適切な接種可能と考察。データ置換えも容
易で広い活用が期待。 
 
217．県外の豚熱発生に伴う疑似患畜を飼養
する管内農場の防疫措置概要:千葉県北部
家保 中島有美子、新居友明 
 令和 3年 12月 25日宮城県で豚熱が発生。
発生農場から移動した豚や発生農場から採
取された精液を用いて人工授精を行った豚
は疑似患畜となり、疫学関連農場は全国で
11 県 26 農場、千葉県内では 6 農場。管轄
する家畜保健衛生所ごとに防疫措置を行う
こととなり、管内では 2 農場対応。A 農場
は育成豚 11 頭、B 農場は繁殖豚 44 頭の殺
処分を実施。A 農場は家畜防疫員 3 名で耳
介静脈からの薬殺を実施。人員が少ないと
きに簡便で有効な手段と判明。Ｂ農場は、
県職員を動員し、家畜防疫員が電殺機で殺
処分を実施。重機の手配、電殺機を使用す
る際の安全確保、防疫活動従事者の肉体的
・精神的ストレスの軽減などが課題。豚の
疫学関連農場では、殺処分後の移動制限に
よる出荷スケジュールの変更、受胎後の繁
殖豚を処分することによる、約 10 か月後の
出荷頭数の減少が発生。経済的影響が長期
化するため、継続的な支援が必要。 
 
 
218．他県豚熱発生種豚農場から導入した精
液による疑似患畜の発生とその防疫対応：
千葉県南部家保 後藤花菜、矢嶋真二 

令和 3 年度、宮城県の種豚農場で豚熱が
発生。発生から遡って 21 日以内に出荷され
た精液を用いて人工授精した、管内一農場
の繁殖豚 25 頭が疑似患畜となった。当農場
は豚熱ワクチンを接種している一貫経営
で、殺処分対象豚とその他の豚が農場内に
同居する状態で防疫措置を実施。全頭殺処
分と異なり、同居豚と疑似患畜の隔離が必
要になったため、動線の設定、殺処分後の
消毒、汚染物品の取り扱いについて検討。
また疑似患畜の発生場所は、移動制限区域
として肥育豚の出荷を一時停止したが、防
疫措置完了後、例外協議により、すみやか
に出荷を再開。52 条徴求報告により毎日農
場の状況を確認し、出荷時には出荷豚の健
康状態確認のため農場で立ち会いを実施。
一連の防疫措置を行ったことによる同居豚
への影響は見られなかった。本事例を整理
し、必要な対応をまとめることで、今後同
様な事案が生じた際に迅速に対応ができる
よう万全の準備を整えたい。 
 
219．豚熱ワクチン接種豚の抗体調査（第 3
報）：千葉県中央家保 三浦良彰 

豚熱ワクチン接種豚について令和 2 年か
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ら抗体調査を開始。昨年度第 2 報で 30 日齢
子豚の移行抗体価は中央値 16 倍、30 日齢
接種で抗体獲得率 80％以上と試算し県内
養豚農場に 30-40 日齢接種を推奨。今回①
繁殖豚の中和抗体価、②移行抗体価と中和
抗体獲得の関係、③ワクチン接種前子豚群
の移行抗体価について追加調査を実施。①
繁殖豚は中和抗体価の変動が予想された
が、第 2 報と同様中央値は第 1 世代 128 倍、
第 2 世代 64 倍であり、第 1 世代より第 2
世代が有意に低い結果。②移行抗体価 32
倍以下の子豚はワクチン接種後全頭が中和
抗体を獲得、64 倍以上で抗体獲得率は低
下。③30 日齢子豚の移行抗体価の中央値は
16 倍、30 日齢接種での抗体獲得率は 85.1%
と試算。以上から現状では 30 日齢が接種適
期と判断。一方、20 日齢接種での抗体獲得
率は 76.3％と昨年度より 5.8％上昇してお
り、今後は 20～30 日齢での早期接種も視野
に調査を継続し農家指導の一助とする。 
 
220．豚熱ウイルス不活化処理条件と遺伝子
検査への影響評価：東京都家保 八町慶史 
 2020 年、竹内が血清中の豚熱ウイルス（C
SFV）の不活化方法を報告。今回 CSFV 不活
化条件最適化のため紫外線（UV）を用いた
追加検証及び遺伝子検査への影響評価実
施。CSFV 不活化条件検証は、①溶血血清検
体の UV 透過率を測定し、CSFV ワクチン株
を混和後、UV 照射しウイルス力価を測定。
②光源からの位置を変えて UV を照射し、ウ
イルス力価及び中和抗体価を測定。遺伝子
検査影響評価では、③UV 照射 CSFV を用い
て、コンベンショナル PCR（PCR）、リアル
タイム PCR（qPCR）、ウイルスゲノム全長
を標的とした PCR を実施。結果、①溶血に
より UV 透過率は低下し UV 照射で完全なウ
イルス不活化は困難。②紫外線直下、45cm
15 分間 UV 照射により、中和試験への影響
なくウイルス不活化。③PCR 及び qPCR では
影響を認めず、ゲノム全長 PCR ではゲノム
損傷確認。以上より、UV 照射を有効活用し、
交差汚染防止を徹底した検査体制の構築を
実施。 
 
221．豚熱ワクチン接種適齢期検討の取組み
：神奈川県県央家保 田畑実可、英俊征 
 豚熱ワクチン接種（ワクチン接種）の日
齢設定は、母豚抗体価のバラツキや子豚の
移行抗体の影響で全国の農場で苦慮。今回、
家保と農家との間で母豚抗体価や分娩日等
の情報共有で、段階的に接種日齢変更を実
施した取組みを報告。当該農場は母豚 40
頭規模の一貫経営農場、農場主夫婦が従事。
ワクチン接種は隔週で実施。農場周辺では、
いのししが散見される等、豚熱の感染リス
クが高まる中、より適確なワクチン接種が
必要となった。そこで、①毎週ワクチン接
種、②月 1 回の子豚移行抗体調査、③母豚
全頭の抗体価調査、④農家との母豚情報の

共有等、ワクチン接種体制を強化。母豚抗
体価に応じた腹単位のワクチン接種が可能
となり、45 日齢以上、38 日齢以上と接種日
齢を変更。農家との母豚情報の共有で、接
種漏れ、接種遅れのないワクチン接種体制
を確立。その後に実施した免疫付与状況等
確認検査では、豚群として十分な抗体を有
し、豚熱の感染リスクが低減。今後も母豚
情報等の共有を継続し柔軟に対応してい
く。 
 
222．管内豚飼養施設の豚熱疑似患畜発生事
例：神奈川県湘南家保 奥田遥、荒木尚登 

令和 3 年 12 月 25 日、他県農場で豚熱が
発生。12 月 22 日当該農場から管内豚飼養
施設（施設）へ豚 5 頭が導入、疑似患畜と
判明。家保職員立ち合いのもと、施設の獣
医師が疑似患畜を殺処分。死体の解体、汚
染物品の回収後、密閉容器へ格納。清掃消
毒を行い、約 4 時間で防疫措置完了。その
後、1 週間隔で 3 回消毒を実施。密閉容器
は、施設利用の県外感染性廃棄物処理業者
にて焼却処分。隔離飼育されていた豚 4 頭
は、疫学関連家畜として移動を制限、解除
前に安楽殺し焼却処分。豚の導入は環境検
査陰性確認後、再開。今回、家畜の所有者
自ら疑似患畜を殺処分し、死体をレンダリ
ング処理することなく密閉容器に入れて焼
却。家保は防疫措置の助言指導と作業を補
助。休日や夜間に施設等の担当者と連絡が
取れず、調整に時間を要したものの、少頭
数飼養施設での豚熱発生時対応として有用
な事例。迅速な防疫措置を行うべく、引き
続き、連絡体制および防疫計画の確認と見
直しを行う。 
 
223．適期接種に向けた母豚群の豚熱ワクチ
ン免疫状況の分析：富山県東部家保 水木
亮史、藤井晃太郎 

母豚 100 頭以上飼養の管内 5 農場を対象
に 6 か月ごとのエライザ検査 SP 値（計 6
回分）を用い母豚群の豚熱ワクチン免疫状
況の経時的変化を分析（n=467）。母豚は子
豚期接種時の移行抗体の影響の有無で第一
世代と第二世代に区分。各回の分布は、第
一世代のみで構成の初回接種後 7か月で 0.
9 付近ピーク（中央値：0.875）の一峰性。
以後、第二世代が漸増し、ピークは徐々に
低下と不明瞭化。各回の世代別分布は、世
代ごとに概ね一峰性で、いずれも第二世代
が低値でピーク。全データの世代別分布は、
範囲差はないが、平均値で第一世代 0.761、
第二世代 0.510 と有意に低下。個体別では
時間経過後も個々に初回検査時と概ね同水
準の SP 値維持。農場ごとに母豚更新方針は
様々で、第二世代の確認時期や増加率に差
異が発生、母豚群のワクチン免疫状況の変
動にも影響。世代交代は母豚群の免疫状況
変動の大きな要因となり、農場の母豚更新
方針はワクチン接種適期検討に有用な情
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報。 
 
224．管内 A 農場の豚丹毒ワクチンプログラ
ムの検討（第 1 報）：山梨県東部家保 秋
山倫子、土橋宏司 

令和 4 年 1 月、管内 A 農場の出荷豚にお
いて、豚丹毒による全部廃棄事例を複数件
確認。家保、農場、管理獣医師の 3 者で対
策を検討。A 農場は母豚 300 頭規模の一貫
経営農場。豚丹毒ワクチンは母豚のみ種付
け前に接種。農場内の豚丹毒抗体保有状況
を生菌発育凝集試験法で確認。40～160 日
齢で抗体価 2～8 倍。190 日齢時点で急激に
抗体価上昇。対策として、肥育豚へのワク
チン接種を検討。労力的、経済的に負担が
少ない生ワクチンを選択。令和 4 年 6 月か
ら 50 日齢を目安に接種開始。6～8 月に接
種した 3 群のワクチンテイク状況を確認。3
群全てに抗体価上昇は確認されず、ワクチ
ンブレイク状態。原因究明の結果、抗生剤
添加の中断期間が不適切と判明。中断時期
の変更を指導し、11 月から実施。変更後の
抗体価は今後測定予定。抗体検査等を継続
し、農場経営の一助となるよう農場にあっ
たワクチンプログラムの確立を目指す。 
 
225．管内豚熱発生農場における経営再開に
向けた取り組み：山梨県西部家保 小林洋
平、鷹野由紀 

令和 3 年 5 月、本県 2 例目となる豚熱発
生。発生農場は飼養頭数 2,700 頭の一貫経
営農場。疫学調査報告では、衛生管理区域
柵の隙間、従業員車両の消毒不備、発生豚
舎の一部破損、豚舎専用長靴や作業着への
履き替え・交換不備等が指摘。経営再開に
向け、農場内作業動線の見直し、衛生管理
区域柵の強化、発生豚舎の解体・新設、各
豚舎専用長靴・作業着の配置等飼養衛生管
理基準を遵守し、国の防疫指針に基づく環
境検査を実施。今回、豚舎整備状況と並行
し、衛生管理区域を隔離エリア、種豚エリ
ア、肥育エリアの 3 区域に分割、区域毎に
環境検査を実施。隔離エリアの清浄性確認
後、繁殖候補豚を導入し経営再開。令和 4
年 11 月には全区域の清浄性を確認、飼養頭
数 1,000 頭規模まで回復。本事例では再開
にあたり国へ協議を行い畜舎解体・新設工
事等の進捗に合わせ、区域毎に飼養衛生管
理基準遵守状況の確認及び環境検査を実施
することで、約 1 年での経営再開が可能と
なった。 
 
226．家畜伝染病発生に備えた備蓄資材管理
体制の見直し：山梨県東部家保 外川真之
将、土橋宏司 

令和 3 年に発生した豚熱の防疫措置で
は、主に、初動対応で使用する資材の収集
・運搬が難航した。原因として、まとまっ
た量の資材が備蓄できる倉庫がなく資材が
分散していたことに加え、初動で調達可能

な量と備蓄場所が正確に把握されていなか
ったことが考えられた。そこでまず、備蓄
資材を集約して保管可能な倉庫を確保。倉
庫内の資材は全てパレット上に保管し、ラ
ベリングすることで管理を容易にした。次
に、現在の資材を正確に把握するため、各
家保に保管する資材、倉庫等の在庫を確認
したところ、在庫数と既存の備蓄資材管理
表との間にズレが生じていた。そのため、
既存管理表の問題点を洗い出し、それらを
改善した新しい管理表を作成。また、新管
理表と対応する形で、管内各農場の必要資
材を算定するための表を作成。倉庫の確保
及び新管理表の作成により、新たな資材管
理体制を構築できた。この取り組みが、迅
速な防疫措置に寄与するよう、更に体制を
整備していく。 
 
227．飼養豚及び野生イノシシにおける豚熱
抗体価の推移：長野県松本家保 伊藤唯  

2018 年に国内で 26 年ぶりとなる豚熱発
生。以降飼養豚及び野生イノシシへ感染拡
大。本県においては 2019 年 10 月から飼養
豚へワクチン接種開始。飼養豚 ELISA 抗体
陽性率は初回ワクチン接種後検査で 90％
を超えたが、2020 年 4 月～12 月の肥育豚は
80％を下回り、接種を 30～40 日齢から 50
～60 日齢へと後倒しした。これにより 202
1 年以降 ELISA 抗体陽性率は 80％以上と改
善。2022 年 4 月～9 月の母豚中和抗体価の
推移は中央値 32 倍をピークに正規分布、移
行抗体の消失時期が早まっていると推測さ
れ、接種日齢の前倒しが必要。野生イノシ
シにおける ELISA抗体陽性率の推移は 2020
年 4 月～2021 年 7 月 50％程度で推移、202
2 年 1 月の 68％をピークに減少、2022 年 1
0月は 20％程度。2022年遺伝子陽性 2個体、
野生イノシシに再度感染が起こると一気に
県内に蔓延する可能性を示唆。飼養豚への
感染防止は適期日齢でのワクチン接種とバ
イオセキュリティ強化、野生イノシシへの
ワクチン散布と捕獲強化及びサーベイラン
スの継続が重要。 
 
228．母豚の中和抗体価を用いた豚熱ワクチ
ン接種適齢期推定と適期接種に向けた取組
：長野県松本家保 中島冬萌  
 豚熱の発生防止には免疫の穴が最小とな
る日齢での接種が必要。接種適齢期検討の
ため管内 5 農場について抗体検査を実施。
試験 1：5 農場の肥育豚 155 検体の ELISA
法、2 農場の未接種豚 35 検体の中和試験（N
T）を実施。各農場の肥育豚の抗体陽性率は
概ね 8 割以上、未接種豚の移行抗体 16 倍以
下が 9 割以上。接種日齢を 51～60 日齢から
40～48 日齢に前倒ししたが、適期かどうか
判断はできず。そこで従来よりも正確な適
期を検討するため、新たな知見に基づき母
豚の中和抗体価を用いて適期を推定。試験
2：5 農場の母豚 150 検体の NT を実施。得
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られた抗体価を適期推定モデルに代入。各
農場の適期は 5～33 日齢以降と推定。全農
場で前倒しが必要と考察。３農場で接種日
齢を 40～48日齢から 28～38日齢に前倒し。
本モデルは適期推定の新たな指標となり、
肥育豚の免疫付与状況確認検査と併用する
ことで適期接種が可能と考察。 
 
229．県内養豚場の豚熱発生リスクに関する
疫学的解析：岐阜県中央家保 國永尚稔、
林登 

豚熱発生以降、人や家畜の移動、野生イ
ノシシによる病原体の媒介を懸念、養豚場
のバイオセキュリティの重要性が増加。県
内 22 農場を対象とした「豚、人、車両の移
動」に関する疫学調査と、「農場間距離及
び野生イノシシ生息状況に関連する周辺環
境」を加味した 4 層のネットワーク解析に
よるリスク評価を実施。疫学的関連性と農
場間距離及び環境に応じ、主に人の出入り
や農場密度に起因するサブグループを形
成。同じサブグループを構成する農場は互
いに疫学的リスクを有すると考えられ、地
域ごとに家保を中心としたリスク管理が必
要。各農場の相対的なリスクの高さをヒー
トマップで表現、農場ごとに重要なリスク
因子を提示。以上より各農場の疫学的リス
ク評価が可能に。今後、解析結果を骨子と
して、農場指導に利用可能な管理ツールを
作成。現場での運用、改良を経て、豚熱の
発生予防及び拡大防止に有用なツールとな
ることを期待。 
 
230．管内養豚場 3 年間の豚熱免疫付与状況
と対応：岐阜県東濃家保 佐野豊、山路浩
志 

過去 3 年間、管内養豚場の豚熱免疫付与
状況等確認検査を行い、抗体陽性率、繁殖
豚の抗体分布状況を確認、各農場のワクチ
ン接種日齢を検討。併せて、ワクチン接種
前子豚の検査、繁殖豚の第一世代、第二世
代の抗体分布を比較。2019 年度から 2022
年度上半期までの抗体陽性率は、繁殖豚で
は 100％から 84％に低下、肥育豚では 100
％から 2020 年度下半期 36％、2022 年度上
半期 60％と推移。繁殖豚の S/P 値の中央値
は、2020 年度下半期 0.902 をピークとしそ
の後低下。世代ごとの S/P 値の中央値は第
一世代 0.87、第二世代 0.35。上記の結果を
踏まえて平均接種日齢を 2019 年度 38.6 日
齢、2021 年度上半期 53.3 日齢、2022 年度
上半期 41.8 日齢に設定。現在、第一世代、
第二世代の繁殖豚が混在、農場ごとに最適
なワクチン接種日齢の検討が重要。ワクチ
ン接種だけではリスクがあるため、飼養衛
生管理と野生動物対策も含めた総合的な豚
熱対策を指導。 
 
231．豚繁殖・呼吸器障害症候群(PRRS)陽転
農場の清浄化に向けた取組：岐阜県東濃家

保 大仲良侑、山路浩志 
 2019 年に豚熱発生農場として防疫措置
を実施、2020 年に経営再開した肥育農場で
2021 年 5 月に PRRS 陽転を確認したため、P
RRS 清浄化に向けた取組を実施。オールア
ウト後の豚舎の水洗、消毒の徹底、燻蒸消
毒および日常の衛生管理方法として豚舎毎
の衣服交換の徹底、噴霧消毒を指導。1 豚
舎でオールアウト後の消毒等を実施後、環
境検査でウイルス遺伝子陰性を確認。同豚
舎で PRRS 陰性繁殖農場からの導入豚（導入
後約 30～40 日）で口腔液による抗原検査を
実施し、ウイルス遺伝子陰性を確認。他豚
舎でも同様に対策後、導入豚（導入後約 10
～100 日）で口腔液による抗原検査を実施。
ウイルス遺伝子陰性を確認し、2022 年 2 月
に清浄化達成。同年 5 月に導入後約 30～12
0 日経過した豚で抗体検査により、陰性を
確認。しかし、2022 年 10 月に再度 PRRS 陽
転を確認。近隣農場が PRRS 陽性であること
から空気感染の可能性があり、今後地域と
して PRRS 清浄化に向けた取組が重要。 
 
232．飼育ステージ別の豚熱ワクチン免疫状
況把握手法の構築と活用：岐阜県中央家保
 桑田桂輔、林登 
全国の豚熱ワクチン接種地域で豚熱が続
発。国の疫学調査では、発生の多くが離乳
舎のワクチン接種前後の免疫空白が原因。
岐阜県では、農場毎の肥育豚群の接種適齢
期を推定する数理モデルを構築、運用中。
今回、従来モデルを発展させて経時的な集
団免疫率をシミュレーションし、分娩舎（哺
乳豚）、離乳舎、肥育舎等のステージ別免
疫状況を把握する新モデルを構築。18 農場
のデータを用いて、新モデルにより接種日
齢別に各豚舎の集団免疫率を比較すると、
接種日齢の不適合により、分娩舎及び離乳
舎で免疫空白が拡大、特に遅い日齢での接
種は離乳舎での免疫状況の悪化とリスク上
昇に影響することを確認、全国の発生状況
と一致。肥育舎では高い免疫率によりリス
クが低いが、早すぎる接種日齢ではワクチ
ンブレイクによるリスク上昇に影響。新モ
デルは農場の免疫状況及び高リスクの豚舎
を「見える化」することで、ワクチン接種
及び飼養衛生管理基準遵守指導に活用、効
果的な農場指導に寄与。 
 
233．管内養豚場の母豚の豚熱免疫付与状況
の解析：静岡県西部家保 竹内優里、柴田
昌利 
 子豚のワクチン接種適期決定には母豚群
の免疫状況の把握が必要。母豚の世代交代
が進むことで、農場内の抗体価のばらつき
が収束し、子豚のワクチン接種適期が推定
しやすくなり、豚熱感染リスクは低くなる
と想定。そこで、免疫付与状況調査（以下
「調査」）のデータから管内母豚群の抗体
価の推移について解析し、今後の抗体価分
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布の予測とワクチン接種方法について検
討。解析から、第 4 回調査以降第二世代の
出現に伴い、平均 SP 値は低下し、ばらつき
が増加。第 4 回調査から第 6 回調査にかけ
ては、第二世代は増加したが、抗体価分布
に顕著な変化が見られなかった。このこと
から、今後第二世代以降の母豚が増えても、
母豚の抗体価分布は大幅に収束しないと予
測。子豚の豚熱感染リスクを減らすために
は、抗体価分布を考慮したワクチン接種が
適当と考察。 
 
234．ＰＲＲＳウイルスの関与が疑われた腸
管外病原性大腸菌（ＥｘＰＥＣ）感染症へ
の対策と指導：愛知県東部家保 玉置光 
 PRRS 陰性であった管内養豚団地で、令和
4 年 6 月、PRRSV の侵入を確認。団地の全農
場に対して①PRRSV 生ワクチンの母豚全頭
一斉接種、②去勢睾丸滲出液を用いた定期
的な PRRSV 垂直感染確認検査の実施、③衛
生対策の再徹底を指導。その後、同年 8 月
に団地内 1 農場で ExPEC 感染症が発生、当
該ロットの事故率は 1％（平常時）から約 7
％に上昇。病性鑑定の結果、PRRSV が関与
した ExPEC 感染症と診断。侵入以降 PRRS
対策を開始したこと、感受性薬剤への切り
替えを指導したことで事故率は早期に減
少。PRRSV の侵入による母豚及び哺乳豚の
免疫機能の低下が、ExPEC 感染症の発症に
関与した可能性。その後の当該農場では、1
1 月の血液検査でワクチン株のみ検出され
たが、その後垂直感染が疑われる事例もあ
り、PRRSV の安定化には至っていない。今
後も継続的な検査により PRRSV 安定化と別
株の侵入防止に向け、適切な助言・指導を
行っていく。 

 
235．管内の豚熱対策：三重県北勢家保 植
木裕也、川瀬聖 
 豚熱対策として、①飼養衛生管理の徹底、
②野生いのししに関する情報提供、③豚熱
ワクチンの接種を実施。①では、防護柵外
側への掘り返し防止金網の設置と緩衝帯の
整備、門扉下部の隙間への金網等の設置で
野生動物侵入を防止。全農場に当所職員用
の衣服と長靴を設置する等の対策も実施。
遵守事項を明確にした写真入りのマニュア
ルも各農場と協働で作成。豚の移動用通路
を廃材で作成等、農場も工夫して対策を実
施。②では、豚熱陽性野生いのしし発見場
所の地図を提供。野生いのしし生息地域の
農場では、センサーカメラを設置し、撮影
された野生動物の情報提供と注意喚起も実
施。③では、免疫付与状況確認検査や移行
抗体検査の結果に基づき、農場毎に離乳豚
へのワクチン接種日齢を設定、適宜変更。
対策の結果、管内農場の衛生管理レベルと
農場従業員の衛生意識が共に向上。今後も、
管内の特徴である、家保と農場の緊密さ、
農場同士のつながりの強さを活かし、豚熱

対策を継続する。 
 
236．センサーカメラを用いた養豚農場の野
生動物侵入防止対策：三重県南勢家保 森
内誠子、下田智彦 

県内野生いのししで豚熱感染が拡大し、
当家保管内でも感染個体を確認。令和 3 年
6 月から令和 4 年 1 月に、養豚農場周囲柵
付近にセンサーカメラを設置し、野生動物
生息状況を農場に共有。カメラの映像で、A
市内農場付近でいのしし撮影回数が多いと
判明したため、カメラ設置期間を延長し、
指導を継続。B 農場は防護柵の間から農場
内に侵入するいのししを撮影。柵補強を指
導。C 農場は農場出入口を新設、更衣前後
の経路を一方通行化し、ウイルス侵入防止
強化。D 農場は農場と家保、県関係部署、
県畜産協会等が協力し、農場周囲にネット
設置。地面に垂らしたネットがいのししの
掘り返し、ジャンプ防止に繋がり、撮影回
数は平均 55 回/月から 19 回/月に減少。ま
た、いのしし撮影情報は猟友会に提供し、
捕獲を強化。カメラの設置で、農場周囲の
いのししの有無が明確化し、農家は危機感
を持って対策。猟友会、県関係部署等の協
力を得て、家保職員の豚熱汚染リスクを抑
えて対策できた。 
 
237．県内野生イノシシの監視強化による養
豚場への豚熱侵入リスクのみえる化と農場
指導強化：三重県中央家保 徳永到 
【背景】令和 2 年、3 年に三重県内の豚熱
ワクチン接種養豚農場で豚熱が発生。感染
拡大防止のため、野生猪の感染状況と農場
周辺の猪生息状況の調査を実施。 
【方法】①36 農場にセンサーカメラを設置
し、猪の接近を調査。猪確認時はメールで
管轄家保、農家、猟友会で情報共有。②猪
の豚熱感染調査のため、猪捕獲強化を猟友
会に依頼。捕獲猪は中央家畜保健衛生所の
出先検査室で検査実施。 
【結果】カメラ設置 36 農場のうち半年間で
猪が撮影されたのは 21 農場。月に 20 回以
上撮影された農場は 5 農場。そのなかで猪
の PCR 陽性率の高い地域にある３農場につ
いて重点指導を実施。 
【考察】撮影により猪のリスクをみえる化
し、ハイリスク農場を選定。また捕獲検査
の強化で、猪の豚熱濃厚感染地域（ハイリ
スク地域）を予測。ハイリスク地域にある
ハイリスク農場を効率的に重点指導でき
た。 
 
238．子豚の免疫空白期間を考慮して豚熱ワ
クチン接種日齢を決定した取り組みとその
評価：三重県中央家保 戸塚麻喜、川島豪 

令和 3 年以降の県内における子豚の豚熱
免疫空白期間や肥育豚の豚熱免疫付与状況
を評価。県内 22 農場で令和 3 年度（R3 春
・秋）、令和 4 年度上半期（R4 春）に母豚
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で豚熱中和抗体検査を実施。各農場の接種
日齢から予測される免疫空白期間（日数）
を調査。肥育豚は中和抗体価 2 倍以上を陽
性とし、抗体陽性率の変化を調査。母豚の
中和抗体価幾何平均値は R3 春 171.4、R3
秋 82.6、R4 春 126.2。免疫空白期間の平均
値は R3 春 30.6 日、R3 秋 34.9 日、R4 春 21.
5 日。肥育豚の抗体陽性率は R3 春 94.1％、
R4 春 89.2％。県内養豚場では接種日齢を継
続して早めたことで免疫空白期間は短縮し
たと考えられた。肥育豚の抗体陽性率は 80
％以上を維持し、ワクチンブレイクは起き
ていないと考えられた。免疫空白期間が発
生しなかった農場は確認されず、今後、よ
り離乳豚の免疫空白期間を短縮させる接種
日齢設定が必要と思われた。 
 
239．肥育豚農場での導入群毎の豚熱抗体検
査による豚熱ワクチン接種適期の把握：三
重県中央家保 佐野公亮、戸塚麻喜 
 管内肥育豚農場は県外からワクチン未接
種の離乳豚を導入。ワクチン接種適期を検
討するため、導入時とワクチン接種後の豚
熱抗体検査を実施。導入時は 30 頭/群を導
入毎に計 16 群、ワクチン接種後は接種後約
60 日の 30 頭/群を計 7 群で ELISA と中和試
験を実施。導入時の中和抗体価の幾何平均
は 1～4 群 37.8～128.0 倍で 2 倍未満～512
倍にバラつき、5 群以降 48.5～75.2 倍で 6
4 倍前後に安定、10 群以降で低抗体価個体
が散見。1～4 群の抗体価のバラつきは母豚
群がワクチン単回接種のみ、5 群以降の抗
体価安定は初回接種からの時間経過や補強
接種による母豚群抗体価の底上げ、10 群以
降の低抗体価個体の散見は第二世代母豚の
混在によると考察。肥育豚の抗体陽性率 80
%以上は ELISA のみでは 1 群、中和試験を含
めると全群。肥育豚の ELISA 陰性個体には
中和抗体陽性が一定割合で存在。免疫付与
状況の把握には中和抗体価の確認が必要。
今後も定期的な導入豚の移行抗体価把握が
不可欠。 
 
240．豚熱ワクチン単回及び追加接種群の抗
体応答評価：三重県南勢家保 下田智彦、
入江拓也 
【背景と目的】豚熱ワクチンを単回及び追
加接種した群の抗体応答評価し、ワクチン
接種適期について検討。【材料と方法】32
-60 日齢の子豚 141 頭にワクチンを接種。
内 35 頭に接種 45 日後に追加接種。初回ワ
クチン接種時、接種約 45、90 日後及び出荷
前に中和抗体価(NT 価)を測定。【結果】移
行抗体価 64 倍の単回及び追加接種群では、
出荷前検査の免疫付与率がそれぞれ 97.6%
及び 100%、接種約 90 日後の NT 価の幾何平
均値がそれぞれ 3.7 及び 4.6。【考察】NT
価 1 倍以上を陽性と判定した場合、移行抗
体価 64 倍の個体への単回接種で高い免疫
付与率が得られると推察。一方で、NT 価の

上昇が認められず、緩やかな NT 価の低下を
示した個体が多く、NT 価 1 倍以上の個体に
ついて、免疫付与と判断するのが適当か検
証の必要がある。移行抗体価 64 倍の群で追
加接種による免疫付与率や NT 価の明確な
上昇は認められなかった。より高い移行抗
体価での追加接種の効果の検証が必要であ
ると考えられる。 
                    
241．淡路地域の豚熱発生予防の取組：兵庫
県淡路家保 森正寛、高瀬奈美 

管内全域が感染確認区域となっている当
所のこれまでの豚熱への取組を整理、今後
の課題をまとめた。1  豚熱ワクチン接種及
び免疫付与状況確認検査を行った。抗体陽
性率の低い農場があり、飼育する豚の品種
による差と推測。免疫獲得しない個体には
追加接種及び 4 回を超える補強接種の継続
で対応。豚が管轄家保を跨ぐ事例には、家
保間で検査結果を共有し免疫付与状況を確
認。2 農場への野生動物対策の指導で遵守
戸数が増加。更なる改善には行政の経済的
支援等が望まれる。埋却候補地は岩盤露出
・漏水等の問題が生じる可能性があり、代
替処理として移動式レンダリング装置の利
用体制を整備中。3 野生いのししサーベイ
ランスにより感染個体減少と感受性個体増
加が示唆され、ウイルス侵入で再度のまん
延が危惧。ジビエ加工処理施設には、関係
機関と協議しウイルス拡散を防ぐ体制整備
を指導。今後は、引続き免疫付与状況や飼
養衛生管理状況の改善を進め、農場での豚
熱発生を防いでいく。 
 
242．管内 2 養豚場における豚熱ワクチン接
種日齢の検討：奈良県奈良県家保 石田充
亮、松本紘美 
 豚熱ワクチン（以下ワクチン）接種日齢
を管内 2 養豚場でそれぞれの飼養形態に対
応できるよう検討。A 養豚場の母豚 142 頭
中 128頭の ELISA抗体保有状況は、S/P値 0.
3 未満 29.7%、0.5 未満 52.3%。S/P 値の低
い傾向は第 2 世代母豚で顕著。子豚のワク
チン接種日齢を 30～45 日齢に変更。接種時
子豚の移行抗体保有状況は、離乳 1 週目子
豚 ELISA 陽性 40%・疑陽性 40%・陰性 20%。
離乳 2 週目子豚陽性 27%・疑陽性 13%・陰性
60%で、ワクチン接種は有効と推定。2 週目
子豚ではワクチン接種までの衛生管理が課
題。免疫付与状況は、1 週目子豚（接種後 9
8 日）90%、2 週目子豚（同 85 日）100%で有
効に付与を確認。B 農園（母豚 31 頭）は母
豚品種の関係から産子数や発育に差が大。
画一的に接種日齢を設定できず、個々の母
豚の保有抗体価により産子の接種日齢を設
定。肉豚の免疫付与状況（接種後 49～77
日）は陽性率 89.7～90.0%。各養豚場に適
応したワクチン接種で豚熱の発生予防体制
が強化。 
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243．豚熱ワクチン接種適期の検討：和歌山
県紀南家保 山田陽子、藤原美華 
 豚熱ワクチン接種適期検討のため、管内
繁殖肥育一貫経営の A 農場と B 農場につい
て、①母豚の血清(A 農場 34 頭、B 農場 7
頭)を用い、豚熱抗体検査の ELISA および中
和試験を実施。②A 農場：子豚 30 頭（4 群
5 腹）、B 農場：子豚 10 頭（2 群 2 腹）に
ついて、35 日および 55 日齢前後の採血を
行い、中和試験を実施。各子豚の移行抗体
価消失の推移から、移行抗体 32 倍となる推
定日齢を算出。①、②の結果より、農場全
体としての接種適期を調査。①A 農場の母
豚の中和抗体価の中央値は 128 倍。抗体価
512 倍以下の母豚の頭数の割合は母豚全体
の 91.2%。B 農場の母豚 7 頭の中和抗体価は
256 倍 4 頭、512 倍 1 頭、1024 倍 2 頭。②A
農場の各腹の子豚の平均接種適期は母豚の
抗体価が 1024 倍、512 倍、128 倍、64 倍群
でそれぞれ、71.0 日、44.4 日、33.1 日、3
1.1 日と推定。B 農場の子豚の平均接種適期
は母豚の抗体価が 512 倍、256 倍群でそれ
ぞれ 60.8 日、49.0 日と推定。肥育豚 8 割
以上のワクチンテイクかつ、子豚の移行抗
体消失期間短縮のため、A 農場は 40～50 日
齢での接種へ変更。B 農場は現行の 50～60
日齢での接種とした。 
 
244．和歌山県における野生いのししの豚熱
サーベイランス状況：和歌山県紀北家保 
安田裕子、山本敦司 
 平成 30 年 10 月～令和 5 年 3 月に実施し
た野生いのしし 1,006 頭の豚熱サーベイラ
ンス結果を報告。豚熱の遺伝子検査及び抗
体検査を実施し、月ごとの陽性率を調査し
推移を確認。結果、①令和 3 年度に遺伝子
が検出された市町村数は全 30 市町村のう
ち 24、抗体が検出された市町村数は 21 で、
他の年度と比べ最も多く、それぞれ令和 3
年度まで増加、令和 4 年度以降減少。②豚
熱の遺伝子は令和 2年 10月に初めて検出さ
れ、その後、陽性率は徐々に上昇し、令和
3 年 4 月、7 月、9 月にピーク（45%）とな
った。③豚熱の抗体は令和 2 年 11 月に初め
て検出され、その後、陽性率は徐々に上昇
し、令和 3 年 11 月にピーク（68%）となっ
た。遺伝子陽性率および抗体陽性率は、ピ
ークとなった後、下降傾向。以上より豚熱
ウイルスは令和 3 年度に県内で最も広範囲
かつ高い陽性率で浸潤。動物衛生研究部門
による遺伝子系統樹解析結果から奈良方面
及び三重方面の両方からウイルスが広がっ
た可能性。今後も陽性率が上昇し始める時
期・地域を迅速に把握することで、防疫対
策の強化、養豚場の豚熱発生防止に繋げて
いく。 
 
245．鳥取県における豚熱ワクチン接種日齢
の再検討：鳥取県倉吉家保 田中勝貴 
 本県は令和 3 年 4 月から豚熱ワクチンの

予防的接種を開始。子豚への接種時期は県
内一律に 50～60 日齢としていたが、他県ワ
クチン接種農場での豚熱発生事例を受け、5
0 日齢以降での接種は遅いと推測。第 3 回
までの免疫付与確認検査の結果を基に県内
農場での接種適期を再検討。検査結果から
県内母豚の中和抗体価は 256 倍をピークと
する正規分布を示し、移行抗体を考慮した
子豚への接種時期は現状より早める必要。
さらに農場により母豚抗体価の分布が異な
るため、県内 12 農場毎に検討を行い、10
農場は 30～40 日齢、2 農場は 40～50 日齢
が接種適期と判断。令和 4 年 5 月より順次
変更開始。変更後の肥育豚 ELISA 陽性率は
8 割を下回るも、中和試験との併用では 8
割以上を確認したため、変更日齢での接種
を継続。今後も母豚の更新等で接種適期は
変化していく可能性があるため、引き続き
農場毎の調査を実施し豚熱発生予防に努め
る。 
 
246．管内豚等飼養施設における豚熱ワクチ
ン接種対応：島根県川本家保 荒川泰卓、
前原智 
 令和 4 年 3 月、島根県がワクチン接種推
奨地域となる。管内は大規模豚飼養農場が
3 農場 5 戸存在。従前より当所だけでワク
チン接種は対応困難と想定されたため、事
前に他所属の家畜防疫員を動員し、各農場
で予行演習を実施。接種体制は A 農場（2
戸）、B 農場（2 戸）、C 農場の 3 班とし交
差汚染防止のため発着拠点 3 箇所を設定。
令和 4年 4 月 18 日より A 農場は 6 人 7日間
で 11,718 頭、B 農場は 6 人 7 日間で 11,68
5 頭、C 農場は 2 人 3 日間で 3,269 頭に接種
完了。接種後、各農場で感染症の流行等は
認めず。各拠点から農場までの厳密な動線
管理等により交差汚染による各種感染症の
伝播リスクを十分に低減できたと考察。免
疫付与状況確認検査で各農場の抗体陽性率
80%以上。抗体価にばらつきのある農場は種
豚への 2 回目ワクチン接種を前倒しして実
施。現在、知事認定獣医師による接種体制
へ円滑に移行。各農場と協力し接種適期把
握の取組を継続。 
 
247．豚熱の国内再発生に伴う管内養豚場へ
の直近 5 年間の業務対応状況：島根県出雲
家保 松尾治彦、板倉悟 
 国内で 26 年ぶりとなる豚熱の発生によ
り、直近 5 年間で管内養豚場への防疫対応
に係る業務が増加。主な業務内容は、豚熱
の発生に係る情報提供、補助事業を活用し
た防護柵の設置、飼養衛生管理基準の遵守
に係る衛生指導、豚熱ワクチン接種、病性
鑑定等。従来から実施している導入豚検査
は豚の採血の技術取得の場として活用。民
間検査機関が実施している疾病対策検討会
議への参加により関係機関との連携を強
化。豚熱ワクチン初回接種は、手技確認も
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含めた事前準備及び農場との打合せによ
り、予定を上回るペースで進行。業務量は
増加したが、業務対応を通して農場のバイ
オセキュリティが向上しただけでなく、信
頼関係の構築により現在まで各種業務は極
めて順調。獣医師インターンシップを含む
当県の獣医師確保対策にも農場は協力的。
野生イノシシの豚熱感染状況から、養豚場
への業務対応は当面の間は継続。関係機関
と連携して衛生指導を行い、豚熱の発生予
防を図る。 
 
248．県内養豚場で発生した豚サーコウイル
ス関連疾病及び化膿性線維素性髄膜脳脊髄
炎：山口県中部家保 遠藤泰治、田代久宗 

2022 年 5 月、県内養豚農場で肥育豚 2 頭
が神経症状を呈し、病性鑑定を実施。病理
組織学的検査では、中枢神経髄膜における
好中球のびまん性浸潤、線維素の析出を確
認。その他、扁桃ではリンパ球の著減、肺
では多核巨細胞の出現を伴う間質性肺炎等
を確認。抗豚サーコウイルス 2 型(PCV2）抗
体を用いた免疫組織化学的検査（免染）で
は、扁桃、腎臓等で多数の抗原を確認。抗
豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス抗体を用
いた免染では、肺で抗原を確認。細菌学的
検査では、有意菌は分離されず。ウイルス
学的検査では、扁桃、腎臓、肺から PCV2
遺伝子、扁桃、肝臓、胸髄、肺から豚テシ
オウイルス遺伝子を検出。ウイルス分離は
全て陰性。以上から本症例を豚サーコウイ
ルス関連疾病(PCVAD)及び化膿性線維素性
髄膜脳脊髄炎と診断。神経症状は PCVAD に
よる免疫抑制状態を基礎とした日和見菌に
よる化膿性線維素性髄膜脳脊髄炎が原因と
推察されたが、原因菌の特定には至らず。 
 
249．豚熱ワクチン接種豚の中和抗体価調査
：山口県中部家保 鹿島貴朗、田代久宗 

山口県は令和 4 年 3 月にワクチン接種推
奨地域に設定され、4 月から県内の全養豚
農場で豚熱ワクチン接種を実施。特定家畜
伝染病防疫指針が示す免疫付与状況等確認
検査は令和 5 年 3 月現在、2 回目まで終了。
ELISA S/P 値と中和抗体価の相関性につい
てミニブタを除外し検証。ELISA S/P 値と
中和抗体価に正の相関を確認(決定係数 R2
=0.45~0.64)。R2 が小さく ELISA S/P 値を
用いた中和抗体価の推定は困難。相関性を
示す近似式は他県の報告と一部不一致、中
和抗体価の低い個体が少なかったためと推
察。ワクチン接種適期推定のため、1 農場
で 30～50 日齢の哺乳豚における移行抗体
保有状況の確認検査を実施。ワクチンブレ
イクが懸念される個体の割合は、30 日齢で
40.0%、40 日齢で 13.3%、50 日齢で 3.3%。
当該農場では、40 日齢より高い日齢でのワ
クチン接種を推奨。今後も豚熱の動向を注
視しつつ、追加調査やデータの蓄積を検討。 

 
250．四国初の野生いのしし豚熱感染事例：
徳島県徳島家保 井口陽香、鈴木幹一郎 
 平成 30 年に国内養豚場で豚熱ウイルス
(CSFV)による豚熱再発生以降、野生いのし
し間でも全国的に感染が急拡大。本県でも
野生いのししサーベイランス検査体制を強
化したところ、本年 7 月に CSFV 陽性個体を
初確認。以降、12 月までに 22/225 頭(死亡
18 頭、捕獲 4 頭)の陽性を確認。遺伝子解
析から、全国の CSFV 株と完全に一致し、遺
伝子型 2.1 グループに分類。養豚施設との
交差汚染防止を図り、リアルタイム PCR 法
の導入による時間短縮と精度向上を目的に
検査体制を強化したところ、現在まで汚染
は確認せず。加えて、感染状況把握のため
中和試験も平行して実施。結果、CSFV 抗体
陽性は 18/162 頭であった。野生いのししの
CSFV 陽性地域では、養豚場での発生リスク
が更に高まっていることから、施設に即し
た濃密な衛生指導が必要である。更に継続
して野生いのししにおける CSFV 感染状況
の早期把握に努めていくことが不可欠。 
 
251．野生イノシシの豚熱陽性事例：香川県
東部家保 寺嶋昌宏、上村圭一 

野生イノシシの豚熱・アフリカ豚熱検査
は、抗体検査（ELISA）及び血清、死亡イノ
シシの臓器を材料としたマルチプレックス
リアルタイム PCR（RT-qPCR）を実施。RT-q
PCR で豚熱陽性の場合、豚熱国内流行株・
ワクチン株識別 RT-qPCR（識別 RT-qPCR）を
実施。1 例目：令和 5 年 1 月 4 日坂出市で
死亡イノシシの報告があり採材（扁桃、脾
臓、血清）、RT-qPCR で扁桃が豚熱陽性。
識別 RT-qPCR を実施、国内流行株と判定。
動衛研で 5’UTR 領域：150bp を解析、岐阜、
山口、広島、島根、徳島等と同じグループ。
2 例目：同じく坂出市で、令和 5 年 1 月 18
日死亡イノシシの報告があり採材（扁桃）、
RT-qPCR で豚熱陽性。識別 RT-qPCR で国内
流行株と判定。5’UTR 領域：150bp は解析
中。また、ELISA では、周辺地域で 1 月 21
日以降に捕獲の 10 個体が陽性、感染拡大を
確認。スクリーニング強化の結果による経
口ワクチン散布地域の設定が重要。 
 
252．豚熱ワクチン接種適期の検討：香川県
東部家保 中嶋亜威、田中宏一 
 管内養豚農場の豚熱ワクチン免疫確認検
査を実施。繁殖豚の抗体陽性率は 100％(49
/49 頭)に対し、肥育豚では 25％(10/40 頭)
のため接種適期の見直しを検討。大規模 A
農場では接種適期は 22∼ 30 日と算出。飼養
衛生管理者によるワクチン接種を考慮し、
育成豚舎移動後 35∼ 50 日齢接種から移動
前 30 日齢接種でプログラム。子豚の免疫獲
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得率は 80％以下のため、ウイルス侵入防止
対策を強化。野性動物侵入防護柵の再補強
及び石灰散布範囲の拡大を実施。更に接種
3 日後以降に移動させ感染防御能獲得を強
化。小規模 B 農場では、肥育豚の抗体陽性
率が 50％(10/20 頭)のため、母豚全 18 頭の
中和試験を実施し接種適期を算出。各母豚
の子豚識別が可能なため、子豚の接種適期
を指導。全農場の中和抗体価とエライザ SP
値の決定係数は 0.729。今後、6 か月ごとに
SP 値から接種適期を算出。引続きウイルス
侵入防止対策を強化し、農場の飼養形態に
応じたワクチン接種適期プログラムを計
画。 
 
253．管内養豚農家による PRRS 地域対策の
現状報告：高知県西部家保高南支所 川村
隆史 
 豚繁殖・呼吸障害症候群（以下 PRRS）は、
養豚農家に経済的損失を与える慢性疾病で
ある。管内農家 4 戸において散発的な発症
が続き共通課題であった。一方、対策はこ
れまで個別に行っていたことから、令和 3
年度からは農家・家保・JA・製薬会社が一
体となり地域での対策を開始。定期的に抗
体検査・遺伝子検査を実施し、ワクチン株
と野外株の動向をモニタリング。シークエ
ンス解析による遺伝的グループ分類と、農
場の状況によるステージ分類により各農場
を評価。令和 4 年 6 月までのデータ解析の
結果、各農場全体が抗体保有豚となり、良
好な状態と評価されるステージ 3 に改善。
しかし、8 月、9 月の検査により 2 農場で野
外株の侵入を確認。今後、ステージ評価の
維持に向け、外部獣医師と連携し各農場へ
の立入による課題の洗い出しと改善を図
る。この取組は、豚熱ほか伝染性疾病への
衛生対策としても大きな効果が期待できる
ことから、今後も継続的に行う。 
 
254．県内の豚サーコウイルス 3 型の浸潤状
況調査および系統樹解析：長崎県中央家保
 秦祐介 
県内の豚サーコウイルス 3 型（PCV3）の浸
潤状況調査、系統樹解析を実施。県内陽性
率は、死亡豚等で 6.2%(17/276)、ステージ
別プール血清で 1.9%(8/423)、捕獲野生い
のししで 1.5%(4/275)。8 地域 15 農場の幅
広い日齢(胎齢 110日～母豚)で PCV3遺伝子
が検出され、うち 4 農場では 1 年以内に複
数回検出。PCV3 陽性個体は下痢、呼吸器症
状、皮膚炎、流産、無症状のほか、細菌と
の混合感染事例も確認されたものの、大半
の症例で病理検査等精密検査は未実施。系
統樹解析では検出された全ての株が国内外
の PCV3 と近縁で、一部は ORF2 の NSL 領域、
LoopBC 領域、LoopEF 領域にアミノ酸置換を
確認。PCV3 は野生いのししを含め幅広い地

域に浸潤。PCV3 の病態への関与には今後知
見の蓄積が必要。PCV3 が農場内に残存する
可能性も考慮が必要。また、県内で検出さ
れた PCV3 はウイルスの増殖性、病原性、抗
原性に関与しうる部位にアミノ酸変異が確
認され、性状解析にはさらなる遺伝子情報
の蓄積が重要。 
 
255．同系列複数農場で豚テシオウイルス性
脳脊髄炎が疑われた１例：宮崎県都城家保
 奥平沙紀 

同系列複数農場で豚エンテロウイルス（P
EV）の関与が疑われた症例の概要を報告。A
子豚育成農場（A 農場）で神経症状を伴う
死亡等が増加し病性鑑定を実施したが原因
不明。その後 A 農場関連の繁殖農場や肥育
農場で同様の症状が続発。また同時期に同
系列の B 一貫農場（B 農場）で同様の症状
の子豚が増加し病性鑑定を実施。軽度の非
化膿性脳脊髄炎を認め、脊髄から PEV 特異
遺伝子を検出。ウイルス分離は陰性であっ
たため、豚テシオウイルス性脳脊髄炎の疑
いと診断。B 農場と発生状況や経過が類似
していたため、A 農場も PEV が関連してい
たと推察。今回県内で初めて本病を疑う症
例を確認。本病は子豚での限局的な発生が
多いとされるが、農場単位での大きな損害
を引き起こす可能性もあるため類症鑑別や
獣医師等への周知の重要性を再認識。 
 
256．生きた豚を用いた地域豚熱防疫演習の
実施について：鹿児島県肝属家保 飯野萌
衣 

本県では，毎年，豚熱の発生を想定した
防疫演習を模擬豚を用いて実施。また，昨
年度は，動画の配信により実施したが，参
加者のアンケートでは，ウェブ開催は好評
であった一方，実演型の演習を希望する意
見も少なくなかった。今年度は，コロナ対
策として，実演型の演習を地域単位とし，
本所管轄地域で開催した演習の様子を県の
防疫演習（ウェブ開催）に活用。演習は，
スライドを用いた机上演習，防疫服の装着
訓練，生きた豚を用いた追い込み訓練や殺
処分訓練を実施。生きた豚を用いた訓練は，
豚の動きを理解・把握してもらうことを目
的とし，追い込み訓練は，と畜搬入前の豚
を用い，当所敷地内に模擬豚房を造作・設
置して実施。殺処分訓練は，発育不良豚を
用い，自衛隊員のみを対象として，ガス殺
・電殺及び薬殺を本所解剖室にて実施。今
回の演習では，生きた豚を用いたことで，
ウェブ開催での欠点を補い，豚の動きや大
きさ，特徴を理解してもらえたことが，有
意義であったと考えられ，参加者に実施し
たアンケートでも，生きた豚を用いた演習
への評価が高かった。 
 
257．情報通信技術を活用した「高病原性鳥
インフルエンザ及び豚熱防疫演習」：鹿児
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島県南薩家保 榊原正吾、保正明          
 高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱等の
発生時に備え、本県では例年防疫演習を行
っている。本年は新型コロナウイルス禍を
考慮し、情報通信技術（ICT）を活用した防
疫演習の実施を試みた。演習はウェブ会議
システムと YouTube での同時配信によるリ
モート開催とし、スライドの他事前撮影し
た動画を活用。準備においてもウェブ会議
や電子掲示板を活用し、開催周知にはメー
ルマガジンを利用。ウェブ会議は日程調整
が容易であり、また参加者の拘束時間が大
幅に短縮できた。電子掲示板は閲覧と意見
発信が常時可能なことから、資料作成等の
意見集約に適していた。リモート開催は、
大規模会場の確保が不要であり、離島等遠
方地域からでも参加できること、視界が確
保され、見たい場面を繰り返し視聴できる
こと等、大きな利点があると考えられた。
今回準備段階から積極的に ICT を活用した
ことで、今後の効率的・効果的な防疫演習
のあり方に繋がると考えられた。 
 
258．非定型豚ペスチウイルスの関与を疑う
先天性筋痙攣症:沖縄県家畜衛生試験場 
友知久幸、荒木美穂 
 2021 年 2 月、沖縄本島南部の飼養頭数 2
54 頭の繁殖養豚場で非定型豚ペスチウイ
ルス(APPV)の関与を疑う先天性筋痙攣症が
発生。初産豚から出生直後の子豚 13 頭全頭
で激しい振戦、一部に股開きを確認、発症
子豚と当該母豚について病性鑑定を実施。
発症子豚 3 頭を解剖、剖検所見より腎表面
に微小な点状出血を確認。発症子豚 3 頭の
血清、脳、脊髄、発症子豚 10 頭の糞便スワ
ブから APPV 特異遺伝子を検出。ウイルス分
離は陰性。病理組織学的検査は 3 頭全てで
腰髄における髄鞘低形成や半腱様筋または
半膜様筋の低形成を確認。遺伝子解析によ
り、検出された APPV 特異遺伝子は国内で報
告のあるものと近縁で、国内に広く浸潤し
ていると推察。浸潤状況調査として 2021
年 4月から 2022年 3月までに病性鑑定を実
施した県内 18農場の豚 238頭の血清と 10%
臓器乳剤等計 283検体を用いて APPV遺伝子
検査を実施、全て陰性。国内での APPV 感染
による症例報告、情報量は乏しいことから、
今後データの蓄積やウイルス分離、病原性
の検討が必要。 
 
Ⅱ－２ 細菌性・真菌性疾患 
 
259．管内で分離された Glaesserella para
suis の性状解析：北海道上川家保 原田健
弘、髙橋弘康 

平成 15年から令和 4年に管内で分離され
たグレーサー病の原因菌 Glaesserella pa
rasuis 10 戸 20 株の性状解析を実施。血清
型は、1 型：1 株、4 型：5 株、5 型：2 株、
7 型：4 株、13 型：5 株、15 型：2 株、型別

不能：1 株であり、過去の主要血清型で不
活化ワクチンに含まれる 2、5 型以外が 8
割以上。SNP による系統樹解析では、血清
型にかかわらず、全ての農場で異なる遺伝
子型に分類され、農場間で近縁株の流行は
なし。薬剤感受性試験では、平成 23 年以前
の分離株で、ストレプトマイシン、カナマ
イシン、テトラサイクリン、ナリジクス酸
に対し、それぞれ 2 株、2 株、3 株、4 株耐
性。薬剤耐性遺伝子は、β-ラクタマーゼ遺
伝子及びテトラサイクリン耐性遺伝子保有
株が 1 株、β-ラクタマーゼ遺伝子、アミノ
グリコシド耐性遺伝子、テトラサイクリン
耐性遺伝子及びサルファ剤耐性遺伝子保有
株が 3 株。管内分離株の薬剤耐性化は進ん
でいないと推察され、今後も調査を継続。 
 
260．豚のブルセラ症試験管凝集反応試験の
非特異反応への一考察：宮城県仙台家保 
後藤庸、竹田百合子 
 豚のブルセラ症抗体検査は令和 4 年度か
ら試験管凝集反応試験（試験管凝集）及び
CF 法で実施。試験管凝集は非特異反応が多
いとされるが国内の報告は少ない。今回、
一種豚場の 162 頭中、陽性（40 倍）1 頭、
疑反応（20 倍）1 頭及び疑反応未満の凝集
も 17 頭確認。陽性豚は CF 法では陰性とな
り、家畜伝染病予防法に基づき疑似患畜と
判定。15 日後の再試験で試験管凝集は疑反
応（20 倍）、CF 法は陰性となり、試験管凝
集での凝集は非特異反応と判断。非特異反
応の原因究明のため、凝集を示した 10 頭の
糞便培養を実施。非特異反応の原因となる
既報の菌は分離陰性。１頭から分離された
大腸菌（Og113）がブルセラ症患畜由来血清
との急速凝集反応で凝集。本事例への本菌
の関与については今後の検討課題。試験管
凝集による種畜衛生検査は、種豚選定への
影響が大きく、精度の高い検査法の開発が
望まれる。 
 
261．県内病性鑑定豚由来 Streptococcus s
uis の解析：山形県中央家保 福澤知夏 

Streptococcus suis（S.suis）は豚レン
サ球菌症の主な原因菌であり、健康豚の扁
桃や上部気道に常在。今回、過去 9 年間の
県内病性鑑定豚由来 S.suis の血清型、Clo
nal complexes（CC）、病原因子遺伝子の内
スイリジン（sly）と細胞壁結合蛋白（mrp）
と菌体外分泌蛋白（epf）、および薬剤感受
性を調査。血清型は 2 型が多く、国内流行
株の傾向と概ね一致。CC は、6 割以上が髄
膜炎や敗血症等の原因となる強毒株と同じ
CC1並びにその他病豚由来株と同じ CC28と
推定。病原因子遺伝子は mrp、sly、epf の
順に保有率が高く、調査株の 9 割がいずれ
かの遺伝子を保有。薬剤感受性は、8 割が
カナマイシンとテトラサイクリンに耐性傾
向。S.suis が複数回分離された単独農場お
よび同一団地 3 農場では、血清型、CC およ
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び病原因子遺伝子保有パターンがそれぞれ
一致し同一株浸潤の可能性を示唆。血清型、
CC、病原因子遺伝子の調査は、S.suis 疫学
解析の一助として有用。 
 
262．管内養豚場におけるサルモネラ症の発
生事例：長野県飯田家保 三木一真 

令和 4 年 8 月、管内養豚一貫経営農場の
離乳舎で元気消失、発育不良、食欲減退等
を呈し、死亡数増加。発症豚 3 頭の病性鑑
定実施。共通所見は空腸～回腸壁菲薄化、
大腸内粘液便、腸間膜リンパ節腫脹。立入
調査を実施し、豚舎内環境材料から Salmon
ella Typhimurium（血清型 O4:i:-）（ST）
および Salmonella Infantis（SI）を分離。
壁際や配管に糞等ラットサインを確認した
ため、畜舎内の消毒とネズミ対策を指示。
発症豚は抗生剤で治療。症状改善するも、
約 30 日肥育期間延長。9 月、11 月に再度立
入、環境材料を検査。ST は分離されず、離
乳舎で SI を分離。試験的に未治療の豚房と
治療する豚房を設定するが、未治療豚は約
50 日齢で発症。引き続き、離乳豚全頭の治
療とともに、モニタリング検査を継続。結
果に応じ生菌剤使用を検討。サルモネラ症
は清浄化に時間がかかることから、日頃の
衛生対策の徹底継続が発生予防のために重
要と推察。 
 
263．県内農場の出荷豚で断続的に発生した
豚丹毒の原因究明と対策：岐阜県中央家保
 大塚幹弘、林登 
令和 4 年 2 月、と畜場で県内一養豚場の出
荷豚に関節炎やリンパ節炎を認め、患部よ
り豚丹毒菌を分離、豚丹毒と診断。同農場
では豚丹毒対策に生ワクチンを接種、これ
まで飼養中の豚丹毒発生はなし。その後も
出荷豚で続発。発生防止のため分離菌の性
状解析、飼養豚の免疫付与状況調査、環境
中の菌浸潤状況調査および対策指導を実
施。分離菌はワクチン株と性状が一致し、
ワクチン由来の可能性を示唆。免疫付与状
況調査において、肥育後期および出荷時の
豚で菌の増殖に対する強い免疫応答と思わ
れる高抗体価の個体あり。環境材料の菌特
異的 PCR は全て陰性。肥育中の野外株感染
の可能性は低いと推察。以上のことからワ
クチン株の関与を示唆。対策として生ワク
チンから不活化ワクチンに変更。不活化ワ
クチン接種群の出荷に切り替わった令和 4
年 9 月出荷以降、と畜場で新たな摘発なし。
本農場の豚丹毒発生防止は、不活化ワクチ
ン接種の徹底が重要。 
 
264．県内で分離された豚由来大腸菌の薬剤
耐性獲得状況調査：静岡県中部家保 杉本
郁子 

細菌の薬剤耐性化は薬剤耐性遺伝子の伝
達が問題で、薬剤感受性動向は治療薬の選
択や耐性菌対策に有用。そこで健康豚及び

病豚由来大腸菌の薬剤感受性及び薬剤耐性
遺伝子の保有状況を調査。材料は 2018～20
21 年分離の健康豚由来大腸菌 60 株、2012
～2021 年分離の病豚由来大腸菌 23 株を用
い、11 薬剤の薬剤感受性及び主要薬剤耐性
遺伝子の保有状況を調査。病豚由来株は O
群血清型別、病原関連遺伝子検索を実施。
健康豚及び病豚の OTC、ABPC、SM、CP の耐
性率は 40％以上で全国調査と同様の傾向
だが、健康豚の CP、病豚の NA、ERFX の耐
性率は全国調査の 2 倍以上と判明。病豚は
健康豚に対し耐性率及び耐性遺伝子保有率
が高く、下痢症例の主要血清型は O149 で、
ERFX 耐性率 81.3％、多剤耐性傾向を確認。
治療薬選択時は薬剤感受性試験が必須で、
二次選択薬の適正使用・慎重使用が必要。
各薬剤関連耐性遺伝子の保有状況と薬剤感
受性の一致率は 88.0～98.8％で、耐性遺伝
子が耐性化の要因と考察。 
 
265．過去 8 年間に愛知県内で分離された豚
由来 Streptococcus suis の回顧調査：愛知
県中央家保 西川泰代、渡戸英理 
 平成 27 年 4 月から 令和 4 年 9 月までの
病性鑑定で分離された豚臓器由来 S. suis
82株について PCR法による血清型別及び線
毛関連遺伝子プロファイリングによる疾病
リスクの推定。18 薬剤の薬剤感受性を一濃
度ディスク法で調査。血清型 2 型が最も高
率に分離され（54％）、ワクチンの予防効
果を期待。疾病リスクの推定では、強毒株
の多くが属するとされる clonal complexe
s（CC）1 及び 28 が高い割合を占め（72％）、
高リスクグループの県内浸潤を示唆。血清
型 2 型の 98％が CC1 又は 28 であり、他に
比べ有意に高く、疾病との関連を推察。薬
剤感受性試験では、セファロスポリン系（C
EZ、CXM、CTF）、グリコペプチド系（VCM）
の耐性菌はなく、90％以上でペニシリン系
（PCG、ABPC、AMPC）に感受性がみられ、一
次選択薬のペニシリン系薬剤による治療が
有効。供試株は 5 薬剤（KM、EM、LCM、OTC、
DOXY）に対し、耐性率が 50％以上であり、
98％が 3 薬剤以上に耐性を持つことから、
今後も県内の耐性菌出現傾向を注視し、適
正な薬剤使用の啓発が必要。 
 
266．育成豚で認められたらせん菌の関与を
疑う壊死性大腸炎：鳥取県倉吉家保 網谷
祐汰、山﨑健太 
 令和 4 年 10 月、管内養豚農家で 9 月に県
外から導入後の約 6 ヵ月齢の育成豚 3 頭中
1 頭が下痢及び血便を発症、翌日死亡。同
居豚 2 頭について異状はなかったが、ロー
ソニア nested PCR 陽性。死亡豚の剖検所見
では回腸上部に血様液貯留、下部は粘膜肥
厚、血様液と剝離粘膜を含む血餅を容れる。
結腸粘膜は充血、粘血便確認。病理組織所
見ではワーチン・スターリー染色で細胞内
寄生性小桿菌を伴う増殖性小腸炎及び細胞
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内寄生性らせん菌を伴う壊死性大腸炎を認
めた。これらは豚増殖性小腸炎及び豚赤痢
様の病変と一致。また結腸内容の直接鏡検
でスピロヘータ様菌を確認。分離菌のシー
クエンス解析結果から Brachyspira 属菌で
あると同定した。前述の病理検査をふまえ、
Brachyspira 属菌の壊死性大腸炎への関与
を疑う。菌の詳細については現在検査中。 
 
267．管内養豚農場でのロ―ソニアの環境検
査：鳥取県倉吉家保 米原尚子、柄裕子 
 R4年 6月導入豚 3頭のうち 1頭が 9月に、
9 月導入豚 3 頭のうち 1 頭が 10 月に 2 頭連
続して死亡し、病性鑑定を実施。共に急性
経過をたどり、剖検では小腸及び大腸に炎
症性病変を確認。病性鑑定豚 2 頭及び 9 月
導入の同居豚 2頭 PCR検査による Lawsonia
 intracellularis（以下 L.i）特異遺伝子
を検出。病理組織学的検索うち 1 頭で細胞
内寄生性小桿菌を伴う増殖性小腸炎を認
め、豚増殖性腸炎と診断。導入後の感染に
より急性経過をたどったと推察。農場から
の稟告により豚舎内に下痢症状を認める豚
が散見されることから、繁殖・肥育豚舎で
環境検査を実施。各豚舎の環境中から L.i
は検出されなかったが、隣接する豚房で飼
育される 70 日齢、80 日齢、120 日齢の豚か
ら検出。豚舎内で人、小動物の介在により、
L.i が伝播されている可能性を示唆。農場
へは消毒や野生動物の侵入防止を指導。下
痢症状が見られた豚に対して、チアムリン
の投与を指示。その後、豚増殖性腸炎の発
生は無し。 
 
268．哺乳豚の腸管外病原性大腸菌（ExPEC）
感染症 1 症例：岡山県岡山家保家畜病性鑑
定課 難波かおり 

2021 年 10 月、皮膚炎治療中の哺乳豚 9/
15 頭が死亡。死亡および衰弱豚（各 1 頭）
を剖検したところ、死亡豚の主要五臓器等
に化膿性炎が認められ、主要五臓器および
皮膚から大腸菌が分離された。分離大腸菌
の血清型は O6（6/20 株）および不明（14/
20 株）で、ExPEC 関連病原遺伝子の保有が
認められた。大腸菌系統発生群識別 PCR の
結果、血清型 O6 株は ExPEC が多く分類され
る B2 群であった。また、免疫染色で主要五
臓器および皮膚が O6 陽性。これらの結果
から血清型 O6 株が関与した ExPEC 感染症
と診断。感染経路は皮膚病変部からの感染
と推察。なお、同居繁殖豚の糞便から死亡
豚由来株と近縁な大腸菌は分離されず、感
染源については不明。今回の症例の死亡率
が高いことから分離株が高病原性であった
可能性も考えられた。系統発生群 B2 にはヒ
トの ExPEC 感染症由来株も分類され、人獣
共通感染症の観点からもその保菌状況や症
例について注視していく必要がある。 
 
269．管内一養豚場のサルモネラ症対策：徳

島県西部家保 小原彩子、山本由美子  
 2022 年 6 月、管内一貫経営養豚場におい
て、離乳直後の子豚で死亡数増加。死亡豚
4 頭について病性鑑定実施。病理解剖検査
では、共通所見なし。細菌検査では、1 頭
の主要臓器から Salmonella Typhimurium
（以下 ST)分離、1 頭の主要臓器から Salmo
nella Choleraesuis 分離。同居豚、母豚、
離乳豚、肥育豚の糞便検査を実施したとこ
ろ、同居豚 4 頭中全てから ST 分離、母豚 1
9頭中 4頭から Salmonella Infantis 分離、
離乳豚 20 頭中 10 頭から複数血清型のサル
モネラ分離。離乳舎の環境中サルモネラ検
査では、8 カ所中 6 カ所から複数血清型の
サルモネラを分離。対策として、豚舎内の
清掃、消毒、乾燥の徹底を指導。併せて豚
舎設備の修繕、抗生剤の飲水投与を実施。
指導後の離乳舎の環境中サルモネラ検査で
は、16 カ所中 1 カ所からサルモネラ分離。
離乳豚の糞便検査では、サルモネラ分離な
し。今後は、離乳豚の糞便検査及び離乳舎
の定期的な環境中サルモネラ検査、母豚の
サルモネラ保有状況調査を実施予定。 
 
270．豚熱ワクチン接種農場で発生した急性
敗血症型豚丹毒：愛媛県南予家保宇和島支
所 鈴木優也、森岡聖子 

本県は令和 3 年 8 月予防的ワクチン接種
推奨地域に指定され、10 月から初回接種を
開始し翌年 2 月に完了。そのような中、令
和 4 年 5 月、母豚 260 頭規模 SPF 繁殖農場
で豚熱の臨床症状と酷似した重篤なチアノ
ーゼを呈する同腹の異状哺乳豚 5 頭が発生
し病性鑑定を実施。当該哺乳豚は豚熱ワク
チン未接種。母豚のみ 2 ヶ月齢で豚丹毒ワ
クチン接種済。白血球の減少と、剖検によ
り、脾臓の腫大、リンパ節の腫脹を認めた
が、ウイルス検査で豚熱及びアフリカ豚熱
の感染は否定。細菌検査で、全身の臓器か
ら豚丹毒菌が分離同定されたため急性敗血
症型豚丹毒と診断、ペニシリンによる治療
で、続発はなく、この一腹で終息。急性敗
血症型豚丹毒は、チアノーゼを呈した急死
やリンパ節の腫脹など豚熱と酷似した症状
や病変が多く、剖検時の肉眼所見のみでは
鑑別は困難で、哺乳豚の白血球数は正常で
も低値を示す報告もあることから、診断に
は注意が必要。 

 
271．豚丹毒生菌凝集反応の条件検討および
ワクチン抗体検出可否の検討：福岡県中央
家保 濱田恭平 
 2-メルカプトエタノール処理生菌凝集反
応（2ME-GA）にて豚丹毒ワクチン接種豚で
抗体不検出の事例が当県にて多発。当県実
施 2ME-GA の条件が原因であると考え、培
地、添加物、菌液希釈濃度について検討し
たが、条件間で結果に大きな相違なし。不
活化ワクチン接種肥育豚（KV-肥育豚）3 農
場分 95 検体、生ワクチン接種肥育豚(LV-
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肥育豚)1 農場分 28 検体、不活化ワクチン
接種母豚（KV-母豚）3 農場分 45 検体を 2M
E-GA に供す。KV-肥育豚は<4 倍（89 検体）、
4 倍（4 検体）、8 倍（2 検体）。LV-肥育豚
は全検体<4 倍。KV-母豚は<4 倍（26 検体）、
4 倍（8 検体）、8 倍（7 検体）16 倍（1 検
体）、32 倍（3 検体）であり、8 倍以上の 1
1 検体中 10 検体は特定の 1 農場由来。1 農
場で検出された高い抗体価は、当該農場の
衛生状態から野外株感染によるものと推
察。当県実施の 2ME-GA は、ワクチン抗体や
移行抗体の検出に利用するのではなく、農
場の豚丹毒汚染状況の把握に利用すること
が望ましいと考察。 
 
272．大規模養豚場の豚胸膜肺炎対策変更後
に増加した肺膿瘍：福岡県筑後家保 佐伯
厚記 
 母豚 400 頭規模の農場で、令和 2 年 9 月
から前年に比べ肥育豚死亡率が上昇。翌年
3 月から App ワクチン 1、2、5 型及び Apx
Ⅰ～Ⅲ投与中止、ツラスロマイシン（TLTM）
90 日齢接種開始、フロルフェニコール（FF
C）飼料添加継続へ変更。投薬変更後の群で
肺膿瘍の廃棄が 10％から最大 45％に増加。
と畜場で採材した肺膿瘍から App15 型のみ
28 株（40 頭中）有意に分離。肺膿瘍は燕麦
様細胞浸潤を伴う膿瘍で、豚胸膜肺炎の慢
性病変と判明。パルスフィールドゲル電気
泳動で平成 24年同農場分離 App15型及び今
回分離株は同一由来株と判明。肺膿瘍は農
場残存 App15 型が原因で、投薬変更が肺膿
瘍増加の要因と推察。薬剤感受性試験で分
離株は TLTM、FFC に全て感性、オキシテト
ラサイクリン使用中止による感受性復帰を
確認。肥育豚死亡率は減少傾向で、投薬は
継続中。抗菌剤慎重使用のため、と畜場採
材による感受性モニタリングの継続、死亡
率の把握に努めることが必要。 
 
273．Lactobacillus equicursoris による
豚の死産事例：長崎県中央家保 前田将誌、
寺山好美 

母豚 130 頭飼養の一貫経営農場で初産豚
を中心に食欲低下、流死産が散発。胎子 2
頭と胎盤を材料に病性鑑定を実施。剖検所
見で胎盤不潔感、混濁した胃内容物貯留、
気管内の血様物貯留、肺暗赤色化および脳
融解を確認。病理組織学的検査ではグラム
陽性長桿菌を伴う化膿性肺炎、尿膜絨毛膜
にフィラメント様細菌や長桿菌を伴う化膿
性胎盤炎を確認。当所で作製した抗 Lactob
acillus equicursoris(L.e)マウス血清を
用いた免疫組織化学的染色で胎盤、胎子肺
病変部の菌体に一致して陽性を確認。細菌
学的検査では胎子 2 頭の主要臓器、脳およ
び胎盤からグラム陽性長桿菌分離。16S rR
NA 遺伝子解析で L.e と同定。L.e による豚
の死産事例は世界初となる貴重な報告。発
症要因として母豚の免疫機能低下あるい

は、妊娠による膣内や腸内細菌叢の変化が
病態に関与した可能性を推察。L.e に関す
る報告は少なく、その病原性に関する報告
は見当たらないことから、今後も症例の蓄
積が必要。 
 
274．県内養豚場由来 Salmonella Cholerae
suis の分子疫学解析：大分県大分家保 梅
田麻美 
 県内 5農場由来（2010年～2020年に分離）
Salmonella Choleraesuis（SC）16 株につ
いて Pulsed-field gel electrophoresis
（PFGE）、Multi locus sequencing typin
g（MLST）、22 薬剤の薬剤感受性試験を実
施。MLST の結果、13 株はシークエンスタイ
プ（ST）145、その他 3 株は ST が指定され
なかったが、13 株と近縁と推察。PFGE の結
果、16 株は Ia 型 14 株、Iｂ型 1 株、Ⅱ型 1
株に分類され、さらに Ia 型とⅠb 型は近縁
と考えられた。これらのことから、県内の
主要な PFGE 型は Ia 型であり、県内には Ia
型とⅠb 型、Ⅱ型の２つの系統の異なる SC
株が浸潤していると考えられた。薬剤感受
性試験の結果、14 株は 1 薬剤、1 株は 2 薬
剤、１株は 7 薬剤に耐性を示した。これら
解析結果から、県内の SC 起因のサルモネラ
症（豚）の多くは同一由来株と推察され、
飼養衛生管理基準の再徹底が必要だと思わ
れた。また、多剤耐性株が分離されている
ことから、抗菌剤の適正使用の指導・啓発
が必要だと考えられた。 
 
275．鹿児島県で分離された Salmonella Ch
oleraesuis(SC)の細菌学的解析：鹿児島県
鹿児島中央家保 森光俊晴、三角和華子  

1990～2021 年に県内の豚及び野生イノ
シシから分離された SC 40 株の分子疫学解
析、薬剤感受性試験及びプラスミド解析を
実施。生物型 Choleraesuis (SCC)が 24株(6
0%) 、生物型 Kunzendorf(SCK)が 16 株(40
%)。PFGE 解析では生物型ごとにクラスター
を形成。MLST 解析では SCC はすべて ST68、
SCK はすべて ST145。SCC は 1990 年代から
特定地域で PFGE 像の類似度が高い株を多
く分離。SCK は 2000 年代中頃に県内への侵
入・拡散を示唆。野生イノシシ分離株は SC
K であったが、豚分離株と PFGE 像の類似度
は低かった。薬剤感受性試験では STR 耐性
株が 90%、TET 耐性株が 88%、5 剤以上の薬
剤に耐性株は 38%。プラスミド接合伝達試
験ではプラスミド伝達に伴い、系統の異な
る複数の薬剤に同時に耐性となった。薬剤
耐性の一部はプラスミド性であり、薬剤耐
性能の拡散の恐れ。SC の農場への侵入・残
存を防ぐ対策とともに、抗菌剤使用につい
ての指導・啓発及び薬剤感受性のモニタリ
ングが必要。 
 
276．哺乳豚の腸管外病原性大腸菌（ExPEC）
による腎臓の出血及び糸球体毛細血管の多
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発性微小血栓形成：鹿児島県鹿児島中央家
保 都勇介、馬籠麻美 

2022 年、疫学関連のない 2 農場で哺乳豚
（バークシャー、23 日齢、16 日齢）が急死。
腎臓の点状出血と No.1 では肺の一部に肝
変化、No.2 では胸・腹腔臓器の漿膜に滲出
物付着。全身臓器から大腸菌血清型 O112ab
が分離。ExPEC の病原性関連遺伝子 9 種の
検査では、接着因子 papC(No.1)及び鉄捕捉
因子 iutA(No.1、2)を保有。下痢の病原因
子遺伝子 10 種は不検出。腎臓の糸球体毛細
血管に多発性微小血栓形成及び菌塞栓、糸
球体周囲に出血。また、肺の毛細血管に微
小血栓の形成。No.1 では軽度の化膿性気管
支肺炎、No.2 では多発性線維素性漿膜炎。
病変部及び血管内のグラム陰性桿菌は抗大
腸菌 O112ab 血清に陽性。ExPEC(O112ab)に
よる敗血症と診断。多発性微小血栓形成が
認められたことから、エンドトキシンの放
出による DIC の状態に陥り、急死したと考
察。腎臓の点状出血や糸球体の多発性微小
血栓形成を引き起こす疾病の類症鑑別とし
て、ExPEC 感染症も重要。 

Ⅱ－３ 原虫性・寄生虫性疾病 

277．放牧養豚場において発生した豚肺虫症
の発生事例：富山県西部家保 西村加奈 
 管内の 1 放牧養豚場の１放牧区において
令和 4 年 8 月 133 日齢の去勢豚 1 頭が食欲
不振、発咳を呈し死亡。同居豚にも発咳等
を確認し、死亡豚の剖検を実施。肺の細気
管支から豚肺虫体及び虫卵を確認。肺と心
嚢水からは Pasteurella multocida（以下 P
m）が分離され、壊死性線維素性肺炎が認め
られた。さらに、大腸には、コクシジウム
と鞭虫の寄生を確認。発生を受け、肺虫対
策としてイベルメクチン、Pm 感受性薬剤と
してアンピシリンを投与し、農家への衛生
指導を実施したが、同区飼養豚 10 頭中 9
頭が死亡。近年、豚舎飼養豚において豚肺
虫症は稀だが、放牧飼養では、本病の感染
源と考えられる野生いのししや中間宿主の
ミミズ対策として野生動物侵入防止対策強
化や土壌消毒が重要と思われた。さらに発
生区では、牧区の連続使用が確認され、発
症の一因と考えられたため、十分な休牧期
間の確保も重要。今後は異常豚の早期発見
に努め、疾病のまん延や重症化予防を図り、
再発防止に努めたい。

278．豚鞭虫症発生農場における収束後のモ
ニタリング検査：山口県北部家保 笠井亨
浩、村田希

豚鞭虫症が発生した養豚場において収束
後に敷料のモニタリング検査を実施し再発
防止の対策に寄与。当該農場は 1,300 頭規
模の一貫経営で肥育豚舎の敷料にオガクズ
を使用。令和 3 年度黒色下痢便を呈して死
亡した肥育豚舎において豚鞭虫の重度寄生

を確認。発育不良豚を集めた敷料交換頻度
の低い豚房で発生したことから敷料の長期
滞留を避けるよう飼養方法の改善を指導。
対策の有効性確認のため、モニタリング検
査を肥育後期豚舎を対象に 6 回実施。その
結果、陽性率は初回検査の 100％から 2 回
目以降 30～70％に低下。陽性となった豚房
の敷料 1g あたり虫卵数（EPG）は 2～148
と低く、検出された豚鞭虫卵は全て感染能
力のない未成熟卵。再発生のリスクが低く
維持されているのを確認し、対策は有効と
判断。今後はモニタリング検査の継続とと
もに、新たな汚染を防ぐ対策を検討。 

Ⅱ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
性代謝障害 

279．と畜場検査を活用した養豚場の生産性
向上につなげる取り組み：愛知県東部家保

柚井絵莉奈 
と畜場で採材した出荷豚の肺を用いた精

密検査と内臓廃棄データを照合することで
より的確に肺炎のまん延状況を把握し、抗
菌剤やワクチンプログラムの指導により農
場成績が改善した 3 事例を紹介。肺と鼻は
肉眼病変を確認し、病変のある肺は常法に
従い細菌検査、ウイルス遺伝子検査、病理
組織検査を実施。事例 A：出荷豚の 95％で
鼻甲介の融解が認められ、肺膿瘍から App2
型を分離。母豚の AR と肉豚の App ワクチン
接種開始、App 感受性抗菌剤の投与により
肥育後期の呼吸器症状と事故が減少。事例
B:マイコプラズマと PCV2 ワクチンの変更
により呼吸器症状、カタル性肺炎や胸膜炎
による肺の廃棄率が減少。事例 C:養豚団地
に侵入した App2 型の感受性抗菌剤の早期
投与により被害を最小限に抑制。生産者か
らと畜場検査が好評のため、食肉衛生検査
所及び荷受団体と連携して、本検査を推進
するフィードバック事業に次年度協力予
定。今後も農場の状況に合わせて必要かつ
適切な検査を提案し、生産者の安定経営に
繋げる。 

Ⅱ－５ 保健衛生行政 

280．養豚悪臭苦情への対応事例：秋田県南
部家保 由利奈美江 佐藤 龍 

管内における畜産に関する苦情で最も多
いのは悪臭であり、主な発生源は養豚場で
ある。これまでも関係機関と連携し、立入
や指導を実施してきたが、数年にわたり発
生している養豚場への悪臭苦情について、
今年度苦情の増加に伴い、集中的に対応。
初回の立入の際に農場内の現状確認と臭気
測定を実施、コンポストや堆肥舎周辺より
も、豚舎の換気扇からの排気や、浄化槽の
臭気が強いことを確認。立入結果をもとに、
堆肥関連施設にカーテン設置や、浄化槽に
蓋を設置、脱臭資材の利用等、臭気対策に
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ついて指導。定期的な臭気測定により臭気
対策の効果を確認。臭気について大きな改
善は確認できなかったが、農場管理者が悪
臭の発生源を認識でき、悪臭対策への自主
的な取組意識が向上。また、地域振興局主
催の地域住民との協議会では、農場側が実
施した対応内容を周知し、住民への理解を
図った。今後も、臭気の測定による効果の
検証や、更なる対策の検討を行い、悪臭苦
情軽減を図る。 
 
281．豚熱発生予防のための外部及び内部環
境リスクに対する農場の重点指導：栃木県
県南家保 矢野目智幸、阿部祥次    
 県内の豚熱発生を受け、飼養衛生管理基
準の立入指導を繰り返し行い、管内で完全
遵守を達成。管内での豚熱発生は無いが、
イノシシの感染域が急拡大し、周囲で感染
が見られる外部環境リスクが高い農場が存
在。当該農場に衛生管理区域境界の消毒等、
疫学調査チームの提言の項目を中心に追加
指導し、更に発生リスクが低減。一方、豚
熱の免疫付与率が 8 割を下回る内部環境リ
スクが高い農場も存在。調査で豚熱ワクチ
ン接種日齢前後の PRRSV 感染が主因と判
明。PRRSV の影響低減として豚熱ワクチン
の早期接種、影響排除として離乳舎清浄化
のための感染防除対策を実施。結果、早期
接種で免疫付与率が 9 割に上昇、感染防除
対策で PRRSV の感染日齢が後退、と畜検査
で疾病罹患率も改善。各結果は随時畜主へ
還元し対策意欲が向上。今後も飼養衛生管
理基準の遵守徹底指導に加え、農場毎のリ
スクを考慮した追加指導を継続し、豚熱の
未発生地域を維持。 
 
282．防疫アドバイザー派遣事業による農場
衛生管理改善への取り組み：群馬県中部家
保 湯野川景人 

本県では養豚農場におけるバイオセキュ
リティ強化のため、コンサルタント専門獣
医師を農場へ派遣する事業を令和 4 年度か
ら実施。管内の一貫経営農場にて本事業を
活用。当該農場は構造上、衛生管理区域内
外の出入りが多く、豚の移動経路と作業動
線が重なることによる汚染リスクが課題。
従業員全員参加のワークショップで、農場
を出入りする車両および人の動線を確認す
ることで問題意識を共有し、対策を協議。
車両の衛生管理区域への侵入回数削減、作
業動線の見直し、豚の移動における可動式
移動通路採用などの対策を実施。3 回の継
続訪問指導による協議と並行した対策の実
行と確認、第 3 者の視点から新たな知見の
導入と発想の転換により、対策困難とされ
ていた課題の改善、従業員の衛生管理意識
の向上がなされ、農場バイオセキュリティ
強化に大きく貢献。今後は本事業の指導方
法を他農場への指導に活用したい。 
 

283．豚熱発生農場の再開に向けたバイオセ
キュリティ強化の取り組み：群馬県東部家
保 漆原千佳、南部雪江 

令和 3年 11月に豚熱が発生した 1養豚場
に対して、再開に向けたバイオセキュリテ
ィ強化を防疫措置終了後に開始。野生動物
侵入防止はメッシュ柵に加え鋼板壁、いの
しし緩衝帯を広く整備。場内の雨水の流れ
を改善し場内道路を舗装。豚舎は前室およ
び豚舎間屋内通路を設置、豚舎内外での更
衣の容易化を進めた。持ち込み資材はスト
ックポイントを設置し殺菌実施。さらに令
和 4 年 7 月から、防疫アドバイザー事業で
派遣された獣医師の指導により、アフリカ
豚熱を想定し、ソフト、ハードの両面を再
強化。ソフト面では各作業目的の明確化、
作業の可視化・簡素化で確実に実施できる
ルールを策定、系列肥育農場への豚移動方
法検討などさらなる強化策を実施。管理獣
医師、従業員全員が参加し防疫に対する意
識を共有、作業時の留意ポイントを確認。
候補豚の豚熱免疫付与状況を確認し、令和
4 年 10 月に経営を再開、今後も運営しなが
らバイオセキュリティ見直しを実施予定。 

 
284．肥育豚急死事例の対応と管理獣医師と
連携した対策指導：埼玉県熊谷家保 田中
雅子、増田淳 
 肥育豚急死の通報。豚熱を含めた病性鑑
定、衛生指導を実施。当該農場では肥育豚
の食欲不振～廃絶がみられ、うち 1 頭が死
亡。出荷した 1 頭でも、と畜検査で豚丹毒
疑い。畜主は管理獣医師に相談してペニシ
リン投与等の治療を開始。同豚舎の 2 豚房
で急死が相次いだため、当所に異常通報。1
頭の臀部に菱型の紅斑、11 頭中 6 頭で 42
℃以上の発熱を確認。豚熱は否定。細菌検
査では血清型Ⅰa 型の豚丹毒菌が分離。ウ
イルス検査ではサーコウイルス 2 型が検
出。サーコウイルスと豚丹毒の混合感染と
診断。当該農家では、豚丹毒生ワクチンを
45～65 日齢の仔豚に接種。抗生物質や移行
抗体の影響によるワクチンブレイクが考え
られた。管理獣医師と相談し不活化ワクチ
ンへの変更を指導。薬剤感受性試験を実施
し、感受性のあるペニシリン系注射薬によ
る治療および豚舎・豚体の徹底消毒を指導
し、回復。管理獣医師との協力のもと円滑
に対応。今後も、管理獣医師と連携を図り、
きめ細やかな指導を行う。 
 
285．飼養衛生管理基準不遵守農場の改善事
例について:千葉県北部家保 新居友明、中
山雄大 

飼養衛生管理基準は、衛生管理の徹底に
より、家畜の伝染性疾病の侵入を防止し、
発生を予防するため、平成 16 年に基本的な
10 項目が策定された。その後、複数回の改
正を経て、現在は豚で 40 項目の基準が定め
られているが、当所管内では農家の高齢化
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や後継者の不在を理由として新たな投資に
消極的な農場や、家畜保健衛生所の指導に
対して懐疑的な立場をとる農場において、
遵守状況の改善が課題となっている。本年
度、管内の預託農場について、預託元の管
理獣医師、生産支援担当者及び農場責任者
の各々立場の違う者に飼養衛生管理基準の
重要性を説明し、遵守状況の改善を図った。
また、金融機関、市町、県出先機関を参集
し、問題の共有化を図る場を設けた。今後
も引き続き、農場責任者のみならず、複数
の関係者へのアプローチを続け、飼養衛生
管理基準の遵守状況を改善していきたい。 
 
286．豚熱発生に備えた防疫訓練：東京都家
保 内匠夏奈子、宇杉央 
 都では農場における豚熱の発生が無く、
殺処分等の防疫措置について習熟している
家保職員が少ないことが課題。また、都の
防疫要員に対して、豚熱に関する防疫演習
は未実施。そこで、豚の殺処分に関する所
内演習及び防疫演習で豚熱に関する講義を
新たに実施。所内演習では、都内農場協力
のもと、追い込み、電殺、薬殺、死体の搬
出を実施。動画も撮影し、解説のコメント
を付けて所内に共有。防疫演習では、昨年
度より動画共有サービス YouTube での講義
配信を実施。所内演習で撮影した動画を講
義資料として配信することとしたが、防疫
要員は一般職の方も多く、殺処分や死体の
映像をそのまま配信するべきではないと判
断し、殺処分以降の映像についてはイラス
トで代用。実地演習では、豚のぬいぐるみ
等を用いて防疫作業について説明。今後も
家保職員の技術向上及び防疫要員の理解醸
成を図り、豚熱発生時に適切に対応できる
よう取り組んでいく。 
 
287．知事認定獣医師制度を活用した豚熱ワ
クチン接種：東京都家保 大山知美、宇杉
央 
 愛玩豚飼養者の急増に伴い、豚熱ワクチ
ン接種（ワクチン接種）件数が増加し、当
所業務をひっ迫。これを受け、愛玩豚の都
内飼育動物診療施設（診療施設）でのワク
チン接種を可能とするため、2022 年度より
知事認定獣医師制度（制度）を導入。制度
運用のため、2021 年度愛玩豚飼養者向けア
ンケートで、受診実績があった診療施設等
に対し制度説明を実施。その結果、2023 年
1 月までに 6 つの診療施設の獣医師に対し
て知事認定獣医師（認定獣医師）の認定を
実施。また、認定獣医師に関する HP を開設
し、愛玩豚飼養者等に対しショートメール
で周知。一方、畜産では、都内種豚場の獣
医師に対しても認定を実施。これにより、
接種適期の子豚ワクチン接種が実現。今後
は、認定施設が偏在しているため、制度普
及により認定施設の新規認定数増加が必
要。また、認定獣医師と連携をとり、飼養

者への飼養衛生指導を行うとともに適切な
防疫体制を構築していく。 
 
288．養豚農場と家保の新たな協力体制によ
る生産性向上の取組：長野県飯田家保 間
瀬加奈子   

管内一養豚農場で、令和 2 年度から母豚
の背脂肪厚測定による生産性向上対策を開
始。家保職員が測定を実施していた従来の
方法に対し、当該農場では従業員が測定。
農場は半年ごとに測定結果および繁殖成績
等を家保へ提出。家保で作成した資料をも
とに、繁殖ステージごとの背脂肪厚目標値
を設定し、飼料給与量を調整。令和 3 年 8
月、産子数と背脂肪厚のデータから、繁殖
ステージごとの「削痩」「正常」「過肥」
の判断基準となる背脂肪厚、飼料給与量を
再検討。令和 4 年 1 月、分析結果をもとに
再提案。その結果、「正常」背脂肪厚の母
豚割合は、50％から 71％に、母豚 1 頭当た
りの平均産子数は 12.7 頭から 13.1 頭に増
加。背脂肪厚で飼料給与量を決めたことで、
繁殖成績が向上。農場が測定、家保は分析
・助言と分担することで、分業化が進展、
農場の主体性は向上。作業分担による双方
向の情報共有で、家保と農場の新たな協力
体制が構築できることを示唆。 
 
289．管内の適切な豚熱ワクチン接種体制整
備への取組と課題：愛知県東部家保 久米
顕 

当所での豚熱ワクチン接種実績は 1 月当
たり約 80 農場、約 3 万頭。県職員数に対し
接種農場数が多く適時でのワクチン接種が
困難であったが、令和 2 年 1 月からワクチ
ン接種者の対象範囲を随時拡大。現在、家
畜伝染病対応業務専門員と知事認定獣医師
の協力のもと、農場ごとに接種適期解析を
実施のうえ、毎週もしくは隔週間隔で接種
実施。更に免疫付与状況等確認検査の結果、
抗体陽性率 8 割を下回った豚群には速やか
に再接種を実施。豚熱発生予防には、飼養
衛生管理基準の遵守と適時適切なワクチン
接種の実施が重要なため、接種適期解析結
果や免疫付与状況を農家及びワクチン接種
担当獣医師と共有、密に連絡を取り、接種
環境や日齢の改善を継続指導中。県内では
令和 5 年 4 月から、登録飼養衛生管理者に
よる豚熱ワクチン接種制度が開始となる見
込み。今後は登録飼養衛生管理者対象の研
修会や免疫付与状況等確認検査を通して、
飼養衛生管理基準遵守の徹底と適時適切な
ワクチン接種について、より一層分かり易
く継続指導していく。 
 
290．大規模養豚場における豚熱防疫訓練に
よる実践的な防疫作業計画の見直し：兵庫
県姫路家保 増野遊史、渡邊健介 

兵庫県では、野生いのしし豚熱感染確認
区域が拡大し、養豚場での豚熱発生リスク
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が増大。このたび、管内の大規模養豚場で、
豚熱発生を想定した埋却作業の実地訓練と
して、掘削訓練と埋却訓練を実施。掘削訓
練では、４カ所の埋却候補地を試掘。埋却
に必要な深さまで掘削でき、より効率的な
重機作業が可能な候補地を埋却地に決定。
埋却訓練では、埋却溝への消石灰散布やブ
ルーシート敷設により、掘削後の作業手順
を確認。防疫訓練後に、関係機関と協議を
重ね、防疫作業計画を見直した。埋却候補
地は、表面上では不明な点が多く、埋却が
困難となった場合、防疫作業全体に多大な
影響が生じることから、試掘は非常に重要。
また、訓練を通して、関係機関の理解度の
向上や、新たな課題の解決につながり、作
業計画全体の実効性が大きく向上。引き続
き、大規模家きん農場も含め、埋却処分を
予定する農場に対し取り組みを継続。 
 
291．野生イノシシの豚熱感染を踏まえた農
場防疫に係る取組：山口県東部家保 弘中
健人、古澤剛 
 令和 4 年 3 月に県内初となる豚熱陽性野
生イノシシを確認。管内豚飼養頭数は県の
7 割を占め、2 戸の大規模農場が存在する
中、農場への豚熱侵入防止のため、関係機
関と協力して、サーベイランスのための採
材及び適切な死体処理を実施し、陽性野生
イノシシの経時的な拡散、分布状況を把握。
サーベイランスの結果を基に、野生イノシ
シに対して県による経口ワクチンの緊急散
布、「山口県野生いのしし豚熱経口ワクチ
ン対策協議会」による 3 回の散布を実施。
飼養豚には早急なワクチン接種、防疫指針
に基づく免疫付与状況等確認検査、子豚の
移行抗体検査による適切な接種時期を決
定。また、飼養衛生管理基準遵守の徹底指
導、豚舎間を公道が横切る農場では迂回路
看板を設置し、農場のバイオセキュリティ
―が向上。さらに、豚熱発生時を想定した
3 回の机上演習と 1 回の実地演習を行い、
防疫計画を改定・共有。当所及び関係機関
職員の防疫意識の高位平準化を図った結
果、防疫対応が強化。 
 
292．豚熱ワクチン接種計画案の作成とモデ
ル農場でのシミュレーション：福岡県両筑
家保 笠伸之 
 福岡県が豚熱ワクチン接種推奨地域に指
定された場合に備え、ワクチン接種計画案
を作成。哺乳豚及び出荷 20 日前の肥育豚を
除く全頭を初回接種対象とし、以降隔週で
子豚にワクチン接種を実施すると想定。追
加接種時期について、第 1 世代子豚につい
ては 30～40 日齢に達し次第順次接種し、第
2 世代子豚については分娩予定 2 週間前の
母豚の抗体価を測定し、ワクチン接種適齢
期を推定。免疫付与状況調査については、
抗体陽性率が 80％未満の場合は追加接種
及び移行抗体の半減期を再検討。豚の頭数

を基に人員数や資材数を算出する必要人員
・資材一覧表と種付日や分娩日から接種・
採血予定日を算出するワクチン接種豚台帳
を作成し、モデル農場のシミュレーション
を実施。今回の取組により、福岡県がワク
チン接種推奨地域に指定された場合でも迅
速に対応。今後の課題は農場毎の年間単位
のスケジュール管理や講習会の開催等によ
る協力体制の構築等。 
 
293．水質汚濁防止法の排水基準遵守に向け
た養豚場の排水対策指導事例：佐賀県西部
家保 小山田昇平、一戸夏美 

管内 2 ヶ所の養豚場の河川への日平均排
水量が豚舎増設や洗浄回数の増加等で 50m
3 以上となり、水質汚濁防止法の生活環境
項目まで基準適用となったことでより高度
な対応が必要となったため関係機関と協力
して指導、処理施設改修等の排水対策を実
施。事例 1 は令和 3 年 11 月の水質検査で生
物化学的酸素要求量（BOD）、浮遊物質量（S
S）、全窒素含有量（T-N）が基準を超過。
事例 2は同時期の検査で T-Nが基準を超過。
定期的に現地での検討会を行い、実施可能
な応急措置を行うとともに、水質測定を実
施して効果を確認、曝気槽や脱水機の増設
など必要な施設改修を段階的に実施した結
果、現時点では基準を下回っている。より
安定した恒久的な改善完了に向けて取り組
みを継続中。今後の対策方法によっては経
済的、技術的にさらに高度な支援が必要と
なると予想されるが、引き続き関係機関と
協力し、連携して指導を行っていく。 
 
294．飼養豚への豚熱ワクチン接種プログラ
ム作成に向けた取組：熊本県中央家保 稲
垣俊輔、徳永妙子 
 令和 4 年 3 月、山口県で野生イノシシの
豚熱感染を確認。国からの豚熱ワクチン接
種プログラム作成準備の指示に基づき、豚
熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の様式
2 種（①接種プログラム②疫学情報）作成
を開始。県が独自に過年度作成していた接
種時の試算及び各家保が現状把握している
疫学情報では 2 種の様式作成が困難である
ことが判明。九州への豚熱ウイルス侵入リ
スク増加による生産者の不安感増大。プロ
グラム作成にあたり、畜産課及び各家保関
係者で協議しワクチン接種時に必要な様々
な条件を設定後、必要な各値が算出可能な
試算電子ファイルを作成し様式①を完成。
同時に、不足していた農家毎の疫学情報を
早急に取得し様式②を完成。農場の位置情
報 QR コードを追加した様式②を網羅した
県下統一した臨床立入検査台帳も作成。生
産者の不安感払拭のため、ワクチン接種方
針の説明会を開催。今後も取組の継続によ
り、県内の防疫体制の強化に寄与。 
 
295．日常の養豚農家への衛生指導等を基に
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した初動防疫体制の円滑な構築：大分県豊
後大野家保 汐月貴紀、滝澤亮 

養豚農家の実情に応じ、日頃から生産性
向上と慢性疾病低減に資する衛生指導の取
組を実施。取組を通じ特定家畜伝染病の初
動防疫事前計画（事前計画）を生産者と一
体となり整備。取組 A：死亡豚増加を受け
豚熱とアフリカ豚熱を否定後原因究明。検
査結果及び環境調査から熱射病と診断し環
境改善を指導。取組 B：繁殖成績改善のた
め、繁殖検診の濃密指導を実施。一腹あた
り産子数が 11.4 頭/腹(2021.9 月)から 13.
1 頭/腹(2022.9 月)に改善し所得向上。取組
C：大規模農場管理獣医師と連携し、豚丹毒
等の診断予防に総合的に取組んだ結果、事
故率が大幅に低減。事前計画は詳細な農場
情報収集のため、飼養衛生管理基準に準じ
畜主立会のもと調査。具体的な作業動線、
動員計画を重視し管内 15 農場全ての事前
計画を作成。農場ごとの課題に応じた衛生
指導を通じ構築した信頼関係が事前計画の
円滑な作成に寄与したと考察。今後も家畜
伝染病の早期発見と損耗防止、生産性向上
に努めたい。 
 
296．豚熱発生後のワクチン対応と管内の課
題：沖縄県中央家保 青木雄也 杉山明子 

令和 2 年 3 月 8 日より豚熱ワクチン接種
を開始。初回全頭接種は 123 農場 84,970
頭実施。その後、令和 4 年 11 月まで、月平
均では 63 農場 20,711 頭接種。接種体制は、
ベテラン職員と若手職員をペアにしてチー
ム編成するなど工夫。日程調整は原則農場
ごとに毎月の固定日を設定した上で市町村
や農場関連企業の担当者と調整。一方、苦
労した点は針刺しなどの接種時のけがや手
指の酷使による腱鞘炎などの身体の故障、
職員の不足、および他業務を平行して実施
する事。また、ワクチン接種や免疫付与検
査で農場立ち入りする中で食品循環資源利
用農場において加熱不備を確認。原因は、
燃料切れによる加熱中断、鍋の補修、回収
する食品残渣が加熱可能容量を大きく上回
る、など様々。行政指導法による指導を実
施し現在は加熱設備が整っている。 
豚熱ワクチンを 3 年間接種し市町村や関係
機関協力のもと円滑なワクチン接種体制を
構築し、連動して飼養衛生管理基準遵守指
導の取り組み強化につながった。食品循環
資源利用農場の指導は市長村や県の環境部
局と連携し引き続き指導する必要がある。 
 
Ⅱ－６ 畜産技術 
 
297．農場 HACCP 認証養豚場の取組継続によ
るメリット：青森県むつ家保 木村威凱、
木村揚 

当所は農場 HACCP の拡大、定着のため取
組を推進。2013 年から取組を開始した母豚
300 頭規模の一貫経営養豚場を支援。豚流

行性下痢（PED）発生による取組の一時中断
はあったが、2019 年認証取得。家保は飼養
衛生管理基準（管理基準）に基づく衛生管
理を指導。管理基準について勉強会を実施。
継続のメリットとして、PED 再発防止を衛
生管理目標に掲げ、定期的な検査と農場の
マルチサイト化による清浄化達成。衛生意
識向上に関して、疾病と生産性の状況を農
場自ら分析・検討するまで成長し、平均事
故率 3%以下を維持。管理基準改正には、作
業工程が手順書等で整備されていたことに
より早期適合。特定家畜伝染病の備えとし
て、農場の意見を取り入れた具体的な防疫
計画の作成に寄与。薬剤等の管理記録によ
り、経営を俯瞰的に把握可能になり経済的
安定性が向上。農場 HACCP の取組の継続は
畜産物の安全性向上や家畜衛生、経営改善
の観点から農場と家保の双方にとって有
益。 
 
298．母豚のストレス軽減を目的とした尾静
脈採血法の検討：兵庫県朝来家保 近山優、
上嶋芹菜 

豚熱の対策においてはワクチン接種後の
免疫付与状況等確認検査があり、採血が必
要。当所では鼻保定を伴う前大静脈採血法
（首採血）を用いているが、鼻保定を必要
としない尾静脈採血法（尾採血）により母
豚へのストレス低減が期待できる。そこで、
首採血に代わる方法として尾採血の実用性
について検討を実施。資材については、母
豚の動きへの対応や血管確保の確認が容易
となるため、翼状針の使用が最適であると
判断。母豚 65 頭を対象に、尾採血、首採血
について①採血時間②採血前後の体温③騒
音レベル④血清中コルチゾル・血糖濃度を
比較。首採血に比べ尾採血は①で有意に延
長し③で有意に低減した。②④は両間で有
意差はなかった。低い騒音レベルから、尾
採血は母豚へのストレス軽減に繋がること
が示唆された。さらに、1 人での採血が可
能なため省力的で、人豚ともに安全である
と思われる。今後は尾採血の技術向上・改
善に努め、業務に活用したい。 

 
299．管内一養豚場の生産性向上に向けた飼
養管理改善の取組：岡山県井笠家保 蛇島
武久、福田新 
 R2 年 11 月、一貫経営の A 養豚場から子
豚の発育不良に対する相談があり指導を開
始。その後 R3 年 4 月より県内で開始された
豚熱ワクチン全頭接種を契機に、A 養豚場
への家保の立入指導回数が大幅に増加。指
導を重ね、飼養管理の問題点を整理し解決
に向けた取組を実施。R4 年 8 月、肥育豚の
皮膚病変部から薬剤耐性菌を検出。感染症
対策を抗菌剤投与から消毒中心に切替えた
結果、肥育豚の皮膚病が認められない程度
まで改善。また、肥育豚（60 日齢）の平均
体重が R2 年度 11.2kg から R4 年度 18.9kg
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に増加。さらに、母豚に標識（番号札）を
付けた結果、個体ごとの健康状態の把握、
交配計画などの作業性が向上。家保の頻回
な立入が畜主との距離を近くし、密な情報
交換が的確な指導につながったと推察。指
導後目覚ましい改善が見られたことで畜主
のモチベーションが向上。今後も農家と協
議を重ねながら生産性向上に向けた取組を
継続していく。 
 
300．接種開始時期から 1 年経過した農場に
おける豚熱ワクチンの接種適期の検討：岡
山県津山家保 大津寄由華、片岡まどか 

管内養豚場の豚熱ワクチン接種は農場毎
に日齢を設定し接種開始から１年は全農場
で 80％以上の抗体保有率であったが、2 年
目に入り、4 農場中 2 農場で抗体陽性率 80
％を下回った(A 農場 53％、B 農場 86％、C
農場 83％、D 農場 54％)。抗体陽性率が低
かった 2 農場で、ワクチン接種適期を検討。
A農場について約 40日齢の接種日齢では移
行抗体価が 2～256 倍とバラツキが大きい
ことが判明。そこで、接種日齢を 47 日齢に
したところ陽性率 93％を達成。D 農場につ
いては、推定中和抗体価に差のある母豚 2
頭(a:32 倍、b:256 倍)の子に 55 日齢でワク
チン接種し、抗体価の推移を調査。a の子
は全頭ワクチンテイクしたが、b の子は 8
頭中 6 頭陰性。b の抗体価が高く移行抗体
が長期残存したことが要因と考えられた。
ワクチン接種適期の決定には、母豚の抗体
価の継続的な検査及びワクチンテイク可能
な移行抗体価の把握が重要。 
 
Ⅱ－８ その他 
 
301．県内最大規模養豚場における豚熱ワク
チン接種と免疫付与状況確認検査に基づく
指導：山形県中央家保 渡邉裕、小嶋暢 

大規模農場の多くが知事認定獣医師（獣
医師）に一任した接種体制に移行する中、
県内最大規模の Y 養豚場では、家保、獣医
師及び農場が連携し、子豚のワクチン接種
体制を構築。Y は繁殖農場 A,B、繁殖・肥育
農場 C から成る母豚約 2,300 頭の一貫経営
農場。A,B 農場の子豚は離乳後 C 農場に集
約されるが、農場毎に 3 つの生産ライン（a,
b,c）で区別して飼養され、農場内のピッグ
フローが複雑。農場、獣医師と検討を重ね、
接種は衛生レベルの高い方から a→b→c の
順とし、離乳豚の移動に合わせ、週 1 回、1
部屋毎に実施。免疫付与状況確認検査では、
母豚中和抗体価の低下とライン間の差を認
めたため、当初 51～57 日齢の接種日齢を a
では 44-50 日齢、b,c では 37-43 日齢まで
各ラインで段階的に前倒し。結果、免疫空
白期間を縮小しつつ、各ラインで子豚の免
疫付与率 80%以上を確認。今後も家保の積

極的な検査・指導、獣医師・農場との密な
連携を維持し、豚熱発生防止に努める。 
  
302．豚熱発生農家の経営再開への取り組み
：岐阜県中濃家保 黒岩学、浅井礼子 

約 8000頭飼養の養豚一貫農家にて平成 3
0 年に豚熱発生。当農場は周囲にイノシシ
が生息し、山林や崖に接し、野生動物の侵
入や山水流入の恐れがあった。新たな埋却
地の確保も必要で、再開への課題が多かっ
た。このため、岐阜県 CSF 対策・養豚業再
生支援センター等関係機関と連携して指
導。飼養衛生管理区域への入場や豚舎ごと
の着替えについて、従業員が日常の飼養管
理で、交差汚染防止対策を行いやすくする
ことを念頭に、施設改修やマニュアル作り
を指導。再開当初は肥育のみとし、18 日齢
離乳豚を豚熱ワクチン未接種で導入。県外
家保と連携し、母豚の豚熱抗体価を情報入
手。導入時に十分な移行抗体が期待できな
い事が推測され、導入直後のワクチン接種
を決定。その後、移行抗体測定と接種後の
免疫付与状況調査を行い、肥育豚が必要な
抗体を獲得したことを確認。今後も継続し
て飼養衛生管理基準の遵守と豚熱ワクチン
の適期接種を指導。 
 
303．豚熱疑似患畜防疫措置の対応と課題：
静岡県西部家保 藤巻章郎、松井繁幸 

令和 3 年 12 月、県外豚熱発生農場の精液
を使用した豚が疑似患畜となり、管内 2 農
場で防疫措置を実施。飼養豚の一部のみ殺
処分対象とすることによる防疫計画修正、
庁内ネットワーク停止による情報共有不
足、2 農場同時発生による家畜防疫員配置
不備等により現地対応が混乱、防疫対応に
おける想定不足を認識。防疫措置終了後、
課題洗い出しを実施し、対策として、庁内
ネットワーク停止時の情報共有のため統合
ファイルサーバーの運用、防疫計画の迅速
な作成のため、共有 HD 内フォルダ整理等所
内作業環境を整備、防疫資材の保管場所の
変更で防疫初動対応効率化を図り、必要資
材も新たに追加。現地拠点に必ず指示連絡
者を設置し、農林事務所や協定団体との意
見交換会等も継続。対策の一部は県庁行政
経営課が実施する業務改善活動の一環とし
て実施。本年度以降も所内体制を見直し、
他部局や他団体と連携し今後の防疫対応改
善を図る。 
 
304．管内養豚場の食肉検査ベンチマーキン
グを用いた総合的な慢性疾病対策システム
の構築：長崎県県南家保 井上大輔、中山
航 
 豚の新たな慢性疾病対策システムを構築
し、効果を検証。管内養豚場の食肉検査成
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績を基にベンチマーキング（BM）を実施し、
臓器廃棄状況から各農場の慢性疾病発生状
況（生産性阻害因子）を推定。次に、農場
で生産成績等の状況確認後、推定された阻
害因子に応じたステージ別の抗体および抗
原検査や病性鑑定を実施。その結果を基に
効果的な対策を指導し、出荷成績等から対
策効果を検証。本システムを用い、下痢が
多かった農場 A では、サルモネラとローソ
ニアが阻害因子として抽出。対策により大
腸廃棄率が減少し（32.5%→3.5%）、枝肉重
量が向上。呼吸器病の多かった農場 B では
子豚の虚弱やマイコプラズマ等による豚呼
吸器複合病が阻害因子として抽出。対策に
より豚マイコプラズマ肺炎による廃棄が著
減し（70%→25%）、枝肉重量が向上。本シ
ステムは生産者からの評価が高く、BM の外
注費用やデータ記録の労力、経営状況の開
示が必要なく、高い波及性と生産性の向上
が期待。 
 
305．家畜防疫体制強化の取組：沖縄県北部
家保 嶺井裕子、北村恵 

令和 2 年１月、本県で３３年ぶりとなる
豚熱が本島中部で発生。発生中は豚熱侵入
防止策として、①消毒ポイントの設置運営、
②搬出制限区域内の豚出荷に係る交差汚染
防止策、③初回ワクチン接種を実施。発生
から９８日後、北部管内への侵入はなく豚
熱は収束した。収束後は家畜防疫体制強化
のため、侵入防止策と危機管理体制強化の
取組を推進。侵入防止策では、①ワクチン
接種の継続、②飼養衛生管理基準（基準）
遵守に向けた立入指導強化、③野生イノシ
シ検査体制の強化を実施。危機管理体制強
化の取組では、①関係者へ最新情報の周知、
②各市町村と農場所有埋却候補地の現地確
認、③消毒ポイント設置運営の防疫演習を
実施し、市町村および農場管理者との連携
体制強化を図った。今後も基準遵守指導に
より農家の衛生管理に対する意識向上を促
すとともに、各関係機関との連携により発
生時に備えた準備に万全を期し、家畜防疫
体制強化に努めていく。 
 
306．管内養豚農家における飼養衛生管理基
準遵守に向けた指導について：沖縄県北部
家保 宮良あゆみ、棚原晶子 
【はじめに】2020 年 6 月飼養衛生管理基準
（以下改正基準）改正。改正時点での遵守
農場は 8 農場。不遵守農場の指導概要と課
題を報告。【指導状況】食品残渣利用農家
への指導：家畜防疫員による食品残渣加熱
と加熱時間の確認、行政手続法に基づく指
導等経過票を交付。作業動線確認による交
差汚染防止対策。野生動物侵入防止指導：
指導等経過票の交付。国や市町村単独事業

の周知、既存柵や塀の利活用方法の検討。
使用済漁網を利用した防鳥ネット。【指導
結果】地域協力により食品残渣利用農場は
全て遵守。防護柵未設置 42 農場内 32 農場
が設置、防鳥ネット未設置 80 農場の内 56
農場が設置。指導中に 15 農場離農。【まと
め】農家と共に基準を確認検討。資材費の
負担軽減のために国や市町村事業の紹介や
使用済漁網や既存資材利活用を提案。今後
も事業を活用し関係機関との連携により経
済的負担が少ない指導を継続し全農場基準
遵守となるよう取り組んでいく。 
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Ⅲ 鶏の衛生 
 
Ⅲ－１ ウイルス性疾病 
 
307．大規模養鶏場で発生した高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫対応：北海道胆振家保 
中薗将友、平松美裕子 
 令和 4 年 4 月 16 日、約 52 万羽を飼養す
る大規模採卵鶏農場で高病原性鳥インフル
エンザが発生。自衛隊のほか、各方面から
の協力により平均 667 人／日の人員が対
応。炭酸ガスボンベの必要数が備蓄分を上
回るため、再充填を並行して殺処分を実施。
さらに、農場内の資機材を有効活用した結
果、4 月 24 日と 4 月 27 日にそれぞれ殺処
分と防疫措置が完了。発生から 73 日目には
鶏の飼養を再開。防疫作業を円滑に実施で
きた一方、作業中における防疫用資材の管
理体制や防疫作業者を指揮監督する家畜防
疫員の不足等の課題が浮上。これらの課題
を検証し、防疫計画の更新を実施。また、
管内市町及び関係機関、大規模養鶏場等を
対象に本事例の経過や課題に関する意見交
換会を開催。今後も課題の検証と対策の改
善を図りながら、関係機関等との緊密な連
携体制を維持し、家畜伝染病防疫への盤石
の備えを構築していくことが重要。 
 
308．生鳥を用いた演習を通じた高病原性鳥
インフルエンザ防疫体制の構築：北海道渡
島家保 吉田聡子、多田規子   
 高病原性鳥インフルエンザ発生時の防疫
作業に従事する職員や関係者の多くは、普
段養鶏業と接点がなく鶏舎構造や防疫作業
をイメージし難い。この課題対処のため、
閉場予定の大規模養鶏場のウインドウレス
鶏舎での生鳥を用いた実践的訓練を計画。
令和 3 年 8 月、（家保）職員や振興局職員、
町職員を参集し、約 50 羽の生鳥を用いた捕
鳥から殺処分までの演習を実施。鶏舎内は
ケージが 6 段（高さ約 3.7ｍ）で上部 3 段
（2 階）は床が無く、レール上のトロッコ
を手動で動かし捕鳥するという不安定な作
業が必要。2 階から１階への鶏の受け渡し
は出荷用のカゴを用いた。今回のように演
習を撮影できる機会は、農場の立入制限や、
企業系農場での撮影許可は下りにくいこと
から貴重。このため編集可能な動画集を作
成し、全道の家保へ情報共有。防疫作業は
一般職員の協力が必要で、道や市町村職員
等は数年で異動することから、動画集を防
疫体制の構築に役立て、更新しながら活用
する。 
 
309．道内大規模養鶏場で発生した高病原性
鳥インフルエンザ防疫の支援－支援中の対
応・支援後の取組－：北海道空知家保 髙

久英徳、田淵博之 
令和 4 年 4 月 15 日、道内の大規模養鶏場

で高病原性鳥インフルエンザ（本病）発生
を疑う連絡があり、所内を防疫支援 5 名お
よび通常業務 4 名の 2 班体制とし、第 1 シ
フトへの派遣等に対応。防疫支援 5 名のう
ち、防疫作業 2 名は発生地家保勤務経験者、
発生地家保所長の補佐で所長を派遣。派遣
期間は 4 月 16 日から 25 日の 10 日間に、防
疫作業は延べ 19 日間、所長の補佐は延べ 6
日間。防疫支援終了後、発生地の防疫作業、
管内の対応等で改善すべき点等の整理を指
示し、報告・提案として、とりまとめ。会
議等で、本庁および全道の家保と情報共有、
討議を実施。当所は、道内の大規模養鶏場
で発生した本病防疫の派遣要請に応え、支
援に寄与。改善すべき点等をとりまとめ、
情報共有、討議により、必要性や改善を
整理。今後、さらに、管内発生および管
外発生時の支援を含めた本病防疫に対応
できるよう、本庁および各家保が連携して
取り組むことが重要。 
 
310．高病原性鳥インフルエンザの発生リス
ク低減及び発生時に備えた防疫対応の取組
：青森県青森家保 清水典子、佐藤尚人 

当所は、家畜伝染性疾病の病性鑑定を行
う基幹家畜保健衛生所で、かつ特定家畜伝
染病発生時に使用する防疫資材の備蓄・発
送拠点。HPAI 発生リスク低減の取組とし
て、管内家きん飼養 8 農場のうち衛生管理
失宜事故が多い C 農場への飼養衛生管理基
準最重要 7 項目の遵守指導及び農場隣接の
ため池における野鳥対策を実施。HPAI 発生
に備えた取組として、資材の管理・搬出方
法の見直し及び省力化と防疫作業労力の改
善を図る。結果、農場では飼養衛生管理基
準の不遵守 4 項目の改善、ため池への忌避
テープ設置により野鳥の飛来防止に成功。
野生動物への対応として、雛舎を新築する
など危険意識も向上。発生時の備えでは、
全防疫拠点の初動用資材のカゴ台車による
管理、資材名等の可視化、ハンドリフター
など新たな資材の導入により、省力的で迅
速な資材の管理・搬出体制が構築。さらに、
アルミ製リアカー等の導入により、HPAI の
防疫作業時における問題点が改善。 
 
311．県内肉用鶏農場における伝染性ファブ
リキウス嚢病ウイルスの浸潤状況とその影
響：青森県青森家保 佐藤宏樹、菅原健 

伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス（IB
DV）は鶏のリンパ器官を障害。IBDV は従来
型、強毒型、抗原変異型に分類、生産過程
に対する影響の報告少ない。県内肉用鶏農
場の IBDV 浸潤状況と生産成績への影響を
調査。浸潤状況調査は死亡鶏のファブリキ
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ウス嚢を採取し、IBDV の RT-PCR 実施後、
塩基配列特定と分子系統樹解析を実施。事
故率と食鳥検査成績を分子系統樹解析によ
る型別で評価。食鳥検査成績は、全部廃棄
率、大腸菌症廃棄率、全部廃棄数に対する
大腸菌症廃棄数の割合（廃棄比率）で比較。
約 6 割の農場で IBDV 検出。従来型 7 検体、
強毒型 1 検体、抗原変異型 8 検体に分類。
事故率は抗原変異型群と非検出群で従来型
群より高値。全部廃棄率は非検出群で従来
型群より高値。一方、廃棄比率は非検出群
より従来型群で高値。以上から、県内の IB
DV 浸潤を確認。抗原変異型は農場で影響
大。廃棄比率の比較から従来型は大腸菌症
廃棄数に影響と推察。今後も継続的な検査
とデータ蓄積を実施。 
 
312．管内肉用鶏農場で発生した鶏脳脊髄炎
：青森県八戸家保 髙橋玲、富山美奈子 

令和 4 年 10 月、管内肉用鶏農場で 5 日齢
雛の死亡羽数が増加し立入。漏水等による
管理失宜と判断し敷料の入替を指導後、死
亡羽数減少。11 月に脚麻痺等の神経症状を
呈す衰弱鶏が増加し再度立入。発症雛の種
卵採卵時期に V 字型の産卵率低下。鶏脳脊
髄炎（AE）を強く疑い病性鑑定実施。大脳
に神経細胞の中心性色質融解、グリア結節
を確認。5’非翻訳領域を標的とした PCR
にて脳乳剤から AEV 遺伝子検出。本症例を
AE と診断。PCR 産物についての塩基配列解
析では農場使用ワクチン株と 99.6%一致。
発生鶏舎の敷料、水から AEV 遺伝子検出。A
EV 抗体保有状況は 5 日齢発症雛の抗体陰
性、99 日齢種鶏の抗体保有率 60％。昨年度
採材の 133 日齢種鶏は全羽抗体陰性で、発
症予防に必要な AEV 抗体が付与されていな
いことを示唆。種鶏へのワクチン投与法が
不適であったことが判明。そのため、適切
なワクチン接種方法と、ウイルス伝播防止
のため飼養衛生管理の指導を継続。 
 
313．本県で初めて養鶏場で発生した高病原
性鳥インフルエンザの防疫措置：岩手県県
北家保 鈴木崇文、田村貴 
 令和 4 年 2 月 11 日、久慈市の肉用鶏農場
(約 4 万 2 千羽)の 1 鶏舎において死亡羽数
増加の通報を受け、同日当所が立入。同鶏
舎の鶏に沈うつと死亡が見られ、14 時、簡
易検査で 13 羽中 12 羽の陽性を確認。うち、
全羽の脾臓と 7 羽の膵臓に白斑が見られ
た。12 日 10 時、遺伝子検査の結果から高
病原性鳥インフルエンザ(以下、HPAI)疑似
患畜と判定され、防疫措置を開始。農場全
羽のと殺は 21 時間後に終了。敷料搬出は養
鶏会社、埋却は建設業協会の協力を得て、
想定より早い約 54 時間後に完了。消毒ポイ
ントを 6 か所(3 市町村)に設置し、24 日間

延べ 2,294 人が 24 時間体制で対応。3 月 8
日(発生 24 日後)、全ての防疫措置を完了。
移動制限区域内の肉用鶏農場 1 戸で適期に
出荷できず、制限解除後、全羽を自主淘汰
し補助金を交付。本防疫措置には延べ 3,30
8 人が参画。同市内では野鳥の HPAI が多発
したが、農場での続発はなかった。市町村、
関係団体等との協力により、迅速に発生を
終息させた。 
 
314．HPAI 防疫措置の経験に基づいた関係
団体等との防疫体制強化の取組：岩手県県
北家保 鈴木勇摩、田村貴 
 令和 3 年度、当所管内において本県初の
高病原性鳥インフルエンザ発生事例を含む
2 件の防疫措置（久慈及び二戸地方支部管
内）を県関係機関・建設業協会等（以下、
関係団体等）と共に行い、情報共有と連携
が重要であることを再認識、関係団体等の
危機意識が高まった。令和 4 年度、防疫体
制の強化のための関係団体等との取組とし
て、①経験した防疫措置の情報共有と役割
分担の調整（27 団体、27 回）、②埋却候補
地の現地調査（養鶏場 23 戸、養豚場 8 戸）、
③発生を想定した農場の汚染物品の搬送や
埋却に係る打合せの模擬演習と④埋却訓練
（1 農場）、⑤集合施設の設置訓練（1 施設）
を行った。①と③では、参加者にアンケー
トを実施し理解醸成を確認した。令和 3 年
度の防疫措置の経験に基づく取組により、
役割分担が整理され連携が深まった。又、
現地の情報が共有され、防疫措置のイメー
ジが高まった。今後も関係団体等と協力し
防疫体制の維持強化を進める。 

 
315．１肉用鶏農場での鶏伝染性気管支炎の
発生と対策：岩手県中央家保 山村実穂、
長山玲子、鈴木千尋 
 令和 4 年 7 月、1 肉用鶏農場（12 万羽、8
棟）の 1 鶏舎で死亡羽数増加（通報時死亡
率 1.2%）。剖検で腎臓の腫大及び大理石紋
様、組織検査で尿細管間質性腎炎を確認。
腎臓から鶏伝染性気管支炎ウイルス（IBV）
遺伝子を検出。分離株は S95 株に近縁。以
上から腎炎型の IB と診断。以後、全鶏舎で
死亡羽数が増加し、クロアカスワブ（CS）
等から IBV 遺伝子を検出（最終死亡率 8.0
%）。本事例での経済損失は約 576 万円と算
出。当該農場では 0 日齢に分離株とは抗原
性状の異なる IBV ワクチン（GN 株）を接種。
対策として、ワクチン株を 0 日齢で 4/91
株及び 7 日齢で Ma5 株に変更。空舎時の水
洗の徹底。消毒実施後の環境検査で、IBV
遺伝子が検出されたが、分離陰性。次ロッ
トの IBV 検査で、全鶏舎の CS から IBV 遺伝
子（GN 株に近縁）が検出されたが、出荷ま
で IB を疑う症状なし（最終死亡率 2.3%）。
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IBV の侵入防止対策に加え、引続き消毒徹
底の継続を指導。 
 
316．一地域における鶏伝染性喉頭気管炎の
多発事例：岩手県県北家保 熊谷芳浩、鈴
木崇文 
 令和 4 年 9 月、採卵育成鶏農場(A)で 88
日齢の鶏伝染性喉頭気管炎（ILT）ワクチン
未接種群の育成鶏のみ、死亡羽数が増加。
病性鑑定により気管等に核内封入体を伴う
粘膜上皮細胞の合胞体がみられ ILTV を分
離。その後、10km 以内の 3 農場で、10 月に
55～61 日齢の肉用鶏(B)、11 月に 445 日齢
の採卵鶏(C)と 41 日齢の肉用鶏(D)に ILT
が発生。B～D は ILT ワクチン未接種。PCR-
RFLP 解析及びシークエンス解析により A～
D の分離株は全て同系統の株。各農場間で
人や物の行き来はなく、農場への侵入経路
は不明。発生後の対策として、緊急ワクチ
ン接種と消毒の徹底を実施。1 日の死亡率
は最も高い鶏舎で A0.5％、B4.6％、C2.0％、
D2.0％まで上昇し、その後収束。A、C では
ワクチン接種後に再発なし。オールアウト
ができない B では、ワクチン接種後の他鶏
舎でも発生が継続。今後、農場内のモニタ
リングや汚染状況を確認し、発生予防に資
する。 
          
317．高病原性鳥インフルエンザが発生した
種鶏場に対する防疫措置と経営再開への取
組：宮城県東部家保 高橋巧、鈴木歩 

令和 4年 3月 25日に管内種鶏場で高病原
性鳥インフルエンザが発生。殺処分にあた
り、鶏が隠れられるネストの存在が問題と
なったが、ブルーシートで覆い隙間を塞ぐ、
ビニールシートを振った音で鶏を追い出す
といった措置を取り効率的に捕鶏。鶏舎内
の糞は 3 か月封じ込め。期間終了後、鶏舎
内の糞 64 検体のウイルス陰性を確認。鶏舎
出入口での長靴履き替え及び交差汚染防
止、野生動物侵入防止策などの飼養衛生管
理の改善を確認。鶏糞搬出・消毒を実施後、
鶏舎 117 ヵ所の環境検査で清浄性を確認。2
40 羽のモニター家きんを配置し、2 週間後
に臨床検査、抗体検査及びウイルス分離検
査で陰性を確認。防疫措置完了から 9 か月
後家きん再導入。種卵出荷は 6 月の見込み。 
 
318．エイビアリー鶏舎を導入した大規模養
鶏場における HPAI 発生時の防疫計画の構
築：宮城県北部地方振興事務所栗原地域事
務所畜産振興部 髙橋春美、矢島りさ 

HPAI 発生に備えた防疫体制の構築は必
須。管内大規模採卵農場でアニマルウェル
フェアに対応した多段式エイビアリー（AV）
鶏舎を新設。AV、ケージ、及び平飼いの 3
種類の鶏舎により最大 43 万羽を飼養。当該

農場の防疫計画を再構築するため農場と協
力し現地調査を実施。AV 鶏舎では複雑な鶏
舎内構造により通常の捕鳥が困難。農場の
事前準備として、鶏舎内調光による鶏の AV
システム内への誘導が必要。また、3 つの
飼養形態では防疫作業手順、所要時間、必
要資機材が大きく異なり、工夫が必要。構
築した計画では、防疫措置完了までに約 11
日、殺処分従事者数は延べ 10,200 名と試
算。さらに制限区域内の肉用種鶏農場に対
する早急な例外協議も必要。本取組から、
防疫計画を策定する上で、農場の理解と協
力、詳細な農場調査、過去の発生事例の検
証が重要。今後も各農場と連携しながら防
疫計画を精査し、防疫体制の強化を図る。 
 
319. 宮城県で発生した高病原性鳥インフ
ルエンザ 3 事例の病理学的比較：宮城県仙
台家保 山梨祐未、齋藤拓海 
 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）3 事
例［①発生日：2017 年 3 月、HA 亜型：H5N
6（遺伝子型：PA-I： NS-I）、用途：採卵
用鶏、日齢：19 週齢、剖検羽数：n=7、②2
022 年 3 月、H5N1（遺伝子型：21E）、肉用
種鶏、46 週齢、n=4、③2022 年 11 月、H5N
1、肉用鶏、6 週齢、n=4］を比較。共通所
見として、脾臓の腫大又は白斑形成、気管
の出血又は赤色化、盲腸扁桃の壊死又はリ
ンパ球減少を確認。①では、他 2 事例に比
較し鶏冠の顕著なチアノーゼ、①と②では、
③に比較し脾臓の顕著な巣状壊死、大脳と
延髄の壊死又はグリア結節を確認。③では、
HPAI の病変に加えてコクシジウムの重度
寄生と細菌性病変を認め、壊死病変よりも
充うっ血と水腫性変化等が強く顕在化した
と推測。国の疫学調査から、①と②の同一
遺伝子型かつ近縁株のウイルスの 50%鶏致
死量（log10EID50）はそれぞれ 3.25 と 4.7
であり、各ウイルスの病原性が病変に反映
されたと推察。 
 
320．秋田県内で 40 年ぶりに発生した鶏伝
染性喉頭気管炎：秋田県中央家保 中村南
斗 菅野宏 
 令和 4 年 11 月、県内で約 20 万 7 千羽を
飼養する採卵鶏農場において 520 日齢の群
で死亡羽数増加。剖検で気管および肺の充
出血を確認。病理検査では化膿性壊死性気
管炎および気管支肺炎がみられ、気管上皮
に合胞体および核内封入体を確認。肺乳剤
を用いた発育鶏卵漿尿膜上接種試験でポッ
クの形成を認め、鶏伝染性喉頭気管炎（IL
T）ウイルスを分離。分離株と市販の ILT
生ワクチン 4 株について TK、TK-2、ICP4
遺伝子を増幅し制限酵素 MspⅠ、HaeⅢ、Hh
aⅠを用いた制限酵素断片長多型（RFLP）解
析を実施した結果、分離株の切断パターン
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がワクチン株 1 株と一致。分離株の遺伝子
解析により、ワクチン株と塩基配列が一部
相違した野外株と判明。これらの結果から
本症例を ILT と診断。分離株とワクチン株
の RFLP パターンが一致した報告は少なく、
判別の際には注意が必要。今後、近年 ILT
が発生した地域の情報を蓄積し疫学的な関
連性を検証予定。 
 
321．県内初発となった高病原性鳥インフル
エンザの防疫対応：福島県県北家保 小川
彩香、鈴木桃香   
 県北地方は県内で養鶏場が最も多い地域
であり、平時から高病原性鳥インフルエン
ザ（以下 HPAI）の発生のリスクが高いため、
発生に備えた防疫体制の取組が重要。例年、
HPAI 流行シーズン前の養鶏場の立入調査
で埋却地の確保等に取り組んでいる。今回、
県内で初めて HPAI が発生。発生農場は約 1
5,000 羽を飼養する肉用鶏農場。令和 4 年 1
1 月 28 日、畜主から死亡羽数が増えている
との通報を受け、立入を実施し簡易検査陽
性。29 日に疑似患畜確定後、18 時間で殺処
分完了、40 時間で防疫措置完了。今回の発
生農場では埋却地が確保できていたこと、
他機関を含めた防疫演習の開催による体験
型の演習や机上演習といった農林との連携
を日頃より図っていたこと、現場職員の臨
機応変な対応等が早期の防疫措置完了に繋
がった。本経験を生かし、今後は課題の整
理や防疫体制強化を図るとともに、農場再
開に向けて支援していきたい。 
 
322．管内で発生した高病原性鳥インフルエ
ンザ防疫対応：福島県相双家保 金田志緒
理 
 発生農場は 10.3 万羽飼養の採卵鶏育成
農場。鶏舎はウインドウレス 1 棟、中央で
2 室に仕切られ、直立 8 段ケージの 2 階構
造。令和 4 年 12 月 6 日 16 時に死亡増加の
通報があり、簡易検査陽性、PCR 検査で H5
亜型が判明し、7 日 16 時、疑似患畜と確定、
と殺を開始。9 日 22 時 10 分と殺完了。埋
却候補地は給水管があることが判明し、急
遽場所を変更したため、面積不足により、
死体等は埋却、堆肥は発酵による消毒で対
応。11 日 20 時、防疫措置が完了。制限区
域内の 26 農場 157 万羽に異常は認めず、搬
出制限区域は令和 4 年 12 月 22 日、移動制
限区域は令和 5 年 1 月 2 日に解除。管内初
の発生であり、テント、暖房、トイレ等の
レンタル資材の遅延、故障多発による動力
噴霧器の不足等の課題が露呈。反省を踏ま
え資材は新たなレンタル先を検討済、動力
噴霧器は県内 4 家保に計 20 台新規購入済。
今後の発生に備え、建設業者同行で管内養
鶏場の埋却候補地の現地確認を予定。 

 
323．高病原性鳥インフルエンザ(H5N1 亜
型)2 例の病理組織学的検索：福島県中央家
保 岩永海空也、西郷智貴 

令和 4 年 11 月、肉用鶏約 1.7 万羽飼養農
場で県内初の高病原性鳥インフルエンザが
発生。翌 12 月、採卵育雛鶏約 10 万羽飼養
農場で 2 例目発生。各 13 羽の病性鑑定及び
簡易検査陽性検体の病理組織学的検査を実
施。【1 例目】剖検所見は多数羽で脾臓の
白斑、肺の暗赤色化及び水腫、胸腺の腫大。
1 羽で肝臓実質にびまん性微小白斑～緑色
中心陥凹結節。組織所見は全身諸臓器で充
うっ血、多発性巣状壊死が認められ、非化
膿性炎と化膿性炎が混在し、混合感染を示
唆。【2 例目】剖検所見は少数羽で肺の水
腫。組織所見は全身諸臓器で充うっ血、多
発性巣状壊死及び非化膿性炎。感染初期の
甚急性経過と推察。分離ウイルスはいずれ
も H5N1 亜型と同定。同亜型でも飼養状況や
感染経過などの複合的要因によって組織病
変が異なることを改めて認識。全身諸臓器
での病変とウイルスの関与をより明確にす
るため、免疫組織化学的検査によるウイル
ス抗原の分布検索を実施予定。 

 
324．高病原性鳥インフルエンザ特定症状の
通報への対応と課題：埼玉県熊谷家保 𠮷𠮷
川結夏子、吉田歩 
 同一家きん舎内において 1 日の死亡率が
過去 21 日平均の 2 倍以上となった場合、高
病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の特定症
状に該当し、所有者等は直ちに家畜保健衛
生所に通報しなければならない。当所では
平成 29年 3月～令和 4年 11月まで 20件の
通報があり、7 件が通報遅れだった。2 日以
上の通報遅れ 3 件は別の疾病を疑ったため
だった。通報が不適切だった所有者等に対
し早期通報を指導するとともに、家畜衛生
だより等により特定症状ほか異常家きん発
見時の早期通報について定期的に注意喚起
している。通報を受けた家保は、直ちに家
畜防疫員が農場に立入りし簡易検査等を実
施しなければならない。当所では、検査に
必要な資材をまとめた検査セットを備え置
き、毎年所内研修を行うことで誰でも農場
に派遣できる体制をとっている。HPAI 発生
リスクは依然高いため、所有者等へ指導を
継続するとともに、通報に対し迅速に対応
できるよう引き続き取り組んでいく。 
 
325．本県で初めて発生した H5N1 亜型高病
原性鳥インフルエンザの病理組織学的考察
：埼玉県中央家保 松本裕治、森谷翠 
 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)は HPA
I ウイルス(HPAIV)による家禽の疾病。令和
3 年 12 月、採卵鶏農場で死亡羽数増加。13
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羽を用いた A 型インフルエンザウイルス(I
AV)簡易検査で全羽陽性。7 羽で病性鑑定実
施。外貌は削痩及び鶏冠先端部のチアノー
ゼを確認。病理組織学的検査では、全羽で
多発性壊死性心筋炎を確認。マウス抗 IAV
抗体を用いた免疫組織化学的検査では、壊
死巣に一致して心筋細胞の核と細胞質、び
まん性に大脳の神経細胞等で IAV 抗原検
出。全身の血管内皮細胞で非検出。ウイル
ス学的検査では、全羽から HPAIV 特異的遺
伝子（H5N1 亜型）検出。IAV 抗体検査は 2
羽陽性。HPAIV は感染初期に血管内皮細胞
で増殖。本症例は血管内皮細胞でウイルス
抗原非検出のため、ウイルス増殖が各組織
内へ移行していたと推察。IAV 抗体が複数
羽で陽性であったことから感染からの経過
が長いと考察。 
 
326．高病原性鳥インフルエンザ発生に係る
制限区域内農場及び施設への対応:千葉県
東部家保 岩間亮祐、片山雅一 
 令和 3 年度県内で高病原性鳥インフルエ
ンザが 3 例発生、当所は制限区域内の農場
・施設対応の業務を担当。移動制限区域に
は延べ 13 農場 3 施設、搬出制限区域には延
べ 40 農場 14 施設が含まれ、主な業務は発
生情報・制限内容の周知、発生状況及び清
浄性確認検査、例外協議、防疫措置完了後
の補償であった。例外協議は延べ 80 件、家
きん・家きん卵・排せつ物・初生ひな・死
体等の移動や施設の再開などで、その多く
が発生確定から 24 時間以内に行われた。卵
やひなは深夜から早朝の移動が多いため、
協議結果の伝達に係る時間や関係者の負担
が大きかった。また、県外処理施設への死
体の移動協議は移動先の県と連携して実
施、県内初の事例となったが、県内には処
理施設が無いため今後も必要な協議であ
る。これらの業務の円滑な推進は農家の不
安と経済損失を最小限に抑えるために重要
であり、発生農場対応と同様、制限区域内
への対応も日頃から留意して準備する必要
がある。 
 
327．ブロイラー農場の HPAI 発生事例に係
る防疫作業上の課題と解決に向けた取組：
千葉県東部家保 中橋冬陽 細野真司 
 2022年 1月に県内のブロイラー農場にお
いて高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が
発生。過去の採卵鶏農場での発生事例に比
べ、鶏舎内における運搬方法の効率化が防
疫作業を円滑に進める上で課題となった。
これは、ブロイラー特有の飼養形態や鶏舎
構造に対する知識や経験が不足していたた
め適した方法を取れなかったことによるも
のと考え、解決に向けた取組として、管内
のブロイラー農場において実際の出荷に立

会い、通常の出荷方法を聴取調査し、防疫
作業の効率化に活用できるか検討。併せて
県で備蓄しているローラーや台車を鶏舎内
を模した足場の悪い状況で実際に使用し、
手持ちの資材を使ってより効率的な運搬が
可能か検討。今後は県の備蓄資材をいち早
く農場に持ち込んで使用しつつ、発生農場
の出荷に使用する資機材についても工夫し
ながら最大限に活用し、防疫作業の効率化
を図ることで、1 日でも早い制限区域の解
除と発生農場の再開を目指す。 
 
328．管内ブロイラー農場における高病原性
鳥インフルエンザの発生概要：千葉県北部
家保 阿部敬、新居友明 
 令和 4 年 1 月、管内約 6 万 3 千羽飼養の
肉用鶏農場で高病原性鳥インフルエンザが
発生。今回、経験した防疫作業上の問題点
と解決策を検討した。本事例では埋却地の
確保、殺処分鶏の運び出し等に苦慮した。
また、蚕業センターでの資材管理や搬出が
難しく、資材管理にも人手と時間を要した。
解決策として、初動防疫で使う資材につい
て当所敷地内の貨物コンテナに資材を集約
して保管するように、体制を整備した。現
在、効率的な防疫対応のために、殺処分に
入る際の交代家保とのローテーションの変
更、待機家保、周辺家保等との役割分担の
見直し、資材の供給体制の見直しを行って
いる最中である。本事例で苦慮した殺処分
鶏の運び出しについても、県防疫演習で移
動式ローラー等を活用した出荷間近のブロ
イラー搬出演習を実施した。今後も、随時
体制の見直しを行い、有事に備えていきた
い。 
 
329．続発対応となった県内 3 例目の HPAI
発生事例：新潟県上越家保 八木笑子、篠
川温 
 HPAI県内 2例目 130万羽規模の防疫対応
中に、管内約 10 万羽規模の採卵養鶏場で 3
例目の HPAI が発生。埋却予定地が埋却不適
となり、処分鶏及び鶏卵を焼却、鶏糞と飼
料を封じ込めに変更。作業人員を近隣市町
村や団体から、防疫資材は 2 例目の集合場
所や備蓄資材保管場所等から確保。急遽調
達した医療用廃棄物（医廃）容器は規格が
様々。防疫作業では農場隣接市道の一方通
行化、軽トラックや原動機付自転車の手配
等により円滑な作業体制を確保。殺処分は
医廃容器と蓋の相違や容器不足等により作
業が一時停滞したが、約 1,500～3,000 羽/
時間で推移。処分鶏は 40～50L の医廃容器
に育成 15 羽、成鶏 10 羽、鶏卵は 20L の医
廃容器に約 260 個を投入し密閉後、県内民
間事業者で焼却。容器の搬出回数と総個数
は処分鶏:19 回、9,920 個、鶏卵:3 回、1,4
99 個。鶏糞は石灰散布後シート被覆、飼料
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は各鶏舎の飼料タンクを密閉し封じ込め。
作業従事者の総人数は、延べ約 2,000 人。
防疫措置開始から 56 時間後に殺処分終了、
108 時間後に防疫措置完了。 
 
330．鶏痘ワクチン接種鶏に発生した皮膚型
鶏痘：富山県東部家保 石原未希、西井純 
 採卵鶏 11,000 羽飼養農場で顔面・胸部皮
膚の痂皮形成を伴い衰弱、死亡数増加した
ため農場立入及び 5 羽の病性鑑定を実施。
病理検査で全羽の皮膚病変部に表皮角質層
の過角化、有棘細胞の風船様膨化、細胞質
内封入体を認め走査型電子顕微鏡観察で封
入体に一致したウイルス粒子を多数確認。
漿尿膜接種試験で全羽に漿尿膜の変化、PC
R で分離された鶏痘(FP)ウイルス(FPV)全
てに細網内皮症ウイルス（REV）の挿入を確
認。検査結果より皮膚型 FP と診断。FP ワ
クチン接種済であったが、加齢によるワク
チン抗体低下、暑熱ストレス、生体へのワ
クモ寄生を背景に FPV 野外株に感染、発症
と推察。管内で REV 遺伝子が挿入された FP
V（REV 挿入野外株）を初検出。管轄外家保
でも既に確認され、県内で REV 挿入野外株
が浸潤と推察。国内 FP 発生事例で REV 挿入
野外株の検出報告は少なくなく、ワクチン
接種鶏における FP発症には REV遺伝子の存
在が何らかの影響を与えている可能性。 
 
331．採卵養鶏場の鶏伝染性気管支炎継続発
生及び発生予防対策：石川県北部家保 高
野光、畑中昭 
 採卵養鶏場 1 戸で過去 3 回にわたり、鶏
伝染性気管支炎(IB）が発生。発生毎に発生
予防対策を実施。しかし、1 年半ぶりに IB
が発生。その後、直近 1 年間で計 4 回継続
発生。いずれの発生事例においても、IB(腎
炎型）と診断。分離ウイルスは S1 遺伝子型
別で JP-Ⅰ型に分類。過去計 7 回の IB 発生
状況（死亡羽数状況や発生日齢の推移）を
整理し、これまでに実施した発生予防対策
が、当農場の IB 発生に及ぼした影響を調
査。また、当農場における IB 発生の特徴や
今後の課題について農場関係者と協議し、
従業員に対しては、衛生意識向上が期待で
きるアンケートを実施。発生予防対策によ
り、発生時の死亡羽数が減少し、発生日齢
は約 30 日齢から約 50 日齢になったことが
判明。また、アンケートの結果、農場内の
リスクが明確となり、従業員使用通路及び
鶏舎設備の改善、重要消毒ポイントへ消石
灰散布の実施に寄与。 
 
332．一養鶏場の細網内皮症ウイルス遺伝子
の組込みが確認された皮膚型鶏痘：福井県
家保 清水誠也 
 鶏痘ワクチン接種歴のある養鶏場で、頭
部の発痘および痂皮形成、元気消失、産卵
率低下を示す鶏がみられたため、病性鑑定
を実施。遺伝子検査で、頭部皮膚から鶏痘

ウイルス（FPV）遺伝子を検出。発育鶏卵接
種試験で漿尿膜肥厚とポック形成を確認
し、漿尿膜の遺伝子検査で FPV 遺伝子を検
出。病理組織学的検査で細胞質内封入体を
確認し、皮膚型鶏痘と診断。発生状況調査
の結果、発症は 1 鶏群に限定しており、当
該鶏群の約 80%で異常を確認。鶏舎内で採
集したワクモから FPV 遺伝子を検出。鶏痘
ワクチン接種群で本病を発症した要因とし
て、飼養環境の悪化および暑熱ストレス等
による免疫機能低下が考えられた。さらに、
検出された FPV への細網内皮症ウイルス遺
伝子組込みが確認され、病原性およびワク
チン効果への影響が懸念。本病の発生予防
として飼養環境の改善およびワクモ対策は
重要。ワクチン接種農家に対しても発生予
防の総合的指導を行う必要があると考え
る。 
 
333．高病原性鳥インフルエンザ発生時にお
ける資材運搬計画：山梨県西部家保 小暮
茉希、鷹野由紀 

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）は今
年度過去最多の発生を確認。昨年度県内に
おける豚熱発生時、家保職員が農場におけ
る防疫作業準備等に追われる中、資材の運
搬や調達をいかに効率よく行うか課題が残
った。そこで県内最大規模の採卵鶏農場で
HPAI が発生した場合における防疫措置開
始までの動きを、資材運搬計画中心に検討。
HPAI発生時における防疫措置開始後 1日分
の必要資材一覧を作成し、そのうち防疫措
置開始時に家保職員が使用するものを除く
資材を県対策本部資材班が家保職員の同行
なしに運搬するための、資材運搬計画を作
成。他所属職員が資材運搬をすることで、
家保職員は農場内の防疫作業準備等に集中
でき、防疫措置開始の効率化が可能となっ
た。今後は資材の保管場所や必要資材など
内容変更時には適宜計画を見直し、関係者
へ情報共有。また、豚熱発生時にも活用で
きるよう運搬計画を作成。 
 
334．鶏伝染性喉頭気管炎の一事例：愛知県
西部家保 福定昌美、川本隆之 

鶏伝染性喉頭気管炎（ILT）は ILT ウイル
スを原因とする急性呼吸器感染症の届出伝
染病で、現在も国内で散発。採卵鶏農場か
ら死亡羽数増加の連絡が有り、立入検査を
実施。A 型インフルエンザ簡易検査陰性。
死亡した 5 羽を病性鑑定。死亡羽数増加の
鶏群は 235 日齢、ILT ワクチンは導入元で 8
3 日齢に点眼投与。①解剖学的検査で気管
充血、喉頭部にチーズ様滲出物を確認、そ
の他臓器著変なし。②細菌学的検査では有
意菌分離なし。③ウイルス学的検査では気
管から ILT ウイルス遺伝子検査及び分離陽
性。④病理組織学的検査で気管粘膜上皮内
に特徴的な合胞体及び核内封入体を確認。
以上から ILT と診断。農場に飼養衛生管理
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の再徹底、当該鶏舎周囲消石灰散布による
消毒及び当該鶏舎へ立入る者を限定する等
を指導。特に育成農場では適切なワクチン
投与の徹底、及び抗体価確認を指導。現在
まで当該農場で ILT 疑う症状なし。ワクチ
ン接種及び飼養衛生管理の徹底により発生
を抑えることができた。 
 
335．東三河地域の肉用名古屋種におけるニ
ューカッスル病発生予防体制整備強化への
取組（第二報）：愛知県東部家保 吉田愛
実 

令和 3 年度、管内の肉用名古屋種飼養全
12 農場を対象にニューカッスル病（ND）ワ
クチン投与状況及び ND-HI 抗体価を調査
し、抗体価に影響しうる因子を検索。抗体
価に有意に寄与する因子として①ワクチン
投与回数（2～4 回）の増加及び②ワクチン
投与時の給与水量（6～250ml/羽）の減少が
判明。よって令和 4 年度は全 11 農場中、①
2 回かつ抗体価 GM 値 8 未満の 4 農場で 3 回
目のワクチン投与を実施。②5 農場で給与
水量を減らし、100ml/羽未満に調整。各農
場 2 ロットの推定ピーク時と出荷時（各回
約 20 羽）の抗体価を測定。その結果、抗体
価 GM 値の中央値は令和 3 年度のピーク時
3.73、出荷時 3.25 から、それぞれ 7.61、5.
49 へ上昇。ピーク時 GM 値 8 以上の群数は 3
ロットから 13 ロットへ、テイク率（抗体価
2 倍以上の個体割合）は 71%から 93%、防御
可能個体率（抗体価 8 倍以上の個体割合）
は 29%から 57%と改善。今後、全農場で防御
可能ラインの GM値 8を超えるよう更なる指
導に努める。 

 
336．鶏コクシジウム症がニューカッスル病
ワクチンの抗体応答に影響する可能性：愛
知県東部家保 吉田愛実 
 鶏コクシジウム症（Co）を発症中のニュ
ーカッスル病（ND）ワクチン投与が、抗体
価に影響を与えた可能性のある事例を報
告。当該農場は、3 鶏舎（2・3・4 号）で肉
用名古屋種 13,700 羽を飼養。3 号（54 日齢
下痢症状、62 日齢死亡増加）及び 4 号（47
日齢下痢症状、74 日齢死亡増加）で、Eime
ria acervulina及び E.tenella感染に起因
する Co を発症。症状が軽度であったことか
ら、60 日齢で最終ワクチンを投与。未発症
鶏群（2 号）を含む全 3 鶏舎で、推定ピー
ク時（82～85 日齢）に 20 羽、計 60 羽の N
D-HI 抗体価を測定。飲水投与手技は適切
で、投与水中の塩素及び金属イオン（鉄・
銅・亜鉛）は検出限界以下。2 号の抗体価
の GM 値は 13.83 であったが、Co 発症鶏群
の GM 値は、3 号 8.57、4 号 4.46 と有意に
低く、抗体価分布のばらつきが拡大。Co に
起因する消化管粘膜の傷害や飲水量の低下
が、飲水投与による ND ワクチン効果を減弱
したと推察。特に若齢期感染は、抗体価に
強く影響する可能性を示唆。 

 
337．県内で発生した鶏伝染性気管支炎 3
症例について：三重県中央家保 川島豪、
戸塚麻喜 
【背景】鶏伝染性気管支炎（IB）は呼吸器
症状、死亡率増加、産卵率低下といった様
々な障害により養鶏産業に経済的被害を及
ぼす重要な疾病のひとつである。また、鶏
伝染性気管支炎ウイルス（IBV）は異なる株
間では多様性に富んだ交差中和性を示す。2
018年から 2022年にかけて県内で発生した
3 症例の IB で、分離されたウイルスに関し
て S1 遺伝子に対する分子系統樹解析を行
い、県内で流行する株の傾向を調査した。 
【材料・方法】それぞれの症例で分離され
たウイルスの S1 遺伝子に関して分子系統
樹解析を実施。 
【結果】各症例で分離されたウイルスは、
症例 1・症例 3 で JP1 型、症例 2 で JP3 型
に分類された。 
【考察】今回の解析の結果から、県内では
複数の遺伝子型の IBV が浸潤していること
がわかった。今後の IB 対策にあたり、衛生
管理指導とともに、農場に浸潤している IB
V の遺伝子型を把握し、適切なワクチネー
ションを行うことが重要であると考えられ
た。 
 
338．鶏のリンパ球性腫瘍の T 細胞性及び B
細胞性に係る免疫組織化学的再検討：京都
府中丹家保 吉崎康二郎、万所幸喜 

届出伝染病のマレック病（MD）及び鶏白
血病（LL）はリンパ球性腫瘍形成を特徴と
し、野外に広く浸潤し不顕性感染が多いた
め、診断に病理組織学的検査が必要。MD は
T 細胞性、LL は B 細胞性リンパ腫を形成す
るため、腫瘍の形態学的分析により鑑別す
るが、習熟が必要。近年、鶏の T 及び B 細
胞の免疫染色法が開発され免疫組織化学的
分析も可能となった。今回、鶏リンパ球性
腫瘍の過去の症例を免疫染色で再検証し、
現行検査精度を検証。【材料及び方法】京
都府内の 1998 年から 2022 年までの MD7 症
例、LL1 症例を再検証。各症例の一部臓器
について HE 染色、抗 CD3 抗体及び抗 BAFF-
R 抗体を用いて免疫染色。【結果】全症例 C
D3 陽性 BAFF-R 陰性の T 細胞性腫瘍。一部
の MD 症例に死亡から固定までの時間経過
による CD3 染色性低下傾向。【まとめ】LL
の形態学的分析による鑑別に課題。今後は
免疫染色を併用した分析により鶏リンパ球
性腫瘍の検査精度の維持向上に努めたい。 
 
339．令和 4 年度高病原性鳥インフルエンザ
防疫対応：和歌山県紀北家保 楠川翔悟、
樽本英幸 
 【背景及び目的】令和 4 年 11 月紀南家保
管内の家きん飼養施設 A において、さらに
同月当所管内の採卵鶏農場 Bにおいて HPAI
が発生。農場 B の防疫措置中、管内の肉用
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鶏農場 C より死亡羽数増加の通報があり立
入検査実施。管内農場 B の発生・対応状況
及び HPAI 継続発生時の問題点について報
告。【発生概要及び経過】11 月 11 日、紀
南家保管内の飼養施設 A で発生、当所では
遺伝子検査、現地への家畜防疫員派遣、殺
処分後の焼却対応等実施。11 月 29 日採卵
鶏 4.3 万羽飼養農場 B より死亡羽数増加の
通報、立入検査。死亡鶏含む 11 羽中 10 羽
が簡易検査陽性、PCR 検査陽性、疑似患畜
と判定、殺処分を開始。防疫措置は当初計
画と異なる状況にも防疫演習が奏功し、12
月 4 日 18 時 30 分に完了。一方、施設 A 及
び農場 B への防疫対応に多くの家畜防疫員
を要した中、農場 C からの通報があり、検
査結果は HPAI 陰性だったものの、人員・資
材が不足。【考察】防疫演習の実施が、防
疫措置の完了に大きく寄与。人員及び資材
は、続発に備えた体制を整える必要性が示
唆。 
 
340．採卵鶏農家へのニューカッスル病ワク
チン接種指導：和歌山県紀南家保 寒蝉直
美 藤原美華 
 管内採卵鶏農家 2 農場 4 鶏群（A 農場：
鶏群①～③、B 農場：鶏群④）について、
定期的にニューカッスル病（以下 ND）抗原
に対する HI 抗体価の測定を実施。感染防御
可能レベルである HI抗体価 8倍を下回る個
体が認められた鶏群①、②に対し、ND ワク
チンの追加接種を指導。追加接種後、HI 抗
体価は上昇し、以降 7 か月間、感染防御可
能レベル以上の抗体価を維持。鶏群③、④
の抗体価は測定開始から廃鶏出荷まで、感
染防御可能レベル以上で推移。A 農場での
鶏への ND ワクチン接種は、30 日齢での生
ワクチンの飲水投与 1 度のみであったた
め、ワクチネーションプログラムの改善が
必要と考え、今回、追加接種により対応。
一方、B 農場では、7 日齢で生ワクチンを飲
水投与、49 日齢で不活化ワクチンを皮下接
種しており、廃鶏出荷まで、感染防御可能
レベル以上の抗体価を維持。ND 発生予防に
は、適切なワクチン接種と飼養衛生管理が
重要である。引き続き管内採卵鶏農家に対
し、定期的な抗体価測定を行うとともに、
ワクチネーションプログラムの見直し、飼
養衛生管理指導を行っていく。 
 
341．県内初となる高病原性鳥インフルエン
ザ発生対応：鳥取県鳥取家保 小谷道子 
 令和 4 年 12 月 1 日、管内の約 11 万羽を
飼養する採卵鶏農場で高病原性鳥インフル
エンザ（HPAI）の疑似患畜を確認。今シー
ズン国内 22 例目、県内では初めての事例。
防疫作業には自衛隊、鳥取市、JA グループ、
建設業協会、中四国農政局、県職員等延べ
3,383 人が従事し、12 月 3 日に殺処分終了、
5 日に防疫措置完了、同月 27 日午前 0 時に
移動制限が解除となった。現在家保では農

場の再開に向け、飼養衛生管理基準の順守
徹底を支援している。また、一連の防疫作
業の課題を洗い出し、万一県内で次の発生
があった場合の対応を検討中。 
 
342．２泡殺鳥機使用後の防疫作業の効率化
の検討について：徳島県西部家保 尾川誠
次郎、笠井裕明 
 令和 3 年 2 月 8 日、徳島県では県内 2 例
目となる高病原性鳥インフルエンザ（以下
HPAI）が発生。国内では初めての泡殺鳥機
を用いた肉養鶏の殺処分を実施。殺処分後、
死亡した鶏を捕鳥、運搬、箱詰め作業、記
録。その後、車両に乗せ、焼却場へ運搬。
鶏舎内の運搬作業で従来法は台車使用、複
数で箱詰め場所まで運搬。防護服 2 枚、N-
95 マスク、ゴーグルの装備で台車に乗せた
ペール缶を人力で移動。防護服を装着して
の反復移動は疲労が大きい。そこで、鶏舎
内の運搬作業を機械化する為、小型特殊車
両の導入を検討。小型特殊車両が鶏舎に入
るか鶏舎入口の大きさを管内肉養鶏農家の
全戸（114 戸）、畜主、民間会社立会いの
上、測尺。鶏舎の入口の大きさを記録。結
果、各鶏舎入口高さは 165～251 ㎝、横幅は
148～480 ㎝。従来法の台車による運搬では
１人当たり 10 羽（30kg）。200 羽を同時に
運搬するには 20 人必要、作業者の負担は
大。小型特殊車両の運搬では１人で 200 羽
（ペール缶 40 個）の運搬が可能、作業者の
負担は少。フォークリフトと組み合わせる
ことで防疫作業の大幅な効率化が図れると
推察。 
 
343．肉用鶏農家における鶏封入体肝炎（I
BH）発生事例：徳島県徳島家保 笠原利気、
大久保喜美 
 令和 4 年、県内肉用鶏 A 農場（6 号鶏舎）
にて、11 日齢で死亡羽数増加。血液生化学
的検査により、血清中グルコース濃度及び
アルブミン濃度の低値、GOT の高値を確認。
病理解剖学的検査を実施した 4 羽全てに肝
臓の退色、出血性病変。病理組織学的検査
にて、肝臓及び膵臓に核内封入体を確認。P
CR 検査により、肝臓（4/4 羽）及び膵臓（3
/4 羽）から鶏アデノウイルス（FAV）を検
出。系統樹解析にて、分離株は血清型 2 に
分類。以上の結果から、FAV2 型による IBH
と診断。同ロットを導入した A 農場 1 号鶏
舎においても、死亡羽数増加が見られてい
た。導入後、鶏舎の環境拭き取り調査にて、
鶏舎内一部に FAV 遺伝子の残存を検出。令
和 2 年、同グループの B 農場にて FAV2 型に
よる IBH の続発がみられたことと、鶏舎の
消毒が不十分であったことから、A 農場の
経過観察が必要。また、オールアウト後の
ドロマイト消毒を指導。 
 
344．小豆島の豚熱対策：香川県東部家保小
豆支所 三好里美 
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 小豆島では放牧養豚 1 戸 47 頭、その他、
豚 1 戸 1 頭、イノシシ 1 戸 1 頭飼養。兵庫
県淡路市での野生イノシシ陽性確認を受け
て、令和 3 年 9 月から管内の野生イノシシ
検査を開始。令和 5 年 2 月末までに捕獲個
体 320 頭、死亡個体 6 頭を検査し、全頭陰
性を確認。放牧養豚場に対して飼養衛生管
理基準遵守を指導するとともに、ワクチン
免疫付与状況を調査。肥育豚のエライザ抗
体保有率 80％未満の群が令和 4 年 5 月で 1
/6 群、令和 4 年 12 月で 3/5 群を確認し、
追加接種を実施。さらにワクチン接種時期
を検証。母豚 2 頭の中和抗体価は 5.6、4.0
と顕著に低値。産子の移行抗体について 44
日齢 4 頭及び 65 日齢 6 頭を調査した結果、
平均 2.6±0.2 と顕著に低く、免疫空白期間
の存在が示唆。今後のワクチン接種時期変
更を検討。危機管理対策として、島への動
員体制、各放牧場での殺処分方法を検討し、
より詳細な防疫計画を作成。警戒レベルは
かつてない状況であり、今後もより厳戒態
勢での対応を図る。 
 
345．高病原性鳥インフルエンザ発生農場の
経営再開に向けた衛生管理指導：高知県西
部家保 福島佳子、夕部尚彦 

令和 2年 12月に管内採卵鶏農場で高病原
性鳥インフルエンザが発生。防疫措置完了
後、経営再開に向け、衛生管理指導を開始。
鶏舎の修繕・補修、堆肥舎の防鳥ネット設
置、鶏舎ごとの長靴設置と作業動線の見直
し、更衣室の新設、未消毒の湧き水から水
道水への給与水変更、飼養衛生管理マニュ
アルを作成。これらの取組みにより、飼養
衛生管理基準を全項目遵守し、家きんの再
導入に必要な検査でも清浄性を確認したた
め、防疫措置完了から 122 日後に再導入を
開始。令和 4 年 4 月には発生前の経営規模
までほぼ回復。その後も、衛生管理の強化
を図るため、事業活用による動力噴霧器の
導入やペストコントロール協会のネズミ対
策指導による野生動物侵入防止対策を実
施。今後も再発防止のため、月に 1 回立入
し、飼養衛生管理基準遵守状況を確認し、
衛生管理指導を継続。 

 
346．高病原性鳥インフルエンザ患畜等の一
般廃棄物処理場での焼却処分に向けた取組
み：高知県中央家保 西川弘子、下村恭 

高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性
鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜（以
下「患畜等」とする）は、特定家畜防疫指
針に基づき、遅滞なく患畜等を殺処分し焼
却又は埋却しなければならない。これを担
保するため、埋却できない場合の代替策と
して一般廃棄物処理施設での焼却処分を検
討。令和元年度から一施設について関係自
治体及び施設管理者と協議を開始。本病発
生時の防疫対応や患畜等の迅速な処分の必
要性、埋却地確保への県の取組、公衆衛生

上の安全性、当該施設で処分する場合は施
設の管轄地域で発生した患畜等に限ること
等を説明。焼却処分への協力の必要性につ
いて理解が得られた。また、当該施設で死
亡鶏の焼却試験を実施。焼却炉の運転や投
入作業に問題は無かったが、密閉容器から
臭気が発生し施設内に残存。今後、発生原
因を究明し必要に応じて移動ルートの再検
討を行う。今後も協議を進め、患畜等の焼
却処理に関する協定の締結を目指す。 
 
347．県内で初めて確認された meq 遺伝子の
一部が欠損したマレック病ウイルス：高知
県中央家保 西明仁、岸咲野花 

マレック病（MD）は MD ウイルス（MDV）
を原因とし、その病原性には MDV-EcoRI-Q
（meq）遺伝子とこの遺伝子がコードする M
eq 蛋白質が関与。2022 年 2 月、シャモ 25
羽を飼養する農場で 1 羽が脚弱を呈し、病
性鑑定を実施。剖検では左胸筋の腫瘤以外
に著変なし。病理組織学的検査でリンパ様
細胞の浸潤性増殖が認められ、MD と診断。
meq 遺伝子を標的とした遺伝子検査におい
て、約 400bp の増幅産物を確認。塩基配列
解析の結果、通常の meq 遺伝子と比較して
192mer 欠損した meq 遺伝子（S-meq）と判
明。Meq 蛋白質の予想アミノ酸配列は 2016
年の埼玉県における検出株と 100％一致。
また、当県の過去 MD 症例を検査した結果、
同じアミノ酸配列の MDV を検出したことか
ら、S-meqMDV は野外に広く分布していると
推察。meq 遺伝子の欠損が病原性に与える
影響は不明な部分が多く、本症例の病原性
は不明。ウイルス分離を実施し、病原性の
解明に努めたい。 
 
348．ワクチン接種採卵鶏群に発生した鶏痘
：福岡県両筑家保 黒田成孝、中央家保 中
野紗央里 
 採卵鶏飼養農場（1,400 羽飼養）で 280
日齢鶏（鶏痘ワクチン 2 回接種済み）に発
痘、死亡が発生し病性鑑定を実施。死亡鶏、
衰弱鶏各 3 羽を用い、病理学的検査、細菌
学的検査、ウイルス学的検査（発育鶏卵漿
尿膜上接種による分離及び鶏痘ウイルス（F
PV）、FPV ゲノムに組込まれた細網内皮症
ウイルス（REV）の遺伝子検査）を実施。剖
検では顔面及び鶏冠の痂皮形成、喉頭・気
管の発痘を確認。病理組織検査では、痂皮
及び口腔に壊死、有棘細胞腫大・風船様変
性・増生、好酸性細胞質内封入体形成を確
認。主要臓器から有意菌分離陰性。ウイル
ス検査では漿尿膜上にポック形成、上皮腫
大・増生、好酸性細胞質内封入体を確認。F
PV特異遺伝子検出及び FPVゲノムへ REV遺
伝子組込みを確認。FPV 感染による鶏痘と
診断。発生要因として FPV ゲノムへの REV
遺伝子の組込みによる免疫抑制が考えら
れ、ワクモの増加による吸血ストレス等、
飼養衛生環境悪化も関与したと考えられ
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た。 
 
349．鶏伝染性気管支炎発生農場における再
発防止対策：佐賀県北部家保 田中徹、松
尾研太 

令和 4 年 4 月、管内の肉用鶏農場におい
て呼吸器症状を呈し死亡する鶏が増加した
ため、病性鑑定を実施。ウイルス検査では
気管・肺から鶏伝染性気管支炎（IB）ウイ
ルス（JPⅢ型野外株）を分離。また、細菌
検査では主要臓器から大腸菌を分離。病理
組織学的検査では諸臓器における線維素化
膿性漿膜炎等を確認。以上から、IB と鶏大
腸菌症の混合感染と診断。再発防止対策と
して、飼養衛生管理基準の遵守指導及び、I
B ワクチンプログラムを検討し、管理獣医
師の判断で、初生で Ma5 株と 4/91 株の同時
接種を実施。対策後の入すう群について、I
B 中和抗体価を調査し、IB ウイルスの複数
の血清型に対して交差反応性を有する中和
抗体の保有を確認。また、当該入すう群の
事故率は対策前と比較して 4.4％から 1.5
％へと改善し、IB の再発がないことから、
対策には一定の効果があったと推測。引き
続き農場の飼養衛生管理指導及びワクチン
プログラムの検討を継続。 
 
350．近年熊本県内で検出された伝染性ファ
ブリキウス嚢病ウイルスの特徴:熊本県中
央家保 本田佐知子 

2018～22 年に検出された伝染性ファブ
リキウス嚢病ウイルス（IBDV）は肉用鶏農
場 8 戸 10 事例。IBD と診断したのは 7 戸 8
事例。VP2 領域の PCR、RFLP 法による株型
別検査、塩基配列決定、系統樹解析、相同
性確認を実施。RFLP 法で既報と異なる切断
パターン複数。7／10 事例は各農場で使用
している IBD 生ワクチン類似株、使用ワク
チン株との塩基配列相同性 99%以上。4／7
事例は生ワクチンの病原性に関与するアミ
ノ酸の置換（H253Q 変異）あり。H253Q 変異
はワクチン株が鶏内で継代を繰り返し病原
性増強した株。ワクチンの不適切使用等が
原因の可能性。残る 3 事例の検出株は従来
型病原性株、地域的にも近く同系統の株と
推察。その他、アミノ酸の置換を伴わない
サイレント変異も RFLP 結果に影響。IBDV
塩基の変異は病原性変化の可能性があるた
め、RFLP 法で判別できない場合は塩基配列
を確認する必要。 
 
351．肉用鶏農場の鶏伝染性気管支炎ウイル
ス浸潤、病態及び動態調査：大分県豊後大
野家保 河上友、壁村光恵 

2021 年、肉用鶏 4 戸で鶏伝染性気管支炎
（IB）発生。全て IB ワクチン接種不十分で
以下調査。（1）ワクチン接種状況：2 回以
上:0％、1 回: 74.1％（20/27 戸）、未接種
：25.9％（7/27 戸）（2）浸潤状況：4/15
戸（A-1,2、E、H-1,2 等）で IBV 分離。（3）

病態：ワクチン株と異なる遺伝子型分離 3
戸（A-1：4/91、E：4/91、H-2：JP-Ⅱ）で
1 ロット 3 羽、3 回検査。A-1：前鶏群初生
JP-Ⅱ接種。当該鶏群未接種。29 日齢 1 羽
で JP-Ⅱ型分離。気管病変軽度、免疫組織
学的検査（IHC）軽微陽性。E：初生 JP-Ⅰ
接種。30 日齢 2 羽で 4/91 と JP-Ⅰ型分離。
気管病変、IHC 陽性。H-2：初生 Mass 接種。
IBV 分離陰性。（4）動態：各農場全鶏舎検
査。E の複数鶏舎で JP-Ⅰ型、H-1 で Mass、
H-2 の複数鶏舎で JP-Ⅰ型分離。30 日齢前
後での IBV の動きや分離ウイルス多様を確
認。IB 以外の要因除外と適切なワクチン接
種で発症軽減。農場・鶏舎間往来、堆肥処
理、消毒方法、空舎期間等が IBV 伝播や残
存に影響する可能性示唆。 
 
352．特用鶏農場における腓腹腱断裂(青脚)
発生事例について：大分県宇佐家保 大矢
真里奈 

2019 年 8 月特用鶏農場(A 農場)の出荷鶏
において、青脚による廃棄率が高いと食鳥
処理場から連絡を受け、病性鑑定を実施す
るも、原因の特定には至らず。2020 年 2 月
A 農場にて脚弱鶏が発生、病性鑑定を実施。
その結果トリレオウイルス(ARV)が分離さ
れ、鶏ウイルス性腱鞘炎/関節炎と診断。さ
らに鶏舎内環境材料検査も ARV 陽性。消毒
方法の見直しと消毒の徹底を指導。2020 年
8 月出荷鶏の病性鑑定、9 月の環境材料検査
にて ARV 分離陰性。しかし、A 農場での青
脚の廃棄率は高い状態が続き、ARV 以外の
原因を考慮。脚部の新鮮な皮下出血から、
捕鳥時に出来た損傷の可能性も示唆。出荷
は数日に分けて行われており、出荷回毎の
青脚率を確認、出荷の最後で青脚が多い傾
向。A 農場での青脚は、捕鳥などによる脚
の負担が原因となっている可能性を推察。
今後も消毒等の対策による ARV 汚染を防止
しつつ、飼養管理の見直しと指導を実施、
青脚による廃棄率の低下を目指す。 
 
353．鹿児島県における高病原性鳥インフル
エンザ防疫措置実施農場の経営再開過程の
検証：鹿児島県北薩家保 白井彰人 

2021 年 1 月から 2022 年 1 月にかけて、
高病原性鳥インフルエンザの防疫措置を実
施した管内 4 農場の経営再開過程を検証。
再開に向けて、まず飼養衛生管理基準の遵
守体制確認検査を行い、野生動物侵入防止
対策の強化や埋却候補地の再確保等を指
導。指導事項の改善確認後、鶏舎内等の拭
き取り検査、モニター家きん検査を実施。
検査に要した日数は、確認検査 103～124
日、拭き取り検査 7 日、モニター家きん検
査 19～32 日。防疫措置終了から経営再開ま
でに要した日数は 170～204 日。経営再開後
に農場主等に実施したアンケート調査で
は、回答者の 33％がより早い再開を希望
し、モニター家きん検査の実施について、
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鶏の手配や処分に苦慮するという理由で 4
0％が否定的な意見。また、防疫措置終了か
ら受領までに 75～162 日を要したへい殺畜
等手当金について、80％がより早い交付を
希望。今後、農場の早期再開・負担軽減に
向けた検討やへい殺畜等手当金の迅速な交
付が急務。当所では担当者実務マニュアル
の作成に着手。 
 
354．高病原性鳥インフルエンザ発生時の集
合基地運営とその課題：鹿児島県姶良家保
 永井宏樹 
令和３年度の高病原性鳥インフルエンザ発
生事例について、集合基地運営で発生した
問題点について整理。１、車両不足：重機
オペレーター等は作業の関係上、従事者と
は別に送迎が必要。仮設基地からの緊急の
防疫資材補充の要望も重なり、送迎・運搬
車両が不足。空いている公用車等を探し対
応。送迎専用車両の用意や、運転可能な職
員の確保、仮設基地での資材要望を集約化
し、効率的な車両運用に努める必要あり。
２、資材管理の不備：防疫資材の情報共有
が出来ておらず、資材の補充や搬出に時間
を要した。積載資材の表示、効率的な資材
管理の方法を行う必要あり。３、長時間連
続勤務： 1、2 例目では 6 名が 30 時間以上
連続勤務。3 例目では人員派遣により連続
勤務者は 3 名に減少。長時間の連続勤務は
労務管理上の問題、事故発生要因となる。
人員の応援、人員配置を検討する必要あり。
問題改善には県、他部所や自治体等の関係
機関との協力・情報共有を行う必要がある。 
 
355．県内最大規模養鶏農場の防疫措置計画
策定と課題：鹿児島県曽於家保 津留優、
米丸俊朗 
 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生
時、迅速且つ的確な防疫措置が重要。管内
には県内最大規模養鶏農場が所在。特定家
畜伝染病防疫指針等の一部改正を受け、関
係機関と連携し大規模農場の防疫措置計画
を策定。採卵鶏、最大飼養羽数 140 万羽、
ウィンドウレス鶏舎９棟、GP センター併
設、1 日約 70t の卵生産。農場、GP センタ
ー、埋却地の現地調査及び建設業協会等と
の協議を重ね、動員体制、作業動線、作業
方法、防疫資材、仮設基地等の素案を作成。
関係機関を招集した全体会議で意見調整。
最終案を関係機関に照会し、防疫措置計画
策定。これに基づき農場で防疫机上演習を
実施、一連の防疫措置を確認し、防疫意識
向上。課題として動員数削減や炭酸ガス等
防疫資材調達方法の具体的な検討が必要。
今後も家保が中心となり関係機関と連携し
て他大規模農場の防疫措置計画を策定し、
防疫意識の更なる向上と初動防疫体制の強
化を図る。 
 
356．鶏伝染性喉頭気管炎ウイルスの遺伝子

切断パターンによる流行株の検討：鹿児島
県南薩家保 鈴木恵子 保正明 
 管内の近接する採卵鶏農場で鶏伝染性喉
頭気管炎（ILT）が 1 ヶ月半の間に 3 件で発
生。今回、検出した ILT ウイルス（ILTV）
遺伝子と、過去の本県分離株 4 株及び ILT
ワクチン株の遺伝子とあわせ、制限酵素断
片長多型解析を実施。今回検出した 3 株は
いずれも同一パターンであり、H19 の分離
株 2 株と同一パターンを示した。また県内
の ILTVは異なる系統のものが少なくとも 3
種類あり、いずれもワクチン株とは異なる
野外株であると判明。農場に ILTV が侵入し
た可能性が示唆され、特に農場密集地域に
おける防疫対策の重要性を改めて認識し
た。今回発生した農場はいずれも飼養衛生
管理基準を遵守していたが、導入元におい
てワクチンを用法とは異なる噴霧方式で接
種していた。 
発生を受け、導入元でのワクチン接種方法
の変更に加え、さらなる消毒の徹底、作業
動線の変更、発生鶏舎以外の鶏舎での緊急
ワクチン接種等によりその後発生は認めら
れていない。 
 
Ⅲ－２ 細菌性・真菌性疾病 
 
357．平飼採卵養鶏場で見られたピーク産卵
率低下：岩手県県南家保 髙井雄也、澤田
徳子 
 令和 4 年 6 月、4,200 羽を飼養する平飼
採卵養鶏場で、3 月及び 5 月導入群の産卵
率が低値(70%前後)で推移し、Mycoplasma 
synoviae(MS)感染で特徴的な卵殻先端異常
が散見。9 羽の病性鑑定により、低体重(0.
2-0.8 ㎏,全羽)、卵巣及び卵管の重度萎縮
(1/8)を確認。細菌及びウイルス検査で、気
管ないし卵管から M.galisepticum(MG,5/
9)、気管から MS(8/9、気管ないしクロアカ
スワブから鶏伝染性気管支炎ウイルス(IB
V)遺伝子(4/9)検出。病理検査で、喉頭また
は気管粘膜の肥厚(全羽)、線毛上皮細胞の
線毛消失・扁平化(5/9)及び尿細管間質性腎
炎(1/8)を確認し、同 1 羽は尿細管上皮細胞
に IBV 抗原を検出。7 月導入群の導入時(12
0 日齢)平均体重は 1.2 ㎏、MS 抗体検査は全
羽陽性(10/10)。育成期からの低体重、マイ
コプラズマ及び IB 感染が産卵低下の原因
と推察、導入元に改善を求めた。結果、9
月導入群からピーク産卵率 95.7%に回復。1
1 月導入群で MS 抗体陽性数減(3/10)、導入
時平均体重 1.4 ㎏。育成期の飼養衛生管理
の重要性を再認識。 
 
358．採卵鶏飼養施設で発生した鶏ボツリヌ
ス症：神奈川県県央家保 猪瀬早紀、英俊
征 
 令和 4 年 5 月、採卵鶏約 950 羽を平飼い
で飼養する施設の 8鶏舎中 3鶏舎において、
死亡数の増加を主訴とした検診依頼があ
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り、A 型鳥インフルエンザを簡易検査で否
定し、3 鶏舎の 9 羽を病性鑑定に供した。
病理解剖学的検査では背部ないし全身性の
脱羽が 5 羽に見られた。臨床症状及び解剖
学的検査結果から鶏ボツリヌス症を疑い、8
羽の盲腸内容物を用いた毒素検査を実施
し、全検体を毒素陽性と判定。毒素型別検
査は各鶏舎検体から 1 検体を選抜して実施
し、全ての検体でボツリヌス C/D モザイク
型毒素検出を示唆する結果。PCR 検査では、
8 検体中 6 検体で C/D モザイク型毒素遺伝
子と判定。また、ウイルス学的検査、病理
組織学的検査及び一般細菌検査では死亡数
の増加の原因となる感染症を示唆する結果
は認められず。総合的に、本症例はボツリ
ヌス C 型菌による鶏ボツリヌス症と診断。
平飼いの採卵鶏飼養施設でも、鶏ボツリヌ
ス症の発生があることを勘案し、病性鑑定
を実施することが重要。 
 
359．採卵鶏の空腸絨毛に著しい萎縮が認め
られた一病性鑑定事例における病理学的考
察：静岡県中部家保 金森健太 

採卵養鶏場の鶏に著しい絨毛萎縮がみら
れ、病理学的に考察。死亡羽数が増加し、
抗生剤で治療したが再度死亡羽数が増加し
たため、4 羽を用いて病性鑑定実施。細菌
学的及び寄生虫学的検査は定法に従い、病
理組織学的検査は HE 染色、ベルリン・ブル
ー染色、シュモール反応、PAS 反応、チー
ル・ネルゼン染色及びグラム染色を実施。
結果、生鶏 1 羽から 4.8×105CFU/g の Clos
tridium perfringensA 型が分離。全羽に小
腸の膨満、粘膜の菲薄化、著しい絨毛の萎
縮と組織の再生像及び局所性の線維素性炎
があり、グラム陽性大桿菌を確認。マクロ
ファージ内にみられた黄褐色顆粒はセロイ
ドと判断。コクシジウムのオーシストは検
出されたが組織に寄生なし。全周性の壊死
性腸炎はないが、鶏クロストリジウム・パ
ーフリンゲンス感染症（本症）に類似。抗
生剤治療による本症耐化鶏で、絨毛の萎縮
は組織の再生に伴い起きたと考察。セロイ
ド沈着も慢性経過を示唆。 
 
360．肉用鶏農場と連携して取り組んだブド
ウ球菌症対策：三重県中央家保伊賀支所 
平岡真実、富田智美 
 約 10 万羽飼養の肉用鶏農場において、令
和 3 年 5 月から令和 4 年 5 月にブドウ球菌
症が 5 件発生。分離菌の PFGE の結果、消毒
の不備が判明。また、鶏舎内立ち入りによ
り飼育管理の失宜が認められ、以下 3 つの
対策を実施。①全ての消毒作業工程に立ち
合い問題点を抽出。また、一部の消毒作業
をより消毒効果の高い発泡消毒へ変更し泡
による見える化を図った。②飼育管理の改
善のため、計時的温度計設置と CO₂ 濃度測
定により鶏舎内の温度と換気状況をモニタ
リング。農場マニュアルを見直した。また、

ブドウ球菌症の病態の一つである趾瘤症を
スコアリングし、発生状況を数値化。③情
報共有のため本社職員を含めた月例検討会
を実施。これらの対策の結果、令和 4 年 5
月以降ブドウ球菌症の発生はなくなり趾瘤
症スコアは 1.75 から 0.7 へ減少。指導前後
の出荷成績を比較すると、育成率が 93.7％
から 99.4％へ、プロダクションスコアが 3
15.5 から 371.6 へと向上した。 
 
361．消毒効果の“Mie る”化を利用した肉
用鶏農場における衛生指導：三重県中央家
保 佐藤福太郎、巽俊彰 

県内 100,000 羽規模肉用鶏農場におい
て、令和 3 年 5 月～令和 4 年 5 月にブドウ
球菌症が 5回発生。分離菌株の PFGEの結果、
同一菌株が鶏舎内に長期間残存しているこ
とを示唆。出荷後の水洗・消毒工程に不備
があることが考えられたため、全工程に立
ち会い、問題点の洗い出しを実施。水洗後
の鶏舎床面に羽・埃等が散在、一次消毒時
に鶏舎床に消毒薬を散布していないこと等
の問題点を確認。また、各作業後（水洗・
消毒後は乾燥後）に、消毒効果判定のため
鶏舎床面 5 箇所（100cm2）をふき取り、一
般細菌数を測定。水洗後から消毒後におい
て一般細菌数の減少が認められない箇所が
存在。水洗・消毒作業時の問題点及び一般
細菌数推移結果をもとに消毒方法の変更
（噴霧→発泡）、水洗の徹底等を指導。指
導後は、水洗・消毒作業後の一般細菌数の
減少が確認されブドウ球菌症は鎮静化。消
毒効果を見える化したことで農場関係者に
説得力ある指導が可能となった。 
 
362．安全な畜産物供給に向けた継続的な鶏
卵衛生対策：兵庫県姫路家保 三木輝美、
山崎歩 

開放平飼い鶏舎 6棟でボリスブラウン 8,
000 羽を飼育する採卵鶏農場でサルモネラ
検査を継続実施。2011 年度から鶏卵主体、
2014 年度以降は鶏舎通路と区画内牽引ス
ワブ（DS）等環境主体で毎月検査を実施。
加えて、鶏・塵埃・ネズミ糞便の検査とネ
ズミの生息状況、侵入経路を調査。結果、
鶏・鶏卵・飼料・ネズミ糞便から分離され
ず、雛導入直後の通路 DS を主体に 8 タイプ
(Salmonella Typhimurium（ST）他)のサル
モネラ血清型を連続分離。ネズミの防鳥ネ
ット・金網破損部からの侵入、舎内営巣、
配線機器の囓跡、落下便を確認し、ネズミ
による菌の持ち込みを疑う。ST 対策とし
て、3 価サルモネラワクチン接種済み雛の
導入、消毒徹底、ネズミ対策を指導し、以
降 ST は分離されず。今後は、関係機関と連
携し、ネズミの侵入防止策や衛生講習会の
開催等を通じ、管内農場へ普及啓発を図り、
家畜の生産性向上と安全安心な畜産物の生
産拡大へつなげていく。 
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363．採卵鶏農場の鳥マイコプラズマ症の発
生：山口県中部家保 吉本侑里、大石大樹 

鳥マイコプラズマ症は、Mycoplasma gal
lisepticum（MG）と M.synoviae（MS）が原
因菌の届出伝染病。山口県では届出伝染病
指定以降発生なし。約 25 万羽規模の採卵鶏
農場で 536 日齢の鶏が産卵率低下。管理獣
医師が死亡鶏の気管内にチーズ様物と血痰
を認め、死亡鶏 4 羽と生存鶏 2 羽を病性鑑
定。当該鶏は育雛場で MG 生ワクチンを接
種。剖検では死亡鶏 1/4 羽と生存鶏 1/2 羽
で気管に白色粘液の貯留等を確認。病理組
織学的検査では粘膜の過形成を伴うリンパ
球性鼻炎、リンパ球性気管炎、リンパ球性
喉頭炎及び喉頭粘膜上皮の変性壊死等を確
認。細菌学的検査では気管の遺伝子検査で
死亡鶏 3/4 羽が MG 陽性、死亡鶏 1/4 羽と生
存鶏 2/2 羽が MS 陽性、マイコプラズマの分
離培養で死亡鶏 2/4 羽が MG 陽性、死亡鶏 1
/4 羽が MS 陽性。MLST で分離 MG は国内ワク
チン株と異なる新規 sequence type と判
明。検査ウイルスはすべて陰性。以上から
鳥マイコプラズマ症と診断。MG・MS 野外株
により発症したと考察。 
 
364．食鳥処理場の廃棄鶏から分離した大腸
菌の性状：香川県東部家保 川西郁馬、上
村圭一 

鶏大腸菌症は、養鶏産業に重大な損失を
与える重要疾病の一つ。今回、県内大規模
食鳥処理場で令和 4 年度に処理された廃棄
鶏から分離した大腸菌について調査を実
施。廃棄鶏の肝スワブ 50 検体から各 1 株の
大腸菌を分離し、薬剤感受性試験と遺伝子
検査（病原性関連遺伝子保有検査及び RAPD
法による疫学検査）を実施。感受性試験は
アンピシリンと ST 合剤に耐性を示す割合
が高い。3 薬剤以上の多剤耐性の割合は 66
％（33 検体）。大腸菌の病原性関連遺伝子
（8 種）の検出率は iucD（鉄獲得能）86％
と iss（血清抵抗性）90％が高く、他の遺
伝子と差がある。RAPD 法では同農場で泳動
パターンの異なる菌を検出。また、異なる
時期で泳動パターンの同じ菌を検出、同時
期に複数の菌が長期間存在することが判
明。これらのことから、農場及び食鳥処理
場での鶏大腸菌症の発生及び廃棄鶏の増加
を防ぐためにも飼育環境の改善等の飼育管
理の向上（飼養衛生管理基準の遵守）が必
要。 
 
365．肉用鶏農場の鶏大腸菌症低減に向けた
取組：香川県西部家保 山岡彩花、川田建
二 
 令和 2 年 4 月から令和 5 年 2 月の、HPAI
発生農場を除く管内の肉用鶏の異常鶏通報
は計 16 件、16 件うち 7 件を鶏大腸菌症と
診断。死亡羽数増加の一因である鶏大腸菌
症の軽減を目的に、衛生管理レベルの高い
A 農場、令和 3 年に異常鶏通報があり、鶏

舎が老朽化している B 農場の鶏アウト後の
飲用水及び鶏舎内環境検査を実施し、大腸
菌不検出。鶏アウト時に大腸菌が検出され
なかったことから、B 農場の鶏飼養中の飲
用水、鶏舎内床及び鶏アウト直後の鶏舎内
環境検査を実施。飲用水、鶏舎内床、換気
扇及び給水器から Escherichia coli 検
出。結果を受け、タンク内の飲用水の定期
的な交換及び消毒、給水器の洗浄・消毒の
徹底、鶏舎内環境は、清掃・消毒の徹底を
指導。指導後、B 農場の農場成績改善傾向。
令和 4 年 12 月以降、B 農場の鶏大腸菌症に
よる死亡羽数増加は無し。今後は、鶏大腸
菌症が発生しやすい冬の飲用水、鶏舎内環
境検査を実施し、鶏大腸菌症対策の指導を
継続。 
 
366．鶏から分離された Pasteurella multo
cida（Pm）の遺伝子解析：福岡県北部家保
 川島幸子 
発生農場は、採卵鶏（大雛導入）を平飼い
で飼養。2021 年 9 月、約 240 日齢の鶏群で
死亡散発と産卵率低下で立入検査。臨床検
査でつつきによる頭部や背部の脱毛・創傷、
削痩個体を散見。剖検では卵墜（2/3）、腹
膜炎（1/3）等を認め、病理組織検査では肝
臓の巣状壊死（1/3）、肺にグラム陰性菌を
伴う胸膜炎や気管支炎（2/3）、脾臓に線維
素析出（2/3）を認めた。細菌検査では主要
臓器から Pｍを分離したが莢膜抗原型別 PC
R では遺伝子が検出されず、菌体抗原型別 P
CR では L4（血清型 6 及び 7 型に相当）と判
定。MLST 解析では 7 つのハウスキーピング
遺伝子のアレル番号（adk:11、est:8、pmi
:16、zwf:7、mdh:11、ghd:6 及び pgi:8）か
ら、分離 Pm の遺伝子型を ST273 と判定。全
ゲノム解析では莢膜合成関連遺伝子が欠
損。この菌株は MLST 解析のデータベース上
にも登録がなく、非常に珍しい系統の菌株
であると考えられた。本症例への関与につ
いては慎重な判断が必要。 
 
367．肉用鶏農場の衛生管理向上対策：佐賀
県中部家保 平野美和、葛見敏男 

複数農場を所有する肉用鶏農場の新設鶏
舎で H30年から R2年に Salmonella Schwar
zengrund（SS）が分離され、対策を実施。
対策の実施記録及び踏込消毒槽交換記録を
作成し、作業を記録。効果検証のため鶏舎
内、前室及び鶏舎外入口のドラッグスワブ、
飲水及び落下糞便等を材料として培養検査
を実施。R3.5 月入雛群では 25 日齢で前室
から SS 分離、39 日齢では検出されず、52
日齢で鶏舎全体から SS 分離。R3.9 月入雛
群では入雛前の前室から SS 分離、15 日齢
で鶏舎外入口、43 日齢で鶏舎内から分離。
R4.1 月入雛群はサルモネラ検出されず。R
4.5 月入雛群は前室及び鶏舎外入口、R4.8
月入雛群は鶏舎全体から SS 分離。R4.9 月
に踏込消毒槽の消毒液から SS 分離。サルモ
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ネラの侵入防止対策として、踏込消毒槽に
CK ライム液を使用するよう指導。R4.10 月
の検査では消毒液から大腸菌群及びサルモ
ネラは分離されず。 

 
368．鶏大腸菌症の誘発因子対策による発生
予防法の確立：長崎県県南家保 中山航、
井上大輔 
 鶏大腸菌症の発生予防法の確立のため、
本県は 9 年間、調査と対策法を検討。平成
26～30 年の調査で、多様な抗原性の鶏伝染
性気管支炎ウイルス（IBV）の若齢感染によ
る鶏大腸菌症の誘発を多数確認。鶏大腸菌
症予防のために IBV の防御が重要と考察。
令和 3 年はブロイラー農場密集地域で抗原
変異型伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス
及び各市販ワクチンと交差性の低い IBV に
誘発された鶏大腸菌症が頻発。対策として、
地域一斉オールアウト、若齢で広い交差免
疫を与える IB ワクチン 2 種（Ma5、4/91）
初生接種等を実施し鶏大腸菌症を制御。翌
年、2 種 IB ワクチン初生接種の効果を生産
者へ講習し、鶏大腸菌症の被害が多いブロ
イラー農場 22 戸で本ワクチネ－ションを
採用。うち 5 戸でワクチン変更前後の生産
成績は、全農場で産肉成績等が有意に向上
（p<0.05）。また、令和 4 年度の鶏大腸菌
症の件数は前年度の 42.3%に減少し、本対
策により多くの農場で発生が予防されたこ
とが示唆。 
 
369．肉用鶏の Enterococcus cecorum によ
る化膿性脊椎炎：長崎県中央家保 寺山好
美、前田将誌 

肉用鶏飼養 3 農場において、脚弱による
淘汰羽数が増加したため 9 羽について病性
鑑定。9 羽中 8 羽の第 6 胸椎椎体部にグラ
ム陽性球菌を伴う膿瘍形成、脊髄圧迫を確
認。1 羽の肝臓および脾臓、3 羽の第 6 胸髄
から Enterococcus cecorum（EC）が分離さ
れ、本菌または本菌の関与を疑う化膿性脊
椎炎と診断。第 6 胸髄由来株のパルスフィ
ールドゲル電気泳動（PFGE）による解析で、
同一農場由来株は同一のパターンを示し、
他農場由来株は上記の株と異なるパターン
を示したが非常に類似。さらに既報のゲノ
ム解析で病鶏由来株に特徴的に認められた
4 遺伝子（wzx、cas3、ECS3_0662、virB4）
のうち、莢膜合成関連遺伝子 wzx および IV
型分泌機構関連遺伝子 virB4 を保有。EC は
鶏の腸内細菌叢のひとつであり、病鶏由来
株と健康鶏由来株に分けられ、既報では病
鶏由来株はクローン化していると報告。本
症例の分離株は同一あるいは非常に類似し
たパターンを示し、特定のクローン由来で
あったと推察。 
 
Ⅲ－３ 原虫性・寄生虫性疾病 
 
370．ウインドレス鶏舎で発生した産卵低下

を伴う有輪条虫症：神奈川県県央家保 大
島芙美、英俊征 
 2022 年 5 月、ウインドレス鶏舎で約 13
万羽を飼養する採卵鶏農場の 6 鶏舎中 1 鶏
舎で産卵低下及び死亡羽数の増加があり検
診。鳥インフルエンザを否定し、生鶏 3 羽
を病性鑑定に供し、3 羽中 2 羽の空腸内に
大量の条虫を認め、形態的特徴及び遺伝子
検査により有輪条虫と同定。感染状況調査
の結果、少なくとも 3 鶏舎で発生を確認。
本条虫は生活環に中間宿主（甲虫類）を必
要とし、家きんの腸管内に寄生し、鶏卵に
は移行しない。鶏舎内の複数種類の甲虫を
採集し、体内の擬嚢尾虫を確認、中間宿主
を特定。対策として中間宿主の撲滅が有効
なため鶏舎内の除糞等を指導。中間宿主の
減少とともに産卵率は回復し、死亡羽数は
減少。剖検時、諸臓器に著変はなく、本症
例の産卵低下は条虫の重度寄生による栄養
分の吸収阻害に起因するものと推察。ウイ
ンドレス鶏舎という閉鎖的空間で条虫の生
活環が成立し、濃厚感染した症例。特定し
た中間宿主の撲滅に向けて引き続き指導
し、再発防止を目指す。 
 
371．同一養鶏場で 2 年連続発生したロイコ
チトゾーン症：岐阜県中央家保 内藤優子、
林登 

令和 3 年 8 月、開放式低床鶏舎の採卵鶏
農場(飼養規模 12,000 羽)で産卵率低下・異
常卵（軟卵、無殻卵）増加・死亡羽数増加
が主訴の病性鑑定依頼あり。剖検で重度の
脾腫・貧血、血液検査で PCV 低値、塗抹上
でロイコチトゾーンのガメトサイト、病理
組織検査で全身諸臓器への第 2 代シゾント
寄生を確認。寒天ゲル内沈降反応でロイコ
チトゾーン抗体を検出。類症鑑別で他疾患
を除外、ロイコチトゾーン症と診断。発症
鶏群のアウト後、令和 4 年 4 月導入の鶏群
でも同年 8 月、産卵率低下・異常卵増加・
緑色便・鶏冠退色を確認。全血検査で PCV
低値、塗抹上でメロゾイトおよびガメトサ
イトを確認し、ロイコチトゾーン症と診断。
剖検で脾腫、胸筋の退色および点状出血・
卵墜等、病理組織検査で諸臓器への第 2 代
シゾント寄生を確認。本症は血液塗抹上で
のガメトゴニー期の虫体の確認で診断可能
であるため、鶏の病性鑑定時には血清とと
もに全血も採材することが望ましいと考
察。 
 
372．採卵養鶏場での鶏コクシジウム混合感
染症の発生と追跡調査：和歌山県紀北家保
 畑野希枝、山本敦司 
令和 4 年 3 月に管内採卵養鶏場(98,000 羽
飼養、直立多段式ケージ)において 1 鶏舎(1
50 日齢)での死亡羽数増加の通報があり、
緊急立入検査を実施。簡易検査にて HPAI
を否定後、生鶏 3 羽死鶏 2 羽について病性
鑑定を実施。肉眼所見では空腸から回腸に



 
 
 
 - 80 - 

かけて膨大・菲薄化が認められ、5 羽の小
腸内容物から Clostridium perfringens A
型を 101～107CFU/g 分離。空回腸絨毛先端
の壊死・剥離および有性生殖期のコクシジ
ウムの寄生を確認。生鶏 1 羽を除いて小腸
または盲腸内容物からコクシジウムオーシ
ストを 103～106 個/g（以下、OPG）検出。
以上よりコクシジウムと Clostridium per
fringens の混合感染症と診断。再発防止の
ため、月 1 回糞便を採材し、OPG の 推移を
調査。OPG は 102 未満～103 と比較的少数で
推移したが、オーシストは全鶏舎から検出。
鶏に異状は認められなかったが、鶏舎消毒
が十分でなかったため、再度消毒の徹底を
指導。発症予防のため対策の徹底を継続し
て指導していく。 
  
Ⅲ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養代
謝障害 
 
373．同一インテグレーションの複数の肉用
鶏農場におけるくる病の発生：岩手県中央
家保 竹下愛子、千葉由純 
 鶏のくる病は、飼料中のカルシウム(Ca)
とリン(P)の不均衡を主な原因とし、骨強度
の低下による運動障害を示す疾病で、骨端
軟骨の腫脹が特徴病変。近年、本病の発生
は少ない。R3 年 7～10 月、同一インテグレ
ーションの複数の肉用鶏農場において脚弱
が発生し、死亡淘汰羽数が増加。うち 2 農
場の病性鑑定を実施（21 日齢、12 日齢）。
両例とも剖検で中足骨の脆弱化がみられ、
組織学的に脛骨骨端肥大軟骨層が軽度に肥
厚。発症鶏群の脛骨の粗灰分、Ca 及び P 濃
度は対照鶏群より有意に低値。骨病変が軽
度のくる病と診断。飼料中の Ca 濃度は、両
例の餌付け期及び 2 例目の前期で、いずれ
も要求量未満。同 P 濃度は要求量の下限値
で Ca と P の比は適正。飼料の改善により本
病は終息。本例は飼料設計の失宜により軽
度のくる病が発生し、体重の増加に伴い骨
強度の低下による脚弱、育成率の低下に至
ったと推察。今後、飼料の Ca 及び P 量とそ
の比には注意が必要。 
 
374．カルシウムの多給によるシャモの脚弱
事例：鹿児島県肝属家保 栗脇良太 

管内肉用鶏（シャモ種）1700 羽を飼養す
る農場において，脚弱症状を示す個体が増
加。病性鑑定の結果，発症鶏は非発症鶏と
比較して，血清カルシウム（Ca）の低下を
示し，飼料中 Ca 不足を疑ったが，追加調査
により，自家配合飼料に Ca を過剰に添加し
ていたことが分かった。日本飼養標準（家
禽）の要求量が Ca：非フィチンリン（P）
比推奨比率 2.0 のところ，推定 19.6 と Ca
が著しく過剰な状態となっていた。飼料中
の Ca と P の組成を変更し，Ca/P 比を低下
させるように指導したところ，脚弱症状は
改善。是正後飼料のみを給与した鶏群は，

血清 Ca，Ca/IP 比は低値となり，ブロイラ
ーの正常参考値に近い値であった。今回，
飼料是正前の生鶏の検査成績だけでは誤診
するおそれがあった。今般の飼料高騰の影
響で，企業養鶏においても自家配合飼料の
使用を始める農場が増える可能性があるた
め，今後，代謝病を疑う事例に遭遇した場
合，自家配合飼料組成の詳細な聞き取りが
重要であり，正確な診断及び指導の効果を
確認するために，指導前後の生化学検査が
有用であると考えられた。 
 
Ⅲ－５ 生理・生化学・薬理 
 
375．飼料に起因する肉用鶏の脚弱、尿石症
：東京都家保 小山朗子、寺崎敏明 
 2022 年 9 月下旬に肉用鶏（しゃも）100
羽飼養農場から 90 日齢前後の脚弱発生の
病性鑑定依頼。生体鶏 3 羽中 1 羽は歩行可
能だが 2 羽は歩行や起立が困難。血液生化
学検査では血清カルシウムの高値、リンの
低値が 3 羽でみられ、飼養者に飼料内容を
確認すると 2022年 1月頃より採卵成鶏用飼
料を初生雛から全期間給与が判明し、飼料
給与を指導。同一農場から 10 月上旬に 1
羽急死し衰弱鶏が複数との通報があり、立
入後 36 日齢死亡鶏 3 羽、61 日齢生体鶏 4
羽病性鑑定実施。解剖所見では 5 羽の尿管
が白色化し、組織学的に腎臓に石灰化物や
結晶を貪食するマクロファージを中心とす
る肉芽腫性炎から、尿石症と診断。発症要
因は高カルシウム飼料と寒冷による飲水の
抑制と考察。雛用飼料給与を再開 2 ヵ月後
の血液生化学検査では、57 日齢で未だ高カ
ルシウム、低リン血症があり、雛用飼料給
与期間延長を指導。 
 
Ⅲ－６ 保健衛生行政 

 
376．管内発生を起点とした HPAI 防疫強化
～汚染物品の焼埋却に係る取組を中心とし
て～：青森県八戸家保 漆山文也、方波見
将人 

当地域は本県の養鶏主産地として関係機
関と連携し HPAI 防疫体制強化に取り組ん
できたが、令和 3 年 12 月の HPAI 発生時に
様々な課題が表面化。課題を拠点ごとに整
理し改善に取組。特に発生時、埋却地が不
適となり公共放牧地に埋却。埋却地の適地
性の判断が課題。今年度は埋却担当職員と
各農場の埋却候補地を確認、埋却の実効性
を検討。一部の農場では重機を用いた試掘
で適地性を確認。不適と判断した埋却地で
は別用地取得を指導するも、当地域は中山
間地域のため埋却地確保は困難。また、気
象条件等により埋却地を利用不可の可能性
有。埋却困難な場合の代替策の一つとして
焼却を検討。管内焼却施設 4 か所と協議、
利用可能な 3 か所についてマニュアルを整
備。一部農場では焼却による防疫計画も整
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備。管内最大規模の農場で焼却した場合の
経費等を試算すると、課題もあるが、埋却
の代替案として可能性有。今後も課題を解
決し、地域の HPAI 防疫体制の強化に努めて
ゆく所存。 

 
377．管内で発生した高病原性鳥インフルエ
ンザ３事例への対応：青森県むつ家保 佐
怒賀香澄、川畑清香 

令和 4 年 4 月、横浜町肉用鶏農場で当家
保管内初となる高病原性鳥インフルエンザ
（HPAI）が発生。同月、同系列の肉用鶏農
場で 2 例目の HPAI が続発。農場消毒、経営
再開に必要な検査を経て 8 月経営再開。2
例発生を踏まえて県は HPAI 発生時の動員
体制見直しと、当所では農場との連携強化
を実施。同年 11 月、2 例目と同農場で管内
3 例目の HPAI が発生。取組により 1、2 例
目での作業人員、所要時間を 3 例目では削
減・短縮し、効率化。HPAI の 3 例発生を経
て当所は、防疫計画変更、予防事業等業務
の圧迫と対応、系列農場での発生後対応等
の課題に直面。課題に対し、実効性の高い
防疫計画への更新、予防事業遂行およびそ
の他業務の簡略化や中止、系列農場での野
生動物対策や通報・発生時対応の見直しを
実施。今後 HPAI について冬期以外の発生を
想定、特定家畜伝染病発生時における通常
業務の中止または延期に対する管内関係者
との事前調整は必要。防疫措置や業務調整
について季節不問の対応が必須。 

 
378．異常鶏通報時における地域振興局との
情報共有と課題：秋田県北部家保 李英輝、
山口恭代 

令和 3 年度に管内大規模養鶏場で高病原
性鳥インフルエンザ(HPAI)が発生。自衛隊
動員時の集合施設の圧迫、集合施設と農場
間の移動手段及び情報伝達手段が課題。そ
こで管内最大規模の養鶏場と大規模養豚場
について、防疫計画の改定と HPAI および豚
熱の発生を想定した防疫演習を実施。養鶏
場では建設業協会と現場視察を行い、重機
の動線や埋却地の仕様を確認。防疫計画を
改定し関係機関と机上防疫演習を実施。自
衛隊動員時の集合施設を再選定し、新たに
休憩所及び宿泊施設を設定。移動にはマイ
クロバス複数台の運用により対応。養豚場
では担当地域振興局と協議し、必要最小限
の消毒ポイント候補地を選定。防疫演習で
は農場管理者および管理獣医師とともに農
場内での作業動線を確認し、新たに導入し
た web 会議システムにより農場と集合施設
間の情報共有を検証。今回の成果を他の農
場に活用し、引き続き実践的な防疫計画の
改定と防疫演習を行い、重大な動物感染症
の発生に備えたい。 

 
379．成鶏出荷用ラックとコンテナを使用し
た新たな殺処分方法の検討と実践:茨城県

県北家保 石田祐貴、茨城県県西家保 赤
上正貴 
 R2 年度に大規模農場で高病原性鳥イン
フルエンザ（HPAI）が発生し、「台車方法」
での殺処分対応に苦慮。新たな殺処分方法
として成鶏出荷用ラックとコンテナを使用
した「ラック方法」を検討。事前検討で、
コンテナ内のガス濃度上昇及び鶏の死亡を
確認し、R4 年度から実践。R2 年度と R4 年
度に HPAI が発生した A 農場で、殺処分実績
を比較。ラック方法では、約 60 名×2 班で
平均約 4,550 羽/時間、1 日約 100,000 羽の
殺処分実績。県殺処分羽数は約 410,000 羽
から約 510,000 羽へ増加したにも関わら
ず、動員後の殺処分日数は 6 日 2 時間から
4 日 14 時間へ短縮し、全体動員者数は約 8,
200 人から約 5,000 人へ削減。また、農場
全体の殺処分羽数も約 795,000羽から約 92
0,000 羽へ増加したが、炭酸ガス使用本数
は 2,011 本から 900 本へ削減。他大規模農
場でも、迅速な殺処分を実施。ラック方法
で殺処分期間が短縮することで、早期封じ
込めとまん延防止、生産者・動員者の負担
軽減及び経費削減等に貢献。 
 
380．鳥インフルエンザ発生時の円滑な発生
状況確認検査実施に向けた取組み：福井県
家保 新田愛、岡田真紀  
 本県では鳥インフルエンザ発生時の発生
状況確認検査を公衆衛生分野の家畜防疫員
と発生地域の市町職員のペアで対応予定の
ため、両者の連携が重要。農場へ立入った
経験のない職員でも対応できるよう鶏舎配
置図や必要な採材数を整理した記録用紙を
農場ごとに作成。該当の家畜防疫員と養鶏
場密集地域の市職員を対象とした発生状況
確認検査の演習を実施。家畜防疫員と市職
員のペアを作り、防護服着脱や採血、スワ
ブ採材を実施。保定は鶏の扱いに不慣れな
市職員が抱きかかえるのみ、気管スワブ採
材は家畜防疫員が鶏の頭部を保持して開口
する方法を採用。実施後アンケートで家畜
防疫員は気管スワブ採材が難しく繰り返し
演習を行いたい、市職員は負担の少ない方
法により問題なく実施できたと回答。複数
鶏舎への立入り方が複雑、暗い鶏舎内では
採材しづらいなどの課題が判明。今後も市
町との危機意識の共有、家畜防疫員および
市町職員の持続的なスキルアップを図る。 
 
381．管内採卵鶏農場の農場 HACCP 認証取得
に対する取組：山梨県西部家保 大橋啓佑、
増澤明久 
 管内採卵鶏農場に対し、農場 HACCP 認証
（以下「認証」）取得に向け指導・助言を
実施。当該農場は、飼養羽数：採卵鶏約 7
万羽、従業員：計 69 名。畜産物の安全性 P
R、付加価値向上のために、取得済みの有機
JAS に加え、認証取得を目指した。平成 22
年から取得に向け取組開始、令和 4 年 10



 
 
 
 - 82 - 

月に認証取得。農場に自主性をもたせるた
め、農場主体の HACCP 文書作成を誘引。既
存文書・記録を基に文書作成を助言し、農
場負担を削減。自主性向上・モチベーショ
ン維持ができた。当該農場は、年に 1 回以
上の内部検証を計画。管理獣医師と家保職
員が検証員として参加。文書等を確認・指
摘し、是正に繋げた。月に 1 回、関係者で
勉強会を行い、文書作成等の研修・打合わ
せを実施。認証取得をゴールとせず、PDCA
サイクルを繰り返すことを意識した助言・
指導が今後の課題。認証農場増加のため、
各農家に認証の有用性を PR し、本県の畜産
振興に繋げたい。 
 
382．実働演習を通した移動式焼却炉の活用
の検討：岐阜県中央家保 堀亜也乃、林登 

飼養衛生管理基準に基づく埋却候補地確
保等指導の中、管内 A 市内養鶏場の埋却候
補地は、地下水位が高く埋却困難と判断。
生産者・A 市を含め協議、移動式焼却炉（以
下、焼却炉）の活用を検討。農場からの距
離と設置条件から、市浄化センターに焼却
炉を設置する防疫措置計画作成。これを基
に関係者を参集し机上演習を実施、燃焼副
資材調達方法や焼却炉設置、稼働等委託先、
焼却灰処理等課題を整理。防疫措置計画検
証のため、市浄化センターで焼却炉の実働
演習実施。県、市町、関係団体、生産者、
畜産関係者等が参加、実際の流れと各々の
役割を確認。演習を経て、整地、焼却炉組
立・解体、汚染物品投入の各対応業種、副
資材の確保先を、参加関係団体と協議。よ
り迅速な防疫措置のため、埋却可能な候補
地確保の指導継続を最優先するが、確保困
難な場合の選択肢として焼却炉使用の実現
性を検討。今後も防疫措置計画の改善を継
続していく。 
 
383．飼養衛生管理基準クロスコンプライア
ンスをきっかけとした農家指導：滋賀県滋
賀県家保 大北冴子 

高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生防
止のため、養鶏農家の飼養衛生管理基準(基
準)遵守向上が重要だが、改善が進まない項
目もあり対応に苦慮。令和 4 年度から飼養
衛生管理基準クロスコンプライアンスが補
助事業等への採択要件化。11 月、採卵養鶏
場から畜産クラスター事業活用のため基準
遵守状況確認書の発行依頼があり、約 1 週
間間隔で 3 回農場指導を実施。更衣室の新
設、車両消毒設備の設置により衛生管理区
域に入る人・車両の対策が改善。鶏舎や堆
肥舎のネット補修・設置、鶏舎壁の修繕に
より野鳥・野生動物の対策が改善。短期間
の繰り返し訪問や農家自身が畜産クラスタ
ー申請期限を意識し改善に取り組んだこと
が、これまで進まなかった項目の改善を後
押し。飼養衛生管理基準クロスコンプライ
アンスは基準遵守向上に有用。一方、HPAI

ハイリスクシーズンを見越し余裕ある指導
スケジュール設定が必要。今後も今回の経
験を活かし指導を継続。 

 
384．焼却施設と連携した高病原性鳥インフ
ルエンザ発生時の殺処分鶏焼却試験：京都
府山城家保 田中究、一星暁美 
 高病原性鳥インフルエンザ発生時の、殺
処分鶏の死体及び汚染物品の焼却処理体制
整備のため、管内一般廃棄物処理施設（ス
トーカ式 2 炉）にて鶏の殺処分訓練及び焼
却試験を実施。【材料及び方法】採卵鶏 29
4 羽を炭酸ガス殺処分し、密閉容器に 7 羽
ずつ密封。焼却炉建屋の職員通用口から小
型の台車にて搬入。メンテナンス用エレベ
ーターで 5 階のホッパステージまで搬送し
一時保管。1 号焼却炉の一般ごみ投入後に
密閉容器を 1 回当たり 3 個、ホッパシュー
トへ人力で投入。【結果】294 羽の殺処分
と密封に 7 名で約 80 分、密閉容器 42 個の
搬送に約 15 分を要した。搬送・投入作業の
安全性、密閉容器の破損や閉塞がないこと、
当施設で 24時間に約 4,000羽焼却できるこ
とを確認。一般ごみのみを焼却した 2 号炉
と比較し、炉内温度等の値に差なし。排ガ
ス・焼却残渣中のダイオキシンその他の有
害物質濃度に異常値なし。【今後の対応】
引き続き焼却施設と連携し、具体的な作業
手順書を作成予定。 
 
385．物流会社の倉庫を活用した防疫資材の
供給体制の構築とその運用：兵庫県姫路家
保 山本司、石井淳 

兵庫県では県内 6 カ所に防疫資材（資材）
を分散保管。しかし、令和 2 年、3 年の高
病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫対応
では、分散保管された資材の搬出作業に家
畜防疫員が拘束される等の課題が判明。令
和 4 年に物流会社に業務委託することで、
資材の保管から搬出を一括して行える新体
制を構築。物流会社は①十分な面積の倉庫
を保有、②車両等の手配が常時可能、③県
下全域に迅速に搬出可能を選定条件に決
定。分散保管された資材を倉庫に集約。搬
出の適時性等を考慮した資材リストを整理
し、物流会社と共有。有事に搬出依頼を出
すと物流会社が車両等を手配し、搬出を開
始。令和 4 年 11 月の HPAI 防疫対応では、
従前と比較し搬出作業に拘束される家畜防
疫員が大幅に減少し、防疫作業に専念。一
方、多様な農場規模への対応や、続発に備
えた資材補充体制の確立等の課題が新たに
判明。より柔軟に対応できるよう、さらな
る改善を実施。 

 
386．令和 4 年度防疫演習～発生農場からの
密閉容器搬出方法検討～：奈良県奈良県家
保 宮﨑裕司、北川稔子 
 令和 2 年県内養鶏場で高病原性鳥インフ
ルエンザ発生。県内 5 焼却施設で焼却処分。
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発生農場で鶏および汚染物品を密閉容器
（以下、容器）に密封後、トラックへバラ
積みし運搬。焼却施設の構造によっては施
設内で容器を梱包し移動する必要があり、
発生農場で梱包し、車載する方が効率的。
また作業者より作業負担が大きいとの声あ
り。これを受け令和 4 年度に（一社）奈良
県建設業協会および（一社）奈良県産業廃
棄物協会の協力を仰ぎ発生農場からの容器
搬出方法検討。移動式クレーン仕様バック
ホーを用い、水で約 20kg/個に調整した容
器 15 個を梱包したフレコンバッグ 6 袋（容
器 90 個）を 4t ロールオン式コンテナ積載
車両へ積載順序を変えて計 2 回積載。結果、
積載の所要時間は 1 回目約 13 分、2 回目約
9 分。①容器の変形、②フレコンバッグの
破れ、③容器の荷崩れ、④発生地の作業ス
ペース確保、といった課題が浮上。課題を
再検討し、防疫作業計画への反映が必要。 

 
387．HPAI 発生経験農場における飼養衛生
管理の改善指導：奈良県奈良県家保 松本
紘美  
 管内 HPAI 発生経験農場の再発生防止の
ため、飼養衛生管理改善指導。当初、当該
農場の飼養衛生管理者は、国の疫学調査指
摘事項を改善したが、家保が確認に来なか
った等の不満あり。しかし、会話を重ねる
中で、再発生に対する相当な不安から飼養
衛生管理の指導を希望。定点モニタリング
対象とし月一回以上の立入実施。指摘事項
改善確認を皮切りに、トレイルカメラ設置
により野生動物の存在確認、意識が変化。H
PAI 発生シーズンに家保も消石灰散布協
力。このような過程を経て、家保との関係
性に変化、十分な話し合いが可能になり、
より詳細な飼養衛生管理マニュアルへの改
善指導。その中で、外国人技能実習生への
教育のため家保がベトナム語手順書やポス
ターを作成し、直接指導。コンスタントな
立入により最初は反発あるも、関係改善。
飼養衛生管理指導は農場との良好な関係構
築が不可欠。飼養衛生管理向上がみられ、
今後もさらなる向上にむけて指導継続。 

 
388．大規模養鶏場の発生予防対策と防疫計
画の見直し：香川県東部家保 山下洋治、
田中宏一 
 管内大規模養鶏場(飼養羽数 34 万羽、鶏
舎数 16 棟）の防疫計画見直しを実施。当養
鶏場の防疫作業上の問題点は、多様な飼養
形態の鶏舎が多数点在。鶏舎移動は道幅が
狭く急勾配の公道を使用。近隣にため池が
多数あり発生リスクが高い。令和 4 年度の
取組は①昨年度からのため池の野鳥モニタ
リングを継続。野鳥の飛来は 11 月中旬から
増加したため警戒アラートを発令し、農場
内の消石灰散布を強化。②防疫計画の見直
し。現状の防疫計画は資材置場が 1 か所で
非効率的なので 3 か所に増設。これに伴い

1 班当りの殺処分作業員 50 人から 45 人に
削減。鶏舎形態別に殺処分羽数を見直し、1
時間当たり 2,500羽から 2,875羽に向上し、
防疫措置完了期間を 8日から 7日間に短縮。
動員者も延 3,405 人から 2,550 人に約 900
人削減。③将来の対策として衛生管理区域
を 2 か所に分離し、更衣施設を管理区域ご
とに新設。殺処分羽数削減を農場と協議し、
殺処分羽数削減のための分離管理飼育に取
組む。 
 
389．HPAI 発生時の例外協議運用マニュア
ルの作成：香川県西部家保 山岡彩花 
 平成 29 年度、令和 2 年度及び 4 年度に県
内で HPAI が発生。家きん卵、生きた家きん
等の例外協議を計 1,418 件実施。発生時に
は、協議の進捗管理や、係以外の職員の対
応時に課題。より円滑な例外協議運営のた
め、①進捗管理の徹底、②迅速に対応可能
な統一様式の作成を主な目標に、運用マニ
ュアルを作成。①進捗管理者を選定し、協
議の優先順位を決定、一覧表作成や作業フ
ォルダ名によるデータ管理法の設定、②申
請者のチェック欄や受付者の受付欄を整
備、未協議漏れを防止。また、施設再開に
必要な要件を整備し、立入する家畜防疫員
に情報共有可能。現在の県マニュアルは例
外協議の他、連絡用務等があり協議に専念
できるよう、連絡用務をテンプレート化し、
係以外の職員で対応可とする。今後も円滑
な例外協議運営のため、訓練の実施、家畜
防疫員立入マニュアルを追加し、運用マニ
ュアルの精度向上を進め、早期に農場・施
設の移動等の再開を目指す。 
 
390．改正防疫マニュアルに基づく令和４年
度高病原性鳥インフルエンザ発生時の防疫
対応：香川県西部家保 田中勝啓、山本英
次 

令和４年度に発生した高病原性鳥インフ
ルエンザでは、令和２年度発生を踏まえて
改正された県防疫マニュアルに基づいて防
疫作業を実施。マニュアル改正により改善
された防疫作業について報告。「防疫作業
の進め方」では、簡易検査陽性時点で、先
遣調査を実施し、早期に防疫作業工程表を
作成。民間への業務委託を進め、県職員の
過度な動員を回避。「対策本部の組織体制」
では、現地対策本部を設置し、農場での防
疫作業を効率的に調整。防疫調整係によっ
て、動員者への防疫作業の指示、家畜防疫
員の補助を行い、防疫作業が円滑化。「情
報伝達体制」では、連絡員を配置し、現場
の情報が対策本部に集まる体制を構築。防
疫作業工程表に基づき進捗状況を即時に共
有。併せて、地域一体となったまん延防止
対策の一環としてため池消毒や農場内石灰
散布を実施。今後も農場内外を含めた総合
的な対策が必要。 
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391．県所有の畜産施設における特定家畜伝
染病発生を想定した防疫体制の構築への取
り組み：福岡県中央家保 伊地知駿 
 福岡県農林業総合試験場（試験場）は鶏
と牛を飼養する県所有の畜産研究施設。試
験場における特定家畜伝染病の発生防止と
発生時の対応について、主に高病原性鳥イ
ンフルエンザ（HPAI）に関して、当所と連
携し毎年度内容を強化し、協議と演習を実
施。協議では飼養衛生管理マニュアルと試
験場独自の防疫対策要綱について検討し、
当所から助言。また、試験場での発生の際、
防疫作業と発生農場周辺消毒ポイントの運
営について試験場職員から動員することを
申し合わせ。演習では、①机上演習、②防
疫措置概要説明、③消毒ポイント概要説明、
④消毒ポイント実地演習を実施。①では関
係機関との連絡体制と各役割の再確認。②
と③では防疫措置や消毒ポイント業務の理
解を深め、④では実地での体験・訓練を通
して、課題と対応策について共有。HPAI を
想定した防疫体制の構築について一定の成
果を得た。今後、課題を整理し解決しつつ、
口蹄疫に関しても防疫体制を構築する。 
 
392．隣接県の高病原性鳥インフルエンザ発
生に伴う防疫対応：福岡県筑後家保 笠正
二郎、両筑家保 廣松理希 

令和 3 年 12 月、隣接県境の隣接県 N 町の
肉用鶏農家で高病原性鳥インフルエンザ（H
PAI）が発生。管内の一部が搬出制限区域に
含まれ、本県は制限区域境界に引込式の消
毒ポイント（消 P）を 1 カ所設置。本県は 4
班編成の現地対策本部を農林に設置。本地
域は令和 2 年に、家保と農林を幹事機関と
し、管内 8 市町間で特定家畜伝染病防疫対
策連携を締結。加えて、市町、農林及び家
保で消 P 候補地を確認後、消毒 P リストを
作成していたため、消 P 場所を迅速に決定
後、設置完了。また、備蓄体制整備により
資機材及びレンタル物資の搬入もスムーズ
にでき、疑似患畜決定と同時に消毒 P 運営
を開始。一方、消 P 誘導看板の設置で警察
との調整及び確認に手間を要した。また、
消 P 運営時の資材補給や緊急対応時の担
当部署が不明瞭など課題が見出された。今
後、関係機関と事前調整を密に行い、防疫
対応マニュアルを整備し、迅速な防疫対応
につなげる。 

 
393．令和 3 年度に発生した高病原性鳥イン
フルエンザの防疫措置及び農場経営再開に
向けた取組:熊本県城北家保 安田航、徳永
妙子 

令和 3 年 12 月 3 日、南関町の養鶏場で高
病原性鳥インフルエンザ(HPAI)が発生。防
疫指針及び県マニュアルに基づく防疫措置
完了後、令和 4 年 4 月 23 日に農場は経営再
開。当該農場の防疫措置では殺処分で小型
スキッドステアローダーを導入し作業効率

を向上。共同利用の堆肥舎をバリケードに
より区分管理。経営再開に向けて農道で分
断された農場の衛生管理区域を二つに再設
定し消毒設備を増設。鶏舎排水口を閉鎖す
るための資材の設置や鶏舎入口を舗装し履
物交換の徹底を強化。新たな埋却地の確保、
農場周辺のため池に防鳥網の設置や水抜き
等の対策を実施。HPAI 発生により見つかっ
た細かな検討事項へ適切に対応しながら改
善。農場の意識が高まり飼養衛生管理基準
の遵守についてさらに見直しが行われ、防
疫体制の強化に繋がっている。 
 
394．管内養鶏場の適正な埋却候補地確保に
向けた取組：宮崎県都城家保 北野典子 
弓戸猛 

管内養鶏場(367 戸)の埋却候補地の現地
調査を関係機関と協力して実施。土地の面
積や状態、取付道路幅等を考慮し「適地性」
について判断するとともに、農場からの運
搬ルートや通行遮断ポイント等を検討し埋
却地確認チェックシートを作成。267 戸は
初回調査時に適切な埋却候補地を確保済
み。51 戸は雑草の繁茂等により土地の状態
が確認できず、49 戸は候補地自体未確保ま
たは明らかな面積不足。これらの農場に対
し適切な埋却候補地確保の必要性を丁寧に
説明し、当該地区の農業委員の紹介等、新
たな土地取得に向け支援。その結果、76 戸
が新たに適正な土地を確保。しかし、地域
住民との兼ね合いや農地取得に関わる農地
法上のハードル等の問題から候補地確保が
困難な農場が存在することも明らかとな
り、これらの農場についてはフォローアッ
プを継続。作成したチェックシートは今後
の高病原性鳥インフルエンザ発生時の事前
調査資料として活用。 
 
Ⅲ－７ 畜産技術  

 
395．熊野地鶏種鶏導入に向けた支援：三重
県紀州家保 芦澤春香、若原繁樹 

【はじめに】管内一肉用鶏農場において、
将来的な規模拡大を視野に熊野地鶏の種鶏
飼育を始めることを計画。令和 5 年度から
の種鶏の本格導入に向けて農場指導を実
施。【取組み概要】種鶏導入を目指し、関
係機関が連携し、それぞれ得意とする専門
分野について指導を実施。令和 3 年 11 月に
種鶏舎と孵化施設が完成した後の飼育手順
や運用について、次いで令和 4 年 4 月に種
鶏雛(184羽)及び 5月に種鶏卵(300個)を試
験導入し、問題点を検証。【家保の重点的
指導内容】(1)種鶏舎の飼養衛生管理指導
(2)ワクチン使用について指導(3)種鶏舎消
毒の指導(4)鶏舎構造の改善【まとめ及び今
後の対策】関係機関と連携し指導を行った
結果、令和 5 年度に計画する種鶏の本格導
入に目途を立てることができた。農場で種
鶏担当となる従業員は種鶏飼育が初めてで
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あるため本格導入に向けて一層きめ細やか
な指導が必要と考える。今後も関係機関と
一体となった支援を継続し、熊野地鶏の発
展に寄与したい。 
 
Ⅲ－８ その他 

 
396．高病原性鳥インフルエンザ病性鑑定体
制のブラッシュアップ：北海道石狩家保 
吉田美葉、上垣華穂 
 当所独自の「高病原性鳥インフルエンザ
ウイルス（HPAI）を疑う病性鑑定実施時の
検査対応マニュアル」（マニュアル）を令
和 2 年に整備。器材準備、検体受入れ時の
動線、検査、片付け等作業の概要を記載。
令和 4年 4月 HPAI病性鑑定事例においてマ
ニュアルを活用。検査は全て想定時間内に
完了。一方で、器材準備に想定外の人員と
時間を要し、作業性の悪い動線が判明。器
材準備の手順を簡略化、写真を用いた作業
手順の可視化、作業の優先順位付けで、少
人数でも検査可能なマニュアルに改訂。遺
伝子検査実施場所を見直し、作業の効率化
とバイオセーフティを強化。マニュアル改
訂作業を通して病性鑑定体制をブラッシュ
アップ。改訂後のマニュアルを用いた所内
訓練を実施し実効性を確認。さらに改良を
加え、少人数かつ短時間での病性鑑定を実
現。定期的な訓練で職員の習熟度が向上、
迅速かつ的確な病性鑑定体制の強化・維持
に寄与。 
 
397．山間部に位置する平飼い養鶏場で実施
した防疫訓練：神奈川県湘南家保 大道真
見、荒木尚登 

山間部に位置する平飼い採卵鶏農場（77
3 羽）で廃鶏を活用した防疫訓練（訓練）
を実施。当農場で鶏ボツリヌス症が発生、
廃鶏処理困難。農場は道の勾配が急で狭隘、
林道を挟み上下斜面に 14 棟の鶏舎があり、
鶏舎間は階段や急傾斜の坂道を移動。防疫
作業時の動線や作業の難しさが課題。家保
は農場と検討の末、他農場の防疫計画改善
目的で訓練を企画。既存の防疫計画を基に、
農場で作業動線と鶏の追い込み方法を確
認、訓練計画作成、2 日間実施。訓練 1 日
目終了後、作業動線と人員配置を変更。2
日目は急斜面を登る下段鶏舎からの鶏の運
搬方法を訓練前に確認。作業者 1 人 1 時間
当たりの殺処分羽数はケージ飼いウインド
ウレス鶏舎訓練時の処分羽数を下回った。
今回の訓練を経て、防疫作業を行う際に有
用な備蓄資材導入。作業効率を意識した動
線図の重要性を再認識。既存の各農場の防
疫計画を再検討し、更なる防疫作業の効率
化に活かす。 
 
398．1 採卵鶏農場における異常卵対策：三
重県北勢家保 中山季大、中田紘子 
 採卵鶏約 14,000 羽の農場で、平成 30 年

以降、産卵開始直後から 2 か月間に無殻卵
や退色卵（以下、異常卵）と軟便が多発。
産卵低下症候群や鶏伝染性気管支炎はウイ
ルス学的検査で否定。鶏舎消毒や除糞頻度
の向上で異常卵は大幅に減少。発症鶏解剖
時の過肥や骨格の脆弱性から脂肪肝出血症
候群と推測し、育成期の体重管理で異常卵
はさらに減少。令和 4 年度に異常卵と軟便
が再び増加したため原因を究明。飲水が水
道から井戸水に変わっており、タンクや配
管の汚染が原因と推測。配管洗浄と飲水消
毒について指導。産卵開始から 4 週間の異
常卵一日平均個数は、配管洗浄前後の群で
19.7 個から 7.3 個と減少。鶏脳脊髄炎の抗
体検査で育成舎での自然感染を確認した
が、異常卵の多かった群の陽性率は他農場
に比べて低く、異常卵への関与を否定。異
常卵減少には飼養衛生管理の改善が奏功と
推測。今後も飼料や水など飼養管理につい
て指導予定。 
 
399．高病原性鳥インフルエンザ発生時の焼
却方法の検討：滋賀県滋賀県家保 林佑香 
 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生時
の焼却処理を想定し、県内 A 市ゴミ焼却施
設において、令和 4 年 10 月 11 月に焼却試
験を実施。①焼却物の施設への搬入と荷揚
げ方法、②一般ゴミに対する投入割合を変
え、焼却状況を確認。①は 45L の密閉容器
に鶏と体、鶏卵を詰め、パレットに 21 個(7
個×3 段)積み上げてラッピングしたもの
を搬入し、施設のゴミクレーンを用いて荷
揚げしたところ、安全面に問題なく効率的
に実施可能。②は投入割合を 5%と 10%で実
施し、10%で問題なく焼却処理が完了。令和
5 年 1 月に本県 B 市で 2 例の HPAI が発生し
た際、焼却処理を想定していたが試験焼却
未実施であった B 市ゴミ焼却施設において
焼却処理を実施。A 市での試験焼却結果を
応用して同様に荷揚げや投入を行ったとこ
ろ、無事防疫措置を完了。焼却処理の有用
性を確認できたが、農場や焼却施設ごとに
条件が異なること、地元住民の理解・協力
を得る必要があることから、引き続き地域
と調整を進める。 
 
400．管内のブロイラー養鶏場で続発した集
団死亡例の飼養環境調査及び対策：京都府
中丹家保 坂田千鶴子、森一憲 
【はじめに】令和 4 年 11 月及び令和 5 年 2
月、管内ブロイラー農場の同一鶏舎（8,30
0 羽飼養、開放）において出荷直前に死亡
羽数増加事例が続発。緊急立入で HPAI を否
定。病性鑑定を行うも原因特定に至らず、
飼養環境に着目し調査実施。【調査内容】
出荷前；鶏舎内の風速及び二酸化炭素（CO
2）濃度を測定。入雛前；鶏舎内の細菌検査
を実施。【結果】出荷前；鶏舎内の不均一
な風速と夜間 2,500ppm超の CO2濃度上昇を
確認。送風機の角度調整、換気方法の変更



 
 
 
 - 86 - 

及び温風ヒーターの導入を指導。入雛前；
給水器から一般細菌を検出、敷料から大腸
菌。敷料の消石灰消毒及び給水器の分解洗
浄・消毒を指導。対策後は風速の均一化で
CO2 濃度が 2,500ppm 未満で推移し、大幅に
低下。廃棄率は 8.96％から 6.78％に低下。
【考察】CO2 濃度は 2,500ppm 以上で突然死
症候群等を招くとされ、換気不良による CO
2 濃度上昇が死亡羽数増加の原因と推察。出
荷直前の飼養環境改善は、経済的損失低減
に寄与すると考察。 
 
401．県内動物園にて発生した高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫対応：和歌山県紀南家保
 筒井視有、小松希 
 令和 4 年 11 月 10 日、当施設で飼養する
あひるが死亡、立入検査にて簡易検査陽性
を確認し、翌 11 日、遺伝子検査陽性を確認。
県対策本部会議にて決定後殺処分を開始
し、同日に殺処分、施設および家きん舎の
消毒が完了、翌 12 日殺処分家きん、汚染物
品の焼却が完了し、施設での防疫措置完了。
移動制限区域に対象農場は無く、搬出制限
区域の採卵鶏農場 1 戸が制限の対象。消毒
ポイントは、2 箇所設置。施設内で飼養す
る鳥類で衰弱が認められたため、「動物園
等における飼養鳥に関する高病原性鳥イン
フルエンザへの対応指針」（以下動物園等
指針）に基づき検査を実施、11 月 18 日お
よび 12 月 7 日に HPAI ウイルス（H5 亜型）
を確認。当施設は、11 月 11 日から全面閉
園。開園に向け、動物園等指針に基づき防
疫対策計画を策定、関係者による現地の防
疫対策確認後、11 月 25 日より発生舎周辺
を除くエリアを開園。県内初となる動物園
での発生に対し、関係機関との連携により、
迅速な防疫措置と早期の開園が可能となっ
た。今後も関係機関と連携し、農場および
関係施設への指導を徹底する。 
 
402．岡山県初の HPAI 殺処分鶏埋却対応で
得られた知見と今後の対応：岡山県井笠家
保 福田新 
 岡山県はこれまで HPAI 防疫対応におけ
る殺処分鶏処理には一貫して焼却処分を実
施。しかし今回短期間での続発に際し、県
として初めて殺処分鶏の埋却処分を決断。
県下 2 例目では埋却地①、②に殺処分鶏 51
0 千羽、飼料、鶏糞、卵の一部を埋却。3
例目では埋却地③に 34 千羽、飼料を埋却。
埋却地①では作業開始数日後には掘削断面
の境界からガス、体液が噴出。噴出箇所に
重点的に消石灰、おがくずを散布し、噴出
の沈静後ブルドーザーによる整地、その後
真砂土を投入し再度の整地により対応。埋
却地②、③では埋却溝内に全面有孔コルゲ
ート管、煙突状に塩ビ管を設置するなど、
噴出箇所を限定させるための対策を実施。
今後の対応として、埋却溝の一部沈下など
課題の解決に関係機関と連携してあたると

ともに、埋却溝延長算出に必要なモデル数
値を死亡鶏等項目別に整理。あわせて埋却
について今回得られた知見を県 HPAI 対応
マニュアルに反映させ、今後の防疫業務に
資する。 
 
403．高病原性鳥インフルエンザ 3 事例の移
動検診疫学班の対応：岡山県高梁家保 出
石節子 
 令和 4年 10～11月に倉敷市内の採卵鶏農
場 3 戸で高病原性鳥インフルエンザが発
生。当家保は移動検診疫学班として①制限
区域内 9 農場の移動制限及び検査②消毒ポ
イント 6 カ所設置運営③発生 3 農場の疫学
調査を実施。また、④2、3 例目の異常家き
ん届出に係る初動対応等を担った。そこで
①～④の概要と課題を報告する。①異常通
報受理後直ちに発生状況確認検査等の準備
開始。簡易検査陽性後、制限区域内農場に
家きん卵等の移動自粛を要請するとともに
制限の対象外とするために必要な資料の作
成を依頼。結果、早期に制限の対象外とな
り、制限による売上減少等に対する助成は
0 件。②車両消毒方法及び一般市民の利用
が多い施設に設置した消毒ポイントでのト
ラブル対応に苦慮。③人や車両の動きを調
査し、疫学関連となる農場がないことを確
認。④対応職員が発生地班に組み込まれ、
当班は人員減となり人員調整に苦慮。今後、
課題の解決に向けた検討が必要。 
 
404．家畜防疫体制の強化に向けた取組： 
愛媛県中予家保 山下龍、中山晃子 
本県初となる HPAI が発生し、多くの課題を
残したことから防疫体制強化の取組を実
施。家畜防疫検討 PT 構成員としてマニュア
ル改正等に従事。通報から防疫措置完了ま
での当所職員の役割を見える化し、所内一
体の体制を構築。養鶏・養豚場の埋却地調
査を市町・関係団体と実施し、必要重機や
作業動線を共有。県職員や協定締結団体を
対象に勉強会を開催するなど疑問点解消へ
の支援を継続するなか、集合施設や備蓄庫
の現地確認や住民説明会の事前準備等自主
的な取組も進む。大規模食鳥処理場での HP
AI 発生に備え、事業者や保健所と発生時の
対応等について確認。県クラウドシステム
である部局管理ファイルを活用し、各種マ
ニュアルや動員名簿、農場別動員計画、備
蓄資機材発送割振リスト、集合施設レイア
ウト図等を県職員間で共有。引き続き疑問
点の解消や情報共有を図るなど連携を強化
し、課題を解決していきたい。 
 
405．愛媛県における高病原性鳥インフルエ
ンザ発生農場の経営再開に向けた取り組み
：愛媛県東予家保 鈴木まり花、西本鉄平 

2021 年度シーズンに愛媛県で初めて、採
卵鶏 3 農場において高病原性鳥インフルエ
ンザが発生した。埋却予定地が不適となっ
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たため、焼却処理及び発酵消毒により防疫
措置を完了した。今回 3 農場とも経営再開
を希望したため、鶏の再導入に向けた指導
を実施した。と殺作業終了後一週間ごと 3
回以上の農場消毒、発酵消毒による一部の
飼料及び排せつ物の不活化処理、飼養衛生
管理基準の遵守及びモニター鶏の導入につ
いて指導した。3 農場はそれぞれ発生後 15
8 日、164 日、193 日から鶏を順次再導入し、
経営再開に至った。今回の発生では埋却地
不適となったことにより、防疫措置及び早
期経営再開に多大な影響があった。また、
農場が海に面しており渡り鳥等の野生動物
対策が重要であった。これらの課題を踏ま
え、管内の全養鶏場で埋却地確保の指導及
び衛生管理基準の遵守状況を確認・指導を
行った。今後も指導を継続し、再発生防止
に努めていきたい。 
 
406．畜産クラスター協議会を活用した鶏糞
堆肥の地域内利用促進：高知県西部家保 
野村莉子、松井博史 
 管内 A 養鶏農場が生産する鶏糞堆肥の利
用促進のため、A 農場、役場、高知県農業
協同組合、幡多農業振興センター、および
西部家保でＯ町畜産クラスター協議会分科
会を立ち上げ。年間生産量 1，800 トンのう
ち、自家消費分を除いた 1，790 トンの販売
が必要。鶏糞堆肥の付加価値向上のため、
鶏舎加温用ボイラーから排出される鶏糞焼
却灰の混合を実施。成分分析結果は一般的
な鶏糞と比べてりん酸、カリが高く、昨今
の肥料価格高騰、みどりの食料システム戦
略への対応が可能。サンプルをブロッコリ
ー農家、ナス農家、キュウリ農家計４戸に
試験配布。すべての農家が、初期生育に問
題なく、鶏糞堆肥の利用が可能と回答。今
後、幡多地域全体への普及のため、幡多農
業振興センター、高知県農業協同組合で組
織されている幡多地区営農改善協議会と連
携。A 農場はコスト削減のため粉末状かつ
バラ売りでの流通を希望しており、ペレッ
ト形状で袋詰めを希望する耕種農家との間
に相違。現在、運送・散布の体制を構築中。 
 
407．ペレット堆肥による新しい流通への取
り組み：高知県中央家保 西川武彦、吉村
 敦 

管内の大規模養鶏場では常時約 170,000
羽を飼養。年間約 4,600 ㌧排出される鶏ふ
んを開放型撹拌装置で堆肥化処理、バラ堆
肥約 300 ㌧と小型の造粒機によるペレット
堆肥約 1,100 ㌧を生産。主に地元の耕種農
家や農協に出荷するが、需要がペレット堆
肥に集中。そのため、バラ堆肥の余剰が発
生し、保管場所を占有したため堆肥化処理
不能となった鶏ふんが鶏舎等に滞留。そこ
で、令和 3 年度に自己資金で密閉型堆肥撹
拌装置を、補助事業で大型造粒機とペレッ
ト冷却機を導入。これにより堆肥全量を短

期間でペレット化することができ、需要に
対する迅速な供給が可能。同時に高知市内
のゆず生産組合とパートナーズ協定を締結
し、年間 300 ㌧のペレット堆肥の供給体制
を実現。また、これまでの販路に加えて海
外販路を強化するため、ペレット堆肥の自
動袋詰機の高機能化、パレタイザーやコン
テナ輸送用スロープ等の施設を現在整備
中。より省力化、量産化を可能とすること
で地産外商も含めた流通体制を構築し、経
営の安定化に向け取り組んでいる。 
 
408．現在の肉用鶏生産に求められる飼養管
理：佐賀県西部家保 三好洋嗣、野田由美 

県内の肉用鶏農場で主に飼養されるチャ
ンキー種について、近年の羽装状態の傾向
に関し、飼養管理上留意が必要と思われる
事例に遭遇。令和 4 年 1 月に 36,000 羽を飼
養する肉用鶏農場で、35 日齢で腹部に蜂窩
織炎様の病巣を伴い死亡する鶏が増加し病
性鑑定を実施。検査した鶏は、共通し腹部
から背部にかけて羽装被覆度が小さく、露
出した皮膚の表面に多くの傷を確認。傷よ
り侵入した種々の病原体により本件が発生
したと推察。その後実施したアンケート調
査では、約半数の生産者が鶏の羽が生えそ
ろうのが遅くなったと感じており、実際に
チャンキー種に近年起きている性質の変化
と思われた。本件発生後、生産者に対し病
原体の侵入防止対策および低減対策の徹底
を指導。しかしながら、以前に増して衛生
対策を含めた慎重な飼養管理が求められて
いることを生産者に再認識してもらう機会
となった。 

 
409．長崎県で初めて発生した高病原性鳥イ
ンフルエンザ(HPAI)の防疫対応：長崎県県
北家保 平井良夫、橋本哲二 

令和 4 年 12 月 22 日、管内の 2 万 7 千羽
飼養採卵鶏農場で県内初の HPAI が発生。発
生農場における殺処分等の防疫作業及び周
辺の移動制限や消毒ポイント設置等まん延
防止対策を行い、翌年 1 月 15 日終息。防疫
作業を検証、課題を抽出。県域で作業する
に当たり各家保の防疫作業手順書の地域差
により、作業に混乱が生じたため手順を統
一。県本部の検証では情報の錯綜があった
ため連絡員配置による連絡網再構築、的確
かつ円滑な防疫作業実施のため先遣隊情報
充実と工程表共有、動員者の労力軽減と作
業効率化のための防疫作業機械化等の農場
防疫作業の見直しを図る暫定措置を設定。
各動員者等からの意見及び労働安全委員会
の助言等から移動用バスの運行、防寒対策
等の資材調達、防疫作業における安全性の
確保等に課題が認められた。検証結果を踏
まえ、来シーズンに備え県及び地域の防疫
マニュアルを改訂、発生時の万全な防疫体
制構築を図る。 
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410．高病原性鳥インフルエンザ発生時の後
方支援センター運営に係る課題及び改善策
：長崎県県北家保 鈴田史子、平井良夫 
 令和 4 年 12 月、県内初の HPAI が発生。
防疫作業従事者（従事者）の受入れや防疫
資材の管理等を行う後方支援センター（支
C）の運営では様々な問題が生じ対応に苦慮
したため、課題の整理及び改善策等を検討。
情報伝達の遅れは、モバイル PC 等の活用に
より情報共有の迅速化。従事者の作業係分
けの不徹底は、係カードを配布し作業内容
を明確化。重機がなく資材搬入等に苦慮し
たため、リースによる重機の調達と県職員
オペレーターのリストアップ。ダイヤ化さ
れた従事者移動バスの運行時間について
は、臨機応変な運行に変更を検討。運営サ
ポート要員への作業説明不足を補うため、
作業手順書を作成。支 C の面積・設備不足
については、関係市町の協力のもと候補施
設を再度リストアップ中。防寒対策不足に
ついては、ストーブ等関連資材の追加備蓄
・リース増、食事場所を農場拠点から支 C
に変更。本発生における課題・改善策を踏
まえ、各家保と連携し県防疫マニュアルの
改訂作業を実施。 
 
411．野鳥の高病原性鳥インフルエンザ陽性
事例への対応 
：長崎県中央家保 川﨑洋平、高山裕介 
 令和 4年 11月に管内干拓地で回収された
死亡ナベヅル 2 羽で H5 亜型陽性を確認。周
辺ではナベヅルや水きん類が多数確認さ
れ、ウイルス拡散を危惧。回収地点から半
径 10km 以内の農場 10 戸を対象とした現地
強化対策に家保は注力し、全農場対象の周
辺対策は関係機関が協力することとし、具
体的な対策を協議。①緊急立入し飼養衛生
管理基準を再確認。2 農場で鶏舎周囲消毒
に不備を確認。②鶏舎専用長靴に加え、消
石灰乳踏込消毒槽を設置するよう自衛団体
を誘導し、全戸設置を確認。③消石灰によ
る鶏舎周囲消毒強化を指示。①で不備を認
めた 2 農場は、家保・市が不要物撤去等を
支援。④農場近辺水辺の野鳥飛来状況を調
査しリスク評価と注意喚起を実施。⑤関係
者に農場立入時の衛生対策徹底を再確認。
周辺対策は④及び⑤を実施。ハイリスク状
況下で管内の鳥インフルエンザ発生予防に
寄与。関係機関一体のきめ細やかな対策を
県域で実施することが重要。 
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Ⅳ 馬の衛生 
 
Ⅳ－1 ウイルス性疾患 
 
412．日高管内軽種馬生産牧場における馬ヘ
ルペスウイルス 5 型(EHV-5)の動態調査：北
海道日高家保 都築孝一、羽田浩昭 

EHV-5 は馬の致死的疾病との関連性が示
唆される一方、健常馬からも検出。感染動
態の解明のため調査を実施。管内の生産牧
場 1 戸の母馬 9 頭とその産子 8 頭等を対象
とし、分娩前から離乳までに経時採取した
鼻汁や血液等について EHV-5 遺伝子量を検
査。離乳までに母馬 9 頭中 8 頭、子馬 8 頭
中 5 頭が陽性。母子ともに血液より鼻汁で
高検出。子馬は出生時全頭陰性で、出生 1
週間以降に陽転個体を確認。母馬からの排
出量は分娩 1 週間後がピーク。母馬 5 頭は
持続的に高排出。高排出母馬の産子は全て
離乳までに感染し、母馬以上に高排出。高
排出母子から同居する他の母子への伝播を
示唆する結果はなし。本調査から、周産期
のストレス等により母馬の排出量が増加、
高排出母馬から産子への伝播リスクが高
い、高排出する母子から他の母子へ伝播す
る可能性は低い等が示唆。高排出馬の排出
量は長期間維持される傾向があり、伝播の
鍵として重要。EHV-5 による病態解明・損
耗低減のため、更なる調査が必要。 
 
Ⅳ－２ 細菌性疾患 
 
413．日高管内における馬ロドコッカス・エ
クイ感染症の疫学調査：北海道日高家保 
澤結子、藤井誠一 

Rhodococcus equi（RE）強毒株によるロ
ドコッカス・エクイ感染症は管内の多くの
馬生産牧場で発生し多大な経済的損失。感
染動態・発生要因検討、発生状況把握のた
め選定牧場で疫学及びアンケート調査、子
馬の気管洗浄液及び糞便、母馬の糞便、馬
房・パドック・放牧地の環境材料より RE
の定量培養を実施。発生歴のある牧場で母
馬糞便から RE 強毒株、環境材料から多量の
RE を分離。未発生牧場でパドック・放牧地
から RE を少量分離も馬房からの分離なし。
未発生牧場は放牧地の馬糞除去、馬房の清
掃・消毒等の衛生管理を徹底。アンケート
調査には、管内 92 牧場が回答。73 牧場で
過去 5 年以内の発生歴あり。「飼養環境の
清掃・消毒、パドック・放牧地の更新で発
生・重症化予防」、「特定繁殖牝馬の排菌
を疑う」等の回答あり。本調査より母馬の
糞便による子馬への感染リスクが示唆。本
症の予防には飼養環境の衛生管理徹底によ
る RE 強毒株の菌量低減が有効。馬において
も飼養衛生管理基準の遵守が重要。 
 
414．ポニーの Streptococcus equi subsp.
 zooepidemicus 分離事例：佐賀県中部家保

 植田大二郎、大澤光慶 
2008 年生まれのポニー1 頭が起立不能、2

022 年 5 月 19 日に予後不良。2022 年 5 月 2
0 日に診療獣医師の依頼で病性鑑定を定法
に従い実施。左右の中耳内に乳白色耳汁貯
留、黄色胸水の貯留、肺の腐敗臭、左側肺
の一部暗緑色変化（φ5cm）、肺両側のびま
ん性にモザイク状暗赤色変化、膀胱内に黄
色沈殿物を多量に含む尿の貯留を確認。肺
胞に、多量のグラム陽性球菌や少量のグラ
ム陰性桿菌を伴う多発性凝固壊死巣を確認
し、化膿性気管支肺炎と組織診断。肺・肝
・脳・血液および耳汁から Streptococcus 
equi subsp. zooepidemicus （Sz）を分離。
薬剤感受性は PG・ABPC・AMPC・CEZ・DOXY
・FOM で感性、ERFX で中間、KM・GM・LCM
・TC・CL・ST 合剤・CP で耐性。肺等から、
本県で初めて Sz が分離され、Sz 感染症と
診断。当該家畜は、比較的老齢で抵抗力が
低下していたため、化膿性気管支肺炎等の、
慢性的な病態に至ったと推察。今後も巡回
等の機会を利用して、飼養衛生管理を含め
た指導を継続。 
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Ⅴ 山羊・めん羊の衛生 
 
Ⅴ－1 ウイルス性疾患 
 
415．山間部飼育のめん羊の伝染性膿疱性皮
膚炎発生：石川県南部家保 岸本和也、林
みち子 
 山間部のめん羊飼育農場で、子羊のみに
口唇部や鼻鏡部に限局した灰白色イボ状の
丘疹を立入検査で確認。病性鑑定の結果、
オルフウイルス（ORFV）による伝染性膿疱
性皮膚炎と診断。本ウイルスの侵入経路お
よび発生要因を検討。放牧地の境界に自動
撮影カメラを設置し、シカ、キツネ、サル
を確認。ニホンカモシカ IJS081 株によるゲ
ル内沈降反応の結果、成羊は、子羊の発症
3 か月前で 44%（4/9 頭）陽性。発症から 2
週間後の回復期には、成羊は全頭（14/14
頭）、子羊は 90%（9/10 頭）陽性。回復期
の抗体価は、成羊（GM 値 45.3）が子羊（G
M 値 13.7）よりも有意に高値。エンベロー
プ B2L 領域（554bp）の分子系統樹解析では
多くの ORFV 株と近縁。以上から、侵入経路
は、野生動物によりウイルスが持ち込まれ
た可能性が高く、成羊は子羊が発症する以
前から不顕性感染していたと推察。子羊の
みが発症した要因は、離乳と夏期の高温ス
トレスが重なった時期に ORFV に感染した
ためと推察。 
 
Ⅴ－２ 細菌性・真菌性疾患 
 
416. ふれあい観光牧場の山羊ヨーネ病防
疫：北海道後志家保 山下僚太、美濃絵梨
佳 
 ふれあい観光牧場で山羊 13 頭中 10 頭の
ヨーネ病（JD）患畜を摘発。畜舎消毒の現
地指導の他、ふれあいの制限、清掃用具の
使用後消毒、JD 陰性山羊の導入、同畜舎で
飼育している JD 感受性のアルパカの隔離
飼育等を指導。飼養者は、複数回の石灰乳
塗布、畜舎専用更衣室の設置、ふれあいを
柵越しのみに変更、来場者に対する手指消
毒用アルコールおよび消毒マット利用の積
極的な呼びかけ、清掃用具を動物種毎に専
用化し使用のたび消毒、山羊導入時の JD
検査徹底、アルパカの分離飼養を実践。対
策後、環境のヨーネ菌汚染は大幅に低減、
同居山羊全頭陰性。一方、アルパカを飼育
する畜房で JD 遺伝子検出が続き、飼養者は
自衛殺を選択。山羊の JD 防疫対策実施要領
がないこと、JD 感受性のアルパカが家畜伝
染病予防法の対象動物でないことに苦慮し
たものの、畜舎消毒と衛生的な飼養管理を
徹底し、飼養環境が著しく改善。今後も飼
養者の理解を得ながら JD 防疫を推進。 
 
417. 山羊のヨーネ病における病理組織学
的検討：北海道後志家保 河本亮一、美濃

絵梨佳 
 山羊のヨーネ（J）病患畜 3 頭（成山羊 2
頭、2 カ月齢子山羊 1 頭）で J 菌侵入部位
の腸管及び付属リンパ節（「腸管等」）と
「他臓器」に区分、病変を病理組織検査で
病変進行度が増すごとに 0～4 点と点数化。
また、rPCR で遺伝子量を測定。成山羊 2 頭
の病変は「腸管等」・「他臓器」の各部位
で認め 1～4 点、遺伝子量も各部位で 10-3

～104pg/well。子山羊の病変は「腸管等」
各部位・「他臓器」では肝臓のみで認め 1
～2 点、遺伝子量は「腸管等」では回盲部
のみ・「他臓器」では各部位で 10-3～10-2p
g/well。子山羊は病変 0 点で遺伝子を検出
した臓器もあり。「他臓器」の病変点数又
は遺伝子量の合計を「腸管等」の同値で除
した「播種度」は、病変では成山羊と子山
羊は同等、遺伝子量では子山羊の「播種度」
が大きい。病変と遺伝子量の関係は、成山
羊で有意、子山羊は病変によらず各部位で
遺伝子を検出し有意性を認めず。子山羊で
は病変に係らず J 菌が侵入部位から全身へ
播種しやすいと推察。 
 
Ⅴ－３ 原虫性・寄生虫性疾患 
 
418.  放牧山羊の肝蛭症の発生事例及び
防止対策：愛知県中央家保豊田加茂支所
 稲垣美里、小島朋子 

令和 3 年 4 月～11 月、管内山羊牧場 A
（以下 A）が放牧地 B(以下 B)へ山羊 3
頭(うち 1 頭は同年 5 月に B で出生)を貸
出。A に帰牧後 3 頭は全て死亡。山羊親
子は病性鑑定により肝実質内に多数の肝
蛭虫体を認め、肝蛭症と診断。A の同居
山羊には感染がみられず、B での感染を
疑う。令和 4 年 6 月～10 月に B 周辺の環
境調査を実施。野生鹿糞便 8 検体中 1 検
体で肝蛭虫卵を確認。B 周囲の柵は高さ
1.2m で野生鹿等が侵入可能。B 敷地内の
水路に中間宿主(ヒメモノアラガイ)は確
認されず。令和 4 年 6 月に糞便検査で陰
性を確認した山羊 3 頭を B で放牧開始。
放牧中は肝蛭に有効な駆虫薬を 2 か月毎
に投与し、同時に糞便検査で肝蛭陰性を
確認。本事例を踏まえ、A と B の管理者
に対して令和 4 年 2 月に肝蛭症に関する
勉強会を実施。管内の牛及び山羊飼養者
に対してはリーフレットで注意喚起を実
施。今後も機を捉え、山羊等の放牧にお
ける肝蛭症のリスクを説明し、感染が疑
われる場合の糞便検査等の必要性を普及
・啓発を行う予定。 
 
Ⅴ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
代謝障害 
 
419．理化学的検査で特徴的な自家蛍光がみ
られた羊の大脳皮質壊死症：群馬県家衛研 
水野剛志 
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2022 年 2 月 6 日、肉用羊飼養農場で羊が
横臥し遊泳運動。獣医師のチアミン投与に
より一時症状は改善したが、2 月 9 日に再
び横臥したため、病性鑑定を実施。剖検で
は、大脳は軽度に褪色し、頭頂葉付近にお
いて脳回は平坦化。病原検索では、主要臓
器、大脳および延髄から有意な細菌は分離
されず。血液・生化学的検査では、PLT、B
UN、T-CHO 及び GOT は高値、Ca 及び Mg は低
値を示し、Cu はやや高値。理化学的検査で
は、大脳割面への紫外線照射において、頭
頂葉や前頭葉の脳溝に特徴的な巣状の自家
蛍光を示す領域が多発。組織検査では、大
脳頭頂葉、側頭葉の皮質において神経網の
粗鬆化が層状にみられ、脂肪顆粒細胞が密
に浸潤する箇所が多発。理化学的検査で特
徴的な巣状の自家蛍光がみられたが、組織
上の壊死病変は層状。この差は、自家蛍光
の要因となる脂肪顆粒細胞の出現頻度の差
によるものと推察。本症例は病変形成の経
過を同一標本内で捉えることができたまれ
な症例。 
 
420．山羊の長期間に及ぶネギの単独給与に
より死亡したと考えられる事例：高知県中
央家保 森光智子、岸咲野花 

令和 4 年 2 月 7 日、愛玩用山羊 1 頭（ト
カラ種、雄、2～3 歳）が急死したと連絡が
あり病性鑑定を実施。当該農家は近所の農
家から無償で譲渡されるネギのみを給与。
剖検では、第一胃が顕著に膨満しネギを混
じた多量の緑色泡沫状内容物を確認。病理
組織学的検査では、脾臓や肝臓等でヘモジ
デリン沈着を確認。TSE 検査は陰性。検査
の結果、死因は泡沫性鼓腸症。また慢性的
な溶血が疑われたため、同居山羊 6 頭の血
液検査及び給与ネギの飼料分析を実施。血
球検査で顕著に貧血を呈していたのは 1 頭
だが、複数頭で PLT の増加、赤血球の再生
像、TBil、IP、Mg、LDH の上昇等、溶血性
貧血を疑う所見を確認。また貧血を呈して
いた 1 頭でハインツ小体を確認。給与ネギ
は水分含量が多く粗繊維が少なかったた
め、泡沫性鼓腸症の発症要因になったと考
えられた。一般に、山羊はタマネギ中毒の
発症閾値が高いとされており、慢性的に溶
血は起こしているものの、貧血や死亡を呈
さない個体がいたと考えられた。 
 
Ⅴ－５ 保健衛生行政 
 
421．管内の山羊飼養者への飼養衛生管理指
導：富山県東部家保 宮澤馨、稲垣達也 
管内の山羊の飼養戸数・頭数増加により、
飼養管理の相談や病性鑑定等の件数が年々
増加し、適宜、立入指導を実施。A 農場は 2
5 坪程度のビニールハウスに雄雌同居飼育
で無計画な交配、19 頭がひしめき合った状
態、給水設備の排泄物による汚染、畜舎清
掃の不備等から、飼養衛生管理基準（以下

基準）に基づき、密飼の防止、給餌・給水
設備等への野生動物の排泄物等の混入の防
止、畜舎等施設の清掃及び消毒を指導。B
農場は 13 頭飼養。雄雌を同じ牧区で放牧し
た結果、予定外の交配で増頭となり、越冬
用の 6 坪程度の畜舎で密飼。譲渡、雌雄別
飼等の密飼防止を指導。また、同農場で捻
転胃虫症による死亡を確認。既に薬剤耐性、
放牧場での蔓延が推察されたことから、基
準に基づき、獣医師等の健康管理指導、毎
日の健康観察を指導。両農場とも再立入時、
飼養衛生管理の改善が確認されたことか
ら、山羊飼養者への基準に基づく積極的な
指導は有効で、今後も継続して実施。 
 
422．山羊飼養農場の飼養衛生管理指導：大
分県大分家保 村上敦哉、松井英徳 
 近年、山羊の飼養頭数・飼養戸数は全国
的に増加傾向にあり、当所管内では特に小
規模飼養者が大部分を占め、家伝法の周知
不足が懸念される。今回、2 件の山羊飼養
農場に飼養衛生管理指導を実施。1 件目は
リゾート施設におけるふれあいスペースで
の飼養であり病原体の持ち込み及び持ち出
しを防止するための規則の作成を指導。現
地指導と改善後の確認を実施。２例目は不
適切な飼養衛生管理が認められた山羊飼養
者であり定期報告なしに山羊 5 頭を飼養。
山羊の死体遺棄や県所有地に山羊小屋の建
築を行っていたため家保、保健所、市役所、
警察署、土木事務所、動物愛護センターと
連携して対応を実施。対面で山羊死体と山
羊小屋の撤去、家伝法と飼養衛生管理基準
の遵守を指導。今後、市報へ定期報告届出
依頼の掲載、地域の山羊供給拠点となる飼
養者との連携、チラシ等の作成・配布等に
より小規模飼養者にも行き届くよう家伝法
・飼養衛生管理基準の周知徹底に取組む。 
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Ⅵ みつばちの衛生 
 
Ⅵ－１ 細菌性・真菌性疾患 
 
423．都内で発生した腐蛆病 2 事例：東京都
家保 綾部文香、大山知美 
 1 例目は、2022 年 5 月にセイヨウミツバ
チの腐蛆病を疑う病性鑑定事例。KSBHI 培
地、37℃、3 日嫌気培養にて白色微小コロ
ニー確認。分離菌の PCR 検査から Melissoc
occus plutonius（Mp）と同定、ヨーロッパ
腐蛆病と決定。2 例目は、2022 年 11 月、セ
イヨウミツバチ 4 群中 2 群に異常があり、
巣房に褐色粘性物貯留ため、アメリカ腐蛆
病を疑い、病性鑑定を実施。ミルクテスト
陽性、血液寒天培地で 37℃、2 日炭酸ガス
培養でコロニーを分離。PCR 検査から Paen
ibacillus larvae（Pl）の ERICⅠ型とⅡ型
と同定、アメリカ腐蛆病と決定。発生した
2 群で分離菌の遺伝子型が異なったことか
ら、4 群の巣箱、成虫、巣ひ、はちみつか
ら Pl 遺伝子検出を実施。発生群からは遺伝
子が検出されたが、健康群からは非検出。
発生状況から、導入時に巣箱や成虫に付着
した由来の異なる菌が、飼養管理失宜によ
り同時期に発症したと推測。腐蛆病を発症
させないよう強い蜂群を維持する飼養管理
が重要。 
 
Ⅵ－２ 原虫性・寄生虫性疾病 
 
424．ニホンミツバチのアカリンダニ症発生
事例と飼養者への衛生指導：山口県西部家
保 石村麻莉乃、福岡恒 

令和 4 年度、下関市管内（以下、管内）
のニホンミツバチ飼養者でアカリンダニ症
が計 3 例発生。発生はいずれも飼育歴 1 年
未満の小規模（10 群未満）飼養者。今年度
の管内小規模飼養戸数は過去 10 年で最多。
一方、小規模飼養者は、毎年、新規と廃業
による入替りが多く定着は低迷。そのため、
経験不足による伝染病発生を懸念し小規模
飼養者の衛生指導を強化。①家畜衛生情報
の配布②全飼養者を対象とした腐蛆病立入
検査の実施③アカリンダニ症対策指導④オ
ンライン講習会への参加誘導及び情報交換
の場の提供⑤アンケートによる実態調査の
実施。その結果、本病の続発はないが、ア
ンケート調査では小規模飼養者は巣箱の消
毒や薬剤の適正な使用方法、スムシや伝染
病の対策等、知識や技術不足を感じ、飼養
管理に不安を抱えていることが判明。今後
も情報提供や巡回による衛生指導を継続
し、飼養管理技術の向上と伝染病発生対策
に努める。 
 
425．宮崎県で初めて確認されたヨーロッパ
腐蛆病：宮崎県宮崎家保 神﨑由梨、沖吉
悠太郎 

セイヨウミツバチ養蜂農家から成蜂の死

亡及び子捨て行動がみられるとの連絡を受
け、立入検査を実施。死亡蜂児は、無蓋の
巣房の側壁や底部にみられ、水様性を帯び
透明から汚白状であったが発酵臭または酸
臭は確認されなかった。有意菌は分離でき
なかったが、5 群全群の死亡蜂児を用いて P
CR 検査を実施した結果、ヨーロッパ腐蛆病
菌特異的遺伝子が増幅されたことからヨー
ロッパ腐蛆病(本病)と診断。農家に対して
聞き取りした結果、2 ヶ月前にニホンミツ
バチの大量飛来と盗蜂があったことを確認
したが具体的な感染経路は不明。管内の養
蜂農家に対しては、腐蛆病検査及び研修の
際にチラシを用いて本病の発生及び消毒方
法の周知、異常があるときは家畜保健衛生
所に通報するよう啓発。本病は国内で使用
可能な有効である薬剤がないことを考える
と、本病の予防・侵入防止は極めて困難。
早期発見早期通報が重要であることから今
後も本病の啓発を行う。 
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Ⅶ その他の家畜の衛生 
 
Ⅶ－１ ウイルス性疾病 
 
426．国内初エミュー飼養農場における高病
原性鳥インフルエンザの発生と防疫対応：
北海道網走家保 柴本晃宗、本間慎太郎 
 令和 4 年 4 月 15 日、管内 A 市エミュー飼
養農場から死亡羽数増加の通報を受け緊急
立入。簡易検査全羽陰性。一部の生体で沈
鬱等の神経症状。家保で病性鑑定実施。管
理者より死亡羽数増加の報告受け再立入。
簡易検査 7 羽陽性。遺伝子検査陽性。16 日
18 時、疑似患畜と決定し防疫措置開始。1
日 8 時間 3 クール。獣医師 1 名に作業員 10
～15 名。と殺は薬液で実施。486 羽の殺処
分に 41 時間、全ての防疫措置完了に 101
時間。気管の採材方法、殺処分時の保定・
と殺方法等得られた知見をエミュー関連マ
ニュアルにまとめ啓発。手当金に係る評価
は、オイルや肉等の生産物を加味。農場再
開に向けては飼養衛生管理上の問題点等を
協議。家保はエミューの特性を考慮した改
善案を提示。更に近隣大規模農場とも協議
し情報を共有。防疫措置時に生じた課題は
関係者で問題点の洗い出しを実施。検証を
踏まえ、関係者で家きん飼養農場に緊急立
入検査を実施。防疫計画を精査・共有し防
疫演習で体制を確認。 
 
427．国内初のエミューにおける高病原性鳥
インフルエンザの病態と農場での採材法に
関する一考察：北海道網走家保 上野拓、
宮澤和貴 

令和 4 年 4 月 15 日、エミュー約 500 羽飼
養農場から死亡羽数増加の通報。立入時、
沈鬱、遊泳運動等の神経症状を確認、簡易
検査陰性。再度、死亡羽数増加の稟告で立
入、簡易検査陽性、H5N1 亜型を検出。4 羽
で、眼瞼の浮腫・充血、気管粘膜と総排泄
腔の充血、脾臓の微小白斑、病理組織で、
全羽の脳及び脾臓に巣状壊死、肺に充血を
確認。免疫染色で病変部、傍気管支粘膜、
ほぼ全身の血管内皮に抗原確認、ウイルス
は気道に感染後、血行性に全身へ拡散した
と推察。全羽の脳でウイルス分離陽性、分
離株はエミューの脳に親和性が高く、重度
の病変を形成し、神経症状を発現したと推
察。生体１羽で抗体陽性、感染したエミュ
ーは症状を示すまで時間を要した可能性。
気管中部では、喉頭直下に比較して多くの
抗原を確認、ただし抗原は偏在。エミュー
の気管スワブ採材時、肺に近い部位で切開、
広範囲・全周性に粘膜を拭うことが重要。 
 
428．だちょう・エミュー飼養施設における
高病原性鳥インフルエンザの防疫措置：岩
手県県南家保 工藤裕太、佐々木悠佳 
 令和 4 年 5 月、だちょう 8 羽及びエミュ
ー5 羽を展示用として飼養する施設におい

て、高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の
発生を確認。国内初のだちょうの殺処分で
あること、また、特殊な環境下で飼養する
施設での発生であったことから、養鶏場と
は異なる防疫対応が必要。すなわち、①安
全性の確保のため、昼間の時間帯・限られ
たエリア・少人数等の制約を受けた中で作
業を実施。②同居動物へ配慮し、それらへ
の影響が少ない消毒薬・消毒方法を選択。
③技術的な観点では、経験のない大型家き
んの捕鳥・保定は施設従業員が担当し、検
査材料採取と殺処分方法を模索して実施。
結果、夜間には作業を中断したものの、発
生後 31 時間で防疫措置を完了。県内の大型
家きんでの本病発生に備え、引き続き、検
査方法、検査材料採取方法及び安全で効率
的な殺処分方法の確立とスキルアップが必
要。加えて、農場・施設ごとの制約・条件
を考慮した事前の防疫計画策定が重要。 
 
429．県内における野生いのししの豚熱感染
初確認後の感染状況解析：宮城県仙台家保
 大関貴大、齋藤拓海 

R3 年 6 月、県南地域の野生いのししで豚
熱感染初確認。9 か月後には県最北部まで
拡大（14 市町村）。R3 年 6 月～R4 年 12 月
に調査した捕獲・死亡いのしし（n=675）の
PCR 陽性率の推移を解析。152 頭の PCR 陽性
を確認。県全体の月別陽性率は、R4 年 6 月
まで 30％程度で推移、以降激減。R3 年 11
月、県南地域から経口ワクチン散布開始。
抗体検査実施の捕獲いのしし（n=611）の感
染リスクを解析。①感染個体（PCR＋）、②
免疫獲得個体（PCR－/ELISA＋）、③感受性
個体（PCR－/ELISA－）に区分。ワクチン散
布前（R3 年 10 月）は①18％②6％③76％と、
感染リスク大。R4 年 12 月は①9％②48％③
43％と、抗体保有率上昇。R3 年 12 月に養
豚場で豚熱発生があった県南地域（n=441）
では、同月①18％②29％③53％と、感受性
個体が多く、その後②が上昇し、①が 0％
の月が存在。しかし R4 年 12 月には①15％
②23％③62％に回帰し、感染リスク上昇。
経口ワクチン散布継続及びモニタリングに
基づく的確な情報共有が重要。 

 
430．野生いのしし検査体制の効率化及びリ
アルタイム PCR 法における溶血検体の条件
検討：宮城県仙台家保 齋藤拓海、千葉直
幸 
 令和 2 年 9 月、隣県の野生いのししの豚
熱感染確認後、検査頭数が増加。家畜との
交差汚染防止のため、野生いのしし専用検
査室を家保既存の空室に緊急整備。検査体
制の効率化を図るため、搬入方法を現場家
保による都度搬入から委託団体による週 1
回の郵送へ変更。他担当による抗体検査体
制とし、業務量を分散。令和 3 年 6 月、新
体制で野生いのししの県内豚熱感染を初確
認。令和 4 年 1 月、自動核酸抽出装置の導

 



 
 
 
 - 94 - 

入により核酸抽出時間を 90 分短縮。令和 5
年 1 月、リアルタイム PCR 法（rPCR 法）を
導入、PCR から結果解析までの時間を 135
分短縮。本 rPCR 法は血清の溶血程度により
検出が阻害されることから、色調に応じた
前処理が必要。過去の血清は 47%（364/773
検体）が影響する可能性。うち豚熱陽性か
つ前処理が必要な 35 検体を用いて核酸抽
出条件を検討。簡易法の粗抽出は 4 検体で
蛍光強度が低下したが迅速に診断可能。溶
血検体の影響を考慮した検査体制を構築。 
 
431．千葉県の豚熱発生予防のための野生い
のしし対策：千葉県中央家保 不破友介、
櫻井紀夫 

令和 2 年 6 月、豚熱感染野生いのししが
隣接県の利根川河川敷で確認された。本県
では令和元年より県外からの侵入防止と早
期発見を目的に県境付近を捕獲重点エリア
と定め、エリア内での捕獲及び捕獲いのし
しの検査による監視体制を強化してきた。
しかし元々同エリアは捕獲数が少ないこと
に加え、検体採取・消毒・輸送の困難さを
理由に協力を得にくい関係団体も存在し
た。令和 2 年以降、他県では生息地域と地
続きでない遠隔地において豚熱の発生報告
があったことから、本県も検査を県全域に
広げることとし、関係団体に改めて採材方
法を分かり易く図解説明する等工夫した。
さらに検査頭数の増加に対応したリアルタ
イム PCR 導入等の検査体制を整備した。そ
の結果、協力団体及び検査頭数は 3 機関 61
頭（元年度末）から 12 機関 113 頭（4 年 1
0 月末）に増加し、現在も感染いのししは
検出されていない。今後も関係団体との連
携と農場の飼養衛生管理を強化し発生を予
防していく。 
 
432．奈良県家畜保健衛生所における野生い
のしし検査体制の構築：奈良県奈良県家保
 新田温子、大西朋子 
 平成 30 年 9 月に 26 年ぶりに国内で豚熱
が発生し、全国的に野生いのしし検査が開
始。本県においても検査を実施し、令和 5
年 3月末までに約 650検体中 43検体で豚熱
陽性。検査件数の増加により、場所、物品
や人など、検査に係る全てにおいて汚染リ
スクが高まり、家畜保健衛生所内での野生
いのしし検体から飼養豚検体への交差汚染
が懸念されたため、対策を実施。検体搬入
動線の整備として、野生いのしし用と飼養
豚用の車両動線を分離。野生いのししの検
査頻度及び検査員を限定することで、検体
を扱う回数と人数を制限。野生いのしし専
用検査室の整備により、動線や検査機器等
を飼養豚の検査と分離。主な遺伝子検査方
法を変更することで、汚染リスクの高い電
気泳動が不要かつ抽出を簡易化でき、手指
汚染や検体飛沫の原因となるチューブの開
閉回数が減少。取り組みにより、野生いの

しし検査における交差汚染リスクが大幅に
減少し、検査の正確度保持に寄与。 
 
433．野生イノシシ豚熱経口ワクチン散布演
習の概要と課題：島根県益田家保 永海航、
合津幸江 
 県内野生イノシシの豚熱感染確認を受
け、豚熱感染拡大抑制と、県内で実施予定
の豚熱経口ワクチン（ワクチン）散布に備
えた散布場所の検討や散布方法の習得を目
的にワクチン散布演習を実施。散布場所は、
事前の調査でイノシシの痕跡がある場所等
21 か所を選定し、優先度を 3 段階で評価。
演習には国や県、市町等の関係者のべ 79
人が参加し、362 個のワクチンを散布。1
週間後に回収し、摂食状況を調査。263 個
（散布数の 72.7％）のワクチンを回収、イ
ノシシによる摂食と判断したものは 123 個
（散布数の 34.0％）だった。最も優先度が
高かった場所（74 個散布）に限ると、イノ
シシによる摂食率は 58.1％（43 個/74 個）
と高かった。本演習は、今後の県内での反
復実施を考慮し、事前の餌付けを実施しな
い、ワクチンは埋設しない等の省力化を検
証。事前調査で優先度を高く評価した場所
の摂食率が高かったことから、適切な散布
場所を選定することで散布の省力化は可
能。 
 
434．管内における野生イノシシ豚熱感染事
例：島根県益田家保 門脇拓馬、合津幸江 
 島根県では令和 4 年 5 月に野生イノシシ
で県内初の豚熱陽性を確認。以降当家保で
は 55 事例の野生イノシシ対応があり 45 事
例の陽性を確認（令和 5 年 1 月 18 日時点）。
今回、豚熱陽性個体の概要（感染拡大スピ
ード、発見場所、肉眼所見）をまとめた。
感染拡大スピードは県内豚熱陽性初確認以
降 7 ヶ月間で北に約 40km、月平均約 6km 移
動。発見場所は民家敷地裏や道路脇等が 6
割以上と人目に付く場所で死亡している傾
向が見られた。また、水辺で死亡している
事例も約 22％と豚熱感染による発熱に伴
い最終的に水場を求めている可能性を推
察。肉眼所見は豚熱ウイルス感染で特徴的
とされる病変（体表の紫斑、腎臓の出血、
脾臓の出血、巨脾、扁桃の出血・壊死）の
発現率をまとめた。腎臓の出血が 79％と最
も多かった（なお、死後変化は考慮してい
ない）。豚熱ウイルスの感染をむやみに広
げないためにもこれらの情報を関係機関や
猟友会等と共有することが重要。 
 
435．管内の野生いのしし豚熱陽性事例と防
疫対応：高知県中央家保香長支所 千頭弓
佳、酒井賀彦 
 今年度、当支所管内の豚熱ウイルス浸潤
状況調査にかかる野生いのししの検査頭数
は、11 月末現在 23 頭で、うち 3 頭の豚熱
感染を確認。2 頭は捕獲個体、1 頭は衰弱状
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態で回収後死亡した個体で、3 頭の発見市
町村は同じ。防疫対応として、捕獲場所や
埋却場所等の消毒を実施。また、管内の豚
飼養農家 2 戸に緊急立入し、異状の有無の
確認や飼養衛生管理基準の遵守徹底を指
導。さらに同市内で豚熱経口ワクチンの緊
急散布を実施。散布場所は、1 例目の陽性
いのしし捕獲場所から南西約 1.5 ㎞の山林
を選定。林道に沿って 20 カ所に約 100 個の
ワクチンを 2 回散布。今後は隣接市の高速
道路の側道に沿った散布等を検討中。野生
いのししによる養豚場等への豚熱ウイルス
侵入リスクの低減には、飼養衛生管理基準
の遵守徹底とともに、猟友会や関係機関等
と連携し、野生いのししの感染状況の把握
や経口ワクチン散布等による感染拡大防止
対策を進めることが重要。 
 
436．佐賀県における野生イノシシの豚熱検
査体制強化の取組：佐賀県中部家保 田中
朋美、大澤光慶 

野生イノシシ豚熱検査体制強化のため取
組を実施。1）検査室整備：検査エリアのゾ
ーニング、作業動線等のルールの明確化。2）
検査方法平準化：検体搬入後の各工程の検
査マニュアル作成。3）検査の輪番制化：P
CR 検査を週一回・9 名、ELISA 検査を月一
回・4 名、血清分離を随時・搬入家保職員
の体制で実施。4）研修：個別研修による訓
練を実施。これら取組により検査人員の拡
充、業務負担の分散、検査件数増加にも安
定的に対応可能。有事のウイルス検査バッ
クアップ体制を構築。また、検査不成立事
例について以下の検証を実施。ア）検査成
立検体と不成立検体の血清分離までの所要
日数（中央値）を比較、成立検体は 1 日、
不成立検体は 4 日。イ）2 つの核酸抽出法
（磁気ビーズ式自動抽出法、カラム式抽出
法）を比較、磁気ビーズ式は重度溶血血清、
分離まで 4 日以上経過した血清で検査不成
立、カラム式では全て検査成立。今後、溶
血の程度に合わせた核酸抽出法選定とマニ
ュアル化が課題。 

 
Ⅶ－２ 細菌性・真菌性疾患 
 
437．千葉県で初めて診断されたあひるのア
ナチペスチファー感染症：千葉県中央家保
 島田果歩、綿村崇宏 

あひるを約 1,500 羽飼養する農場におい
て、30 日齢のあひるの死亡羽数が限局的に
増加。食欲不振、元気消失、一部の個体で
は緑白色の下痢を呈し病性鑑定を実施。剖
検では肝臓及び心臓表面に線維素析出を認
め、肺胸膜と癒着。組織所見では肝臓被膜
及び心外膜は水腫と線維素析出を伴う偽好
酸球及びマクロファージの浸潤により肥
厚。小脳及び視葉ではクモ膜下腔に水腫を
認めリンパ球及びマクロファージが浸潤。1
6S rRNA 遺伝子のシークエンス解析の結

果、肝臓から分離された細菌は Riemerella
 anatipestifer と同定。解剖学的及び組織
学的所見は一般的に遭遇する鶏大腸菌症と
病変が類似していたが、細菌学的検査にお
いて好気培養下では有意菌は未分離。本疾
病の診断には微好気培養の実施が必要。全
国的に本疾病の報告は少数例あるが、千葉
県内では初めて診断された貴重な症例。 
 
438．七面鳥の鳥パスツレラ症の継続発生及
び再発防止に向けた取組み：石川県北部家
保 木村祐太、森下康 

令和 3年 12月から令和 4年 9月にかけて
管内七面鳥農場において沈鬱、眼瞼部腫脹、
死亡羽数増加を示す疾病が 4 度発生。病性
鑑定の結果、Pasteurella multocida が分
離。全発生において死亡率が 70%を下回っ
たことから鳥パスツレラ症と診断。薬剤感
受性試験を実施し有効な抗菌薬を投与した
ところ、発生は都度収束。当該農場は同じ
場所で繁殖鳥を通年飼養するためオールイ
ンオールアウトできず、鳥舎の清掃、消毒
が十分にされなかったと推察。経済被害が
大きいことから発生予防対策を検討。まず、
機械置場を改修し新飼養場所とし、鳥を移
動。続いて従来飼養場所を徹底的に清掃、
消毒、最終的に従来飼養場所での飼養再開
を目指すこととした。現在、鳥の移動まで
を完了。また、飼養者と速やかな通報の重
要性を再確認。さらに、民間獣医師と連携
し発生時、抗菌薬を速やかに投与できる体
制を構築。今後も疾病低減のため指導を継
続。 
  
439．Pasteurella multocida（莢膜抗原 B
型）を原因とする七面鳥の鳥パスツレラ症
：石川県南部家保 寺尾彩 

七面鳥飼養農場で、2021 年 12 月に死亡
羽数の増加（死亡率 38%）、沈鬱及び開口
呼吸（症例 1）、2022 年 5 月に死亡羽数の
増加（死亡率 17%）と顔面の軽度腫脹（症
例 2）がみられ、病性鑑定を実施。症例 1
で脾臓の粟粒大白斑（1/7）及び肺胸膜の線
維素析出（4/7）、症例 2 で眼窩下洞内のチ
ーズ様物（2/4）を認めた。細菌学的検査で
全羽の主要臓器から Pasteurella multoc
ida （Pm）を分離、血清型は莢膜抗原 B 型、
菌体抗原 3・4 型と推定。全分離菌株は PFG
E で同一のバンドパターンを示し、MLST 解
析で遺伝子型 ST64 に分類。病理組織学的検
査で全羽の脾臓に巣状壊死、症例 1 で胸膜
肺炎（2/7）、症例 2 で眼周囲皮膚の壊死（2
/4）を確認。ウサギ抗 Pm 抗体による免疫染
色で全羽の脾臓の病変部に陽性反応を確
認。以上より、症例 1、2 を七面鳥で国内初
となる莢膜抗原 B型の Pmを原因とする鳥パ
スツレラ症と診断。出荷直前の過密状態や
道路工事の騒音等の環境ストレスが発生に
影響したと推察。 
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Ⅶ－３ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
代謝障害 
 
440．成山羊のチアミン欠乏による大脳皮質
壊死症：沖縄県家畜衛生試験場 渡嘉敷美
波、荒木美穂 

成雌山羊 1 頭が後弓反張を呈し、診断的
治療としてチアミン 100 mg 相当を投与し
たが、改善が見られなかったため病性鑑定
に供した。剖検所見にて全身の脂肪組織に
淡黄色凝固変性、第四胃に捻転胃虫様線虫、
膵臓に膵蛭、盲腸に線虫を確認。細菌検査
にて有意菌は検出されなかった。糞便検査
にて毛様線虫卵を多数、その他鞭虫卵、乳
頭糞線虫卵、膵蛭卵を確認。病理組織学的
検査では大脳の皮質神経細胞の層状乏血性
壊死が散見。脂肪壊死は脊髄や乳房上リン
パ節の周囲脂肪まで波及。膵蛭が導管へ寄
生し、管径拡張が認められた。大脳割面に
365 nm の紫外線を照射したが自家蛍光は
認められなかった。血液検査では発症山羊
に白血球数増加、血液生化学検査では GOT、
GGT、LDH、IP が高値、T-Cho、Ca、Mg が低
値。血清ビタミン A、ビタミン E は基準値
内。発症山羊に血糖値の上昇が見られたが、
チアミン投与 18 時間後に下降。血中総チア
ミン濃度は発症山羊と同居山羊 1 頭が欠乏
値を示した。チアミン欠乏症に起因する大
脳皮質壊死症と診断。濃厚飼料の多給を中
止するよう指導し、その後続発はない。 
 
Ⅶ－４ 保健衛生行政 
 
441．屋外型展示動物飼育施設への飼養衛生
管理指導：群馬県西部家保 佐保春香 

令和 3 年度に国内のダチョウ等飼養農場
及び展示動物飼育施設（施設）で高病原性
鳥インフルエンザ（HPAI）が確認されたこ
とから、飼養衛生管理基準に基づく施設の
調査及び指導を実施。自家用車での園内巡
回が可能なため不特定多数の人・物・車が
施設に出入りし、屋外展示中心のため展示
動物と野生動物の接触による病原体侵入リ
スク高。また、施設獣医師及び飼育員等ス
タッフの飼養衛生管理基準に対する意識向
上が課題。獣医師と HPAI 発生時対応の問題
点を協議し、収容施設への防鳥ネット設置、
HPAI 防疫対応指針マニュアル作成等を指
導。併せて、スタッフへの特定家畜伝染病
研修会開催及びリーフレット配布、鳥イン
フルエンザ簡易検査キット実技研修を実施
し、異常鳥発見時の通報体制を整備。展示
動物への防疫対策の啓発及び家畜保健衛生
所との情報共有を図ることで、スタッフの
意識が改善。今後は、口蹄疫等他の海外悪
性伝染病対策及び他施設を参考にした、実
施可能な対策を更に検討。 
 
442．都内展示施設における鹿ヨーネ病の清
浄化対策：東京都家保 内匠夏奈子、宇杉

央 
 都内展示施設において鹿に削痩や軟便が
認められ、2021 年 6 月に発症個体のリアル
タイム PCR（qPCR）を実施したところ、患
畜と決定。その後の同居鹿検査では、12 頭
中 11 頭が患畜と決定。1 頭は定性陽性とな
り、隔離施設での飼養を継続。飼養場所の
洗浄・消毒後に環境検査を実施したところ、
複数箇所で陽性となったため、ドロマイト
石灰の散布を実施。同年 11 月、隔離飼育中
の 1 頭について、再び定性陽性となったた
め自主淘汰を行い、全ての鹿が淘汰された。
施設側と協議し、環境検査で 2 回連続陰性
を清浄化の達成と定め、その後も洗浄・消
毒を指導し環境検査を実施したところ、陽
性を確認。今後 6 回目の環境検査を実施予
定。また、施設で保存されていた 2020 年 4
月以降に採材した糞便の検査では、複数個
体で定量陽性となり、発生の 1 年以上前に
は既に感染が広がっていたことが判明。今
後も清浄化を目指すと共に、再発防止に向
け指導を実施。 
 
443．大分県の野生いのしし検査体制構築：
大分県大分家保 三宮清実、壁村光恵 
 豚熱防疫指針に基づく野生いのししのサ
ーベイラスを行うため、大分県での野生い
のししの検査体制を検討。①大分家保内で
の交差汚染防止対策のため、令和２年度に
野生いのしし専用検査室及び機器を整備。
検体搬入時の家保内での動線の検討。②野
生いのししの検査数増加に向けた猟友会等
関係機関との関係構築。採材者の負担にな
らないよう、資材等の準備及び着払いでの
検体送付など、検体確保の方法検討。③時
間・曜日等関係なく搬入される、死亡いの
しし検査での担当者の負担を軽減するた
め、病性鑑定部内研修を実施して複数人数
が検査対応可能となるよう体制を構築。今
後は、年間通じての安定的なサーベイラン
ス実施、いのししの詳細な捕獲場所の把握
やさらなる交差汚染防止に向けた検討継
続。九州で豚熱が確認された場合やワクチ
ン接種が開始された場合などは対応の変更
などを検討していく必要がある。 
 
Ⅶ－５ 畜産技術 
 
444．飼養いのししへの豚熱ワクチン接種方
法の検討：山口県中部家保 川分敬子、伊
藤博志 
 令和 4 年 3 月、県内で死亡野生いのしし
の豚熱陽性を確認。本県は豚熱ワクチン接
種推奨地域に指定され、4 月から接種開始。
管内の接種対象の飼養いのししは 7 戸 13
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頭。飼養者への事前説明と飼養場所の確認
を実施し、接種への理解を得るとともに、
飼養形態に応じた接種方法を検討。いのし
しは、警戒心が強く、攻撃的で接種に危険
が伴うと判断。安全な接種方法を検討し、
操作が容易かつ安全に接種可能な注射棒の
使用を選択。接種時の注射針の破損・脱落
やワクチン液漏出等の問題を資材に工夫を
加え解決。接種時には、飼養者の協力を仰
ぎ、制限された場所にいのししを追い込む
等して動きを制御。すべての飼養いのしし
に円滑に接種完了。接種後は問題点を協議
し、迅速、安全な接種方法を所内で共有。
注射棒を活用し、安全確実な接種方法を構
築。今後は、飼養者の理解、飼養形態が接
種作業に大きく影響するため、新規飼養者
に対する事前説明及び指導が必要。 
 
Ⅶ－６ その他 
 
445．野生イノシシにおける豚熱およびアフ
リカ豚熱のサーベイランス結果と課題につ
いて：高知県中央家保 橘川雅紀 
 平成 30 年 9月に国内の飼養豚において 2
6 年ぶりとなる豚熱が発生し、現在 18 都県
まで拡大。従前からの死亡イノシシのサー
ベイランスに加え、令和 3 年度から本県で
も捕獲イノシシについて検査を開始。抗体
検査は ELISA 法、遺伝子検査はリアルタイ
ム PCR 法により実施。昨年度は死亡イノシ
シ 4頭および 43頭の捕獲イノシシを検査し
全て陰性。今年度は 9 月 14 日に捕獲イノシ
シで本県初となる豚熱陽性を確認。12 月 1
日現在、捕獲イノシシ 251 頭中 2 頭、死亡
イノシシ 4 頭中 1 頭陽性。検査機器の突然
の故障や検査日程により結果の判定が遅く
なり、陽性時の現場での防疫対応に支障。
検査機器のトラブル時は従来のコンベンシ
ョナル PCR で対応。また、検査日程を見直
し、陽性確認時の防疫対応をスムーズに行
えるように改善。サーベイランスについて
は、検体の腐敗や凍結により血清分離が出
来ないものが散見されることや短期間に特
定地域から集中的に搬入されるなど方法に
ついて検討が必要。 
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Ⅷ 共通一般 
 
Ⅷ－１ ウイルス性疾病 
 
446．豚熱及び高病原性鳥インフルエンザ疑
い事例：奈良県奈良県家保 河野仁 
 令和 4 年 10 月、飼育頭数約 720 頭の一貫
養豚場より死亡豚 1 頭の病性鑑定依頼。家
畜防疫員 1 名立入し、水様性下痢及び元気
消失等豚熱の特定症状を確認。3 名を現地
に追加し、生存豚の体温測定及び採血。さ
らに死亡豚を現地解剖及び採材し、PCR 等
により豚熱及びアフリカ豚熱の検査実施。
同日陰性確認。陰性確定までの一連の流れ
は問題なかったが、発生地本部テント設営
予定地での設営が土地の凹凸により困難と
判明。急遽代替場所選定し直し問題解決。
また、12 月、飼養羽数約 10,000 羽、開放
式低床鶏舎の採卵養鶏場より、死亡羽数増
加の通報。農場主より給水器不調の報告あ
るも HPAI 多発時期のため立入。臨床検査で
は故障箇所両隣の鶏のみ死亡し、特定症状
は確認できず。簡易検査で陰性確認。前年
度改善した簡易検査マニュアルは良好に機
能するも動員計画は動員人数や作業時間に
改善の余地判明。今後も疑い事例発生の都
度、他所属の意見をとりいれ計画改善予定。 
 
Ⅷ－２ 細菌性・真菌性疾患 
 
447．県内における健康畜及び病畜由来基質
特異性拡張型βラクタマーゼ産生大腸菌の
浸潤状況：岩手県中央家保 市村鋭 

薬剤耐性菌である基質特異性拡張型β-
ラクタマーゼ（ESBL）産生菌は国内外でヒ
ト及び家畜から分離され、その拡大が懸念。
昨年、2015～2021 年の病畜由来大腸菌から
病原性を有する本菌を 17 株確認。今回、2
008～2014 年の病畜由来大腸菌並びに 2021
～2022 年の食鳥処理場搬入健康畜及び病
畜由来大腸菌 51 株について、ESBL 産生菌
の判定を行い、昨年確認した 17 株と共に E
SBL 遺伝子の群別及び型別を実施。本菌は 2
014 年以降に出現し、新たに確認された 11
株を加えた 28 株（病牛 16、病豚 1、病鶏 5、
健康鶏 6）は、CTX-M-1 グループ（10）、C
TX-M-2 グループ（1）、CTX-M-9 グループ（1
5）、TEM（2）に群別。そのうちヒト医療分
野で分離頻度が高まっている CTX-M-1 グル
ープの型別を実施した 10 株は、CTX-M-1
（2）、CTX-M-15（4）、CTX-M-55（4）であ
った。これら ESBL 遺伝子群及び型は既報の
国内分離株の傾向と一致。また、健康畜に
おいても本菌が確認され、フードチェーン
への侵入が懸念。本菌動向を継続的に調査
するとともに抗菌剤の慎重使用が重要。 
 
Ⅷ－３ 生理・生化学・薬理 
 
448．プール検体を用いた特殊生化学検査

の精度管理：岩手県中央家保 千葉由純、
竹下愛子、嶽間澤直弥 
 HPLC、原子吸光光度法による特殊生化
学定量検査は、検体処理等の手作業が多
く複雑な上、管理検体が市販されておら
ず定量値を検証する方法が欠如。検査精
度の維持のため、冷凍プール血清および
臓器を標準検体として定量値を検証。臨
床的に正常な牛 50 頭の血清、全血を均一
に混和し、2ml チューブに分注。2 頭の肝
臓、大脳を 3 ㎜角に刻み、1～5g に小分
けし、遮光-80℃で保存。これらを管理検
体とし、ビタミン A・E、チアミン、銅、
亜鉛、鉄、セレン、鉛の検査時に同時に
定量し値を比較。管理検体の定量値は、
採材 389 日以内において変動係数 8.3％
以内。通常検査時に同平均値±標準偏差
の 2 倍を逸脱した場合、検査工程を確認。
その要因は、人為的エラー、標準品・試
薬の劣化、機器の不具合に起因したため
修正、再検査を実施。人為的エラーの防
止のため、チェック様式の作業手順書を
作成。年度ごとに更新したプール検体に
より定量値を確認することで、検査精度
の維持が可能。 
 
449．当所における血液生化学検査の測定結
果と精度管理：長野県伊那家保 平野皓己 

当所では乾式臨床化学分析装置を用いた
血液生化学検査を年間約 550 件実施。年に
一回、標準血清を用いたメーカーによる外
部精度管理により、許容範囲外となった項
目は分析装置の校正を行ってきたが、毎年
同じ傾向の測定誤差を生じたため、独自調
査を実施。臨床的に健康な牛 590 頭におけ
る TP、ALB、GLU、BUN、TCHO、Ca、IP、GOT、
GGT の測定値を集計。月別平均測定値と基
準値を比較すると、校正後の測定回数と測
定誤差に相関を確認。測定誤差は測定回数
に依存すると仮定、月別の補正基準値を作
成し、検査結果を再評価。修正が必要な検
体数の割合は GLU9.8%、BUN5.9%、TCHO8.7
％、ALB48.8％、IP15.7％。それらの測定値
分布、月別検体数及び割合を評価。校正後、
修正検体数割合が 5 ポイント増加した測定
回数を各年で算出。最も早く達したのは AL
B の 190 回であり、安定した測定値を得る
には、年一回の外部精度管理のみでなく、
概ね 200 回測定毎の校正が必要。 
 
Ⅷ－４ 保健衛生行政 
 
450．大規模農場における重大な動物感染症
の発生に備えた対応：秋田県南部家保 菊
地智貴 川畑海渡 
 令和 3 年度に管内大規模養鶏場で高病原
性鳥インフルエンザ(HPAI)が発生。自衛隊
動員時の集合施設の圧迫、集合施設と農場
間の移動手段及び情報伝達手段が課題。そ
こで管内最大規模の養鶏場と大規模養豚場
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について、防疫計画の改定と HPAI および豚
熱の発生を想定した防疫演習を実施。養鶏
場では建設業協会と現場視察を行い、重機
の動線や埋却地の仕様を確認。防疫計画を
改定し関係機関と机上防疫演習を実施。自
衛隊動員時の集合施設を再選定し、新たに
休憩所及び宿泊施設を設定。移動にはマイ
クロバス複数台の運用により対応。養豚場
では担当地域振興局と協議し、必要最小限
の消毒ポイント候補地を選定。防疫演習で
は農場管理者および管理獣医師とともに農
場内での作業動線を確認し、新たに導入し
た web 会議システムにより農場と集合施設
間の情報共有を検証。今回の成果を他の農
場に活用し、引き続き実践的な防疫計画の
改定と防疫演習を行い、重大な動物感染症
の発生に備えたい。 
 
451．茨城県における新規機器導入による病
理検査体制の構築:茨城県県北家保 石塚
駿 

病性鑑定における病理検査は、多くの工
程があり、熟練した技術や長時間作業が必
要。本県ではこの課題の解決のため、包埋
カセットプリンタ、組織切片自動作製装置、
自動染色装置及び自動ガラス封入装置、バ
ーチャルスライドスキャナを導入し、業務
改善と新たな検査体制構築を実施。まず、
包埋カセットプリンタではカセットへ検体
情報及びバーコード印字が可能となり、準
備時間が短縮し、検体取違いのリスクも低
減。組織切片自動作製装置では薄切とスラ
イド貼付けが全自動で実施され、作業時間
が 90％以上削減。自動染色装置及び自動ガ
ラス封入装置についても染色及び封入作業
が全自動で実施されるため、作業時間が 95
％以上削減。バーチャルスライドスキャナ
によりデータ化されたスライドは、外部専
門家等とブラウザ上で共有が可能。これら
の機器を導入し、新たな病理検査体制を構
築することで、担当職員の大幅な業務負担
軽減を実現。引き続き、質の高い病理検査
の提供を継続。  
 
452．特定家畜伝染病発生に備えた適正な埋
却地確保への取組：栃木県県北家保 橋本
早奈恵、片野優子 

令和 3年 4月に豚熱が発生した農場では、
農場と別市町に用意していた埋却地が市町
反対により使用不可、別の埋却地を急遽確
保し対応。これを受け、管内大中規模養豚
場 44農場及び 1万羽以上飼養養鶏場 7農場
の埋却地に、課題抽出等を行う適地性調査
を実施。課題が抽出された養豚 25 農場、養
鶏 2 農場について家保、農業振興事務所、
市町、建設業協会、農場責任者が立ち会い
現地調査を実施し、埋却の可否判断。現地
調査で、養豚 7 農場の埋却地を不適と判断。
不適農場に対し、新たな土地確保や林地伐
採等の指導実施。改善に時間を要する農場

もあったが、令和 4 年 10 月に管内全養豚場
及び全養鶏場で適正な埋却地確保完了。令
和 4 年 7 月の国内最大規模豚熱発生事例で
は、埋却地の事前確保により埋却作業の停
滞なく防疫措置完了。今後も、調査した埋
却地の適地性維持の指導継続、口蹄疫等の
発生に備え大規模養牛 38 農場に対し埋却
地調査を引き続き実施。 
 
453．管内養豚場、養鶏場の埋却地確保に向
けた指導：群馬県吾妻家保 小島怜子 

近年、豚熱や高病原性鳥インフルエンザ
等の家畜伝染病発生リスクが高い状況が継
続。家畜伝染病発生時の防疫作業の進行に
は埋却処分が可能な土地の確保が重要。今
回、関係各所と協力、ドローンや水源地図
を用いて管内養豚場及び養鶏場の埋却候補
地を多角的に検討。その結果、管内養豚場
14 農場のうち 9 農場、養鶏場 20 農場のう
ち 7 農場の埋却候補地が埋却処分に適して
いないと判断。検討資料をもとに適切な埋
却地確保に向けた指導を実施。養豚場 8 農
場、養鶏場 4 農場で埋却地確保状況が改善。
関係各所との協力により、多角的な視点か
らの埋却候補地の評価が可能。同時に、家
畜伝染病発生時に連携が必要な関係各所と
埋却地及びその問題点等の情報共有が可
能。また、農場に対しては検討資料を用い
て問題点を明示した具体的な指導が有効。
今後も適切な埋却地を確保していない農場
の指導を継続するとともに、定期的な埋却
候補地調査を実施、円滑な防疫作業の進行
に備える。 
 
454．巡回指導と畜産振興施策の強化による
飼養衛生管理基準遵守率の向上：千葉県中
央家保 本多芙友子、猪俣一陽 

本県では令和 2 年度の高病原性鳥インフ
ルエンザ大発生を受け、昨年度は飼養衛生
管理基準改正に併せて県獣医師会協力のも
と豚・鶏農場の巡回指導を強化。今年度は
巡回指導に加え、事業間のクロスコンプラ
イアンスや農場 HACCP 認証の取組みを拡
充。その結果、令和 2 年度末から本年 10
月までに豚 18 件のうち柵の設置が 11→15
件、ネット設置が 2→13 件に改善、主要７
項目中 6 項目で遵守率 100％に向上、残り
の「畜舎毎の服と靴の交換」も年度内改善
予定。埋却地確保について、長年未改善だ
った肉用鶏６農場とその関連会社を県畜産
課や市と協力して繰り返し指導した結果、
全農場が年度内の確保に向け積極的に取り
組んでいる。さらに、当所では埋却地不足
農場での発生に備え公共焼却施設の協力確
保にも努めた。基準の強化で指導方針が明
確化され農場の理解が深まったことが遵守
率向上に繋がった。今後も丁寧な巡回指導
や畜産振興施策の支援を行い農場に貢献し
ていく。 
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455．家畜保健衛生所の広報活動推進：東
京都家保 穴水真奈、藤森英雄 

近年、家畜伝染病の多発により報道機会
が増加。一方、都民への家保業務を紹介す
る機会は少ない。そこで、2022 年 10 月 22
日（公財）東京都農林水産振興財団主催で
開催された秋の家畜ふれあいデー（イベン
ト）に家保ブースを出展し、家保業務広報
活動を実施。畜産関係者以外の参加人数は
約 1000 名で、家保職員 3 人参加。家保ブー
スでは、採血道具等展示、マイクロピペッ
ト操作体験、家畜衛生関連等チラシ配布、
パネル展示、家保業務認知度等アンケート
を実施。アンケートは家保ブース入場約 10
0 名の内、24 名が回答。約 6 割がイベント
で家保を初めて知ったと回答。また、「展
示で家保を知ることができたか」の設問に
対し「できた、何となくできた」と全員が
回答。イベントでは、家保ブース入場者に
対して家保業務を概ね理解してもらうこと
ができた。今後も都民向けの各種イベント
に参加し、広報活動を実施する所存。 

 
456．コロナ禍における獣医学生研修及び職
場体験の実施：東京都家保 寺崎敏明、浅
野銀珠 
 大学や国関連団体からの獣医学生研修の
受入を、2020 年のコロナ禍以降は方法を変
更して実施。2020 年は学生が来所して行う
参加型研修の受入れを中止、学生を参集し
て行う大学の学外実習はオンデマンド（VO
D）で開催、配信用教材を作成し大学に提供。
2021 年は、感染防止を徹底の上 1 回 3 名 5
日間の参加型研修を実施、大学の学外実習
は VOD の教材を更新して提供。2022 年は 2
回 6 名 5 日間の参加型研修と VOD による大
学学外実習を開催。参加型研修は、都内農
場で行う乳牛の繁殖検診や高病原性鳥イン
フルエンザに係る実習等、実際の仕事中心
の内容。VOD 配信用教材は、音声入りスラ
イドや動画による繰り返し視聴可能な内
容。中学生職場体験は 2022 年に 1 回 2 名 3
日間で受入れ、平易な内容に工夫して実施。
一連の対応により、獣医学生の意欲向上や
産業獣医師への就業の動機付け、中学生の
職業観や勤労観の醸成、学ぶこと、働くこ
との意義を理解するための一助となった。 
 
457．情報通信技術を取り入れた家畜保健衛
生所業務への挑戦：東京都家保 藤森英雄 
 デジタル化の波は家畜保健衛生所業務に
影響。情報通信技術を取り入れた対応を模
索。①情報発信：広報誌のホームページ掲
載は既存だが紙面郵送配布希望多い。A4 版
紙面の制限から 2021 年度より QR コードも
掲載し詳細情報へ誘導。また、急増の愛玩
豚飼育者にショートメールサービス活用
し、迅速・確実な情報提供実施、今後は畜
産農家への導入検討。②遠隔地画像の共有
：島しょ地域での平飼い鶏のコクシジウム

症診断に現場検査の顕微鏡画像送信による
診断、都初発の豚熱対応の現場画像送信に
よる状況把握等を検証。病理標本所見等の
他場面での活用も期待。③業績発表会（業
発）の運営：基本の参集からオンライン開
催へ。都業発では今回で 3 回目、令和 4 年
次都開催のブロック業発も他に先駆けオン
ライン。この経験より業発開催、運営への
将来的展望を考察。デジタル化の波に上手
く乗りたい。 
 
458．高病原性鳥インフルエンザ発生に備え
た集合施設運営体制強化への取り組み：富
山県東部家保 槻尾里佳、森岡秀就 

県内で発生した HPAI 発生時の課題を整
理し、集合施設の運営強化のための取り組
みを実施。施設面では、市町に十分な広さ
を確保できる施設の再選定を依頼。選定施
設を関係機関で現地確認し、必要資材を積
算の上、意見をレイアウトに反映。資材面
では、備蓄資材を農場毎に集合施設と現地
用に区分け整理し、搬出を外部委託し省力
化。集合施設に資材の一時保管と中継を行
う機能を追加。組織面では、役割を明確に
し、運営責任者を家保が担い、運営を広域
センター、補助を市町が行う体制とし、係
の再編成を実施。異常通報から準備段階を
整理したゼロクールマニュアルを作成。作
業従事者への配慮のため、案内板の設置、
飲食料の提供等の対応を追加。業務内容、
指揮系統を明確化し検討を重ね、集合施設
運営マニュアルを作成。候補施設で防疫演
習による一連の業務の検証を行ったとこ
ろ、設営と運営が円滑に実施でき、参加者
の理解度も高い。今後も関係機関と連携し、
防疫体制の強化に努める。 
 
459．畜産を学ぶ高校生への学術的支援：長
野県松本家保 山口慎輝子  

当所では以前から、管内農業高校からの
依頼により、牛等の妊娠鑑定や、高病原性
鳥インフルエンザに関する授業を実施して
いる。令和 3 年度からは卒業研究のサポー
トとして、大学教授らを交えたアニマルウ
ェルフェア（AW）に係る研究課題検討会を
開催し、より専門的な取り組みとなるよう
支援。令和 4 年 12 月、動物関係の学科・コ
ースに所属する全学年を対象にアンケート
調査を実施したところ、家保が実施した授
業は概ね理解されていた。また、AW や飼養
衛生管理への関心が高いことがうかがえ
た。卒業後の進路は、畜産以外の動物関係
の職業を希望する生徒も多かったが、動物
展示施設等においても衛生管理は重要であ
り、家保との交流は畜産等に関する知識の
向上や衛生意識の醸成に有用であると考え
る。畜産に係る従来の内容の他、産官学が
連携し、AW 等の新たな分野について専門家
と学ぶ機会をつくることも家保として重要
な役割であると考える。 
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460．初動防疫対応の円滑化を目指した業務
改善活動：静岡県西部家保 貞弘真行、藤
巻章郎 

令和 3 年 12 月 25 日、平成 30 年の岐阜県
豚熱発生以降県内で初めて疑似患畜を確
認。防疫対応を実施し、様々な問題が発生。
個々の問題の解決以外にも、根本的に業務
のやり方を見直すため、業務改善活動を実
施。活動目的は、「特定家畜伝染病被害の
拡大防止」、目標は「初動防疫対応の効率
化（異常通報から防疫対応開始までの全作
業工程を疑似患畜確定までに 100％完了さ
せる）」。課題は、防疫関連業務に取り組
む時間捻出、防疫措置関連業務適正化によ
る初動防疫対応効率化。時間捻出のため、
日常業務実施方法や共有 HD 管理方法見直
し、執務室等の整理整頓を実施した結果、
年間 200 時間削減見込み。初動防疫対応効
率化のため、防疫措置関連業務の全体像を
課員と共有し、継続的に適正化していくこ
ととし、今年度は防疫関連の複数のマニュ
アルについて整理、農林事務所、協定団体
等と一部業務について共通認識を得るため
意見交換会等を実施中。 
 
461．大阪府における家畜防疫の取り組みに
ついて：大阪府家保 緒方一也 

本府で実施する防疫対策要領やマニュア
ル作成、関係機関への説明会や防疫訓練等、
迅速な防疫対応のための改善の取組を紹
介。家畜死体等焼却：焼却処理マニュアル
の作成や各管理組合との協定締結等調整。
今回、協定焼却施設において、焼却炉まで
の効率の良い搬入方法を確立するため、実
践形式で演習を実施。これにより当初想定
していた方法の危険性や非効率等の改善点
が明らかになり、より安全で効率の良い方
法を確認。防疫対応時の家畜防疫員確保：
家保職員だけでなく、他部署獣医師を家畜
防疫員として任命する体制を確立。家畜を
扱った経験が少ない動物愛護管理センター
職員を対象に家畜防疫技能向上のための訓
練を実施。これにより人材育成、防疫措置
の際の業務分担ができ、防疫作業を迅速化
できると考える。現地対策本部マニュアル
：関係機関との意見交換や机上訓練を実施、
ブラッシュアップに注力。今後も引き続き、
より迅速な防疫対応が可能となるよう備え
を進める。 

 
462．優良事例集等の活用による伝わりやす
い巡回指導：宮崎県宮崎家保 関口真樹 
兼田稔也  

飼養衛生管理基準の遵守を妨げる要因を
検討し、以下 4 つの取組で遵守率向上に寄
与。①優良事例集の活用：巡回時、農場内
で気づいた工夫を撮影。優良事例集を作成
し、他農場への普及に活用。普及の際には、
農場の状況に応じ、取り入れやすい方法を

視覚的、具体的に提示。さらに会話手法も
工夫することで、生産者のやる気を促す。
生産者も取組意欲が向上。②生産者からの
意見への対応：生産者の不満の根本的な原
因を探り、他農場で行われている解決方法
を提案。③関係者との連携：管理獣医師や
農場本部などと連携し、遵守状況と改善案
の情報を共有。複数の関係者が同じ目線で
農場に関われ、指導内容のブレの減少、改
善スピードの促進。④家保職員の知識習得
：殺鼠対策を実施。生産者の悩みを理解し、
具体的な対応策を提供可能。今後も生産者
と共に考え、改善する姿勢を持ち、関係者
と連携しながら、実用的な農場バイオセキ
ュリティーの事例の提供を目指す。 
 
463．管内の動物用医薬品販売業者への立入
状況：宮崎県宮崎家保 上野明香、宮川陽
一 
 管内の動物用医薬品販売業者は令和（R）
4 年 3 月末時点で店舗販売業者 48 件（県内
の 52.2%）、特例店舗販売業者 56 件（同 4
3.4%）、卸売販売業者 10 件（同 62.5%）。
各業者に対し、2 年に 1 度立入し、違反が
あった際には指導を実施。平成（H）31 年
度（R1 年度）から R3 年度までに行った立
入件数及び違反件数は、H31（R1）は立入 6
2 件、違反 32 件（店舗 9 件、特例 23 件）、
R2 は立入 47 件、違反 17 件（全て特例）、
R3 は立入 65 件、違反 15 件（店舗 1 件、特
例 14 件）。H31（R1）～R3 の指導延件数で
みると違反 64 件中 54 件（84.4%）が特例店
舗販売業者への指導と判明。指導内容は「店
舗における掲示」の不掲示や他の一般製品
との区別等の軽微な違反が主で、年間 1～2
件の制限品目陳列や使用期限超過があっ
た。特例店舗での違反が多い理由として、
販売担当者の知識・経験不足が考えられた
ことから、今後更に各販売業者に対してき
め細かい指導が必要。 
 
464．中南部地域の特定家畜伝染病発生時の
初動防疫体制の確認：沖縄県中央家保 田
口麻奈美、後藤紀子 
 本県で令和 2 年 1 月に豚熱が、令和 4 年
12 に高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が
発生。これらの特定家畜伝染病を早期に抑
え込むには、迅速な初動防疫対応が必要な
ため、県関係機関等を対象に防疫演習を開
催。管内最大規模の採卵鶏農場での HPAI
発生を想定し、①消毒ポイント、②資材搬
出について実働演習を実施。①では担当機
関が物資の積載やポイントの設営、車両消
毒を実践。②では発生農場や防疫ステーシ
ョンへ輸送する資材を、それぞれの担当機
関がトラックへ積載。演習後のアンケート
では①②ともに 100％が作業内容に理解を
示した。演習内容は①は 93％、②は 92％が
良いと評価。演習②では炭酸ガスボンベの
運搬を実施したが、不安視する声があった
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ため、特別演習として家保職員を対象にボ
ンベの取扱い講習会を実施。 
本演習により関係機関等の家畜防疫意識が
向上。今後とも特定家畜伝染病発生時に備
え、家保と関係機関との連携を強化すると
ともに、迅速な初動防疫作業のため演習を
継続して行う必要がある。 
 
Ⅷ－４ 畜産技術 
 
465．家畜衛生に活かすホームセンター活用
術：東京都家保 藤森英雄 
 2016 年度業発「農園芸資材を活用した家
畜衛生関連機器の試作」の続報。ホームセ
ンター（HC）で、家畜衛生に活用できる多
種多様の資器材入手が可能。既存例では専
用作業服としてのナイロン製ツナギ、耐久
性高い靴底のブーツカバー等。農場指導に
も利用。有事の初動対応のため資材（感染
性廃棄物容器等）を備蓄。迅速運搬のため
カゴ台車に保管。リフト付きトラック手配
不可時は、積替えの重労働、人員確保困難
が想定。そのため、積込み用スロープを短
菅パイプで試作。また、夜間作業想定で HC
取扱いの各種照明装置を比較し使用場面想
定。通常業務等への活用では、園芸用支柱
使用で畜舎出入口の更衣等スペース、展示
パネル設置台を試作。都の豚熱初発事例対
応で、発生施設で不所持の消石灰等必要資
機材を近隣 HC での購入を指示。HC 活用で、
日々業務や対応等の改善と必要量以上の備
蓄回避に有効と考察。 
 
466．フレコンバッグを活用した堆肥保管の
事例：石川県北部家保 堀成実、村上成人 
 都市化の進む地域で堆肥保管場所、臭気
問題に苦慮していた酪農家に、堆肥舎やコ
ンポスト等の対策と比べ安価で簡易的な方
法として、堆肥をフレコンバッグに詰めて
保管するよう指導したところ、限られた農
場敷地内に臭気発生を抑えつつ保管が可能
になった。この方法で保管した堆肥につい
て、成分及び保管中の温度の変化、フレコ
ンバッグ内の臭気発生状況を調査したとこ
ろ、フレコンバッグに詰めて約 2 週間、堆
肥は 60℃以上の高温を保ち、有機物量及び
C/N 比が低下、有機物が分解されて堆肥の
質が向上し、アンモニア・硫化水素濃度は
0.1ppm 以下の低値。一方、フレコンバッグ
に雨水が侵入した結果、堆肥の水分量が増
加。フレコンバッグの防水に留意が必要。
本技術は、都市化が進む地域での簡易的な
堆肥保管技術として活用可能。 
 
Ⅷ－５ その他 
 
467．日本最北地域における海外悪性伝染病
の防疫対策の取り組み：北海道宗谷家保 
竹花妙恵、梅澤直孝 
宗谷管内は乳用牛の飼養が多い日本最北の

酪農地帯。国境地域で渡り鳥が多数飛来し、
地理的に口蹄疫（FMD）や高病原性鳥インフ
ルエンザ（HPAI）の侵入リスクが高い。防
疫課題を捉え直し、危機管理の実効性向上
に取り組んだ。FMD 防疫演習は、実演型を
大規模農場、建設協会関係者、隣接する留
萌地域との合同を含め多く実施。HPAI 防疫
計画を精査し、集合施設、消毒ポイントの
レイアウト追加、関係機関内の情報共有、
協力・連絡体制を確認。管内最大家きん飼
養農場では飼養者を含め防疫検討会を実
施。令和 3 年更新の画像転送システムを、
クラウドストレージサービスと公用スマー
トフォン（スマホ）で検証。通信環境不安
定時、スマホの方が良好に通信でき有用。
初動防疫で必要となる市町村の防疫体制状
況を調査し、現状と課題を把握。市町村や
関係機関との定期的な話し合い等で情報共
有及び協力関係を維持、課題解消に努め、
さらなる防疫体制の強化・維持を図ってい
くことが重要。 
 
468．最上家保の持続可能な組織体制づくり
：山形県最上家保 須藤亜寿佳、佐々木志
穂 

当所は、職員数が少なく、職員の在籍年
数や家保経験年数も様々。職員の知識や技
術の差が、業務の停滞や危機管理対応力の
低下を招き、組織の弱体化に繋がることが
懸念。今回、「見える化」と「知識・技術
の平準化」により組織力を強化。「見える
化」は、職場環境の整備、事業内容の明瞭
化を行い、職員が職場環境や農場等の情報
をより把握、共有しやすい形に改善。「知
識・技術の平準化」は、各職員の特性を活
かし、各作業マニュアルの運用、病性鑑定
時の症例検討、各種要領等の勉強会、防疫
対応に関する演習を行い、家保業務に関す
る知識や技術に対する職員の不安を解消。
結果、業務の効率化、職員のスキルアップ、
組織力強化へ。この「見える化」と「職員
の特性を活かした知識・技術の平準化」は、
全国の家保が直面している課題（業務量の
増加、業務内容の偏り、人材の不足）に対
応する考え方として有効。今後も限りある
人材を活かし、家保の持続可能な組織体制
づくりを目指す。 
 
469．高病原性鳥インフルエンザ発生農場の
人員体制の検証と効率的タイムスケジュー
ルの検討：山形県県央家保 関美津子、小
林久美 

昨年末、本県初の高病原性鳥インフルエ
ンザ発生。約７万羽の殺処分は、延べ約 77
0 名、42 時間で終了。殺処分に係る動員は
1 クール 8 時間、1 班 35 名の 4 班体制。1
時間おきに班が入退場、最大稼働 140 名の
人員差配に苦慮。本課題に対し、今回の人
員体制を検証、最も効率的な人員体制とタ
イムスケジュールを検討。結果今回事例で
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農場内稼働班数別時間処理羽数は、2 班稼
働で 1,759 羽、3 班で 1,765 羽、4 班で 1,7
17 羽。効率が最も高いのは、2 班 70 名稼働
時で 880 羽/時間/班、一方 4 班稼働時は 42
9 羽/時間/班。以上より、2 班相当 70 名を
1 班とし、1 クール 2 班８～10 時間、班総
入替え体制のタイムスケジュールを検証。
本案は大休憩がなく動員者の農場入退場回
数の減少や動員者拘束時間の短縮に寄与。
また 10 時間 1 クールの場合、終了までの必
要人数は 560 名と縮小可能。大規模対応で
は、適正人数、資材充足、受入れ体制の強
化必要。 
 
470．特定家畜伝染病発生時の情報通信手
段の検討：福島県会津家保 横山浩一 

特定家畜伝染病防疫指針において、病性
等の判定のため異常家畜及び畜舎内部等を
デジタルカメラで撮影し報告することが明
記。当所は、デジタルカメラから携帯電話
へデータを送り、電子メールで写真を送信
する方法を用いているが、撮影画像の確認、
操作方法の煩雑性及び送信時間が課題。そ
こで、タブレット端末及び LGWAN のチャッ
ト機能を活用する方法を検討。管内の豚飼
養農場及び鶏飼養農場から、当所への写真
送信に要した時間を比較したところ、操作
法の簡潔化と通信速度の向上により、平均
で 3 分 47 秒短縮（64.5%減）。また、県内
で高病原性鳥インフルエンザが発生したこ
とを受け、会津地方における防疫対応時の
迅速な情報伝達及び共有を図るため、農場、
地方対策本部、家保の三者によるタブレッ
ト端末のチャット機能及び Web 会議機能の
活用を検討。文字、写真及び動画の共有、W
eb 会議による現場状況の把握等が可能と
なり、有用性を確認。 
 
471．所内月例カンファレンスの実績と今後
に向けた検討：東京都家保 神﨑萌絵 
 東京都家保では職員個々の能力、組織と
しての業務遂行能力の向上を目的としてカ
ンファレンスを平成 22 年より実施。カンフ
ァレンスを行うなかで、意見交換の場とし
ての利点もある一方、様々な改善点も見ら
れた。そこで、2022 年度までのカンファレ
ンスの開催実績をまとめた上で、より充実
したカンファレンスの実施に向け、所内に
おいてアンケートを実施。2022 年度までの
発表では日頃の業務に関連した発表および
報告が最多。アンケートは主にカンファレ
ンスの開催時間、発表内容、オンラインで
の実施に関して意見を募集。開催時間は今
後可能な限り全員が参加できるよう今後検
討。発表内容では防疫派遣報告が参考にな
るという意見が多かった。オンラインでの
実施は、音声が聞き取りづらいときがある、
質問・意見を言いやすくするための工夫が
必要との声が多かったため、オンラインで
の開催に関するマニュアルを作成する等、

今後改善を図る。 
 
472．特定家畜伝染病発生に備えた地元警察
等との連携：神奈川県県央家保 岡京子、
英俊征 

特定家畜伝染病発生時には、家畜伝染病
予防法に基づき、伝染病発生農場周辺の道
路を規制することができる。通行規制には
地元警察等との連携が不可欠なことから、
道路使用について平成 30 年 1 月に県警本
部、畜産課及び家畜保健衛生所（家保）で
発生時の通行規制内容について意見交換。
同年 4 月からは養鶏場周辺の道路を所管す
る地元警察と通行規制の協議を開始。令和
2 年からは豚熱の国内発生拡大を鑑み、レ
ンダリング装置の説明を追加。令和 3 年 9
月には同年 7 月の県内豚熱発生事例を踏ま
え、再度県警本部、畜産課及び家保で通行
規制と道路使用の申請方法を確認し、県か
ら新たに警察への通行規制依頼文書を発
出。令和 4 年に養鶏場、養豚場周辺の道路
を所管する地元警察と 1 回目の協議完了。
現在は新規農場等が所在する地元警察から
順に、通行規制案を再協議。また、道路上
の設置物に係る道路占用許可についても、
警察と同様に、各道路の所管部署とも連携
し伝染病発生時に備える。 
 
473．ドライアイスと滑走式ミクロトームに
よる凍結切片作製について：長野県松本家
保 徳武慎哉 
 クリオスタット以外の新鮮凍結切片作製
法として、電子冷却式氷結装置 MC-802C（大
和光機工業株式会社）による薄切手順を参
考に、滑走式ミクロトームとドライアイス
を用いた方法を検討。①材料：0 日齢初生
雛の脾臓を除く主要臓器及び大脳。②凍結
ブロックの作製：2～3mm 厚臓器をポリプロ
ピレンフィルム製モールド（40×20×20
㎜）に入れ OCT コンパウンドで包埋。③凍
結法：ドライアイス・エタノールを容れた
保冷容器にモールドを 90 秒浮遊。④薄切・
染色：ナイフホルダー・標本固定器・ステ
ージをドライアイスで冷却・保冷。滑走式
ミクロトームでブロックを 3 ㎛厚に薄切・
固定後、常法により HE 染色。⑤結果：クリ
オスタットを用いなくとも新鮮凍結切片の
作製は可能。しかし、心・肺・大脳の切片
は比較的固有構造を保つものの、肝・腎は
固有構造の観察困難。今後、ブロックの凍
結条件、薄切時の温度管理法、成鶏・他畜
種臓器の凍結切片作製の可否の検討が必
要。 
 
474．特定家畜伝染病発生時の速やかな初動
体制を確保するための取組（第 2 報）：静
岡県東部家保 和田みなみ、久保山雪子 

特定家畜伝染病発生時の迅速な防疫措置
開始には、初動体制の整備が必要。防疫拠
点用備蓄資材をカゴ台車に集約し、防疫演
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習（演習）にて迅速な資材搬出が可能か検
証。演習は母豚 100 頭規模養豚場での豚熱
発生を想定。参加者は防疫支援班員、現地
班員の県職員及び市町、農協職員。演習後、
アンケートを実施。各工程に要した時間は、
資材確認が 5 分、トラック積込みが 42 分、
荷下ろしが 12 分、拠点設置が 47 分。アン
ケートでは家保職員からの指示が聞こえな
い、拠点配置図が少なく戸惑ったという意
見が得られた。資材集約は、迅速な資材確
認に効果的だが、トラックへの積み直しが
生じたことで積込みに時間を要した。資材
量に応じたトラックの手配、説明会での拠
点係育成、作業員が自立的に作業可能にな
るような拠点見取図、テント配置図等の準
備が必要。演習で明らかになった問題点、
アンケート結果を参考に防疫体制の整備を
推進。 
 
475．特定家畜伝染病発生時の防疫拠点設置
における 3D・CAD 活用の検討：静岡県中部
家保 梶原一洋、田中ちぐさ 

令和 4 年 10 月、静岡県特定家畜伝染病防
疫演習で防疫拠点等設置運営訓練を実施。
防疫拠点配置図(配置図)作成に、3D-CAD ソ
フト（Fusion360）を活用。作成した 3D 配
置図を、演習計画や演習参加者等への説明
資料として使用した。3D 配置図を使えば、
休憩場所や資材置き場等、防疫拠点内部機
能を視覚的に理解できる。演習後にアンケ
ート調査を実施(n＝16)。防疫拠点は各パー
ツが既製品で構成され、正確な設計図が作
成可。パソコン上では、配置図を様々な角
度から観察でき、正確かつ詳細な設置計画
が作成可。拠点設置には多くの人が関わり、
イメージ共有によりスムーズに設置可。演
習で防疫拠点を 3D 配置図どおり設置。アン
ケート調査で、69％の人が実際の発生時に
も「必要」または「どちらかと言えば必要」
と回答。一方、拠点設置時に大きな配置図
が欲しい等の意見あり。防疫計画作成や迅
速な防疫対応のため 3 パターン（大、中、
小）の配置図及び拠点設置に必要な資機材
リストを作成。 
 
476．家畜保健衛生所における防疫動線の構
築：愛知県西部家保 伊藤侑起 
 当所では、これまで農場等の交差汚染防
止を徹底するため、車両消毒や消石灰散布
を実施。しかし、近年の全国的な豚熱や高
病原性鳥インフルエンザの発生を受け、よ
り明確化した防疫動線の構築を行った。当
所は敷地が狭く民家が近いため、消石灰の
飛散防止対策が重要。そこで、交差汚染防
止に重要である靴を所内用と農場用の２種
類準備し、靴交換場所を新設することで、
消石灰散布に頼らない近隣民家へ配慮した
対応を構築。また、車両消毒場所である汚
染エリアと非汚染エリアの境界をコーン及
びロープで区分け、地面に白線を引くこと

で、境界の更なる明確化を実現。なお、今
年度は大きな施設工事があり、一部の場所
が使用できなかったため、フェンスへのブ
ルーシート設置及び隣接民家から消毒場所
を離すことで、薬剤の飛散防止に配慮した
臨時の防疫動線を構築。引き続き、所内で
検討を行い、交差汚染防止対策を確認し、
防疫動線の明確化に努める。 
 
477．輸入飼料価格高騰に係る畜産農家支援
の取組：京都府南丹家保 島村優理、今峰
謙 
 近年、コロナ禍の長期化やウクライナ情
勢等の影響を受け、輸入飼料価格高騰によ
り畜産農家の経営が悪化。府は、輸入飼料
価格高騰対策緊急支援事業を創設。当所は
畜種毎に担当者を決め、本事業活用に最適
な経営改善策を農場と検討。その後、事業
に係る申請書類作成から実績報告まで JA
等の関係機関と共に伴走支援を実施。当初、
事業の推進等に課題が生じたが、事業対象
農家の 80%以上となる 51 戸 60 農場が事業
を活用。主な取組内容は、細霧装置や換気
扇導入等による生産性向上（39 農場）、自
給飼料の利用・増産等による飼料費低減（2
5 農場）、フォークリフトや飼料搬送機導
入等による作業の効率化（25 農場）で、総
事業費は 279,856 千円、補助金実績額は 17
9,934 千円。事業を活用した農家からは経
営の立て直しに役立ったとの声が聞かれ、
廃業する農家は認めなかった。本事業を通
じ、これまで家畜衛生分野に特化しがちだ
った職員の視野が広がり、農家との繋がり
が一層強化された。 
      
478．高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱の
発生に備えた対策強化の取組：岡山県津山
家保 松馬定子、萱原佳美 

高病原性鳥インフルエンザ、豚熱発生時
の迅速かつ的確な防疫措置を可能とするた
め、以下の対策を実施。家保策定の防疫計
画（人車両動線、テント設置場所、処分鶏
のストックポイント等）について、県地域
事務所、市町村、農場等と現地調査等に基
づく検討を行うとともに、計画に基づく発
生時の対応に協力を要請。消毒ポイントは
家保統合に伴い新たに担当する箇所を巡回
し、適正度を確認するとともに、通行車両
に配慮した設定に変更。北部地域の農場に
ついて積雪を想定した防疫計画を検討。防
疫措置前後の環境負荷をモニタリングする
ため農場毎に排水経路を調査。埋却地の適
正度確認のため、農業土木技術者により現
地を調査。バス、トラックの規格決定等の
ため大型車両有資格者により現地を調査。
家保職員を対象に異常家畜通報時の手順、
殺処分方法等の研修。一般県職員を対象に
防護服着脱訓練を保健所と共同で企画。今
後も関係者の協力を得て平時から防疫措置
の準備を進めたい。 
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479．動物用高度管理医療機器の製造業登録
及び製造販売業許可に関する事務手続：広
島県西部家保 浜田明日香、平井潤思 
動物用高度管理医療機器の製造業登録及び
製造販売業申請があったが、当所では初め
ての申請であり、今後、同様の申請があっ
た際に円滑に対応するため、課題と対応を
整理。【課題】①手順書の数が多く確認に
時間が必要、②手順書の規定様式がないた
め確認基準である点検表での確認に時間が
必要、③一部の省令で適正を判断する具体
的な基準値が示されていない。【対応】①
二人体制で対応して作業期間を短縮、②提
出された手順書は、総則と各手順書・様式
で構成され、総則は、確認基準である点検
表に記載された項目と各省令の該当条項が
全て記載されていることに着目。総則を基
に、手順書及び様式に必要な内容が漏れな
く記載してあることを確認、③動物薬事関
係基準解説書集の解説等を基に、具体的な
基準値を満たしているか確認。【まとめ】
今回の対応を基に、製造業申請等の申請者
向けリーフレットを作成。今後は対応内容
をマニュアル化し、他の畜産事務所と共有
して効率的な事務手続を図る。 
 




